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第Ⅰ章  研究の背景と目的  

 助 産 師 は 、 明 治 時 代 か ら 「 産 婆 」 と し て 活 躍 し 、 看 護 職 (保 健 師 、 助

産 師 、 看 護 師 )の 中 で は 最 も 早 い 時 期 か ら 、 専 門 的 な 職 業 と し て 法 制 化

さ れ て き た 。し か し 、助 産 師 は 開 業 権 を 持 っ て い る に も 拘 ら ず 助 産 所 数

は 、 1982（ 昭 和 57） 年 の 2,533 箇 所 か ら 暫 時 減 少 し 、 2008 (平 成 20)年

に は 788 箇 所 に ま で 落 ち 込 ん で し ま っ た (厚 生 労 働 省 2014 a）。  

 ま た 、 33,956 人 (2014/平 成 26 年 現 在 )い る 就 業 助 産 師 の 就 業 場 所 を

見 る と 、 病 院 就 業 の 助 産 師 は 22,055 人 、 診 療 所 就 業 助 産 師 は 7,305 人

で あ り 、病 院 ･診 療 所 が 全 体 の 87.8％ を 占 め て お り 、助 産 所 就 業 助 産 師

は 1,804 人 (5.3％ )に 過 ぎ ず (厚 生 労 働 省 2014 a)、 助 産 師 が 働 く 環 境 は

大 き く 変 化 し て い る 。  

 一 方 、日 本 で は 世 界 に 類 を 見 な い ス ピ ー ド で 少 子 超 高 齢 社 会 を 迎 え て

お り 、 国 は 2014(平 成 26)年 、 人 口 問 題 に 対 す る 総 合 戦 略 と し て 「 ス ト

ッ プ 少 子 化・地 方 元 気 戦 略 」を 打 ち 立 て 、2025 年 に は「 希 望 出 生 率 ＊ 1」

を 1.8 と す る こ と を 目 標 と し 、 さ ら に 、 長 期 ビ ジ ョ ン と し て 2035 年 に

は 人 口 置 換 水 準 ＊ 2 で あ る 出 生 率 2.07＊ 3 以 上 を 目 指 し て 具 体 的 な 対 策 を

進 め て い る (日 本 創 成 会 議 ・ 人 口 減 少 問 題 検 討 分 科 会 2014)。  

 か つ て は 、 受 胎 調 節 が 必 要 と さ れ る 時 代 も あ っ た 日 本 が 、 1973(昭 和

48)年 頃 か ら 合 計 特 殊 出 生 率 は 徐 々 に 減 少 し 続 け 、2005(平 成 17)年 に は

1.26 ま で 落 ち 込 ん だ 。 そ の 後 は 、 上 昇 に 転 じ 、 2015(平 成 27)年 の 合 計

特 殊 出 生 率 は 、 1.45 と な っ た (厚 生 労 働 省 2016c)。 2025 年 に 目 標 と し

て い る 希 望 出 生 率 1.8 と 同 じ 合 計 特 殊 出 生 率 で あ っ た の は 、 今 か ら 40

年 も 前 の 1976(昭 和 51 )年 (合 計 特 殊 出 生 率 1.85)、 1977(昭 和 52)年 (合

計 特 殊 出 生 率 1.80)で あ っ た 。 合 計 特 殊 出 生 率 を 40 年 前 の 数 値 に ま で

戻 す に は 、 並 大 抵 で は な い 、 か な り の 努 力 が 必 要 と さ れ る 。  

 ま た 、現 在 、産 科 医 療 分 野 で は 、労 働 環 境 が 過 酷 で あ る こ と や 、分 娩

時 の 医 療 事 故 に お い て 過 失 の 有 無 の 証 明 が 困 難 な 場 合 が 多 い た め 医 事

紛 争 が 多 い こ と な ど が 関 連 し 、産 科 医 師 の 減 少 、不 足 、地 域 偏 在 が 問 題

と な り 、さ ら に 、診 療 科 (産 科 )を 閉 鎖 し た り 分 娩 の 扱 い を 取 り や め る 医

療 施 設 が 増 加 し 、産 科 医 療 の 提 供 が 十 分 で な い 地 域 が 生 じ て い る こ と な

ど か ら 、産 科 医 療 の 崩 壊 と し て 社 会 問 題 と な っ て い る (恩 田 裕 之 2014)。 
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 こ れ に 対 し て 、 2014 (平 成 26)年 日 本 産 科 婦 人 科 学 会 お よ び 日 本 産 婦

人 科 医 会 は 、「 わ が 国 の 産 婦 人 科 医 療 再 建 の た め の 緊 急 提 言 」に お い て

「 地 域 の 基 幹 分 娩 取 扱 病 院 は 、重 点 化・大 規 模 化 を 迅 速 に 推 進 し 、勤 務

医 の 当 直 回 数 の 削 減 、当 直 明 け 勤 務 緩 和 、交 代 制 勤 務 導 入 等 の 勤 務 条 件

の 改 善 が 可 能 な 体 制 と す る こ と 」 な ど の 対 策 を 挙 げ た (日 本 産 科 婦 人 科

学 会 ら 2014)。  

 こ の よ う な 環 境 の 中 で 、「 助 産 」 を 業 と す る 助 産 師 も 、 国 が 掲 げ る 数

値 目 標 に 向 か っ て 、専 門 的 な 職 業 人 と し て 如 何 に 貢 献 し て い く か を 、組

織 を 挙 げ て 真 剣 に 考 え な け れ ば な ら な い 時 代 を 迎 え て い る こ と を 認 識

す る 必 要 が あ る 。  

 人 口 減 少 社 会 を 迎 え 、医 療 を 含 む 社 会 保 障 な ど が 厳 し い 状 況 に あ る 中

で 、 助 産 師 自 身 が 助 産 師 の あ り 方 を さ ま ざ ま な 視 点 か ら 検 討 し 、「 正 常

分 娩 は 助 産 師 の 手 で 」 行 う 環 境 を 整 え 、 妊 産 婦 が 、「 い つ で も ど こ で も

安 心 し て 出 産 で き る 」環 境 整 備 を し て い く 方 向 性 を 打 ち 出 す べ き だ と 考

え 、 本 研 究 に 取 り 組 む こ と に し た 。  

 2014(平 成 26)年 の 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 の 改 正 (「 特 定 行 為 に 関 す る

看 護 師 研 修 制 度 」 )に よ り 、 看 護 師 の 業 務 拡 大 が 実 現 し (厚 生 労 働 省

2016d)、こ れ を 契 機 に 、看 護 職 以 外 の 業 種 に つ い て も 業 務 拡 大 の 検 討 が

行 わ れ つ つ あ る (厚 生 労 働 省 2016e)。保 健 師 、助 産 師 の 業 務 拡 大 に 向 け

て の 検 討 を 、保 健 師 、助 産 師 自 ら が 提 案 し 、実 現 に 向 け て の 活 動 を 行 っ

て い か な け れ ば な ら な い 状 況 下 に あ る と 認 識 し て い る 。  

 助 産 師 の 活 動 が「 助 産 の 受 け 手 側 (女 性 全 般 )」お よ び「 助 産 の 提 供 側

(助 産 師 )」の 両 者 に と っ て 安 心・安 全 で あ る た め に は 、法 令 が 全 て に お

い て 優 先 す る 状 況 下 に あ る 日 本 に お い て は 、法 整 備 が 不 可 欠 で あ る 事 は

言 う ま で も な い 。  

 そ こ で 、助 産 師 が 法 に 守 ら れ た 状 況 で「 自 律 的 な 助 産 師 活 動 」を 行 っ

て い く た め に 、現 在 の 法 令 上 の 課 題 を 系 統 的 に 検 討 し 、抽 出 し 、法 令 等

の 改 善 に 向 け て の 情 報 提 供 を 行 う こ と を 目 的 と し て 本 研 究 を 進 め た 。  

 こ こ で 言 う 助 産 師 の 「 自 律 的 な 助 産 師 活 動 」 と は 、「 女 性 お よ び 産 み

育 て の 機 能 を 持 つ 女 性 の 生 涯 に 係 る 健 康 支 援 、 Low risk の 妊 産 婦 の 助

産 を 法 令 に 則 り 行 う こ と 、自 ら 行 っ た 行 為 に 対 し て 責 任 を 取 る こ と が で

き る 活 動 」 と 考 え た 。  
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 本 研 究 の 目 的 を 達 成 す る た め に 、 以 下 の 手 順 で 研 究 を 進 め た 。  

① 「 助 産 業 務 」 に 関 す る 現 行 法 令 (通 知 を 含 む )の 問 題 点 を 抽 出 す る 。  

②  法 令 上 の「 助 産 業 務 」に 関 す る 記 述 を 明 確 に し 、社 会 か ら も「 助 産 」  

 「 助 産 業 務 」 を 認 知 し て も ら う た め に 助 産 業 務 の 実 態 調 査 を 行 う 。  

③「 助 産 業 務 」の 解 釈 の 明 確 化 を 実 現 す る た め の 、看 護 界 で 過 去 に 取 ら  

  れ て き た 方 策 の 分 析 (過 去 に 発 出 さ れ た 通 知 の 分 析 )を 行 い 、参 考 と す  

  る 。  

④ 法 令 等 の 改 正 に 向 け て の 提 案 と 、助 産 師 の 質 の 向 上 に 向 け た 取 り 組 み  

 の 提 案 を 行 う 。  

 

 

 

 

＊ 1： 希 望 出 生 率 と は 、 201 4(平 成 2 6)年 に 厚 生 労 働 省 が 打 ち 出 し た 「 ス ト

ッ プ 少 子 化 ・ 地 方 元 気 戦 略 」 で 使 わ れ た 用 語 で 、 「 1.8」 は 夫 婦 の

意 向 や 独 身 者 の 結 婚 希 望 等 か ら 算 出 さ れ た 。「 希 望 出 生 率 」＝  ｛ 既

婚 者 割 合 ×夫 婦 の 予 定 子 ど も 数 ＋  未 婚 者 割 合 ×未 婚 結 婚 希 望 割 合

×理 想 子 ど も 数 } ×離 別 等 効 果  {( 34 %×2.07 人 )＋ (6 6％ ×89％

×2.12  人 )}×0.9 38  ≒ 1.8 (厚 生 労 働 省 2 017 ) 

実 際 に 比 較 す る の は 、「 合 計 特 殊 出 生 率 」 で あ る 。  

＊ 2：「 人 口 置 換 水 準 」 と は 、 人 口 が 増 加 も 減 少 も し な い 均 衡 し た 状 態 と な

る 合 計 特 殊 出 生 率 の こ と を い う (厚 生 労 働 省 20 17 )。  

＊ 3： 201 3(平 成 25)年 の 国 立 社 会 保 障 ・ 人 口 問 題 研 究 所 の 人 口 統 計 資 料 集

に よ る と 、201 0(平 成 2 2)年 時 点 で 人 口 置 換 術 は 、日 本 で は 2.0 7 と な

っ て い る (厚 生 労 働 省 201 7)。  
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第 Ⅱ 章  助 産 師 の 業 務 を 規 定 し て い る 法 令 の 分 析 に よ る   

問題・提案の抽出  

 日 本 を は じ め 医 療 の 先 進 国 で は 、医 療 職 の 業 務 は 法 令 で 規 定 さ れ 、法

令 規 定 が す べ て に 優 先 し て き た 。そ の よ う な 中 で 、日 本 に お い て 助 産 師

の 業 務 は 、看 護 職 (保 健 師 、助 産 師 、看 護 師 )の 中 で も 、最 も 早 い 時 期 か

ら 法 令 で 規 定 さ れ て い た 。  

 本 章 で は 、産 婆 規 則 に 始 ま る 助 産 師 業 務 の 法 令 上 の 規 定 を 経 時 的 に 詳

細 に 検 討 し 、法 令 に 定 め ら れ て い る 助 産 師 の 業 務 が 、社 会・時 代 の ニ ー

ズ に あ っ た も の で あ る か 否 か を 検 討 し 、改 善 に 向 け て の 提 案 を す る 際 の

参 考 資 料 と す る こ と に し た 。  

ま た 、本 章 で い う「 法 令 」に は 、法 律 、政 令 、省 令 、通 知 ま で を 含 め

る こ と に し た 。 特 に 、「 通 知 」 と し て 関 係 省 庁 の 関 連 部 署 か ら 発 出 さ れ

る も の は 、法 令 の 解 釈 が 不 明 確 と さ れ る 事 柄 に 対 し て 、行 政 の 解 釈 を 明

確 に 示 し て お り 、本 研 究 で 、「 助 産 業 務 」「 助 産 師 業 務 」を 提 案 す る 上 で

き わ め て 重 要 な 情 報 で あ る と 考 え た 。  

 

Ⅱ -1.検討の方法  

 助 産 師 の 業 務 等 に 関 連 す る 法 律 は 、「 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 (以 下 、保

助 看 法 と い う )」、「 医 療 法 」、「 母 子 保 健 法 」、「 母 体 保 護 法 」、「 戸 籍 法 」、

「 刑 法 」、「 児 童 福 祉 法 」、「 生 活 保 護 法 」、「 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、

有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 」、「 児 童 虐 待 防 止 法 」、「 配 偶 者

か ら の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害 者 の 保 護 に 関 す る 法 律 」、「 個 人 情 報 保 護 法 、

廃 棄 物 の 処 理 お よ び 清 掃 に 関 す る 法 律 」、「 看 護 師 等 の 人 材 確 保 に 関 す る

法 律 」 等 多 数 存 在 し て い る 。  

こ こ で は 、法 律 と し て 助 産 師 の 業 務 に 特 に 関 連 の 強 い 保 助 看 法 の 前 身

で あ る 「 産 婆 規 則 」 と 「 保 助 看 法 」 お よ び 、「 医 療 法 」、「 母 子 保 健 法 」

「 母 体 保 護 法 」に 規 定 さ れ て い る 助 産 師 の 業 務 を 中 心 に 法 と 通 知 等 を 読

み 込 み 、  

1)助 産 師 の 業 務 等 に 関 連 す る 法 律 の 分 析  

2)厚 生 労 働 省 が 発 出 す る 通 知 の 分 析  

3)考 察  

4)今 後 検 討 が 必 要 と さ れ る 課 題 の 提 案  
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の 順 で 進 め る 。  

 

Ⅱ -2.助産師の業務等に関連する法律の分析  

1)産 婆 規 則 お よ び 保 助 看 法 に 規 定 さ れ て い る 助 産 業 務 ・ 助 産 師 業 務  

(1)産 婆 規 則  

 産 婆 に 関 す る 規 定 が 見 ら れ る 最 初 の 法 令 は 、1868(明 治 元 年 )太 政 官 布

達 で あ る 。産 婆 は 江 戸 時 代 に お い て「 分 娩 介 助 」を 職 業 と す る 者 と し て

一 般 化 さ れ て い た が 、「 産 婆 に 関 す る 資 格 制 度 や 養 成 制 度 は な か っ た の

で 、そ の 知 識 、技 術 は き わ め て 低 い も の で あ っ た 」(厚 生 省 医 務 局 1976 a)。

そ こ で 、 明 治 政 府 は 太 政 官 布 達 に よ っ て 産 婆 に 自 覚 を 促 し た 。  

 そ の 後 、 1874(明 治 7)年 に は「 医 制 」が 発 令 さ れ 、そ の 第 五 十 条 か ら

五 十 二 条 に お い て 今 後 の 方 針 を 明 ら か に し た (厚 生 省 医 務 局 1976ｂ )。  

 ① 産 婆 は 四 ○ 歳 以 上 で 、婦 人 小 児 の 解 剖 生 理 お よ び 病 理 の 大 意 に 通 じ 、

所 就 の 産 科 医 の 眼 前 に お い て 平 産 一 ○ 人 、難 産 二 人 の 実 際 の 取 扱 い

を な し て 得 た 実 験 証 書 を 所 持 す る 者 を 検 し て 、免 状 を 与 え る こ と を

建 前 と す る こ と  

 ② 経 過 措 置 と し て 当 分 の 間 従 来 か ら 営 業 し て い る 産 婆 に つ い て は 、そ

の 履 歴 を 質 し て 仮 免 状 を 授 け る こ と と し 、医 制 発 布 後 一 ○ 年 間 に お

い て 新 た に 産 婆 営 業 を し よ う と す る 者 に は 、産 科 医 又 は 内 外 科 医 の

出 す 実 験 証 書 を 検 し て 免 状 を 授 け る こ と と す る も 、産 婆 の い な い 一

小 地 方 に お い て は そ の 他 の 者 で も 医 務 取 締 の 見 計 で 仮 免 状 を 授 け

る こ と   

 ③ 産 婆 は 急 迫 の 場 合 の ほ か 産 科 医 又 は 内 外 科 医 の 指 図 を 受 け す に み

だ り に 手 を 下 し て は な ら な い こ と  

 ④ 産 科 器 械 を 用 い 又 は 方 薬 を 与 え る こ と を 禁 ず る こ と  

な ど で あ っ た (厚 生 省 医 務 局 1976a)。こ れ は 、東 京 、京 都 、大 阪 に 限 定

し た 地 域 の 医 師 や 産 婆 等 に 適 用 さ れ る も の で あ っ た 。医 制 の 対 象 以 外 の

地 域 で は 、 各 県 に お い て 医 療 従 事 者 に 対 す る 規 則 を 独 自 に 定 め て お り 、

規 定 内 容 は 異 な っ て い た 。  

医 制 の 発 布 か ら 25 年 後 の 1899(明 治 32)年 7 月 に は 、産 婆 規 則 が 制 定

さ れ た 。こ の 産 婆 規 則 は 、全 二 十 条 か ら 成 り 、こ れ に よ り 産 婆 に 関 す る

教 育 、資 格 、業 務 が 全 国 統 一 さ れ る こ と に な っ た (厚 生 省 医 務 局 1976a)。 
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「 産 婆 規 則 」に お い て 、「 産 婆 」の 免 許 が 公 的 に 制 定 さ れ 、産 婆 と し

て 従 事 す る に は 都 道 府 県 へ 免 許 登 録 が 必 要 に な り 、ま た 業 務 を 行 わ な い

と き は 免 許 を 返 却 す る こ と が 規 定 さ れ た 。 同 年 9 月 に は 、 産 婆 資 格 (免

許 )取 得 の た め の 「 産 婆 試 験 規 則 」 が 定 め ら れ 、 ま た 同 日 、 産 婆 の 登 録

に つ い て「 産 婆 名 簿 登 録 規 則 」が 定 め ら れ た 。し か し 、規 則 施 行 か ら 5

年 間 は 、産 婆 が 不 足 し て い る 地 域 に 限 っ て は 、無 免 許 の ま ま 産 婆 業 務 を

行 う こ と が で き る 猶 予 期 間 が 設 け ら れ た 。  

 産 婆 は 、開 業 地 を 明 示 し 、そ の 地 域 の 妊 婦 や 産 婦 の 家 庭 に お い て 、「 お

産 の 介 助 」お よ び「 母 子 の 看 護 」に 関 す る 活 動 を 行 っ て い た が 、産 婆 規

則 で は 産 婆 と し て 実 施 で き る 業 務 に つ い て の 具 体 的 な 規 定 は な く 、産 婆

が 行 っ て は な ら な い こ と の み が 以 下 の よ う に 規 定 さ れ て い た (厚 生 労 働

省 2016)。  

①  第 七 条 ：「 産 婆 は 妊 婦 産 婦 褥 婦 又 は 胎 児 生 児 に 異 常 あ り と 認 め る と

き は 医 師 の 診 療 を 請 は し む べ し  自 ら そ の 処 置 を な す こ と を 得 ず  

但 し 臨 時 救 急 の 手 当 は こ の 限 り に あ ら ず 」  

②  第 八 条 ：「 産 婆 は 妊 婦 産 婦 褥 婦 又 は 胎 児 生 児 に 対 し 外 科 手 術 を 行 い

産 科 器 械 を 用 い 薬 品 を 投 与 し 又 は こ れ が 指 示 を な す 事 を 得 ず  但

し 消 毒 を 行 い  臍 帯 を 切 り  浣 腸 を 施 す の 類 は こ の 限 り に あ ら ず 」 

(大 蔵 省 印 刷 局 1899) 

 「 産 婆 規 則 講 義 (高 田 義 一 郎 1920)」 は 、 法 医 学 を 専 門 と す る 医 師 に

よ り「 産 婆 規 則 」「 産 婆 名 簿 登 録 規 則 」「 産 婆 試 験 規 則 」に つ い て 解 説 す

る も の で 、産 婆 学 養 成 所 で の 講 義 に 使 用 し た り 、既 に 開 業 し て い る 産 婆

の 日 常 業 務 に お い て 法 律 を 遵 守 す る 参 考 資 料 と さ れ て い た 。ま た 、付 録

と し て 台 湾・朝 鮮・関 東 州 に お け る 産 婆 規 則 、同 時 に 看 護 婦 資 格 も 取 得

し て い る 産 婆 も い る た め「 看 護 婦 規 則 」の 掲 載 も さ れ て い る 。こ こ で は 、

産 婆 規 則 第 七 条・第 八 条 を 次 の よ う に 解 説 し て い る 。「 産 (本 文 、旧 字 体 )

婆 は 妊 婦 や 産 婦 や 褥 婦 や 胎 児 や 生 兒 等 に 對 し て 、外 科 手 術 を し て は い け

な い の で 、切 っ た り は つ た り す る こ と は 出 來 ま せ ん が 、臍 の 緒 を 切 つ た
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り す る 様 な や む を 得 な い 事 は し て も か ま ひ ま せ ん 。そ れ か ら 又 鉗 子 の 様

な 産 科 醫 者 の 使 う 器 械 を 用 ゐ た り す る 事 や 、種 々 な 藥 品 を 使 つ た り 、又

使 は な い ま で も 、何 々 を お 使 ひ な さ い 等 と 差 圖 を し た り す る 事 は 出 來 な

い の で す が 、外 陰 部 の 消 毒 を す る と か 、産 婦 や 生 兒 の 浣 (本 文 、旧 字 体 )

腸 等 の 様 に 身 體 の 内 部 に 大 き な 變 化 を 起 こ さ な い 事 で 、日 常 度 々 す る 必

要 が あ る 事 は し て も 良 い と い う こ と に な つ て 居 り ま す か ら 、消 毒 や 浣 腸

等 の 器 械 を 使 う と か 、消 毒 用 の 藥 品 を 使 つ た り 、教 へ た り す る 位 の 事 は

か ま は な い と い ふ の で あ り ま す 。」  

 こ こ で は 臍 帯 切 断 を「 や む を 得 な い 事 」と 表 現 し て い る が 、こ れ は 医

師 以 外 が 他 人 の 身 体 を 傷 つ け る こ と が 認 め ら れ て い な い た め で あ る 。し

か し 、臍 帯 切 断 は 胎 盤 か ら 胎 児 を 切 り 離 す の に 必 要 で あ る た め 、免 許 の

な い 素 人 が 操 作 す る よ り も 清 潔 で 安 全 な 方 法 で 臍 帯 切 断 を す る こ と が

で き る 産 婆 技 術 が 必 要 で あ っ た 。ま た 、浣 腸 に つ い て は「 身 体 内 部 に 大

き な 変 化 を 起 こ さ な い 」「 日 常 度 々 す る 」 と あ り 、 産 婆 だ け で な く 産 婦

自 体 も 日 常 の 処 置 で あ っ た と 推 察 す る 。  

産 婆 規 則 の 制 定 と 妊 娠 、分 娩 、産 褥 の 過 程 で 助 産 師 に よ っ て 行 わ れ る

行 為 を 考 慮 し て 、当 時 の 産 婆 の 業 務 を 推 察 す る と 、以 下 の 業 務 を し て い

た と 考 え ら れ る 。  

１  異 常 で な い (正 常 に 経 過 す る )妊 婦 、 産 婦 、 褥 婦 お よ び 胎 児 、   

  新 生 児 に 対 す る 生 活 指 導  

２  お 産 を 促 進 す る た め の 浣 腸 処 置  

３  分 娩 時 の 消 毒  

４  児 の 娩 出 介 助 お よ び 胎 盤 娩 出 介 助  

５  臍 帯 切 断  

６  臨 時 か つ 救 急 処 置  

産 婆 規 則 が 適 応 さ れ て い た 時 代 の 産 婆 の た め の 教 科 書「 新 産 婆 学 」に

は 、 以 下 の よ う に 記 さ れ て い る 。  



 

 

12 

 

妊 娠 期 に は 、「 異 常 な き 妊 婦 に 対 し て 産 婆 自 ら 手 を 下 し て 処 置 す べ き

事 項 少 な く 寧 ろ 妊 婦 自 ら 平 素 馴 れ た 生 活 法 を ば 其 の 摂 生 上 大 な る 欠 点

も し く は 支 障 な き 範 囲 に 於 い て 一 定 の 注 意 の 下 に 行 う て 可 な る も の な

り 」 (原 田 隆 1920)と 書 か れ て お り 、 妊 娠 期 の 保 健 指 導 を 含 め て 、 妊 産

婦 自 身 が 産 婆 の 手 を 借 り ず に 、自 立 的 に 妊 娠 、分 娩 、産 褥 期 を 経 過 さ せ

て い た と 考 え ら れ 、現 代 ほ ど 助 産 師 等 、専 門 家 に よ る 妊 娠 期 に お け る 保

健 指 導 は 、 期 待 や 必 要 性 は な か っ た と 推 察 さ れ る 。  

 産 婆 と し て 従 事 す る た め に は 、 以 下 の 規 則 が あ っ た 。  

 ①  年 齢 が 二 十 歳 以 上 で あ り 、 産 婆 試 験 に 合 格 し 、 産 婆 名 簿 に 登 録 す  

   る こ と (第 一 条 )  

 ②  届 出 住 所 の 変 更 が あ る と き に は 直 前 に 管 轄 地 方 庁 に 「 産 婆 名 簿 取  

   消 」 の 登 録 を し 、 そ の 後 、 再 度 業 務 を 行 う 場 合 に は 管 轄 地 方 庁 に  

  「 産 婆 名 簿 」 の 登 録 を 出 願 す る こ と (第 五 条 ) 

 ③  産 婆 名 簿 登 録 以 前 に 「 堕 胎 の 罪 」「 そ の 他 業 務 に 関 す る 罪 」「 禁 固  

   以 上 の 刑 に 処 せ る に あ た る 罪 」 を 犯 し た 者 は 試 験 に 関 す る 諸 規 定  

   に 反 し 、 登 録 が 許 可 さ れ な い (第 十 三 条 )  

 ④  三 年 間 産 婆 の 業 務 を 果 た さ な い ま た は 瘋 癲 、 白 痴 、 不 具 、 発 疾 と  

   な り 産 婆 業 務 を 果 た せ な く な っ た 場 合 に は 産 婆 名 簿 の 登 録 を 取 り  

   消 す こ と (第 十 四 条 ) 

 ⑤  こ れ ら の 規 制 に 反 し た 場 合 に は 五 十 円 以 下 の 罰 金 に 処 す (第 十 六  

   条 ) 

 

 た だ し 、先 述 の と お り こ れ に は 例 外 が あ り 、産 婆 の 少 な い 地 域 に お い

て は 、 地 方 長 官 に 届 け 出 た 履 歴 に よ っ て は 、 五 年 間 の 猶 予 が 与 え ら れ 、

従 来 ど お り に 免 許 を 持 た な い ま ま 活 動 で き る こ と に な っ て い た (第 十 九

条 )。  
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 以 上 の 結 果 か ら 、「 産 婆 規 則 」 の も と で 行 わ れ て い た 産 婆 の 業 務 は 、

以 下 の よ う に ま と め る こ と が で き る 。  

 20 歳 以 上 で 、 産 婆 試 験 に 合 格 し 、 登 録 を し た 産 婆 は 、  

 ①  自 然 に 経 過 す る 分 娩 を 介 助 し 、  

 ②  分 娩 を 促 進 す る た め に 浣 腸 を 行 い 、  

 ③  児 の 娩 出 を 介 助 し 、  

 ④  臍 帯 を 切 断 し 、  

 ⑤  胎 盤 の 娩 出 を 介 助 し 、  

 ⑥  産 ま れ た 児 の 沐 浴 を す る  

 こ の よ う に し て 、出 産 に 対 し て 自 立 し た 妊 産 婦 の 家 庭 で 行 わ れ て い た

一 連 の 分 娩 、 出 産 に 立 ち 合 っ て き た 。 救 急 処 置 を 必 要 と す る 場 合 に は 、

そ の 都 度 必 要 な 処 置 を 行 っ て き た 。  

 

(2)保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 (総 務 省 行 政 管 理 局 2016a)  

保 助 看 法 の 制 定 に 至 る 経 緯  

保 助 看 法 は 1948(昭 和 23)年 7 月 30 日 に 交 付 さ れ 、保 健 師 、助 産 師 及

び 看 護 師 の 資 質 を 向 上 し 、も っ て 医 療 及 び 公 衆 衛 生 の 普 及 向 上 を 図 る こ

と を 目 的 と し て 制 定 さ れ た (第 一 条 )。  

保 助 看 法 制 定 前 後 の 日 本 は 、第 二 次 世 界 大 戦 に 敗 戦 し 、政 府 は 連 合 国

軍 最 高 司 令 官 総 司 令 部 (General Headq uarters：GHQ) の 指 揮 下 に 置 か れ

て い た 。 医 療 に 関 し て は 、 GHQ 公 衆 衛 生 福 祉 局 長 で あ っ た ク ロ フ ォ ー

ド ・ F・ サ ム ス 准 将 (医 師 )に よ っ て 、 改 革 が 進 め ら れ た 。 当 時 の 公 衆 衛

生 の 水 準 は 、先 進 国 の 水 準 を は る か に 下 回 り 、戦 争 中 に 水 道 施 設 や 廃 棄

物 処 理 施 設 も ひ ど く 損 傷 し 、管 理 も な さ れ な く な っ て い た た め 、殆 ど 機

能 し な く な っ て い た 。 看 護 課 課 長 の G.E.オ ル ト 大 尉 (看 護 師 )が 看 護 改

革 に あ た っ た 。当 時 の ア メ リ カ に は 助 産 婦 制 度 は 無 く ､従 っ て 実 務 者 (助

産 師 )も 存 在 し て お ら ず 、分 娩 は 病 院 の 医 師 に よ っ て 行 わ れ て い た た め 、

日 本 の 産 婆 の 業 務 で あ る「 産 婦 の 自 宅 で の 自 然 分 娩 の 介 助 」は 理 解 さ れ

https://ja.wikipedia.org/wiki/1948%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E5%81%A5%E5%B8%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A9%E7%94%A3%E5%B8%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%B8%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A1%86%E8%A1%9B%E7%94%9F
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ず 、妊 娠 、出 産 、産 褥 が 繋 が っ た 母 体 の ケ ア が 助 産 師 (婦 )の 業 務 で あ る

と い う こ と に つ い て 理 解 を 得 難 か っ た 。ま た 自 宅 で の 分 娩 は 、畳 の 文 化

の 無 い ア メ リ カ 人 に と っ て は 不 衛 生 で 貧 し い 環 境 に 捉 え ら れ た

(Crawford F.Sams2007 )。  

産 婆・保 健 婦・看 護 婦 が そ れ ぞ れ の 立 場 で 活 動 し て き た 日 本 の 現 状 を

組 織 的 に 改 革 し 、保 健 師 、助 産 師 、看 護 師 を 法 的 に 一 本 化 す る「 保 健 師

法 」 の 案 が 検 討 さ れ た が ま と ま ら な か っ た 。  

そ の よ う な 中 、 1947(昭 和 22)年 5 月 に は 、明 治 32 年 に 制 定 さ れ た 産

婆 規 則 が 助 産 婦 規 則 に 改 正 さ れ た 。同 年 7 月 に は 、国 民 医 療 法 に 基 づ き

保 健 婦 助 産 婦 看 護 婦 令 が 制 定 さ れ た 。 1948(昭 和 23 )年 に は 国 民 医 療 法

が 廃 止 さ れ た こ と に 伴 い 、そ の 年 に「 保 健 婦 助 産 婦 看 護 婦 法 」が 制 定 さ

れ る こ と に な っ た 。  

2001(平 成 13)年 に は 、制 定 当 初「 保 健 婦 助 産 婦 看 護 婦 法 」で あ っ た 名

称 の 変 更 が あ り 、 「 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 」 と 改 正 さ れ た 。  

(2)保 助 看 法 に お け る 助 産 師 業 務 に 関 す る 規 定  

保 助 看 法 第 一 章「 総 則 」、第 三 条 に お い て 、助 産 師 の 身 分 を 保 証 し て

い る 。第 三 条：「 こ の 法 律 に お い て『 助 産 師 』と は 、厚 生 労 働 大 臣 の 免

許 を 受 け て ､助 産 ま た は 妊 婦 、 じ ょ く 婦 若 し く は 新 生 児 の 保 健 指 導 を 行

う こ と を 行 と す る 女 子 を い う 」 と し て い る 。  

保 助 看 法 上 (第 三 条 )に 明 文 化 さ れ て い る 助 産 師 の 業 務 は 、  

①  助 産  

②  妊 婦 、 褥 婦 、 新 生 児 の 保 健 指 導  

で あ る 。ま た 、同 法 第 四 章「 業 務 」第 三 十 七 条 で は 、「 保 健 師 、助 産 師 、

看 護 師 又 は 准 看 護 師 は 、主 治 の 医 師 又 は 歯 科 医 師 の 指 示 が あ つ た 場 合 を

除 く ほ か 、診 療 機 械 を 使 用 し 、医 薬 品 を 授 与 し 、医 薬 品 に つ い て 指 示 を

し そ の 他 医 師 又 は 歯 科 医 師 が 行 う の で な け れ ば 衛 生 上 危 害 を 生 ず る お

そ れ の あ る 行 為 を し て は な ら な い 。た だ し 、臨 時 応 急 の 手 当 を し 、又 は
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助 産 師 が へ そ の 緒 を 切 り 、浣 腸 を 施 し そ の 他 助 産 師 の 業 務 に 当 然 に 付 随

す る 行 為 を す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。」 と し て い る 。  

 1948(昭 和 23)年 に 制 定 さ れ た 保 助 看 法 お よ び 関 係 政 省 令 の 中 に は 、

「 助 産 」 に 関 す る 定 義 あ る い は 助 産 に 関 わ る 業 務 は 明 記 さ れ て い な い 。 

 た だ し 、第 三 十 七 条 に よ り 、助 産 師 が 医 師 の 指 示 を 受 け ず に 診 療 機 械

を 使 用 し た り 、医 薬 品 を 用 い て 行 う こ と が で き る「 助 産 師 の 業 務 に 当 然

付 随 す る 行 為 」 の 事 例 と し て 、  

①  臍 帯 切 断  

②  浣 腸 施 行  

が 挙 げ ら れ て い る 。 こ の 二 つ の 行 為 ・ 業 務 は 、 1899(明 治 32)年 に 定 め

ら れ た「 産 婆 規 則 」と 全 く 同 様 の 内 容 で あ る 。加 え て 、臨 時 応 急 処 置 に

つ い て の 規 定 も 、 明 治 32 年 の 「 産 婆 規 則 」 で も す で に 定 め ら れ て い た

も の で あ る 。 「 産 婆 規 則 ｣制 定 以 降 、 117 年 経 過 し 、 医 療 技 術 ・ 医 療 機

器 の 目 覚 し い 進 歩 を 遂 げ て い る 現 在 に お い て 、助 産 師 が 診 療 機 械 等 を 使

用 し て 行 う こ と が で き る 助 産 業 務 が 、例 示 の 浣 腸 と へ そ の 緒 の 切 断 で あ

る と い う こ と は 、あ ま り に も 現 実 離 れ し て お り 、現 在 の 妊 産 褥 婦 の 医 療

安 全 を 考 慮 し た 助 産 師 業 務 と は 言 え な い の で は な い か と 考 え る 。  

保 助 看 法  第 四 章 の 中 で 謳 わ れ て い る 助 産 師 の 義 務 等 は 、  

①  第 三 十 八 条 ： 助 産 師 は 、 妊 婦 、 産 婦 、 じ よ く 婦 、 胎 児 又 は 新   

  生 児 に 異 常 が あ る と 認 め た と き は 、 医 師 の 診 療 を 求 め さ せ る こ  

  と を 要 し 、 自 ら こ れ ら の 者 に 対 し て 処 置 を し て は な ら な い 。 た  

  だ し 、 臨 時 応 急 の 手 当 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。   

②  第 三 十 九 条 ： 業 務 に 従 事 す る 助 産 師 は 、 助 産 又 は 妊 婦 、 じ よ く  

  婦 若 し く は 新 生 児 の 保 健 指 導 の 求 め が あ つ た 場 合 は 、 正 当 な 事  

  由 が な け れ ば 、 こ れ を 拒 ん で は な ら な い 。 ２  分 べ ん の 介 助 又  

  は 死 胎 の 検 案 を し た 助 産 師 は 、 出 生 証 明 書 、 死 産 証 書 又 は 死 胎  

  検 案 書 の 交 付 の 求 め が あ つ た 場 合 は 、 正 当 な 事 由 が な け れ ば 、  

  こ れ を 拒 ん で は な ら な い 。   
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③  第 四 十 条 ： 「 助 産 師 は 、 自 ら 分 べ ん の 介 助 又 は 死 胎 の 検 案 を し  

  な い で 、 出 生 証 明 書 、 死 産 証 書 又 は 死 胎 検 案 書 を 交 付 し て は な  

  ら な い 。  

④  第 四 十 一 条 ： 助 産 師 は 、 妊 娠 四 月 以 上 の 死 産 児 を 検 案 し て 異 常  

  が あ る と 認 め た と き は 、 二 十 四 時 間 以 内 に 所 轄 警 察 署 に そ の 旨  

  を 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

⑤  第 四 十 二 条 ： 「 助 産 師 が 分 べ ん の 介 助 を し た と き は 、 助 産 に 関  

  す る 事 項 を 遅 滞 な く 助 産 録 に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 ２  前  

  項 の 助 産 録 で あ つ て 病 院 、 診 療 所 又 は 助 産 所 に 勤 務 す る 助 産 師  

  が 行 つ た 助 産 に 関 す る も の は 、 そ の 病 院 、 診 療 所 又 は 助 産 所 の  

  管 理 者 に お い て 、 そ の 他 の 助 産 に 関 す る も の は 、 そ の 助 産 師 に  

  お い て 、 五 年 間 こ れ を 保 存 し な け れ ば な ら な い 。 ３  第 一 項 の  

  規 定 に よ る 助 産 録 の 記 載 事 項 に 関 し て は 、 厚 生 労 働 省 令 で こ れ  

  を 定 め る 。  

と な っ て い る 。  

ま た 、保 健 師・看 護 師・准 看 護 師 を 対 象 と し た 第 四 十 二 条 の 二 に あ る

「 守 秘 義 務 」に つ い て は 、助 産 師 の 場 合 は 、刑 法 に お い て 定 め ら れ て い

る 。刑 法 第 百 三 十 四 条 第 一 項 に お い て 、「 医 師 、薬 剤 師 、医 薬 品 販 売 業

者 、助 産 師 、弁 護 士 、弁 護 人 、公 証 人 又 は こ れ ら の 職 に あ っ た 者 が 、正

当 な 理 由 が な い の に 、そ の 業 務 上 取 り 扱 っ た こ と に つ い て 知 り 得 た 人 の

秘 密 を 漏 ら し た と き は 、 六 月 以 下 の 懲 役 又 は 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す

る 。」 と あ り 、 他 の 医 療 従 事 者 は 、 そ れ ぞ れ の 職 業 に 関 す る 法 律 で 定 め

ら れ て い る が 、 助 産 師 の 場 合 は 、 医 師 ・ 歯 科 医 師 ・ 薬 剤 師 等 と 同 様 に 、

刑 法 上 に 罰 則 が 明 確 に 掲 げ ら れ て い る 。  

 

保 助 看 法 で 規 定 さ れ て い る 助 産 師 業 務 を 要 約 す る と 、助 産 師 国 家 試 験

に 合 格 し 、 免 許 取 得 後 厚 生 労 働 省 の 助 産 師 籍 に 登 録 し た 助 産 師 は 、  

①  助 産  

②  妊 婦 、 褥 婦 、 新 生 児 の 保 健 指 導  
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を 業 と し 、医 師 の 指 示 が 無 く と も 、医 療 器 械 を 使 用 し 、医 薬 品 を 用 い て

行 う 助 産 業 務 と し て 、  

①  浣 腸 を す る  

②  臍 帯 を 切 断 す る  

こ と が で き る 。 さ ら に 、 助 産 師 が 行 う 業 務 と し て は 、  

①  応 召 の 義 務  

②  出 生 証 明 書 、 死 産 証 書 又 は 死 胎 検 案 書 の 交 付  

③  妊 娠 四 月 以 上 の 死 産 児 を 検 案 し て 異 常 が あ る と 認 め た と き に  

  は 、 二 十 四 時 間 以 内 に 所 轄 警 察 署 に 報 告 す る こ と  

④  厚 生 労 働 省 令 に 定 め ら れ た 記 載 事 項 を 網 羅 し た 助 産 録 の 記 載  

⑤  関 連 書 類 の ５ 年 間 保 管  

が あ る 。  

 

2)医 療 法 に 規 定 さ れ て い る 助 産 業 務 ・ 助 産 師 業 務  

 医 療 法 (総 務 省 行 政 管 理 局 2016b)は 、1948(昭 和 23)年 7 月 に 交 付 さ れ 、

医 療 を 提 供 す る 体 制 の 確 保 と 、国 民 の 健 康 の 保 持 に 寄 与 す る こ と を 目 的

と し て 制 定 さ れ た 。  

医 療 法 に お け る 助 産 師 の 業 務 に か か わ る 条 項 は 、広 告 等 設 置 施 設 に 関

す る こ と お よ び 嘱 託 医 等 に 関 す る 以 下 の 規 定 等 で あ る 。  

①  第 一 章  第 二 条 こ の 法 律 に お い て 、 『 助 産 所 』 と は 、 助 産 師 が  

  公 衆 又 は 特 定 多 数 人 の た め そ の 業 務 (病 院 又 は 診 療 所 に お い て 行  

  う も の を 除 く 。 )を 行 う 場 所 を い う 。  

  ２  助 産 所 は 、 妊 婦 、 産 婦 又 は じ よ く 婦 十 人 以 上 の 入 所 施 設 を 有  

  し て は な ら な い 。  

②  第 五 条  公 衆 又 は 特 定 多 数 人 の た め 往 診 の み に よ つ て 診 療 に 従 事  

  す る 医 師 若 し く は 歯 科 医 師 又 は 出 張 の み に よ つ て そ の 業 務 に 従 事  

  す る 助 産 師 に つ い て は 、 第 六 条 の 五 又 は 第 六 条 の 七 、 第 八 条 及 び  

  第 九 条 の 規 定 の 適 用 に 関 し 、 そ れ ぞ れ そ の 住 所 を も つ て 診 療 所 又  

  は 助 産 所 と み な す 。  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7
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  ２  都 道 府 県 知 事 、 地 域 保 健 法 (昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 一 号 )第 五   

  条 第 一 項  の 規 定 に 基 づ く 政 令 で 定 め る 市 (以 下 「 保 健 所 を 設 置 す  

  る 市 」 と い う 。 )の 市 長 又 は 特 別 区 の 区 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め  

  る と き は 、 前 項 に 規 定 す る 医 師 、 歯 科 医 師 又 は 助 産 師 に 対 し 、 必  

  要 な 報 告 を 命 じ 、 又 は 検 査 の た め 診 療 録 、 助 産 録 、 帳 簿 書 類 そ の  

  他 の 物 件 の 提 出 を 命 ず る こ と が で き る 。  

 ③  第 十 九 条  助 産 所 の 開 設 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ  

   り 、 嘱 託 す る 医 師 及 び 病 院 又 は 診 療 所 を 定 め て お か な け れ ば な ら  

    な い 。  

 

2 0 0 7 (平 成 1 9 )年 、「 良 質 な 医 療 を 提 供 す る 体 制 の 確 立 を 図 る

た め の 医 療 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 に つ い て 」

(平 成 1 9 年 3 月 3 0 日 付 医 政 発 第 0 3 3 0 0 1 0 号 厚 生 労 働 省 医 政 局

長 通 知 )が 発 出 さ れ た (厚 生 労 働 省 2 0 1 6 )。 第 1～ 第 8 ま で な る

事 項 の う ち 、「 第 3  病 院 等 の 管 理 に 関 す る 事 項 、 3  助 産 所 に

関 す る 事 項 に つ い て 、 ( 3 )嘱 託 医 師 等 に 関 す る 事 項 に つ い て 」

が 、 医 療 法 第 十 九 条 に 関 連 し て い る 。  

 こ の 通 知 が 発 出 さ れ る ま で は 、 嘱 託 医 師 は 診 療 科 目 を 問 わ な

か っ た 。 こ の こ と は 、 助 産 師 が 「 助 産 所 開 業 」 の 届 出 を す る 際

に 嘱 託 医 師 を 確 保 す る 点 で は あ ま り 問 題 で は な か っ た が 、 妊

娠・分 娩・産 褥 期 の 安 全 を 考 え れ ば 、機 能 不 足 で あ る と 言 え る 。   

 そ こ で 、 実 践 に 即 し た 考 え 方 と し て 、 嘱 託 医 を 「 産 科 」「 産

婦 人 科 」 を 担 当 す る 医 師 に 限 定 し た こ と は 、 対 象 の 安 全 お よ び

助 産 師 業 務 の 遂 行 に お け る 安 全 に 繋 が る も の で あ っ た 。 上 記 通

達 ③ の 対 応 は 、 入 院 設 備 の あ る 病 院 お よ び 診 療 所 が 診 療 科 名 中

に 産 科 又 は 産 婦 人 科 及 び 小 児 科 を 標 榜 し 、 か つ 、 「 新 生 児 」 の

診 療 を 行 う こ と が で き る と い う 、 新 生 児 蘇 生 に 重 点 を 置 い た 対

応 だ と い え る 。  

 一 方 、1 9 9 4 (平 成 6 )年 頃 よ り 、産 科・産 婦 人 科 医 師 が 減 少 ( 2 0 1 0

〈 平 成 2 0〉 年 か ら は 多 少 増 加 )し て い る こ と が 問 題 と な っ て い

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%88%ea%81%5a%88%ea&REF_NAME=%92%6e%88%e6%95%db%8c%92%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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る 。 そ の た め の 対 策 と し て 、 国 は 、 2003 (平 成 15)年  11 月 に 「 地

域 医 療 に 関 す る 関 係 省 庁 連 絡 会 議 」を 設 置 し 、 2006(平 成 18)年  8 月 に

「 新 医 師 確 保 総 合 対 策 」 を 策 定 し た 。 医 師 不 足 ・ 偏 在 に つ い て 、 特 に 、

産 科 を 中 心 と し た 病 院 の 集 約 化・重 点 化 が 必 要 な 対 策 で あ る こ と と 示 し

た 。  

 こ の「 病 院 の 集 約 化 」は 、医 師 の 少 な い 地 域 の 助 産 所 で は 、嘱 託 医 師

の 確 保 が 難 し く な り 、且 つ 、救 急 時 に 搬 送 先 を 確 保 で き な い 状 態 と な っ

て 、廃 業 に 追 い 込 ま れ る ケ ー ス も 見 ら れ て い る (国 立 国 会 図 書 館 2007)。 

 

3)母 子 保 健 法 に 規 定 さ れ て い る 助 産 業 務 ・ 助 産 師 業 務  

 母 子 保 健 法 (総 務 省 行 政 管 理 局 2016c)は 、 第 二 次 世 界 大 戦 後 の

1947(昭 和 22)年 に 母 子 の 栄 養 改 善 や 健 康 状 態 の 向 上 を 目 的 に 定 め ら れ

た 児 童 福 祉 法 の 保 健 サ ー ビ ス を 法 制 化 す る た め に 、 1965(昭 和 40)年 に

制 定 さ れ た 。全 四 章 、二 十 八 条 お よ び 附 則 か ら な る 。 1994(平 成 6)年 に

は 、一 部 改 正 さ れ 、そ れ ま で 健 康 診 査 や 訪 問 指 導 の 実 施 主 体 が 都 道 府 県

で あ っ た も の を 、地 域 保 健 法 の 改 正 に 伴 い 、市 町 村 に 実 施 主 体 を 移 行 さ

せ る と と も に 、「 母 性 並 び に 乳 児 及 び 幼 児 の 健 康 の 保 持 及 び 増 進 を 図 る

た め 、母 子 保 健 に 関 す る 原 理 を 明 ら か に す る と と も に 、母 性 並 び に 乳 児

及 び 幼 児 に 対 す る 保 健 指 導 、健 康 診 査 、医 療 そ の 他 の 措 置 を 講 じ 、も っ

て 国 民 保 健 の 向 上 に 寄 与 す る こ と 」を 目 的 と し た (第 一 条 )。ま た 、乳 幼

児 を 育 て る 保 護 者 の 努 力 (第 三 条 )、国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 責 務 (第 四 条 )

も 謳 っ て い る 。  

 第 一 章 、 第 六 条 で は 、 用 語 の 定 義 を し て お り 、 こ の 法 律 に お い て は 、 

①  妊 産 婦 ： 妊 娠 中 又 は 出 産 後 １ 年 以 内 の 女 子  

②  乳   児 ： １ 歳 に 満 た な い 者  

③  幼   児 ： 満 １ 歳 か ら 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 者  

④  新 生 児 ： 出 生 後 ２ ８ 日 を 経 過 し な い 乳 児  

⑤  未 熟 児 ： 身 体 の 発 育 が 未 熟 の ま ま 出 生 し た 乳 児 で あ っ て 、 正 常  

  児 が 出 生 時 に 有 す る 諸 機 能 を 得 る に 至 る ま で の も の  

と し て い る 。こ の 中 で 、① に 関 し て は 、「 妊 産 婦 」を「 妊 婦 」と「 産 婦 」

と い う 医 学 的 産 科 学 的 な 分 類 で は な く 、社 会 的 な 状 態 と し て 捉 え て い る 。
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こ れ を 産 科 学 的 に 表 現 す る と 「 妊 婦 」「 産 婦 」「 褥 婦 」 お よ び 「 産 後 1

年 以 内 の 婦 人 」 と 解 釈 で き る 。  

 第 二 章 で は 、母 子 保 健 の 向 上 に 関 す る 措 置 と し て 、都 道 府 県 お よ び 市

町 村 に 対 し て 、「 知 識 の 普 及 (第 九 条 )」「 保 健 指 導 (第 十 条 )」「 新 生 児 の

訪 問 指 導 (第 十 一 条 )」、「 乳 幼 児 、 妊 産 婦 の 健 康 診 査 (第 十 二 条 、 第 十 三

条 )」「 栄 養 の 摂 取 に 関 す る 援 助 (第 十 四 条 )」、「 妊 娠 の 届 出 (第 十 五 条 )」、

「 母 子 健 康 手 帳 の 交 付 (第 十 六 条 )」「 妊 産 婦 、未 熟 児 の 訪 問 指 導 (第 十 七

条 、 第 十 九 条 )」 な ど を 規 定 し て い る 。  

 こ の 中 で 、「 保 健 指 導 」 第 十 条 、「 母 子 健 康 手 帳 」 第 十 六 条 ２ 、「 妊 産

婦 の 訪 問 指 導 等 」第 十 七 条 、「 未 熟 児 の 訪 問 指 導 」第 十 九 条 の 条 文 中 に 、

「 助 産 師 」 と 書 か れ て い る 。  

 ま た 、第 十 七 条 、十 九 条 の 妊 産 婦 ま た は 未 熟 児 の 訪 問 指 導 で は 、指 導

者 が「 医 師 、助 産 師 、保 健 師 又 は そ の 他 の 職 員 」と さ れ て お り 、多 く の

場 合 1 人 の 専 門 職 で 行 わ れ る 訪 問 看 護 に「 そ の 他 の 職 員 」が 含 ま れ 、そ

の 明 確 な 提 示 が な さ れ て い な い 。  

 第 3 章 で は 、 母 子 保 健 施 設 と し て 、「 母 子 健 康 セ ン タ ー 」 の こ と が 謳

わ れ て お り (第 二 十 二 条 )、そ の 役 割 を「 母 子 保 健 に 関 す る 各 種 の 相 談 に

応 ず る と と も に 、母 性 並 び に 乳 児 及 び 幼 児 の 保 健 指 導 を 行 な い 、又 は こ

れ ら の 事 業 に あ わ せ て 助 産 を 行 な う こ と を 目 的 と す る 施 設 と す る 。」 と

し て い る 。し か し 、こ こ で も「 助 産 」の 業 務 に つ い て の 定 義 は 行 わ れ て

い な い 。  

  

4)母 体 保 護 法 に 規 定 さ れ て い る 助 産 業 務 ・ 助 産 師 業 務  

 母 体 保 護 法 (総 務 省 行 政 管 理 局 2016d)は 、1948(昭 和 23)年 に 制 定 さ れ

た 。  

 制 定 当 時 に は「 優 生 保 護 法 」 (大 蔵 省 印 刷 局 1948) と 称 し 、そ の 目 的

を 、「 優 生 上 の 見 地 か ら 不 良 な 子 孫 の 出 生 を 防 止 す る と と も に 、 母 性 の

生 命 健 康 を 保 護 す る こ と (第 一 条 )」と し た が 、こ れ は「 国 民 優 生 法 」(大

蔵 省 印 刷 局 1940)を 下 に 制 定 さ れ て い た 。  

 国 民 優 生 法 は 、「 悪 質 な 遺 伝 性 疾 患 の 素 質 を 持 つ 者 を 増 加 さ せ な い た

め 」 に 不 妊 手 術 と 人 工 妊 娠 中 絶 を 行 い 、「 健 全 な 素 質 を 持 つ 者 」 の 中 絶

を 制 限 し 、増 や そ う と す る も の で あ り 、1940(昭 和 15)年 に 制 定 さ れ た 。
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当 時 は 、 第 二 次 世 界 大 戦 中 で あ り 、「 産 め よ 増 や せ よ 」 の 政 策 を 支 え る

た め に 必 要 で あ っ た と 考 え ら れ る 。敗 戦 後 、「 国 民 優 生 法 」は 廃 止 さ れ 、

優 生 保 護 法 に な っ た 。  

 優 生 保 護 法 は 、 1996(平 成 8 )年 に 優 生 思 想 に 基 づ く 部 分 を 削 除 し 、現

在 の 「 母 体 保 護 法 」 と 改 正 さ れ た 。 改 正 後 の 目 的 は 、「 不 妊 手 術 及 び 人

工 妊 娠 中 絶 に 関 す る 事 項 を 定 め る こ と 等 に よ り 、母 性 の 生 命 健 康 を 保 護

す る こ と (第 一 条 )」 と し 、 全 七 章 、 三 十 四 条 お よ び 附 則 か ら 成 る 。  

 第 三 章 の「 母 性 保 護 」、「 受 胎 調 節 の 実 地 指 導 (第 十 五 章 )」は 、当 時 の

優 生 保 護 法 の 第 十 五 章 と ほ ぼ 変 わ ら な い 。 当 時 は 、「 産 児 制 限 」 の 政 策

が と ら れ 、 受 胎 調 節 の 実 地 指 導 の 主 な 役 割 は 、「 避 妊 法 の 指 導 」 で あ っ

た 。  

 

Ⅱ -3.厚生労働省が発出した通知の分析  

1)検 討 方 法  

 厚 生 労 働 省 法 令 等 デ ー タ ベ ー ス サ ー ビ ス「 通 知 検 索 」は 、厚 生 労 働 省

所 管 の 主 な 訓 令 、通 知 、公 示 等 検 索 で き る シ ス テ ム で あ る た め 、こ れ を

利 用 し 、以 下 の 方 法 で 検 索 し 、通 知 内 容 か ら 助 産 師 の 業 務 の 課 題 を 検 討

し た 。  

 

(1)検 索 対 象  

 通 知 と し て 発 出 さ れ た 助 産 業 務 に 関 す る も の は 、13 編 20 章 か ら な り 、

そ の う ち 、助 産 師 の 業 務 に 直 接 係 る も の を 確 認 し た 結 果 、以 下 の 7 項 目

を 対 象 に 助 産 業 務 に 関 す る 通 知 を 取 り 上 げ た 。  

①  第 1 編  第 2 章 統 計 情 報 「 統 計 情 報 」  

②  第 2 編  第 1 章 医 政 「 医 療 法 」  

③  第 2 編  第 1 章 医 政 「 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 」  

④  第 4 編  第 1 章 医 薬 食 品 「 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効  

  性 及 び 安 全 性 確 保 等 に 関 す る 法 律 」  

⑤  第 8 編 第 1 章 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 「 児 童 福 祉 法 」  

⑥  第 8 編 第 1 章 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 「 母 子 保 健 法 」  

⑦  第 8 編 第 1 章 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 「 母 体 保 護 法 」  
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(2)検 索 方 法  

 キ ー ワ ー ド を「 助 産 」「 助 産 婦 」「 助 産 師 」と し 、検 索 対 象 編 毎 に 検

索 を し た 。ピ ッ ク ア ッ プ さ れ た 通 知 を す べ て 確 認 し 、助 産 師 の 業 務 に 直

接 関 係 す る も の を 取 り 上 げ た 。  

 そ の 際 、 以 下 の も の に つ い て は 除 外 し た 。  

①  医 師・病 院 に 関 す る 内 容 で 、看 護 師 免 許 の 範 囲 で 行 う 業 務 に 関 す

る も の  

②  助 産 師 の 教 育 に 関 す る も の  

③  「 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 」「 日 本 助 産 師 会 」等 の 名 称 中 の「 助 産 」

と い う 言 葉 で 取 り 上 げ ら れ 、助 産 師 の 具 体 的 業 務 に 直 接 関 与 し な

い も の  

④  統 計 上 の 届 出 で 助 産 師 の 具 体 的 業 務 に 直 接 関 与 し な い も の  

 

2)検 索 結 果  

  取 り 上 げ た 通 知 の 発 出 時 期 は 、昭 和 23 年 か ら 平 成 28 年 8 月 で あ っ  

 た 。 最 新 デ ー タ の 更 新 は 平 成 28 年 8 月 2 日 で あ っ た 。  

 通 知 と し て 発 出 さ れ た 助 産 業 務 に 関 す る も の を 、  

①  「 統 計 情 報 」 に 関 連 し た 通 知  

②  「 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 」 に 関 連 し た 通 知  

③  「 医 療 法 」 に 関 連 し た 通 知  

④  「 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 確 保 等 に 関 す  

  る 法 律 」 に 関 連 し た 通 知  

⑤  「 児 童 福 祉 法 」 に 関 連 し た 通 知  

⑥  「 母 子 保 健 法 」 に 関 連 知 っ た 通 知  

⑦  「 母 体 保 護 法 」 に 関 連 し た 通 知  

 に 大 別 し 、 資 料 Ⅱ -1～ 7 お よ び 表 Ⅱ に 示 す 。  

 

(1)「 統 計 情 報 」 に 関 連 し た 通 知  

3 件 を 検 討 対 象 と し た (資 料 Ⅱ -1)。 通 知 の 内 容 は 「 死 産 証 書 」 「 死

胎 検 案 書 」「 出 生 証 明 書 」に 関 す る も の で あ っ た 。通 知 に 明 示 さ れ て

い る 助 産 師 の 具 体 的 業 務 を 表 Ⅱ -1 に 示 す 。  
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(2)「 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 」 に 関 連 し た 通 知  

9 件 を 検 討 対 象 に し た (資 料 Ⅱ -2)。 通 知 の 内 容 は 「 業 務 範 囲 」 「 助

産 録 」 「 医 師 、 看 護 師 等 と の 役 割 分 担 」 に 関 す る も の で あ っ た 。  

保 助 看 法 第 三 条 お よ び 第 三 十 七 条 に 明 文 化 さ れ て い る 他 に も 、助 産

師 の 具 体 的 な 業 務 と し て 、 通 知 の 中 で 以 下 の 事 項 が 挙 げ ら れ て い る 。 

 １  血 圧 測 定  

 ２  内 診  

 ３  会 陰 保 護  

 ４  胎 児 娩 出 の 介 助  

 ５  胎 児 娩 出 後 の 胎 盤 娩 出 介 助  

 ６  正 常 の 経 過 を た ど る 分 娩 管 理  

 ７  乳 房 マ ッ サ ー ジ (褥 婦 お よ び 婦 人 )  

 ８  正 常 な 経 過 を た ど る 母 子 の 健 康 管 理  

助 産 業 務 を 提 供 す る 対 象 者 と 具 体 的 な 助 産 業 務 を 表 Ⅱ -2 に 示 す 。  

 

(3)「 医 療 法 」 に 関 連 し た 通 知  

  15 件 を 検 討 対 象 と し た (資 料 Ⅱ -3)。 通 知 の 内 容 は 、「 用 語 の 定 義 」

「 薬 品 安 全 管 理 責 任 者 」「 院 内 助 産・助 産 師 外 来 」「 妊 婦 、産 婦 又 は じ

よ く 婦 の 入 院 管 理 」「 助 産 師 の 業 務 」「 嘱 託 医 」「 嘱 託 医 の 業 務 」「 嘱 託

医 師 等 並 び に 地 域 の 病 院 及 び 診 療 所 の 間 に お け る 助 産 所 と の 連 携 」に

関 す る も の で あ っ た 。  

助 産 業 務 を 提 供 す る 対 象 者 と 具 体 的 な 助 産 業 務 を 表 Ⅱ -3 に 示 す 。  

 

(4)「 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 確 保 等 に 関 す る

法 律 」に 関 連 し た 通 知 4 件 を 検 討 対 象 と し た (資 料 Ⅱ -4)。通 知 の 内 容

は「 医 薬 品 の 販 売 又 は 授 与 」に 関 す る も の で あ っ た 。助 産 業 務 を 提 供

す る 対 象 者 と 具 体 的 な 助 産 業 務 を 表 Ⅱ -4 に  

示 す 。  

 

(5)「 児 童 福 祉 法 」 に 関 連 し た 通 知  

7 件 を 検 討 対 象 と し た (資 料 Ⅱ -5)。 通 知 の 内 容 は 「 妊 産 婦 に 対 す る

保 健 指 導 」「 障 害 の 発 見 と 療 育 指 導 」「 新 生 児 と そ の 母 親 に 対 す る 保
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健 指 導 」「 市 町 村 に お け る 助 産 師 の 役 割 」に 関 す る も の で あ っ た 。助

産 業 務 を 提 供 す る 対 象 者 と 具 体 的 な 助 産 業 務 を 表 Ⅱ -5 に 示 す 。  

 

(6)「 母 子 保 健 法 」 に 関 連 し た 通 知  

22 件 を 検 討 対 象 と し た (資 料 Ⅱ -6)。通 知 の 内 容 は「 妊 婦 、褥 婦 へ の

保 健 指 導 」「 妊 娠 の 証 明 と 妊 娠 証 明 書 の 発 行 」「 妊 娠 の 診 断 」「 分 娩

介 助 」「 関 係 機 関 と の 連 携 」「 妊 産 婦 の 自 宅 訪 問 指 導 」「 母 性 及 び 乳

幼 児 の 保 健 指 導 」「 産 後 の 母 お よ び 新 生 児 に 対 す る 心 身 の 相 談 と 保 健

指 導 」「 思 春 期 か ら 更 年 期 に 至 る 女 性 を 対 象 と し た 保 健 指 導 」「 分 娩

直 後 の 新 生 児 の 観 察 と 対 外 生 活 へ の 適 応 の 援 助 」「 家 庭 訪 問 」「 乳 幼

児 の 健 康 診 査 」「 妊 婦 健 康 診 査 」に 関 す る も の で あ っ た 。助 産 業 務 を

提 供 す る 対 象 者 と 具 体 的 な 助 産 業 務 を 表 Ⅱ -6 に 示 す 。  

 

(7)「 母 体 保 護 法 」 に 関 連 し た 通 知  

5 件 を 検 索 対 象 と し た (資 料 Ⅱ -7)。 通 知 の 内 容 は 「 受 胎 調 節 実 地 指

導 」に 関 す る も の で あ っ た 。助 産 業 務 を 提 供 す る 対 象 者 と 具 体 的 な 助

産 業 務 を 表 Ⅱ -7 に 示 す 。  

 

3)ま と め  

 以 上 の 通 知 は 、関 係 す る 法 の 解 釈 を 明 確 に す る た め に 発 出 さ れ た も の

が 殆 ど で あ る が 、 以 下 の よ う な 課 題 等 が 残 さ れ た ま ま で あ る 。  

①  保 助 看 法 や 保 助 看 法 に 関 連 す る 通 達 に は 、「 助 産 」 の 用 語 の 定  

  義 が 全 く 無 い こ と 。  

②  医 療 法 に 関 連 す る 通 知 に は 、「 妊 婦 」「 産 婦 」「 じ ょ く 婦 」 の 用  

  語 の 定 義 が あ る が 、 保 助 看 法 や 保 助 看 法 に 関 す る 通 達 に は 、 定  

  義 が な い こ と 。  

③  保 助 看 法 第 三 条 で は 、 助 産 師 が 保 健 指 導 で 関 わ る 対 象 は 「 妊  

  婦 ・ じ よ く 婦 若 し く は 新 生 児 」 と な っ て い る が 、 各 通 知 で は 、  

  「 婦 人 」 や 「 母 子 」 、 「 母 性 」 、 「 女 子 」 と い っ た 対 象 の 曖 昧  

  な 表 現 が 見 ら れ 、 ま た 「 乳 幼 児 」 や 「 思 春 期 か ら 更 年 期 に 至 る  

  女 性 」 と い っ た 保 助 看 法 に お け る 対 象 者 の 範 囲 を 超 え た 明 示 が  

  あ り 、 法 令 間 に お け る 齟 齬 が あ る こ と (表 Ⅱ -8)。  



 

 

25 

 

④  医 療 法 に 関 す る 通 知 か ら 検 索 さ れ た 、 消 費 税 法 に よ る 「 助 産 に  

  係 る 資 産 の 譲 渡 等 」 に お い て 、 「 助 産 」 の 範 囲 を 以 下 の よ う に  

  定 義 し て い る 。  

    (ⅰ )妊 娠 し て い る か 否 か の 検 査                       

    (ⅱ )妊 娠 し て い る こ と が 判 明 し た 時 以 降 の 検 診 、 入 院  

    (ⅲ )分 娩 の 介 助  

    (ⅳ )出 産 の 日 以 後 2 月 以 内 に 行 わ れ る 母 体 の 回 復 検 診  

    (ⅴ )新 生 児 に 係 る 検 診 及 び 入 院  

 助 産 の 範 囲 に 含 ま れ る「 検 診 」に つ い て 、他 の 通 知 と の 関 連 を 明 確

に 定 義 し 、 今 後 の 助 産 業 務 の 拡 大 に つ な げ て い く 必 要 が あ る 。  

以 上 の よ う な こ と が 考 え ら れ る 。  

 

Ⅱ -4.助産師の業務等に関連する法令 (通知を含む )についての

考察  

 保 助 看 法 と 関 連 す る 通 知 に つ い て 考 察 す る 。  

 現 行 法 で あ る 保 助 看 法 に お け る 助 産 師 の 業 務 が 、 1899（ 明 治 32） 年

に 制 定 さ れ た 産 婆 規 則 と ほ ぼ 違 い が 無 い こ と は 、現 代 の 助 産 師 が 時 代 に

合 わ せ た 業 務 を 行 う 上 で 問 題 で あ る 。  

 助 産 師 の 業 務 の う ち 、ま ず 分 娩 に 関 す る「 助 産 」と「 臨 時 応 急 の 手 当 」

に つ い て 考 察 す る 。  

 1951(昭 和 26)年 に 日 本 助 産 婦 看 護 婦 保 健 婦 協 会 (現 、 日 本 看 護 協 会 )

の 顧 問 弁 護 士 で あ っ た 高 田 は 、臨 時 応 急 の 手 当 の 中 の 重 要 な も の に 、「 ①

止 血 剤 、強 心 剤 の 注 射 、② 不 完 全 足 位 の 娩 出 、③ 横 位 の 外 回 転 術 、④ 人

工 破 水 、⑥ 子 宮 収 縮 剤 の 注 射 、⑦ 会 陰 切 開 術 会 陰 縫 合 術 」を 挙 げ て い る 。

「 助 産 婦 は そ の み ず か ら の 教 養 を 高 め る こ と に よ っ て 、そ の 業 務 範 囲 を

拡 大 し つ つ あ る の で あ る が 、そ れ は 、正 常 分 娩 の 前 後 の 看 護 、及 び 保 健

指 導 の 面 を 拡 大 す る 方 向 と 、正 常 分 娩 が 異 常 に 移 行 し た 場 合 の 臨 時 応 急

の 手 当 の 面 の 拡 大 、及 び そ れ の 経 常 化 へ の 方 向 と に 、そ の 将 来 を も と め

る こ と が で き る で あ ろ う (高 田 利 廣 1951)。」と 述 べ 、言 い 換 え れ ば 、「 臨

時 応 急 の 手 当 」が 明 確 に な る こ と に よ り 助 産 師 の 業 務 が 遂 行 で き る だ ろ

う と 言 う こ と で あ る 。   
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 旧 厚 生 省 の 初 代 母 子 衛 生 課 長 と し て 母 子 健 康 手 帳 を 創 設 し た 瀬 木 (巷

野 悟 郎 ら 1999)も 、助 産 婦 の 業 務 範 囲 の 拡 大 の 必 要 性 を 述 べ 、助 産 婦 の

業 務 の 根 底 に あ る 産 科 学 ･医 学 の 進 歩 に 対 し 、 助 産 婦 の 医 学 的 側 面 に お

け る 仕 事 の 内 容 に 進 歩 が な い こ と を 憂 い 、そ の 要 因 に は 助 産 婦 自 体 に 進

歩 を 自 分 の 業 務 に 取 り 入 れ る 能 力 が な い だ け で な く 、「 既 存 の 法 規 上 の

慣 例 等 が あ り 、こ れ に 多 少 の 手 心 を 加 え な い と 、実 行 で き な い こ と が あ

る 」（ 瀬 木 三 雄 1955）と 述 べ て い る 。い ず れ も 、産 婆 規 則 か ら 保 助 看 法

に 移 行 し て か ら 間 も な い こ ろ の 意 見 で 、当 時 は 、ま だ 自 宅 出 産 が 殆 ど を

締 め て い た 時 代 で あ り (資 料 Ⅱ － 2，P.190）、出 産 が 助 産 師 に 任 さ れ て い

た こ と が 伺 え る 。  

 こ の 頃 か ら 、医 療 や 経 済 等 社 会 状 況 は 大 き く 変 化 し て い る が 未 だ 、「 助

産 師 の 業 務 に 当 然 に 付 随 す る 行 為 」、 助 産 師 が 行 う 「 臨 時 応 急 の 手 当 」

が 明 確 に な っ て い な い 。 こ れ に は 、 助 産 師 の 就 業 場 所 (資 料 Ⅱ － 3,  

P.198)が 影 響 し て い る と 考 え る 。多 く の 助 産 師 は 病 院・診 療 所 に 就 業 し 、

助 産 に は 医 師 と 助 産 師 の 両 方 が 係 っ て い る こ と で 、助 産 に 制 限 の な い 医

師 が 主 導 権 を 握 り 、助 産 師 の 声 が 医 師 に も 、施 設 に も 、妊 産 婦 に も 、社

会 に も 届 い て い な い の で は な い か 。こ の こ と は 助 産 師 が 自 律 し た 業 務 を

行 う 上 で 足 枷 に な る と 考 え る 。  

 2010(平 成 22)年 厚 生 労 働 省 か ら 出 さ れ た 「 チ ー ム 医 療 の 推 進 に 関 す

る 検 討 会 報 告 書 」（ 厚 生 労 働 省 2010） に お い て 、「 看 護 師 以 外 の 医 療 ス

タ ッ フ 等 の 役 割 拡 大 」の 助 産 師 の 項 目 に 、会 陰 縫 合 に つ い て は 今 後 臨 床

の 場 で の 検 証 に よ り 最 終 的 な 結 論 を 出 す 必 要 が あ る と 述 べ て い る 。ま た 、

日 本 助 産 師 会 か ら も 会 陰 縫 合 に 関 し て 助 産 師 の 業 務 と し て 検 討 す る よ

う 厚 生 労 働 省 等 に 要 望 書 が 出 さ れ て い る (日 本 助 産 師 会 201 6)。  

 法 律 は 、社 会 状 況 に よ っ て 解 釈 を 検 討 し て い く も の で あ り 、個 々 の 行

為 が 許 さ れ る か ど う か は 社 会 常 識 に よ っ て 判 断 す る 他 は な い (松 下 廉 藏

1948)。今 の 社 会 状 況 を 鑑 み 、助 産 師 の 職 業 に 直 接 係 る 法 律（ 保 助 看 法 ）

に 定 め ら れ た 助 産 師 の 代 表 的 な 業 務 が 、「 へ そ の 緒 を 切 り 、浣 腸 を 施 す 」

で は な く 、現 状 に 合 わ せ て 改 正 す る 必 要 が あ り 、そ の 内 容 を 検 討 す る 必

要 が あ る と 考 え る 。  

 次 に 、 保 健 指 導 に つ い て 考 察 す る 。  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9A%E7%94%9F%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%8D%E5%AD%90%E5%81%A5%E5%BA%B7%E6%89%8B%E5%B8%B3
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 保 健 指 導 を 業 と す る 者 は 、 医 師 (医 師 法 )、 保 健 師 お よ び 助 産 師 (対 象

を 妊 婦 、 褥 婦 お よ び 新 生 児 と す る )(保 助 看 法 )に 限 定 さ れ て い る 。 母 子

保 健 法 に お け る 保 健 指 導 に つ い て は 、「 医 師 、 助 産 師 、 保 健 師 」 の 順 に

表 し て お り 、看 護 職 の 中 で は 助 産 師 が よ り 母 子 保 健 に 深 く 関 わ っ て い く

役 割 を 担 う こ と が 期 待 さ れ て い る と 解 釈 で き る 。更 に 、母 子 保 健 法 第 十

七 条 、 十 九 条 の 妊 産 婦 ま た は 未 熟 児 の 訪 問 指 導 で は 、 指 導 者 が 「 医 師 、

助 産 師 、保 健 師 又 は そ の 他 の 職 員 」と さ れ て お り 、多 く の 場 合 1 人 の 専

門 職 で 行 わ れ る 訪 問 看 護 に「 そ の 他 の 職 員 」が 含 ま れ 、そ の 明 確 な 提 示

が な さ れ て い な い 。こ の 解 釈 と し て 、未 熟 児 の 訪 問 指 導 は 准 看 護 師 で も

事 務 職 員 で も 可 能 で あ る と い え る 。こ の 点 も 、母 子 保 健 の 質 の 維 持 に お

い て は 検 討 が 必 要 あ る と 考 え る 。  

 次 に 、 母 体 保 護 法 お よ び 関 連 す る 通 知 に つ い て 考 察 す る 。  

 2014(平 成 26)年 、 国 は 人 口 問 題 に 対 す る 総 合 戦 略 と し て 「 成 長 を 続

け る 21 世 紀 の た め に  ス ト ッ プ 少 子 化 ・ 地 方 元 気 戦 略 」 を 打 ち 立 て 、

2025(平 成 37)年 ま で に 「 希 望 出 生 率 」 を 1.8 と す る こ と を 目 標 に し て

い る 現 在 、助 産 師 は 、産 児 制 限 的 な 意 味 合 い が 強 い「 受 胎 調 節 の 実 地 指

導 」 を 、「 希 望 す る 受 胎 を 支 援 す る た め の 教 育 」 に 変 換 し て い か な け れ

ば な ら な い と 考 え る 。  

 ま た 、助 産 師 の 業 務 と し て は 、第 三 章「 受 胎 調 節 の 実 地 指 導 」第 十 五

条  ２ に 、「 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 基 準 に 従 つ て 都 道 府 県 知 事 の 認 定 す る

講 習 を 終 了 し た 助 産 師 、保 健 師 又 は 看 護 師 」が 、「 女 子 」に 対 し て 、「 厚

生 労 働 大 臣 が 指 定 し た 避 妊 用 の 器 具 を 使 用 し て 受 胎 調 節 の 実 地 指 導 が

で き る 」と し て い る 。母 体 保 護 法 に お い て 、指 導 の 対 象 を「 女 子 」と し

て い る こ と は 、保 助 看 法 第 三 条 で の 助 産 師 が 行 う 保 健 指 導 の 対 象 が「 妊

婦 、じ よ く 婦 若 し く は 新 生 児 」に 限 定 し て い る こ と に 比 べ て 、対 象 の 範

囲 を 幅 広 く 設 定 し て い る こ と に な る 。リ プ ロ ダ ク テ ィ ブ・ヘ ル ス ／ ラ イ

ツ の 視 点 か ら 、女 性 の 生 涯 に わ た る 健 康 の 維 持・増 進 の 支 援 を 役 割 と す

る 助 産 師 の 活 動 に と っ て は 好 ま し い こ と で あ る 。 さ ら に 、「 希 望 す る 受

胎 を 支 援 す る た め の 教 育 」の 視 点 で 考 え る な ら ば 、対 象 は「 女 子 」で は

な く 、「 男 女 」 ま た は 対 象 の 制 限 は 無 く 考 え る こ と も 必 要 に な る の で は

な い か 。 ま た 、 指 導 者 の 名 称 順 位 が 看 護 職 の 中 で も 、「 助 産 師 」 が 筆 頭
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に 書 か れ て い る と い う こ と は 、性 と 生 殖 に 関 す る 専 門 職 と し て の 助 産 師

に 大 き な 期 待 を 寄 せ ら れ て い る こ と だ と 解 釈 で き る 。  

 

Ⅱ -5. 法令 (通知を含む )から抽出した今後の検討が必要とさ

れる課題  

  

①  保 助 看 法 第 三 十 七 条 に お け る 助 産 師 の 業 務 の 例 示 が「 臍 帯 切 断 」

と 「 浣 腸 施 行 」 で あ り 、 最 近 の 医 療 状 況 を 反 映 し て い な い 。 時

代 の ニ ー ズ を 反 映 し た 例 示 を 示 す 必 要 が あ る こ と 。  

②  保 助 看 法 第 三 十 七 条 に お け る 「 そ の 他 助 産 師 の 業 務 に 当 然 に 付    

  随 す る 行 為 」 に 対 し て 、 誰 も 明 確 な 回 答 を 出 し て い な い こ と 。  

  助 産 師 が 業 務 と し て 取 り 扱 え る 範 囲 は 、 対 象 が 「 正 常 」 な 状  

 態 に あ る こ と が 原 則 で あ り 、「 異 常 」を 取 り 扱 え な い と す る な ら

ば 、 対 象 が 正 常 か ら 異 常 へ の 連 続 す る 経 過 の 中 で 、 対 象 を 医 師

に 受 け 渡 す ま で に 、 助 産 師 は 「 臨 時 応 急 の 手 当 て 」 を す る こ と

に な る 。 そ の 手 当 て を し 続 け た 上 で 、 医 師 に よ る 医 療 行 為 が 必

要 で あ れ ば 医 師 の 治 療 範 囲 に な る 。 し か し 、 即 ま た 正 常 に 戻 れ

ば 、 そ の 後 の 経 過 は 、 助 産 師 が 係 っ て 良 い こ と に な る 。 こ う 考

え る と 、何 が「 臨 時 応 急 の 手 当 て 」な の か は 、「 助 産 師 の 業 務 に

当 然 に 付 随 す る 行 為 」が 明 確 に な ら な け れ ば 分 か ら な い 。「 助 産

師 の 業 務 に 当 然 に 付 随 す る 行 為 」 が 明 確 で な け れ ば 、 助 産 師 は

法 に 守 ら れ た 業 務 を 完 遂 で き ず 、 医 師 の 前 で は 、 常 に 看 護 師 と

同 様 の 「 診 療 の 補 助 」 の 立 場 に な る こ と に な る 。 こ れ で は 、 社

会 的 に も 業 務 独 占 と は 言 え な い 。  

③  助 産 師 の 業 務 で あ る 保 助 看 法 上 の 「 保 健 指 導 」 の 対 象 は 、「 妊  

  婦 」「 褥 婦 」「 新 生 児 」 で あ る が 、 法 律 に よ っ て は 幅 を 広 げ た 設  

  定 に な っ て い る 。 ま た 、 保 助 看 法 上 、 保 健 師 の 業 務 も 「 保 健 指  

  導 」 で あ る 。 保 健 師 の 場 合 、 対 象 の 規 定 は 無 い が 、「 母 子 保 健  

  法 」「 母 体 保 護 法 」 に お け る 「 保 健 指 導 」 に は 助 産 師 の 後 に 並  

  列 に 書 か れ て い る 。「 助 産 」 が 助 産 師 の 独 占 業 務 と す る な ら  

  ば 、「 助 産 」 に 絡 ん だ 内 容 の 保 健 指 導 が 要 求 さ れ て い る の で は  

  な い か 、 そ し て そ の 対 象 範 囲 も 保 助 看 法 の 「 妊 婦 」「 褥 婦 」「 新  
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  生 児 」 を 超 え て 書 か れ て お り 、 法 令 間 に 齟 齬 が あ る 。 助 産 師 役

割 を 考 え れ ば 、 保 助 看 法 に 謳 わ れ て い る 対 象 者 の 拡 大 が 必 要 で

あ る こ と 。  

④  母 子 保 健 法 上 で は 、「 妊 産 婦 訪 問 指 導 」「 未 熟 児 訪 問 指 導 」 に お  

  け る 訪 問 指 導 者 を 、「 医 師 ・ 助 産 師 ・ 保 健 師 又 は そ の 他 の 職  

  員 」 と し て お り 、 こ れ で は 准 看 護 師 や 医 療 関 係 の 資 格 を 持 た な  

  い 事 務 職 で も 行 え る よ う に 解 釈 で き る 。 そ れ ぞ れ の 教 育 課 程 を  

  考 え 、 対 象 者 の 安 心 ・ 安 全 確 保 の た め に 質 の 担 保 を す る た め に  

  も 「 そ の 他 の 職 員 」 を 明 確 に す る 必 要 が あ る こ と 。  
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表 Ⅱ  通 知 と し て 発 出 さ れ た 助 産 業 務 に 関 す る も の

  

   厚 生 労 働 省 法 令 等 デ ー タ ベ ー ス サ ー ビ ス よ り 作 成 (検 索 日 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 日 ) 
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表 Ⅱ -1 通 知 に 明 示 さ れ て い る 助 産 師 の 具 体 的 業 務 【 統 計 情 報 】  

対 象  業 務  

妊 婦  死 胎 検 案 書 を 記 載 、 発 行  

産 婦  出 生 証 明 書・死 産 届 書 、死 産 証 書 及 び 死 胎 検 案 書 の 記 載 、発 行  

新 生 児  出 生 証 明 書 の 記 載 、 発 行  

    厚 生 労 働 省 法 令 等 デ ー タ ベ ー ス サ ー ビ ス よ り 作 成 (検 索 日 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 日 )  
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表 Ⅱ -2 通 知 に 明 示 さ れ て い る 助 産 師 の 具 体 的 業 務  

    【 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 】  

対 象  業 務  

妊 婦  ・ 保 健 指 導  

・ 血 圧 測 定  

・ 医 師 又 は 歯 科 医 師 の 指 示 の 下 に 行 う 静 脈 注 射  

・ 正 常 の 経 過 を た ど る 妊 婦 の 健 康 管 理  

産 婦  ・ 保 健 指 導  

・ 助 産 録 の 記 載  

・ 血 圧 測 定  

・ 医 師 又 は 歯 科 医 師 の 指 示 の 下 に 行 う 静 脈 注 射  

・ 内 診 (子 宮 口 の 開 大 、 児 頭 の 下 降 度 等 の 確 認 及 び 分 娩 進  

 行 の 状 況 把 握 ) 

・ 会 陰 保 護 等 の 胎 児 の 娩 出 の 介 助  

・ 胎 児 の 娩 出 後 に ， 胎 盤 等 の 胎 児 付 属 物 の 娩 出 を  

 介 助 す る こ と  

・ 正 常 の 経 過 を た ど る 分 娩 の 管 理  

褥 婦  ・ 乳 房 マ ッ サ ー ジ を 行 っ て も 良 い 。  

・ 血 圧 測 定  

・ 医 師 又 は 歯 科 医 師 の 指 示 の 下 に 行 う 静 脈 注 射  

・ 保 健 指 導  

新 生 児  ・ 正 常 の 経 過 を た ど る 母 子 の 健 康 管 理  

そ の 他  ・ 助 産 所 の 嘱 託 医 師 に つ い て 産 科 又 は 産 婦 人 科 の 医 師 と す  

 る こ と 、 及 び 嘱 託 医 師 に よ る 対 応 が 困 難 な 場 合 の た め 連  

 携 医 療 機 関 を 確 保 す る こ と  

・ 助 産  

・ 助 産 録 の 記 載  

・ 医 療 従 事 者 間 の 連 携  

    厚 生 労 働 省 法 令 等 デ ー タ ベ ー ス サ ー ビ ス よ り 作 成 (検 索 日 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 日 )  
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表 Ⅱ -3 通 知 に 明 示 さ れ て い る 助 産 師 の 具 体 的 業 務 【 医 療 法 】  

対 象  業 務  

妊 婦  ・ 妊 娠 し て い る か 否 か の 検 査  

・ 妊 婦 健 診  

・ 入 院 、 臨 時 応 急 の た め の 入 院 も 可 能  

・ 合 併 症 の な い 妊 婦 の ケ ア  

・ 保 健 指 導 等  

産 婦  ・ 分 娩 介 助  

・ 入 院 、 臨 時 応 急 の た め の 入 院 も 可 能  

・ 合 併 症 の な い 産 婦 の ケ ア  

・ 保 健 指 導 等  

・ 分 娩 時 等 の 異 常 の 際 に 、 適 宜 適 切 な 病 院 又 は 診 療 所 に  

 よ る 対 応 を す る  

褥 婦  ・ 産 後 ２ ヶ 月 以 内 の 母 親 の 健 診  

・ 入 院 、 臨 時 応 急 の た め の 入 院 も 可 能 。  

新 生 児  ・ 新 生 児 の 沐 浴  

・ 新 生 児 の 健 診  

・ 入 院  

・ 合 併 症 の な い 新 生 児 の ケ ア  

・ 保 健 指 導 等  

そ の 他  ・ 用 語 の 定 義  

１ ① 妊 婦 と は 、 妊 娠 期 間 中 の 婦 人 、 妊 娠 し た も の と の 徴  

  候 が 現 れ て か ら 分 娩 開 始 ま で の 期 間 の 婦 人 を い う 。  

 ② 産 婦 と は 、 分 娩 徴 候 が あ ら わ れ て か ら 後 産 が 完 了 す  

  る ま で 、 即 ち 分 娩 が 完 全 に 終 る 迄 の 期 間 に お け る 婦  

  人 を い う 。  

 ③ じ ょ く 婦 と は 、 分 娩 終 了 後 母 体 が 正 常 に 回 復 す る ま  

  で の 期 間 (凡 そ 六 週 間 )に お け る 婦 人 を い う 。  

２ 助 産 と は 、  

 ① 妊 娠 し て い る か 否 か の 検 査 、  

 ② 妊 婦 健 診 、 入 院 、  
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 ③ 分 娩 介 助 、  

 ④ 産 後 ２ ヶ 月 以 内 の 母 親 の 健 診 、 ⑤ 新 生 児 の 健 診 、 入  

  院  

３ 「 医 療 機 器 」 と は 、 鉗 子 、 ピ ン セ ッ ト 、 注 射 筒 等 の 医  

 療 機 器 を い う 。  

・「 医 薬 品 安 全 管 理 責 任 者 」 に な る こ と が で き る 。  

・ 院 内 助 産 所 ・ 助 産 師 外 来  

・ 出 張 の み の 開 業 で は 、 嘱 託 医 を 定 め な く て 良 い 。  

・ 嘱 託 医 師 の 業 務 範 囲 は 、 異 常 産 の 処 理 だ け で な く 、 妊  

 産 婦 の 診 察 も 新 生 児 の 保 健 指 導 も 行 う 。  

    厚 生 労 働 省 法 令 等 デ ー タ ベ ー ス サ ー ビ ス よ り 作 成 (検 索 日 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 日 )  
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表 Ⅱ -4 通 知 に 明 示 さ れ て い る 助 産 師 の 具 体 的 業 務  

【 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 確 保 等 に 関 す る 法 律 】 

対 象  助 産 師 の 業 務 要 約  

妊 婦  ・ 薬 品 を 使 っ た 滅 菌 消 毒  

・ 臨 時 応 急 の 手 当 て  

産 婦  ・ 薬 品 を 使 っ た 滅 菌 消 毒  

・ 臨 時 応 急 の 手 当 て  

褥 婦  ・ 薬 品 を 使 っ た 滅 菌 消 毒  

・ 臨 時 応 急 の 手 当 て  

新 生 児  ・ 薬 品 を 使 っ た 滅 菌 消 毒  

・ 臨 時 応 急 の 手 当 て  

    厚 生 労 働 省 法 令 等 デ ー タ ベ ー ス サ ー ビ ス よ り 作 成 (検 索 日 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 日 )  
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表 Ⅱ -5 通 知 に 明 示 さ れ て い る 助 産 師 の 具 体 的 業 務 【 児 童 福 祉 法 】  

対 象  業 務  

妊 婦  ・ 市 町 村 で の 母 子 健 康 手 帳 の 交 付 時 に 妊 婦 の 身 体 的 ・ 精 神  

 的 ・ 経 済 的 状 態 な ど の 把 握  

・ 保 健 指 導  

褥 婦  ・ 先 天 性 股 関 節 脱 臼 発 見 時 の 早 期 受 診 の 勧 め  

・ 新 生 児 に 対 す る 訪 問 指 導  

・ 産 後 う つ 病 、 育 て に く い 子 ど も 等 複 雑 な 問 題 を 背 景 に 抱  

 え て い る 家 庭 に 対 す る 具 体 的 な 育 児 支 援 に 関 す る 技 術 指  

 導  

新 生 児  ・ 新 生 児 の 母 親 に 対 す る 保 健 指 導  

・ 視 力 、 聴 力 、 言 語 機 能 又 は 四 肢 体 幹 の 機 能 に お こ る 持 続  

 的 な 障 害 の 発 見 と 療 育 指 導  

・ 先 天 性 股 関 節 脱 臼 の 早 期 発 見  

・ 新 生 児 に 対 す る 訪 問 指 導  

    厚 生 労 働 省 法 令 等 デ ー タ ベ ー ス サ ー ビ ス よ り 作 成 (検 索 日 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 日 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 

表 Ⅱ -6 通 知 に 明 示 さ れ て い る 助 産 師 の 具 体 的 業 務 【 母 子 保 健 法 】  

対 象  業 務  

妊 婦  ・ 衛 生 指 導  

・ 保 健 指 導  

・ 自 宅 訪 問 指 導  

・ 妊 娠 の 証 明 と 妊 娠 証 明 書 の 発 行  

・ 妊 娠 の 届 出 用 紙 記 載  

・ 妊 婦 健 康 診 査  

・ 出 産 前 後 に お い て 身 体 面 ・ 精 神 面 に 問 題 の あ る 妊 産 婦 、  

 育 児 不 安 を 抱 え て い る 家 庭 及 び そ の 他 相 談 を 希 望 す る 者  

 に 対 し て 、 助 産 所 で 相 談 及 び 保 健 指 導 を す る 。 来 所 で き  

 な い 場 合 は 家 庭 訪 問 す る 。  

産 婦  ・ 自 宅 訪 問 指 導  

・ 正 常 分 娩 の 分 娩 介 助  

・ 出 産 前 後 に お い て 身 体 面 ・ 精 神 面 に 問 題 の あ る 妊 産 婦 、  

 育 児 不 安 を 抱 え て い る 家 庭 及 び そ の 他 相 談 を 希 望 す る 者  

 に 対 し て 、 助 産 所 で 相 談 及 び 保 健 指 導 を す る 。 来 所 で き  

 な い 場 合 は 家 庭 訪 問 す る 。  

褥 婦  ・ 保 健 指 導  

・ 産 後 の 母 に 対 す る 心 身 の 相 談 と 保 健 指 導  

・ 産 褥 期 の 入 院 中 の 指 導  

・ 出 産 前 後 に お い て 身 体 面 ・ 精 神 面 に 問 題 の あ る 妊 産 婦 、  

 育 児 不 安 を 抱 え て い る 家 庭 及 び そ の 他 相 談 を 希 望 す る 者  

 に 対 し て 、 助 産 所 で 相 談 及 び 保 健 指 導 を す る 。 来 所 で き  

 な い 場 合 は 家 庭 訪 問 す る 。  

新 生 児  ・ 新 生 児 に 対 す る 心 身 の 相 談 と 保 健 指 導  

・ 分 娩 直 後 の 新 生 児 の 観 察 と 対 外 生 活 へ の 適 応 の 援 助  

そ の 他  ・ 母 性 及 び 乳 幼 児 の 保 健 指 導  

・ 思 春 期 か ら 更 年 期 に 至 る 女 性 を 対 象 と し た 保 健 指 導  

・ 乳 幼 児 の 健 康 診 査  

・ 産 後 の 母 に 対 す る 心 身 の 相 談 と 保 健 指 導  
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・ 助 産 施 設 の 利 用 促 進  

・ 医 師 、 保 健 師 、 児 童 福 祉 関 係 者 の 協 議 会 等 の 連 携  

    厚 生 労 働 省 法 令 等 デ ー タ ベ ー ス サ ー ビ ス よ り 作 成 (検 索 日 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 日 )  
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表 Ⅱ -7 通 知 に 明 示 さ れ て い る 助 産 師 の 具 体 的 業 務 【 母 体 保 護 法 】  

対 象  業 務  

女 子  ・ 受 胎 調 節 相 談 所 (室 )又 は 妊 娠 調 節 相 談 所 等 の 名 称 を 使 用  

 し た 受 胎 調 節 実 地 指 導  

    厚 生 労 働 省 法 令 等 デ ー タ ベ ー ス サ ー ビ ス よ り 作 成 (検 索 日 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 日 )  
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表 Ⅱ -8 助 産 師 が 行 う 保 健 指 導 の 対 象 者 － 保 助 看 法 と そ の 他 の 関 連 法    

    と の 比 較 －  
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第Ⅲ章  助産師業務の実態の分析  

 第 Ⅱ 章 に お い て 、関 連 法 か ら の 現 在 の 助 産 婦 の 業 務 に お け る 問 題 点 と

課 題 を 抽 出 し た 。 そ こ で 、 本 章 で は 助 産 師 の 業 務 の 実 態 を 分 析 す る 。  

 助 産 師 の 業 務 は 、時 代 背 景 に よ り 可 能 と な る 内 容 が 変 わ る と 考 え ら れ

る た め 、 ま ず 保 助 看 法 制 定 後 自 宅 分 娩 が 主 流 で あ っ た 昭 和 40 年 代 ま で

に 開 業 助 産 婦 と し て 活 動 し て い た 助 産 婦 の 業 務 を 整 理 し 、現 代 の 業 務 の

考 察 の 参 考 に す る こ と と し た 。そ の 後 、助 産 師 の 開 業 権 を 活 用 し 、助 産

所 を 開 設 し て 自 律 的 に 助 産 業 務 に 係 っ て い る 助 産 師 (助 産 所 長 )を 対 象

に し 、日 常 業 務 の 実 態 を 調 査 す る と 同 時 に 、今 後 の 助 産 業 務 の あ り 方 に

つ い て の 意 見 を 徴 取 す る こ と に し た 。  

 現 在 の 助 産 師 の 業 務 と し て 、開 業 助 産 師 の 業 務 内 容 等 を 把 握 す る こ と

で 、 現 在 の 助 産 師 が 自 律 し た 業 務 を 行 う こ と が 可 能 か ど う か 考 察 し て 、

課 題 を 提 案 す る こ と と す る 。  

 

Ⅲ -1.自宅分娩が中心であった時代の助産業務と産婆・助産師

が使用してきた医療器具 等の検討：調査 (1) 

 

1)方 法  

 昭 和 20 年 代 ま で の 日 本 で は 、 自 宅 で の 分 娩 が 主 流 だ っ た が 、 徐 々 に

自 宅 分 娩 は 減 少 し 、 1960(昭 和 35)年 に は 、 自 宅 分 娩 は 約 50％ に ま で 減

少 し た （ 資 料 Ⅱ -2 図 1)。  

 「 に っ ぽ ん の 助 産 婦  昭 和 の し ご と (リ ボ ー ン 編 2008)」 他 (白 井

2016)(井 上 2013)(樋 口 2006)（ 関 口 1999） 等 に 記 載 さ れ て い る 、 明 治

か ら 昭 和 初 期 生 ま れ で 開 業 助 産 師 と し て 活 動 し て い た 方 々 の イ ン タ ビ

ュ ー 記 事 や 手 記 か ら 、当 時 の 助 産 師 が「 助 産 」の 業 務 と し て 実 際 に 行 っ

て き た こ と を 抽 出 す る 。ま た 、保 助 看 法 第 三 十 七 条 に 使 用 を 禁 止 さ れ て

い る 診 療 機 械 に つ い て 考 察 す る た め 、実 際 に 使 用 し て い た 医 療 機 器 を 抽

出 す る 。  

 

2)結 果  

【 自 宅 分 娩 が 中 心 で あ っ た 時 代 の 産 婆 ・ 助 産 婦 の 助 産 業 務 】  

① 妊 婦 に 関 す る こ と  
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・ 5 ヶ 月 か ら 、 1 回 ／ 月 の 妊 婦 健 診  

・ 妊 娠 6 ヶ 月 に 産 科 医 を 受 診 同 行 (超 音 波 、 血 液 検 査 )  

・ 妊 婦 診 察 (腹 囲 、 子 宮 底 測 定 、 血 圧 測 定 、 尿 蛋 白 測 定 、 聴 診 ) 

・ 栄 養 指 導  

・ 産 床 、 分 娩 時 に 必 要 な 布 や 新 生 児 用 品 の 準 備 指 導  

・ 逆 子 直 し の 指 導  

・ 骨 盤 位 の 外 回 転 術  

・ 視 診 、 触 診 、 問 診 等 に よ る 妊 娠 の 診 断  

・ 馬 油 に よ る 会 陰 マ ッ サ ー ジ  

・ 母 親 学 級 、 両 親 学 級  

・ 妊 娠 中 毒 症 等 の 医 師 へ の 診 察 依 頼  

② 産 婦 に 関 す る こ と  

・ 分 娩 開 始 の 知 ら せ が あ っ た ら 自 宅 へ 駆 け つ け 、 産 婦 の 支 援  

・ 産 婦 へ の 疲 労 緩 和 の マ ッ サ ー ジ  

  ・ 内 診  

・ 頭 位 経 膣 分 娩 介 助  

・ 骨 盤 位 分 娩 の 経 膣 分 娩 介 助  

・ 足 位 の 経 膣 分 娩 介 助  

・ 双 胎 の 経 膣 分 娩 介 助  

・ 前 置 胎 盤 の 経 膣 分 娩 介 助  

・ 会 陰 保 護  

・ 会 陰 切 開  

・ 児 頭 廻 旋 異 常 時 の 修 正  

・ 骨 盤 位 の 内 回 転 術  

・ 臍 帯 切 断 、 胎 盤 娩 出 介 助  

・ 胎 盤 剥 離 兆 候 の 観 察  

・ 胎 盤 用 手 剥 離  

・ 会 陰 裂 傷 時 の 会 陰 縫 合  

・ 産 後 出 血 時 の 圧 迫 、 腹 部 マ ッ サ ー ジ 、 冷 罨 法 等 に よ る 止 血  

・ 精 神 予 防 性 無 痛 分 娩  

・ ラ マ ー ズ 法 呼 吸 法 に よ る 経 膣 分 娩  

・ フ リ ー ス タ イ ル 分 娩  
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・ 胎 盤 早 期 剥 離 で の 出 血 時 、 医 師 を 呼 び 、 医 師 到 着 ま で の 応 急 手 当  

・ 弛 緩 出 血 時 の 対 処 (カ ン フ ル 、 氷 ・ ア イ ス ノ ン の 腹 部 貼 用 )  

・ 死 産 の 経 膣 分 娩 介 助  

・ 子 宮 口 用 手 開 大  

・ 止 血 剤 、 陣 痛 促 進 剤 の 投 与 (嘱 託 師 の 包 括 指 示 ) 

③ 褥 婦 に 関 す る こ と  

・ 産 後 弛 緩 出 血 、 悪 露 の 確 認  

・ 母 乳 育 児 指 導  

・ 乳 房 マ ッ サ ー ジ  

・ 乳 腺 炎 の 手 当 (冷 シ ッ プ 、 メ ダ カ を 杯 に 入 れ た 酒 に 泳 が し て 飲 む 、 

 ユ キ ノ シ タ の 葉 の 裏 の 皮 を 貼 る 、 キ ン ラ ン 草 を 手 で 揉 ん で 貼 る  

・ 子 宮 の 位 置 を 観 察 し 、 下 垂 し て い た ら 元 の 位 置 に 内 診 で 戻 す  

・ 乳 汁 分 泌 困 難 の 手 当 (灸 を す る 、 ゴ ボ ウ の 種 を 炒 っ て 飲 む )  

・ 血 膜 の 排 出 を 促 す (ガ ジ ュ マ ル の 生 の 木 を 焚 い た 煙 で 子 宮 や 背 中  

 を あ ぶ る ) 

・ 中 将 湯 (漢 方 薬 )を 内 服 さ せ る  

④ 新 生 児 に 関 す る こ と  

・新 生 児 蘇 生 (足 を 持 っ て 逆 さ に し て 、背 中 を 叩 い て 泣 か せ る 、水 を   

 心 臓 に か け る ) 

・ 沐 浴  

・ 産 着 の 準 備  

・ お 七 夜 ま で の 観 察  

・ 新 生 児 訪 問  

・ 腹 部 膨 満 予 防 の 赤 ち ゃ ん 体 操  

・ 早 産 ・ 未 熟 児 の 看 護  

⑤ そ の 他  

・ 夫 婦 の 性 交 方 法 指 導  

・ 受 胎 調 節 実 地 指 導 (受 胎 調 節 実 地 指 導 員 の 免 許 取 得 者 )  

・ 家 族 計 画 指 導 、 ペ ッ サ リ ー 装 着 指 導  

・ 性 教 育 、 避 妊 指 導  

・ 育 児 指 導  

・ カ ン ジ ダ の 治 療 と し て 、 大 根 の 葉 を 干 し た も の を 湯 に 入 れ て 腰 湯  
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 を さ せ る  

・ 母 子 異 常 時 の 病 院 連 絡 、 搬 送  

・ 出 生 証 明 書 記 入  

・ よ ろ ず 相 談  

 ・ 山 間 僻 地 医 療 と し て 講 習 を 受 け た も の は 、 特 別 に 胎 位 矯 正 、 内 回  

  転 術 、 骨 盤 位 分 娩 、 胎 盤 用 手 剥 離 、 止 血 の 技 術 等 に 実 施 が 許 さ れ  

  て い た 。  

 

【 自 宅 分 娩 が 中 心 で あ っ た 時 代 の 産 婆・助 産 婦 が 使 用 し て き た 医 療 器 具

等 】  

 上 記 助 産 婦 達 の 使 用 し て い た 医 療 器 具 に つ い て は 、  

 ・ 大 き め の 膿 盆 (ス テ ン レ ス 等 の 金 属 製 で 消 毒 で き 、 多 用 途 に 使 用 )  

 ・ コ ッ ヘ ル (鉗 子 ) 

 ・ 臍 帯 剪 刀 (尖 刀 ) 

 ・ 安 産 器 (お 産 の と き に 使 っ た 器 具 。 皮 製 の ス リ ッ パ の 先 の よ う な 形  

  状 の 先 に 紐 [吊 り 手 ]が つ い て い る 。産 婦 の つ ま 先 に 履 か せ 、い き む  

  と き に は 吊 り 手 を 産 婦 自 身 に 引 っ 張 ら せ る 。 [リ ボ ー ン 編 2008]) 

等 で あ っ た 。  

 

3)考 察  

 上 記 結 果 か ら 、自 宅 分 娩 が 中 心 で あ っ た 時 代 の 産 婆 お よ び 助 産 婦 の 業

務 (活 動 ） を ま と め る と 以 下 の よ う に な る 。  

 妊 婦 に は 、妊 娠 の 診 断 や 妊 婦 健 診 、保 健 指 導 を 行 い 、骨 盤 位 の 場 合 に

は 殆 ど の 助 産 婦 が 外 回 転 術 を 行 い 頭 位 に し て い た 。  

 産 婦 に は 、分 娩 が 正 常 に 経 過 す る よ う 体 位 を 指 導 し た り 、廻 旋 を 修 正

し 、会 陰 保 護 に よ り 会 陰 の 裂 傷 を 最 小 限 に 抑 え た り し て い た 。ま た 、「 異

常 」に 相 当 す る 骨 盤 位 や 双 胎 の 経 膣 分 娩 、会 陰 縫 合 、胎 盤 用 手 剥 離 等 も 、

現 在 の よ う な 診 療 機 器 が な い た め に 産 婦 に 呼 ば れ て そ の 場 で 始 め て 判

断 す る こ と が 多 く 、医 師 が い な い 地 域 や 医 師 を 呼 ぶ に も 電 話 や 自 動 車 の

無 い 時 代 で は 時 間 が 掛 か り 、 そ の た め 、「 臨 時 応 急 の 手 当 」 が 臨 時 と い

う よ り も か な り 頻 度 が 高 く 、多 く の 異 常 妊 産 婦 に も 対 応 し な け れ ば な ら

な か っ た 。そ の た め 、嘱 託 医 師 に は 信 頼 さ れ 、包 括 的 指 示 で 陣 痛 促 進 剤
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や 止 血 剤 の 投 与 も 行 わ れ て い た 。第 Ⅰ 章 で 述 べ た 、日 本 助 産 婦 看 護 婦 保

健 婦 協 会 (現 、日 本 看 護 協 会 )の 顧 問 弁 護 士 で あ っ た 高 田 が 例 示 し た「 臨

時 応 急 の 手 当 」 が 臨 時 で は な く 常 で あ っ た と 言 え る 。  

 妊 婦 、褥 婦 、新 生 児 に は 保 健 指 導 が 主 で 、性 教 育 や 夫 婦 の 性 交 方 法 の

指 導 、民 間 療 法 の 指 導 な ど リ プ ロ ダ ク テ ィ ブ・ヘ ル ス に 関 す る 業 務 を 行

っ て い た 。こ れ は 、現 在 の 母 子 保 健 法 、母 体 保 護 法 に 当 た る 内 容 で あ る

と い え る 。  

 医 療 器 具 等 に つ い て は 、基 本 的 に は 、産 婆 も 助 産 婦 も 素 手 の み で 診 察

し 、介 助・支 援 し て い た た め 、人 体 に 直 接 使 用 す る 者 は 臍 帯 剪 刀 と 安 産

器 の み で あ っ た 。そ の ほ か 、持 ち 物 に は 消 毒 液 (ク レ ゾ ー ル 液 )や 産 床 で

布 団 を 濡 ら さ な い よ う に ビ ニ ー ル の シ ー ト な ど が あ り 、自 然 分 娩 に 関 し

て は 現 在 と ほ ぼ 変 わ ら な い と 言 え る 。  

 

Ⅲ -2.開業助産師を対象にした現在行っている助産業務の実態

調査：調査 (2) 

 

1)目 的  

 ① 現 在 、国 内 に お い て 開 業 し て い る 助 産 師 の 実 施 し て い る 業 務 の 実 態  

  を 知 る こ と  

 ② 助 産 師 の 業 務 を 実 践 す る 上 で 、困 難 に 感 じ て い る こ と が あ る か 、あ  

  れ ば 、 法 律 の 解 釈 で 解 決 で き る こ と か を 考 察 す る こ と  

  

2)研 究 方 法  

(1)研 究 デ ザ イ ン  

 自 記 式 質 問 紙 に よ る 横 断 的 調 査  

(2)対 象  

 分 娩 を 扱 っ て い る 日 本 国 内 の 全 て の 開 業 助 産 所 助 産 師 (所 長 ) 

 441 人 ( 2015 年 10 月 19 日 現 在 )  

(3)調 査 方 法  

① 調 査 項 目  

   以 下 の 調 査 項 目 を 含 む 調 査 票 を 独 自 に 作 成 し た 。  

 a)対 象 の 属 性 (3 項 目 )  
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   ・ 年 齢  

   ・ 助 産 師 経 験 年 数  

   ・ 施 設 長 と し て の 開 業 年 数 (開 業 年 齢 ) 

 b)助 産 所 施 設 の 概 要 (2 項 目 ) 

   ・ 有 床 数  

   ・ 従 業 員 (助 産 師 )数  

 c)嘱 託 医 師 に つ い て (3 項 目 ) 

   ・ 嘱 託 医 師 の 診 療 科 目  

   ・ 連 絡 を 取 る 頻 度  

   ・ 連 絡 と 取 る き っ か け ・ 理 由  

 d)1 年 間 の 分 娩 件 数 お よ び 搬 送 実 績 (3 項 目 ) 

 e)助 産 所 に 設 置 し て い る 医 療 機 器 (20 項 目 ) 

 f)日 常 行 っ て い る 助 産 に 関 わ る 業 務 お よ び 今 後 実 施 を 希 望 す る 助   

    産 に 係 る 業 務 (60 項 目 ) 

   ・ 妊 婦 に 関 す る こ と (15 項 目 ) 

   ・ 産 婦 に 関 す る こ と (22 項 目 ) 

   ・ 褥 婦 に 関 す る こ と (11 項 目 ) 

   ・ 新 生 児 に 関 す る こ と (12 項 目 )  

 g)将 来 の 展 望 な ど (自 由 記 述 )  

 な お 、ｆ )の 日 常 の 助 産 に 関 わ る 60 項 目 は 以 下 の 情 報 を 精 査 し 、独 自

に 選 定 し た 。  

 ①  2005 年 か ら 2015 年 ま で の 先 行 研 究 (医 中 誌 を 中 心 に 検 索 )  

 ②  助 産 業 務 ガ イ ド ラ イ (2014) 

 ③  産 婦 人 科 診 療 ガ イ ド ラ イ ン (2014)  

 ④  基 礎 助 産 学 概 論 (2013) 

 ⑤  助 産 師 業 務 要 覧 第 2 版 (2012) 

 ⑥  助 産 所 開 業 マ ニ ュ ア ル (2013) 

 ⑦  助 産 業 務 指 針 (2010) 

  

 本 調 査 で は 、助 産 所 助 産 師 の 日 常 業 務 の 実 態 を 把 握 す る こ と を 目 的 と

し た が 、質 問 票 で は 助 産 所 に 設 置 し て い る 医 療 機 器 を 先 に 質 問 し 日 常 業

務 の 裏 付 け を 取 る こ と と し た 。こ の 理 由 は 、業 務 内 容 に 関 し て 質 問 す る
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と 保 助 看 法 に 抵 触 す る 可 能 性 が あ る 業 務（ 例 え ば 超 音 波 診 断 装 置 を 利 用

し た 妊 婦 健 診 ）に 関 し て は 正 確 に 回 答 し て も ら え な い 可 能 性 が あ る の で

は な い か と 考 え 、設 置 さ れ て い る 医 療 機 器 か ら 業 務 を 推 定 す る こ と に し

た た め で あ る 。  

 助 産 領 域 の 研 究 者 と 共 に 、 調 査 項 目 や 質 問 票 の 表 現 方 法 の 検 討 を 重

ね 、内 容 の 妥 当 性 を 高 め た 。さ ら に 、調 査 対 象 者 と 類 似 し た 経 験 を 持 つ

助 産 師 5 名 に プ レ テ ス ト を 行 い 、 内 容 の 妥 当 性 を 検 討 し た 。  

② 調 査 票 の 配 布 お よ び 回 収 方 法  

 公 益 財 団 法 人 日 本 医 療 評 価 機 構・産 科 医 療 補 償 制 度 の ホ ー ム ペ ー ジ よ

り 、 分 娩 を 取 り 扱 う 開 業 助 産 所 441 箇 所 (公 益 財 団 法 人 日 本 医 療 評 価 機

構 , n.d)を 抽 出 し 、各 助 産 所 の 所 長 宛 て に 、依 頼 書 、研 究 計 画 書 、調 査

票 、 返 信 用 封 筒 を 郵 送 し た 。  

 調 査 票 の 返 信 を も っ て 、 研 究 へ の 協 力 の 同 意 が 得 ら れ た も の と し た 。  

③ 調 査 実 施 期 間  

  2015(平 成 27)年 11 月 1 日 ～ 2016 (平 成 28)年 1 月 31 日  

④ 結 果 の 分 析 方 法  

  統 計 分 析 に は Excel 2016、Microsoft統 計 パ ッ ケ ー ジ SPSS Statistics  

 Version21 for Windowsを 用 い 、 単 純 集 計 、 ク ロ ス 集 計 等 を 行 っ た 。  

  ま た 、設 置 し て い る 医 療 機 器 お よ び 日 常 業 務 と 今 後 実 施 を 希 望 す る  

 業 務 に つ い て は 、 55 歳 以 上 と 55 歳 未 満 の 2 群 、 70 歳 以 上 と 70 歳 未  

 満 の 2 群 に 分 け 、 カ イ ２ 乗 検 定 お よ び フ ィ ッ シ ャ ー の 正 確 確 率 検 定  

 を 行 い 、 年 齢 に よ る 2 群 間 の 差 異 を 検 定 し た 。 年 齢 区 分 に 55 歳 と  

 70 歳 を 使 用 し た 理 由 は 、 以 下 の 通 り で あ る 。 55 歳 は 、 正 規 分 布 す る  

 年 齢 の ほ ぼ 中 央 値 (56.5 歳 )で あ り 、 平 成 元 年 の 看 護 学 校 養 成 所 指 定  

 規 則 の 一 部 改 正 (第 2 次 改 正 )が あ る 前 の 看 護 教 育 を 受 け て い る 年 代  

 と し て 比 較 す る こ と に し た 。 70 歳 は 、 半 数 が 自 宅 分 娩 で あ っ た 昭 和  

 40 時 代 に 20 歳 代 で 活 動 し て い た と 思 わ れ る 年 代 で あ り 、現 在 と 違 っ  

 て 助 産 所 就 業 助 産 師 の 多 い 年 代 で あ っ た た め 比 較 す る こ と に し た 。  

  自 由 記 述 の 回 答 は 、 KJ法 的 に 分 析 し た 。 各 個 人 の デ ー タ を 一 つ の

意 味 ご と に 1文 に 分 け 、 関 連 す る も の 同 士 で 分 類 し 、 そ の 後 、 サ ブ カ

テ ゴ リ ー 、 カ テ ゴ リ ー と し て ま と め 、 考 察 し た 。  
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⑤ 倫 理 的 配 慮  

 本 研 究 は 、「 東 京 医 療 保 健 大 学 ヒ ト に 係 る 研 究 倫 理 委 員 会 」の 承 認 (承

認 番 号 ： 院 27－ 26)を 得 て 行 っ た 。  

 調 査 へ の 協 力 の 同 意 に つ い て は 、研 究 対 象 者 に ① 依 頼 書 、② 研 究 計 画

書 、③ 調 査 票 、④ 返 信 用 封 筒 を 同 封 し て 郵 送 し 、調 査 票 の 返 信 を も っ て

同 意 を 得 た も の と し た 。  

 ま た 、 以 下 に 示 す 事 項 を 研 究 計 画 書 、 依 頼 書 に 明 記 し た 。  

①  調 査 研 究 の 協 力 は 自 由 で あ り 、 研 究 協 力 が 得 ら れ な い 場 合 に お  

  い て も 、 何 ら 不 利 益 を 被 る こ と は な い こ と 。  

②  研 究 で 知 り 得 た 情 報 に は 、 個 人 名 お よ び 施 設 名 の 記 載 は な く 、  

  個 人 が 特 定 さ れ る こ と は な く 、 得 ら れ た 情 報 は パ ス ワ ー ド 付 の  

  USBで デ ー タ 管 理 を し 、電 子 媒 体 と 紙 媒 体 は 研 究 室 の 施 錠 で き る  

  ロ ッ カ ー に 保 管 し 、 研 究 以 外 で は 使 用 し な い こ と 。  

③  デ ー タ の 保 存 を 10年 間 と し 、 そ の 後 は 完 全 に 破 棄 す る こ と 。  

④  研 究 で 得 た 情 報 は 公 の 場 で 発 表 す る 可 能 性 が あ る こ と 。  

⑤  利 益 相 反 は 無 い こ と 。  

 

3)結 果  

(1)回 収 率  

 回 収 数 は 、 140 部 (回 収 率： 31.7％ )で あ っ た 。そ の う ち 、一 部 無 回 答

の 部 分 が あ っ て も 、そ の 他 の 回 答 が 妥 当 だ と 解 釈 で き る も の は 全 て 分 析

対 象 と し 、 有 効 回 答 部 数 は 、 140 部 (有 効 回 答 率 ： 100％ )で あ っ た 。  

 

(2)回 答 者 の 属 性  

 ① 年 齢 (n=140,無 回 答 ＝ 2) 

 年 齢 構 成 を 、 表 Ⅲ -1、 お よ び 図 Ⅲ -1 に 示 す 。  

 回 答 者 の 均 年 齢 は 57 歳 (標 準 偏 差  11.7)、 最 年 少 は 29 歳 、 最 年 長

は 94 歳 で あ っ た 。  

 年 齢 分 布 は 、 Shapiro-Wilk 検 定 の 結 果 、 正 規 分 布 を 示 し た 。 55～  

59 歳 の 年 齢 層 が 最 も 多 く 24 人 (17.4％ )で あ っ た 。 60～ 64 歳 が 23 人

(16.7％ )、 50～ 54 歳 が 22 人 (15.9％ )の 順 で あ っ た 。 40 歳 か ら 75 歳

未 満 が 124 人 で 、 全 体 の 89.9％ を 占 め て い る 。  
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 70 歳 以 上 は 、 17 人 (12.3％ )で あ っ た 。  

 ② 助 産 師 経 験 年 数 (n=140,無 回 答 ＝ 1) 

  助 産 師 経 験 年 数 を 表 Ⅲ -2 お よ び 図 Ⅲ -2 に 示 す 。  

  助 産 師 と し て の 経 験 年 数 は 、3 年 ～ 70 年 の 間 に 幅 広 く 分 布 し て お り 、 

 平 均 年 数 は 30.5 年 (標 準 偏 差  11.8)で あ っ た 。  

  経 験 年 数 を 10 年 階 級 別 に み る と 、 30～ 39 年 が 最 も 多 く 54 人  

 (38.8％ )で あ り 、20～ 29 年 が 50 人 (36％ )、40～ 49 年 が 21 人 (15.1％ ) 

 で あ っ た 。全 体 の 89.9％ は 助 産 師 と し て の 経 験 年 数 が 20～ 49 年 で あ  

 っ た 。  

 

 ③ 所 長 と し て の 開 業 年 数 (n=140)  

  助 産 所 長 と し て の 年 数 を 表 Ⅲ -3 お よ び 図 Ⅲ -3 に 示 す 。  

  最 少 期 間 は 0 年 、 最 多 期 間 は 70 年 で あ っ た 。 開 業 年 数 を 10 年 階  

 級 別 に み る と 、 0～ 9 年 が 最 も 多 く 58 人 (41.4％ )、 次 い で 10～ 19 年  

 が 54 人 (38.6％ )で あ り 、 全 体 の 80％ が 20 年 未 満 で あ っ た 。 開 業 年  

 数 が 50 年 以 上 の 助 産 師 は 4 人 い た 。そ の う ち 1 人 は 、 91 歳 で 、助 産  

 師 経 験 年 数 と 開 業 年 数 が 70 年 と 等 し か っ た 。  

 

 ④ 有 床 無 床 の 別 (n=140) 

  助 産 所 の 有 床 無 床 の 別 を 表 Ⅲ -4 に 示 す 。  

 有 床 助 産 所 は 107 件 (76.4％ )、 無 床 助 産 所 は 33 件 (23.6％ )で あ っ  

 た 。  

  今 回 の 調 査 で は 、 ベ ッ ド 数 に つ い て は 調 査 し て い な い 。  

 

 ⑤ 従 事 す る 助 産 師 数 (常 勤 に 限 ら ず パ ー ト 契 約 も 含 む )(n=140,無 回 答  

  ＝ 1) 

  所 長 の 他 に 従 事 す る 助 産 師 数 を 表 Ⅲ -5 に 示 す 。  

 平 均 就 業 助 産 師 数 は 3.2 人 (標 準 偏 差 2.8 )で あ り 、 最 少 人 数 は 0 人 、 

 最 多 人 数 は 20 人 で あ っ た 。  

  所 長 単 独 で の 業 務 実 施 は 6 助 産 所 ( 4.3％ )、 所 長 と 従 業 員 と し て  

 の 助 産 師 が 1 人 で 運 営 し て い る 助 産 所 は 33 助 産 所 (23.9％ )で あ り 、  

 全 体 の 28.2％ が 1 人 ま た は 2 人 で 業 務 し て い た 。  
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  有 床 無 床 別 の 従 事 す る 助 産 師 の 数 を 図 Ⅲ -5 に 示 す 。 無 床 助 産  

 所 で は 、 所 長 と 従 事 す る 助 産 師 が 0～ 1 人 の 助 産 所 は 26 助 産 所 あ り 、 

 無 床 助 産 所 の 78.8％ 、 全 助 産 所 の 18.8％ を 占 め て い る 。 有 床 助 産 所  

 で は 、従 事 す る 助 産 師 が 0 人 の 助 産 所 が 1 助 産 所 、所 長 と 従 事 す る 助  

 産 師 が 1 人 の 助 産 所 が 11 助 産 所 あ り 、有 床 助 産 所 の 10.2％ 、全 助 産  

 所 で は 8.6％ で あ っ た 。有 床 助 産 所 の 91.4％ が 3 人 以 上 の 助 産 師 で 運  

 営 し て い た 。  

 

 (3)嘱 託 医 の 診 療 科 目 に つ い て (n=140,無 回 答 =1,複 数 回 答 ) 

  嘱 託 医 の 診 療 科 目 を 表 Ⅲ -6-1、 表 Ⅲ -6-2 に 示 す 。  

 産 科 は 41 助 産 所 (29.5％ )、 産 婦 人 科 は 118 助 産 所 (84.9％ )、 小 児 科  

 は 37 助 産 所 (26.6％ )、 そ の 他 は 12 助 産 所 (8.6％ )で あ っ た 。   

  こ の 質 問 は 、複 数 回 答 し て お り 、小 児 科 と 答 え た 方 は 、産 科 ま た は  

 産 婦 人 科 と も 嘱 託 医 契 約 を し て い た 。そ の 他 と 答 え た 12 助 産 所 の 内 、 

 5 助 産 所 は 「 そ の 他 」 の み の 回 答 で 、 内 訳 は 記 載 さ れ て い な か っ た 。 

 そ の 5 助 産 所 の 所 長 の 年 齢 と (開 業 年 数 )を 見 る と 、 46 歳 (11 年 )、 51 

 65 歳 (16 年 )、 82 歳 (58 年 )で あ っ た 。  

 

 (4)嘱 託 医 と の 連 絡 の と り 方 に つ い て  

  ① 嘱 託 医 と の 連 絡 の と り 方 が 定 期 的 か ど う か (n=140,無 回 答 ＝ 2)  

  嘱 託 医 と の 連 絡 の と り 方 に つ い て 表 Ⅲ -7 -1 に 示 す 。  

  定 期 的 に と 答 え た の は 78 助 産 所 ( 55.7％ )、 不 定 期 に と 答 え た の は  

  60 助 産 所 (42.9％ )で あ っ た 。  

 

  ② 嘱 託 医 と の 連 絡 を 取 る 頻 度 に つ い て (① で 「 定 期 的 」 と 回 答 し た  

  78 人 の 複 数 回 答 )  

  嘱 託 医 と の 連 絡 を 取 る 頻 度 に つ い て 表 Ⅲ -7-2 に 示 す 。  

  毎 日 は 14 助 産 所 、 毎 週 は 15 助 産 所 、 毎 月 は 30  

  助 産 所 、 2～ 3 ヶ 月 毎 は 7 助 産 所 、 4～ 6 ヵ 月 毎 は 3 助 産 所 、 10 ヶ 月  

  ～ 1 年 毎 は 3 助 産 所 、 そ の 他 は 30 助 産 所 お り 時 間 的 な 間 隔 で は な  

  く 、 嘱 託 医 と の 取 り 決 め で 状 況 に 応 じ て 行 っ て い た 。  

   「 定 期 的 」 の 中 で 、 2 ヶ 月 以 上 1 年 未 満 の 人 が 13 人 い た 。 そ の  
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  中 で 、分 娩 件 数 で 見 る と 、最 少 は 0 件 、最 多 は 67 件 で 、平 均 24.5  

  件 で あ っ た 。  

  ③ ど の よ う な と き に 嘱 託 医 に 連 絡 を 取 る の か (n=140,無 回 答 ＝ 3,複    

   数 回 答 ) 

   嘱 託 医 と 連 絡 を 取 る と き の 状 況 を 8 場 面 提 示 し た 。そ の 状 況 に つ  

  い て の 回 答 を 表 Ⅲ -7-3 に 示 す 。  

   「 助 産 師 の 手 に は 負 え な い と 判 断 し た 時 」は 115 人 ( 82.1％ )、「 異  

  常 と ま で は い か な い が 、判 断 に 迷 っ た 時 」は 98 人 (70％ )、「 分 娩 を  

  希 望 す る 妊 婦 が 初 め て 来 所 し た 時 」は 39 人 ( 27.9％ )、「 妊 婦 健 診 に  

  つ い て 情 報 交 換 し た い 時 」は 86 人 (61.4％ )、「 分 娩 目 的 で 産 婦 が 入  

  院 し た 時 」 は 22 人 (15.7％ )、 29 人 (20.7％ )、「 そ の 他 」 は 34 人  

  (24.3％ )で あ っ た 。「 そ の 他 」 の 中 に は 、  

・ 特 に 決 ま り は 無 く 、 必 要 時 に は い つ で も 報 告 し て い る 。  

・異 常 が 無 く て も 、妊 婦 健 診 の 経 過 や 産 後 の 診 察 の 結 果 を 決 ま っ た  

 時 期 に 報 告 す る 。  

・特 に 何 も 無 く て も 、月 に 1 度 や 年 に 2 度 な ど 、決 ま っ た 時 期 に 報  

 告 を し て い る 。 ま た 、 定 期 勉 強 会 な ど を 行 っ て い る 。  

・ 嘱 託 医 の 妊 婦 健 診 や 産 褥 診 察 時 に 同 行 す る 。ま た 、 GBS 陽 性 か ど  

 う か の 確 認 を す る 。  

・医 師 の 診 察 が 必 要 だ と 判 断 し た り 、高 度 な 医 療 設 備 を 備 え た 施 設  

 へ の 受 診 が 必 要 だ と 判 断 し た と き に 、連 絡・相 談 す る 。ま た 、判  

 断 の 振 り 返 り を し た い 時 に 連 絡 を す る 。  

  な ど の 回 答 が 見 ら れ た 。  

 

 (5)分 娩 件 数 に つ い て (n=140,無 回 答 = 3) 

  調 査 票 配 布 の 前 年 1 年 間 (2014 年 1 月 1 日 か ら 12 月 31 日 ま で )  

 に お け る 、 各 施 設 で の 分 娩 件 数 を 表 Ⅲ -8 お よ び 図 Ⅲ -8 に 示 す 。  

  未 回 答 3 助 産 所 を 除 い た 助 産 所 137 箇 所 の 総 分 娩 件 数 は 3434 件 、  

 最 少 は 0 件 、最 多 は 208 件 で あ っ た 。 0 件 は 10 助 産 所 (7.1％ )、 1～ 9 

 件 は 33 助 産 所 (23.6％ )、 10～ 49 件 は 75 助 産 所 (53.6％ )、 50～ 99 件  

 は 15 助 産 所 (3.4％ )、 100 件 以 上 は 4 助 産 所 (2.9%)で あ っ た 。  

  助 産 師 の 年 齢 と 分 娩 件 数 の 相 関 を 検 定 し た と こ ろ 、相 関 は み ら れ な  
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 か っ た 。  

 (6)母 体 搬 送 件 数 (n=140,無 回 答 =6)、 新 生 児 搬 送 件 数 (n= 140,無 回 答  

  =8)に つ い て  

  分 娩 件 数 と 同 じ 1 年 間 の 母 体 搬 送 件 数 お よ び 新 生 児 搬 送 件 数 を 表  

 Ⅲ -9,表 Ⅲ -10 に 示 す 。  

  母 体 搬 送 件 数 の 最 少 は 0 件 、 最 多 は 29 件 で あ っ た 。  

  母 体 搬 送 が 0 件 で あ っ た の は 66 助 産 所 ( 47.1％ )、 9 件 以 下 は 129  

 助 産 所 (92.1％ )で あ っ た 。  

  新 生 児 搬 送 の 最 少 は 0 件 、 最 多 は 5 件 で あ っ た 。 新 生 児 搬 送 が 0 

 件 で あ っ た の は 96 助 産 所 (68.6％ )で あ っ た 。  

  分 娩 件 数 、母 体 搬 送 件 数 、新 生 児 搬 送 件 数 の い ず れ か が 無 回 答 だ っ  

 た 10 助 産 所 を 除 き (N=130)、 新 た に 算 出 し た 助 産 所 の 分 娩 総 数 は  

 3165 件 、 母 体 搬 送 総 数 は 2 60 件 、 新 生 児 搬 送 総 数 は 60 件 で あ っ た 。 

 本 調 査 で は 母 体 搬 送 率 は 8.2％ 、 新 生 児 搬 送 率 は 1.9％ で あ っ た 。  

  分 娩 件 数 と 母 体 搬 送 件 数 の 相 関 を 検 定 し た と こ ろ 、 や や 強 い 相 関  

 が 見 ら れ た (r=0.568,p<0.001 )。  

  分 娩 件 数 と 新 生 児 搬 送 数 の 相 関 は 、 か な り 強 い 相 関 が 見 ら れ た  

 (ｒ =0.662,p<0.001 )。  

  分 娩 件 数 が 100 件 以 上 の 助 産 所 で 見 る と 、 母 体 搬 送 は 29／ 208 件  

 (13.9％ )、0／ 180 件 (0％ )、4／ 117 件 (3.4％ )、無 回 答 ／ 100 件 (不 明 ) 

 で あ っ た 。  

 

 (7)助 産 所 で 設 置 し て い る 医 療 機 器 に つ い て (n=140,複 数 回 答 ) 

  各 助 産 所 に 設 置 し て い る 医 療 機 器 に つ い て は 、 20 種 類 の 医 療 機 器  

 を 提 示 し 、設 置 の 有 無 の 回 答 を 求 め た 。表 Ⅲ -11 お よ び 図 -11 に 示 す 。  

  50％ 以 上 の 助 産 所 で 設 置 さ れ て い る 医 療 機 器 は 、多 い 順 に ド ッ プ ラ  

 ー 胎 児 心 音 計 (95.7％ )、新 生 児 用 蘇 生 バ ッ グ・マ ス ク (92.1％ )、分 娩  

 監 視 装 置 (84.1％ )、 経 皮 黄 疸 計 (82.9％ )、 パ ル ス オ キ シ メ ー タ ー  

 (75.7％ )、超 音 波 診 断 装 置 (経 腹 )(66.4％ )、自 動 血 圧 計 (58.6％ )、簡  

 易 血 糖 測 定 器 (55.0％ )で あ っ た 。  

  助 産 所 長 の 年 齢 に よ っ て 、 設 備 し て い る 医 療 機 器 を 55 歳 以 上 と  

 55 歳 未 満 、 70 歳 以 上 と 70 歳 未 満 の そ れ ぞ れ 2 群 に 分 け 、 カ イ ２ 乗   
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 検 定 お よ び フ ィ ッ シ ャ ー の 正 確 確 率 検 定 を 行 っ た 。 55 歳 以 上 と 55  

 歳 未 満 で 比 較 し た と こ ろ 、 す べ て の 医 療 機 器 の 設 置 に つ い て 有 意 差  

 は 無 か っ た が 、 70 歳 以 上 と 70 歳 未 満 で は 、 保 育 器 の 保 有 の み に 有  

 意 差 が 認 め ら れ (P=0.004)、 70 歳 以 上 の ほ う が 保 育 器 の 保 有 率 が 高  

 か っ た 。  

 

(8)日 常 業 務 と 今 後 実 施 を 希 望 す る 業 務 に つ い て (n =140,無 回 答 =2) 

  助 産 師 の 業 務 と し て 、日 常 的 に「 実 施 し て い る 」事 項 と 、現 在 行 っ  

 て い な い が「 今 後 実 施 し た い 」事 項 お よ び 現 在 実 施 し て い な い 場 合 は 、 

 「 実 施 す る た め に は 何 が 必 要 だ と 思 う か 」 に つ い て 、 回 答 を 得 た 。  

  助 産 師 の 業 務 を 提 供 す る 対 象 に よ り 、① 妊 婦 、② 産 婦 、③ 褥 婦 、④  

 新 生 児 の ４ つ に 分 類 し て 結 果 を 示 す 。次 に 、⑤ と し て 、現 在 実 施 し て  

 い な い が 、「 今 後 実 施 し た い 」事 項 が あ る 場 合 に 、「 実 施 す る た め に ど  

 ん な 条 件 が 整 え ば よ い か 」 に つ い て ま と め た 。  

  ① ～ ④ に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 55 歳 以 上 と 55 歳 未 満 、 70 歳 以 上  

 と 70 歳 未 満 の 2 群 間 で そ れ ぞ れ カ イ ２ 乗 検 定 お よ び フ ィ ッ シ ャ ー の  

 正 確 確 率 検 定 を 行 っ た 。  

 

 ① 妊 婦 に 関 す る こ と  

  妊 婦 に 対 す る 助 産 師 の 業 務 15 項 目 に 対 し て 「 実 施 し て い る 」 お よ  

 び 現 在 は 実 施 し て い な い が 「 今 後 実 施 し た い 」 に つ い て 得 ら れ た 回  

 答 を 、 図 Ⅲ -12-1 に 示 す 。  

「 実 施 し て い る 」 業 務 で 上 位 5 項 目 は 、 す べ て 経 腹 超 音 波 検 査 に 関  

 す る こ と で あ り 、「 胎 位 ・ 胎 向 の 評 価 」 62.8％ 、「 胎 児 発 育 評 価 」  

 59.1％ 、「 羊 水 量 の 評 価 」 56.2％ 、「 胎 児 形 態 異 常 の 評 価 」 43.1％ 、  

 「 臍 帯 の 評 価 」 39.4％ で あ っ た 。 上 記 「 (7)助 産 所 で 設 置 し て い る 医  

 療 機 器 に つ い て 」(P.57)の 医 療 機 器 の 中 で も 、超 音 波 診 断 装 置 (経 腹 )  

 は 設 置 率 が 66.4％ で あ り 、 実 施 が 多 い こ と と も 一 致 す る 。  

  「 今 後 実 施 し た い 」 業 務 は 、 最 高 10.2％ か ら 最 低 0％ で あ っ た 。  

 10％ を 超 え た も の は 、「 経 膣 超 音 波 装 置 で の 子 宮 頚 管 長 の 確 認 」  

 10.2％ で あ っ た 。  

  助 産 所 長 の 年 齢 を 55 歳 以 上 と 55 歳 未 満 、 70 歳 以 上 と 70 歳 未 満  
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 の そ れ ぞ れ 2 群 に 分 け 、 カ イ ２ 乗 検 定 お よ び フ ィ ッ シ ャ ー の 正 確 確  

 率 検 定 を 行 っ た と こ ろ 、 ど の 業 務 に お い て も 有 意 差 は 認 め ら れ な か  

 っ た 。  

 

 ② 産 婦 に 関 す る こ と  

  産 婦 に 対 す る 助 産 師 の 業 務 22 項 目 に 対 し て 「 実 施 し て い る 」 お よ  

 び 現 在 は 実 施 し て い な い が 「 今 後 実 施 し た い 」 に つ い て 得 ら れ た 回  

 答 を 、 図 Ⅲ -12-2 に 示 す 。  

  「 実 施 し て い る 」 項 目 の 上 位 9 項 目 は 、 実 施 率 が 60％ 以 上 で あ っ  

 た 。 多 い 順 に 、「 内 診 に よ る 分 娩 進 行 の 確 認 」 95.6％ 、「 内 診 に よ る  

 分 娩 開 始 の 診 断 」 89.1％ 、「 分 娩 監 視 装 置 に よ る 胎 児 の 健 康 評 価 」  

 81.8％ 、「 BTB 試 験 紙 な ど で の 破 水 の 確 認 」 77.4％ 、「 GBS 陽 性 産 婦 へ  

 の 抗 生 物 質 投 与 」 65％ 、「 異 常 出 血 時 の 静 脈 血 管 確 保 」 73.0％ 、「 胎  

 児 心 拍 低 下 時 の 酸 素 投 与 」 75.2％ 、「 前 期 ・ 早 期 破 水 時 の 抗 生 物 質 の  

 投 与 (経 口 、 静 脈 内 )」 65.7％ 、「 分 娩 後 子 宮 収 縮 剤 の 投 与 (点  

 滴 )64.2％ で あ っ た 。「 分 娩 後 子 宮 収 縮 剤 の 投 与 (内 服 )」 41.6％ は 、  

 10 番 目 に 多 か っ た が 、 点 滴 よ り も 少 な か っ た 。  

  「 今 後 実 施 し た い 」 項 目 は 、 最 も 多 い も の で 、「 GBS 陽 性 産 婦 へ の  

 抗 生 物 質 投 与 」 13.9％ 、 次 い で 「 会 陰 2 度 裂 傷 の 縫 合 」 12.4％ で あ  

 っ た 。  

  助 産 所 長 の 年 齢 を 55 歳 以 上 と 55 歳 未 満 、 70 歳 以 上 と 70 歳 未 満  

 の そ れ ぞ れ 2 群 に 分 け 、カ イ ２ 乗 検 定 お よ び フ ィ ッ シ ャ ー の 正 確 確 率  

 検 定 を 行 っ た と こ ろ 、「 実 施 し て い る 」 業 務 で は 、「 会 陰 1 度 裂 傷 の  

 縫 合 」 が 55 歳 以 上 と 55 歳 未 満 の 2 群 間 で も 、 70 歳 以 上 と 70 歳 未  

 満 の 2 群 間 で も 有 意 差 が 認 め ら れ た (p=0.01)(p=0.01)。 55 歳 以 上 お  

 よ び 70 歳 以 上 で 多 く 見 ら れ た 。  

  

 ③ 褥 婦 に 関 す る こ と  

  褥 婦 に 対 す る 助 産 師 の 業 務 11 項 目 に 対 し て 「 実 施 し て い る 」 お よ  

 び 現 在 は 実 施 し て い な い が 「 今 後 実 施 し た い 」 に つ い て 得 ら れ た 回  

 答 を 、 図 Ⅲ -12-3 に 示 す 。  

  「 実 施 し て い る 」 業 務 の 上 位 4 項 目 は 、 70％ 以 上 実 施 し て い た 。  
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 多 い 順 に 、「 乳 房 マ ッ サ ー ジ 」 97.1％ 、「 産 後 1 ヶ 月 健 診 (母 親 )」  

 90.5％ 、「 産 褥 期 の 異 常 出 血 時 の 静 脈 確 保 お よ び 輸 液 」 81.8％ 、「 乳  

 房 以 外 の 指 圧 マ ッ サ ー ジ 」 71.5％ で あ っ た 。  

  「 今 後 実 施 し た い 」 業 務 は 、 最 も 多 い も の で 、「 産 後 疼 痛 (後 陣  

 痛 、 会 陰 部 痛 な ど )時 の 鎮 痛 剤 投 与 」 10.9％ 、「 マ タ ニ テ ィ ・ ブ ル ー  

 ズ 、 産 後 う つ 病 の ス ク リ ー ニ ン グ 」 8.8％ 、「 血 液 検 査 に よ る 産 後 貧  

 血 の 評 価 」 8.8％ で あ っ た 。  

 

 ④ 新 生 児 に 関 す る こ と  

  新 生 児 に 対 す る 助 産 師 の 業 務 12 項 目 に 対 し て 「 実 施 し て い る 」 お  

 よ び 現 在 は 実 施 し て い な い が 「 今 後 実 施 し た い 」 に つ い て 得 ら れ た  

 回 答 を 、 図 Ⅲ -12-4 に 示 す 。  

  「 実 施 し て い る 」 業 務 の 上 位 6 項 目 は 、 60％ 以 上 が 実 施 し て い  

 た 。 多 い 順 に 、「 ビ タ ミ ン K 製 剤 (ケ イ ツ ー シ ロ ッ プ ®)の 投 与 」  

 97.2％ 、「 児 の 1 ヶ 月 健 診 」 80.1％ 、「 新 生 児 仮 死 時 の 新 生 児 蘇 生 法 」 

 77.3％ 、「 新 生 児 仮 死 時 の 酸 素 投 与 」 75.2％ 、「 新 生 児 ス ク リ ー ニ ン  

 グ の 採 血 」 70.2％ 、「 新 生 児 膿 漏 眼 予 防 の 点 眼 薬 投 与 」 65.2％ で あ っ  

 た 。  

  「 今 後 実 施 し た い 」 業 務 は 、 最 も 多 い も の で 、「 間 接 型 高 ビ リ ル ビ  

 ン 血 症 時 の 光 線 療 法 」 10.1％ 、「 新 生 児 聴 覚 ス ク リ ー ニ ン グ 」 9. 4％  

 で あ っ た 。  

  助 産 所 長 の 年 齢 を 55 歳 以 上 と 55 歳 未 満 、 70 歳 以 上 と 70 歳 未 満  

 の そ れ ぞ れ 2 群 に 分 け 、 カ イ ２ 乗 検 定 お よ び フ ィ ッ シ ャ ー の 正 確 確  

 率 検 定 を 行 っ た と こ ろ 、「 実 施 し て い る 」 業 務 で は 、「 新 生 児 仮 死 時  

 の 新 生 児 蘇 生 」「 新 生 児 血 糖 検 査 」「 お む つ か ぶ れ の 軟 膏 処 方 」「 乳 児  

 1 ヶ 月 健 診 」 に お い て 55 歳 以 上 と 55 歳 未 満 の 2 群 間 で 、 有 意 差 が  

 認 め ら れ た (p=0.009 )(p=0.035)(p=0.008)( p=0.027)。    

  前 者 2 項 目 で は 50 歳 未 満 に 多 く 、 後 者 2 項 目 で は 50 歳 以 上 に 多  

 く 見 ら れ た 。「 新 生 児 膿 漏 眼 予 防 の 点 眼 薬 投 与 」 に お い て 70 歳 以 上  

 と 70 歳 未 満 の 2 群 間 で 、 有 意 差 が 認 め ら れ (p=0.04)、 70 歳 以 上 に  

 多 く 見 ら れ た 。  
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 ⑤ 現 在 実 施 し て い な い が 今 後 実 施 し た い 業 務 が あ る 場 合 に 、「 実 施 す  

 る た め に ど ん な 条 件 が 整 え ば よ い か 」に つ い て 表 Ⅲ -13-1～ 4 に 示 す 。 

  法 の 整 備 、教 育 、嘱 託 医 師・医 師 会 の 理 解 の 他 、機 器 の 購 入 や レ ン  

 タ ル の た め の 資 金 援 助 な ど の 回 答 が 見 ら れ た 。  

   

(9)「 開 業 助 産 師 と し て の 将 来 の 展 望 」、「 そ の 展 望 を 実 現 さ せ る た め の

具 体 的 対 策 」 (自 由 記 述 ) 

 助 産 所 所 長 (助 産 師 )に 、 A「 開 業 助 産 師 と し て の 将 来 の 展 望 」、 B「 そ

の 展 望 を 実 現 さ せ る た め の 具 体 的 対 策 」に つ い て 自 由 記 載 で 意 見 を 求 め

た 結 果 、 前 者 は 111 名 、 後 者 は 95 名 か ら 意 見 が 寄 せ ら れ た 。  

 

 A.「 開 業 助 産 師 と し て の 将 来 の 展 望 」  

 「 開 業 助 産 師 と し て の 将 来 の 展 望 」に 関 す る 回 答 に は 、以 下 に 示 す 6 

 つ の カ テ ゴ リ ー 、 32 の サ ブ カ テ ゴ リ ー に 分 類 さ れ た 。  

 ① 助 産 師 と し て の 働 き 方  

 ② 助 産 師 ・ 助 産 所 に 対 す る 社 会 的 理 解  

 ③ 制 度 等 の 改 革  

 ④ 助 産 師 と し て 困 っ て い る こ と  

 ⑤ 不 安  

 ⑥ 助 産 師 と し て の 思 い  

 

① 助 産 師 と し て の 働 き 方  

 11 の サ ブ カ テ ゴ リ ー〈 助 産 師 が 行 う 分 娩 介 助 (正 常 分 娩 )〉〈 助 産 師 が

行 う 分 娩 介 助 (自 宅 分 娩 )〉〈 助 産 師 が 行 う 分 娩 介 助 (安 全 )〉〈 健 康 教 育 ・

保 健 指 導 〉〈 産 後 ケ ア 〉〈 地 域 ・ 子 育 て 支 援 〉〈 新 た な 施 設 の 設 立 に つ い

て 〉〈 施 設 の 拡 大 に つ い て 〉〈 助 産 師 の サ ポ ー ト 〉〈 助 産 所 の 後 継 者 の 育

成 〉〈 助 産 師 の 教 育 ・ 育 成 〉 か ら な る 。  

 正 常 分 娩 、ロ ー リ ス ク 分 娩 に 関 し て は 助 産 師 が 行 い た い 、自 宅 分 娩 を

望 む 人 が い る 限 り 助 産 師 と し て 関 わ り た い こ と と い う 希 望 が 挙 げ ら れ

た 。分 娩 に 対 し て「 安 全 」が 求 め ら れ て い る 現 状 に お い て 、助 産 師 た ち

は 自 宅 分 娩 で あ っ て も 安 全 を 重 視 し 、 医 療 の 介 入 が 必 要 な こ と も あ り 、
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そ の 中 で 助 産 師 が 母 の 産 む 力 と 児 の 産 ま れ る 力 を 最 大 限 に 生 か し た 、安

全 で 満 足 い く お 産 に 関 わ っ て い く こ と を 希 望 し て い る 。  

 開 業 助 産 師 は 、妊 娠・出 産・子 育 て を 中 心 に 、妊 娠 前 の 身 体 作 り か ら

係 っ た り 、身 体 面 だ け で は な く 母 親 た ち の 心 の 成 長 を 助 け る か か わ り を

し て い く こ と を 望 ん で い た 。ま た 、母 親 の 自 尊 心 を 育 て た り 、道 徳 教 育

な ど 医 療 保 健 の 枠 を 超 え 、よ り 個 人 に 深 く か か わ り 、さ ら に 家 族 へ の サ

ポ ー ト な ど 、対 象 も 内 容 も 生 活 に 入 り 込 ん だ 幅 広 い 役 割 を 希 望 し て い た 。 

 産 後 ケ ア と し て 母 乳 育 児 支 援 を 行 う こ と や 病 院・診 療 所 を 退 院 し た 後

の 受 け 入 れ と し て「 産 褥 入 院 」を 推 奨 し 、開 業 助 産 師 の 魅 力 と し て「 ゆ

っ く り 話 が で き る 」 こ と を 挙 げ て い た 。  

 助 産 師 は 子 育 て 中 の 母 親 が い つ で も 自 由 に「 立 ち 寄 る 」こ と が で き る

地 域 の 子 育 て の 中 心 的 存 在 を 目 指 し 、そ の 場 を 提 供 し た い と 述 べ て い る 。

ま た 、子 育 て 世 代 だ け で な く 、対 象 を 広 く 捉 え「 女 性 」「 更 年 期 」「 骨 盤

ケ ア 」「 虐 待 予 防 」「 低 所 得 者 」な ど と の 関 わ り を 持 ち 、対 象 か ら の 要 求

が あ れ ば 、 助 産 師 は あ ら ゆ る 女 性 を 支 え る た め の 支 援 を 望 ん で い た 。  

 「 バ ー ス セ ン タ ー 」と い う 用 語 は 、複 数 の 方 が 記 載 し て い た 。バ ー ス

セ ン タ ー の 機 能 と し て 、複 数 の 助 産 師 が 共 同 で セ ン タ ー を 立 ち 上 げ 、協

同 す る こ と で メ リ ッ ト が 大 き い と 述 べ て い た 。  

 無 床 の 助 産 所 で は 有 床 助 産 所 に す る こ と を 望 み 、施 設 の 拡 充 や 集 団 指

導 の 内 容 の 充 実 を 図 る 事 を 希 望 し て い た 。  

 開 業 助 産 師 は 、 先 輩 助 産 師 と し て 、 次 世 代 の 助 産 師 に は 、「 自 律 」 と

「 自 信 」 を も っ て 仕 事 が で き る よ う サ ポ ー ト す る こ と を 望 ん で い た 。  

 若 い 助 産 師 に は 「 開 業 助 産 師 」 の 素 晴 ら し さ を 伝 え 、 実 子 に 限 ら ず 、

「 後 輩 た ち 」「 開 業 に 夢 を 持 っ て い る 人 」「 自 然 な お 産・自 然 な 子 育 て を

目 指 す 人 」 に 後 継 者 を 求 め て い た 。  

 「 正 常 分 娩 は 助 産 師 の 手 で 」行 う と い う 助 産 師 と し て の プ ラ イ ド を 持

ち 、 自 律 し た 助 産 師 を 自 ら の 手 で 育 て る 事 を 希 望 し て い た 。  

 

② 助 産 師 ・ 助 産 所 に 対 す る 社 会 的 理 解  

 4 つ の サ ブ カ テ ゴ リ ー〈 助 産 師 へ の 理 解 〉〈 助 産 所 へ の 理 解 〉〈 助 産 師

が 扱 う 自 然 分 娩 へ の 理 解 〉〈 助 産 師 の 社 会 的 地 位 ・ 認 知 〉 か ら な る 。  
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 社 会 的 に は「 看 護 師 」と 区 別 が つ か な い 状 況 に あ り 、認 知 度 が 低 い の

こ と を 懸 念 し て い た 。助 産 師 が 業 務 と し て で き る こ と は 何 か を 社 会 全 体

に 広 め て い く こ と は 、社 会 が 求 め る「 妊 娠 中 か ら 出 産 後 、育 児 期 ま で の

切 れ 目 無 い ケ ア 」の 担 い 手 が 助 産 師 で あ る こ と を 理 解 し て も ら う こ と に

な り 、そ の サ ー ビ ス を 受 け る 対 象 者 に と っ て も 、助 産 師 自 信 に と っ て も

必 要 な こ と で あ る と 述 べ て い た 。  

 社 会 的 に 助 産 所 の 認 知 度 は 低 意 実 感 を 持 ち 、「 助 産 師 」同 様「 助 産 所 」

の 役 割 が 正 し く 理 解 さ れ て い な い の で は な い か と 懸 念 し て い た 。 ま た 、

助 産 師 は 江 戸 時 代 か ら 第 二 次 世 界 大 戦 の 終 戦 時 ま で 、「 産 婆 」 と 呼 ば れ

て い た こ と か ら 、「 古 い 家 」「 お ば あ さ ん 」と い う イ メ ー ジ が い ま だ に 残

っ て い る こ と を 感 じ て い た 。  

 ま た 、助 産 師 が 医 療 介 入 の 無 い「 自 然 分 娩 」を 勧 め て も 、実 際 に は 前

述 の 通 り 99%が 病 院・診 療 所 で の 分 娩 で あ り 、医 師 主 導 の 分 娩 が 殆 ど で

あ る 現 実 か ら 、自 然 分 娩 の 数 は 増 え な い こ と を 懸 念 し て い た 。助 産 師 の

業 務 は 、「 正 常 」の 範 囲 内 で 施 行 さ れ る も の で あ る こ と か ら 、「 自 然 分 娩 」

と は 、 妊 産 婦 の 「 産 む 力 」 と 胎 児 の 「 産 ま れ る 力 」 を 最 大 限 に 生 か し 、

助 産 師 は 正 常 を 逸 脱 し な い よ う に か か わ り な が ら 、そ の 力 を 最 大 限 に 生

か し た 分 娩 で あ り 、助 産 師 は「 幸 せ な 出 産 」と い う 言 葉 を 使 い 表 現 し て

い た 。そ の「 自 然 分 娩 」を 理 解 し 、希 望 す る 人 が 今 後 増 え て い く た め に

は 、 上 記 の 〈 助 産 師 へ の 理 解 〉〈 助 産 所 へ の 理 解 〉 と 共 に 、 自 然 分 娩 に

対 す る 理 解 を 得 て い く こ と も 必 要 な こ と だ と 述 べ ら れ て い た 。  

  

③ 制 度 等 の 改 革 の 必 要 性  

 3 つ の カ サ ブ テ ゴ リ ー〈 嘱 託 医 師 〉〈 環 境・制 度 〉〈 助 産 師 の 業 務 〉か

ら な る 。  

 嘱 託 医 師 と 良 好 な 関 係 を 保 ち 、産 科 医 か ら の 支 援 が あ る た め に 開 業 助

産 所 が 存 続 で き て い る と 認 識 し て い る 助 産 師 は 、嘱 託 医 に 対 し て 肯 定 的

な 考 え を 持 て い た 。し か し 、産 科 医 師 が 助 産 師 の 業 務 を 否 定 し た り 、理

解 が 不 十 分 だ と 感 じ て い る 助 産 師 は 、現 行 の 嘱 託 医 師 制 度 を 開 業 の 足 か

せ に な っ て い る と 感 じ て い る た 。具 体 的 に は 、現 状 の「 嘱 託 医 制 度 」で

は 、 業 務 の し に く さ を 感 じ て い る た め に 、「 地 域 周 産 期 医 療 セ ン タ ー 」
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や 地 域 の 病 院 施 設 が 助 産 所 を バ ッ ク ア ッ プ す る こ と を 義 務 付 け る 法 律

の 改 正 を 望 む 意 見 も 述 べ ら れ て い た 。  

 妊 産 婦 、新 生 児 の 管 理 に「 安 全 」が 求 め ら れ る 現 代 に お い て 、医 療 と

の 連 携 は 不 可 欠 で あ り 、助 産 師 は 助 産 師 の み で 対 応 で き る と は 考 え て お

ら ず 、助 産 師 は 常 に 、医 療 や 医 師 と の 協 同 を 望 み 、助 産 師 自 身 の 役 割 を

果 た せ る 環 境 を 望 ん で い た 。  

 少 子 化 、核 家 族 化 が 進 む 中 で 、以 前 は 何 世 代 も が 同 居 し て 生 活 し て い

た 環 境 を 、助 産 所 が そ の 役 割 を 担 い た い と い う 希 望 し て い た 。ま た 、母

子 健 康 手 帳 は 妊 産 褥 婦・乳 幼 児 を 対 象 に 主 に 使 用 さ れ て い る が 、そ の 対

象 年 齢 を 15 歳 ま で 引 き 伸 ば す こ と も 希 望 し て い た 。  

 助 産 師 の 業 務 に つ い て は 、 具 体 的 な 要 望 が 述 べ ら れ て い た 。  

 妊 婦 健 診 等 を 重 ね 「 助 産 所 」 の 助 産 師 と 強 い 信 頼 関 係 を 築 い

て き た 妊 婦 の 約 3 0％ が G B S 感 染 に よ り 分 娩 施 設 の 変 更 を 余 儀 な

く さ れ る と い う こ と は 、 妊 婦 に と っ て も 、 開 業 助 産 師 に と っ て

も デ メ リ ッ ト で あ る と 述 べ て い た 。  

 新 生 児 の ビ タ ミ ン K の 投 与 に つ い て も 、 助 産 師 主 体 に す る こ

と を 希 望 し て い た 。  

 

④ 助 産 師 と し て 困 っ て い る こ と  

 6 つ の サ ブ カ テ ゴ リ ー〈 近 隣 産 婦 人 科 医 と の 関 係 〉〈 妊 産 婦 の 意 識 〉〈 嘱

託 医 師 〉〈 経 営 ・ 経 済 的 な こ と 〉〈 分 娩 に 関 す る こ と 〉〈 助 産 師 の 業 務 範

囲 〉 か ら な る 。  

 「 正 常 出 産 」で あ っ て も 、医 師 の 支 援 の 下 で の 分 娩 が 多 く な っ て い る

よ う な 印 象 が あ り 、医 師 に よ る 妊 婦 健 診 、保 健 指 導 の 回 数 を 重 ね る う ち

に 、医 療 介 入 の 必 要 な い「 正 常 産 」へ の 意 識 は 薄 れ が ち に な っ て い る の

で は な い か と 感 じ て い た 。開 業 助 産 師 は「 自 然 分 娩 」を 広 め た い と 考 え

て い る が 、近 隣 の 産 婦 人 科 医 は 正 常 出 産 で あ る と 予 測 さ れ る 場 合 で あ っ

て も 、助 産 所 を 紹 介 す る こ と は 無 く 、医 師 か ら 助 産 所・助 産 師 が 理 解 さ

れ て い な い と 感 じ て い た 。近 隣 の 産 婦 人 科 医 や 医 療 機 関 と の 良 好 な 関 係

構 築 は 必 須 で あ る と 述 べ て い た 。  
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 妊 産 婦 に は 、出 産 や 育 児 に 対 す る 自 ら の 意 思 を 持 ち 、助 産 所 や 助 産 師

に よ る 助 産 を 希 望 し て も ら え る よ う に な る た め に 助 産 師 の さ ま ざ ま な

活 動 が 大 切 だ と 感 じ え い た 。  

 分 娩 数 が 減 少 し て お り 、開 業 助 産 師 と し て 活 動 を 続 け て い く 上 で 経 済

的 に 経 営 が 難 し い と 述 べ て い た 。   

 「 分 娩 を 扱 う こ と の ハ ー ド ル が 上 が っ て き て い る 」「 扱 い の 難 し い 女

性 が 年 々 増 え て い る 」と 述 べ 、先 述 の〈 妊 産 婦 の 意 識 〉の 変 化 も 影 響 し 、

助 産 師 の 活 動 の 仕 方 を 検 討 し な け れ ば な ら な い 時 代 に な っ て き て い る

と 感 じ て い た 。  

 現 代 に 求 め ら れ て い る 妊 産 婦 の 管 理 に 関 し て は 、法 律 上 の 助 産 師 の 業

務 範 囲 を 超 え て い る と 思 わ れ る こ と が 増 え て き て い る 。GBS 陽 性 妊 婦 の

発 生 率 は 全 妊 婦 全 体 の 10～ 30％ を 占 め て い る が 、 こ れ に 対 し て 日 本 産

科 婦 人 科 学 会 は 、分 娩 中 、児 の 娩 出 前 ま で に 抗 生 物 質 を 投 与 し て 、経 膣

分 娩 を 行 う よ う に 定 め て い る (産 婦 人 科 ガ イ ド ラ イ ン 2014 )。 こ の 「 抗

生 物 質 の 投 与 」を 助 産 師 の 業 務 範 囲 に 含 む よ う に 改 正 さ れ な け れ ば 、今

後 助 産 所 で 扱 え る 出 産 が 減 る こ と に 繋 が る の で は な い か と 考 え る 。  

 

⑤ 不 安  

 4 つ の サ ブ カ テ ゴ リ ー〈 助 産 院 の 存 続 〉〈 自 然 分 娩 に 対 す る 危 機 感 〉〈 医

療 と の 距 離 〉〈 出 産 環 境 〉 か ら な る 。  

 「 今 後 、 助 産 院 で の 分 娩 が な く な る の で は な い か 」 と の 不 安 が あ り 、

「 助 産 所 で の 分 娩 件 数 が 全 国 で １ ％ 以 下 の 状 況 」「 ハ イ リ ス ク 妊 婦 が 多

い 」「 自 宅 分 娩 の 減 少 」「 自 施 設 で の 分 娩 が 最 盛 期 の 半 数 に な っ た 」「 産

科 医 の 支 援 が な か っ た ら 助 産 師 の お 産 は 消 え て ゆ く 」な ど 、社 会 の 変 化

に 対 し て 、開 業 助 産 師 と し て ど う 対 応 し て い っ た ら よ い の か 悩 み 、模 索

し 、 不 安 を 抱 い て い た 。  

 ま た 、「 不 妊 治 療 の 増 加 」「 高 齢 妊 婦 」「 無 痛 分 娩 」「 帝 王 切 開 の 増 加 」

な ど 、 医 療 介 入 の 出 産 が 増 え て い る こ と を 危 惧 し た 体 験 が 挙 げ ら れ 、

「『 お 産 』 は 人 類 を 存 続 さ せ て い く た め の ご く 自 然 な 出 来 事 で あ り 、 1

人 の 女 性 に と っ て は 生 理 的 な 自 然 現 象 で あ る 」と 述 べ 、そ れ が 当 た り 前

に な り 難 い 状 況 に あ る と 述 べ て い る 。  
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 「 自 宅 分 娩 」の 場 合 、緊 急 時 の 対 応 に は「 医 療 の 場 」と の 物 理 的 距 離

の 問 題 が あ る と 認 識 し て お り 、「 医 療 安 全 」 を 考 え る と 現 状 で は 「 自 宅

分 娩 」 を 継 続 し て い く こ と に 困 難 さ と 不 安 を 抱 え て い た 。  

 対 象 は 、「 安 全 に 対 す る 考 え 方 が 変 化 し て き て い る 」「 妊 婦 の 痩 せ 、高

齢 化 な ど に よ り『 出 産 力 』が 低 下 し て き て い る 」な ど を 実 感 し 、こ れ か

ら の 助 産 師 自 身 の 働 き 方 に 不 安 を 感 じ て い る 。  

 

⑥ 助 産 師 と し て の 思 い  

 8 つ の サ ブ カ テ ゴ リ ー〈 産 む 力・自 然 分 娩 〉〈 環 境 〉〈 助 産 所 で の 出 産 〉

〈 助 産 師 へ の 期 待 〉〈 助 産 師 と し て の 働 き 方 〉〈 社 会 〉〈 や り が い 〉〈 自 己

実 現 〉 か ら な る 。  

 助 産 師 は 出 産 を 「 自 然 分 娩 」「 自 然 な お 産 」「 正 常 分 娩 」「 安 産 」 と 表

現 し 、産 婦 に 備 わ っ て い る 出 産 の 力 を 生 か せ る 取 り 組 み を し た い と 述 べ

て い た 。そ れ が 、「 本 人 主 体 の 分 娩 」「 女 性 の 持 つ セ ク シ ャ リ テ ィ パ ワ ー 」

「 健 康 な 体 」「 出 産 の 姿 勢 」 だ と 表 現 し て い た 。 ま た 、 お 産 は 「 医 療 」

で は な く「 文 化 」だ と 述 べ 、古 代 か ら 人 類 が 築 き 上 げ て き た 生 活 全 般 に

関 わ る 出 来 事 と し て 捉 え 、学 習 に よ っ て 伝 習 さ れ て い く も の だ と 述 べ ら

れ て い た 。ま た 、出 産 は 単 に 科 学 と し て の 医 療 介 入 で は 、解 決 で き な い

も の で あ る と 述 べ ら れ て い た 。  

 「 安 全 ・ 安 楽 な 出 産 が で き る 場 所 」「 産 科 医 療 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム

の 洗 練 」と い う 言 葉 が 挙 げ ら れ 、妊 産 婦 管 理 に は 医 療 安 全 を 最 重 要 課 題

だ と 考 え 、そ の 中 で「 不 要 な 医 療 介 入 の 無 い 分 娩 環 境 」「 良 い 出 産 体 験 」

「 出 産 か ら 育 児 へ と 続 く 安 心 と 自 信 が 持 て る 環 境 」な ど 、質 の 確 保 も 重

要 だ と 述 べ て い た 。  

 「 核 家 族 」「 児 童 虐 待 」「 子 ど も の 貧 困 」ま で も 考 え を 広 げ 、助 産 師 と

し て の 役 割 の 中 で 貢 献 で き る こ と を 模 索 し て い あ 。  

 多 く の 人 々 に 、助 産 所 で の 出 産 を 認 知 し て も ら い 、幅 広 い 人 に 利 用 し

て も ら い た い と 願 っ て い た 。  

 同 じ 資 格 を 持 つ 助 産 師 へ の メ ッ セ ー ジ と し て 、「 異 常 を 正 常 に 回 復 さ

せ る こ と 」が で き る 存 在 と し て 実 力 を 付 け て ほ し い こ と 、ま た 、助 産 師

は 「 常 に 母 と 子 の 味 方 で あ る 」 べ き だ と 述 べ て い た 。  



 

 

67 

 

 助 産 師 と し て の 働 き 方 と し て 、「 自 宅 で 産 み た い 」 と 要 望 が あ れ ば 、

そ れ に 応 え た い と の 思 い が あ っ た 。ま た 、現 代 は さ ま ざ ま な「 ガ イ ド ラ

イ ン 」に 沿 っ た 働 き 方 を 社 会 か ら 求 め ら れ 、か つ て ガ イ ド ラ イ ン が 無 く

自 ら の 経 験 と 知 識 で 判 断 し て い た 時 代 に 比 べ て 、「 業 務 が 楽 に な っ た 」

と の 意 見 を 延 べ て い た 。 80 歳 代 助 産 師 の 中 に は 、 気 力 、 体 力 の 限 界 を

感 じ て 閉 所 を 決 め て い る 助 産 師 が い た 。  

 社 会 が 情 報 過 多 、複 雑 化 し て き て い る 社 会 、女 性 を 活 躍 さ せ る 社 会 環

境 の 中 で 、「 も っ と お 産 を し た い と 思 う 方 を 増 や し た い 」 と い う 願 い が

挙 げ ら れ て い た 。ま た 、医 師 不 在 の 場 で 助 産 師 に 任 さ れ た 出 産 を「 や り

が い 」 と し て 捉 え て お り 、 そ こ に は 、 質 も 考 慮 さ れ 、「 女 性 が 健 康 に 産

む こ と 」「 健 康 に 産 み 育 て る 」 こ と を 支 援 す る こ と で や り が い を 感 じ て

い た 。  

 自 己 実 現 と し て 、「 世 の 中 の 役 に 立 つ 」「 母 親 が 満 足 で き る 出 産 を 支 援

し た い 」「 一 緒 に 学 び 成 長 し て い け る 」「 日 本 ら し い お 産 の 継 承 」「 産 婦

が 望 む よ う な お 産 」「 楽 し く 幸 せ な 体 験 と な る お 産 」「 母 子 に 寄 り 添 う 助

産 」「 お 母 さ ん や 子 ど も 、そ の 家 族 が 気 軽 に 立 ち 寄 る こ と が で き る 場 所 」

の 提 供 、「 地 域 へ の 貢 献 」「 女 性 の 一 生 を 通 し た 拠 り 所 」と し て の か か わ

る 存 在 で あ り た い と 述 べ ら れ て い た 。一 方 で 、「 現 状 維 持 」「 事 故 を 起 こ

さ な い 」「 無 事 に 過 ご す 」 な ど の 意 見 や 「 将 来 の こ と は 考 え ら れ な い 」

な ど の 保 守 的 な 意 見 が あ っ た 。  

 

B.「 そ の 展 望 を 実 現 さ せ る た め の 具 体 的 対 策 」  

 前 述 の「 開 業 助 産 師 と し て の 将 来 の 展 望 」を 受 け て 、次 に「 そ の 展 望

を 実 現 さ せ る た め の 具 体 的 対 策 」 に つ い て の 回 答 を 得 た 。  

 回 答 は 、 以 下 に 示 す ７ つ の カ テ ゴ リ ー に 分 類 し 、 25 の サ ブ カ テ ゴ リ

ー に 分 け ら れ た 。  

 ① 助 産 所 の 経 営  

 ② 法 整 備 ・ 行 政 の サ ポ ー ト 等  

 ③ 医 師 ・ 嘱 託 医 師 の 理 解 と 協 力  

 ④ 助 産 師 の 働 き 方 ・ 学 び 方  

 ⑤ 助 産 師 教 育 ・ 育 成  

 ⑥ 助 産 師 ・ 助 産 所 の 認 知 度  
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 ⑦ 助 産 師 か ら 見 た 社 会 の 印 象 ・ ニ ー ズ  

で あ る 。  

 

① 助 産 所 の 経 営  

 4 つ の サ ブ カ テ ゴ リ ー〈 運 営 資 金 〉〈 人 材 確 保 〉〈 バ ー ス セ ン タ ー 〉〈 施

設 の ス ペ ー ス 等 〉 か ら な る 。  

 少 子 化 の 影 響 を 受 け 、分 娩 件 数 が 少 な い こ と か ら 銀 行 か ら の 融 資 が 受

け ら れ な い な ど 、 経 営 資 金 の 調 達 が 難 し い と 答 え て い た 。  

 ま あ 、開 業 助 産 師 と し て 共 に 働 く 助 産 師 が 不 足 し て い る た め 、何 と か

確 保 し た い と 切 望 し て い た 。  

 同 様 に 個 人 経 営 の 助 産 所 よ り も 、複 数 の 助 産 師 が 集 ま っ て 協 力 し な が

ら 開 業 助 産 所 を 運 営 し て い く 施 設 「 バ ー ス セ ン タ ー 」 を 希 望 し て い た 。

そ れ に は 、 施 設 、 資 金 、 人 材 が 必 要 だ と 述 べ て い る 。  

 さ ら に 、助 産 所 の 部 屋 数 が 少 な い 、広 さ と 空 間 を 広 げ た い な ど 、施 設

の 拡 大 を 希 望 し 、拡 大 に は 事 業 内 容 を 広 げ る 意 図 も み ら れ 、よ り 活 動 を

増 や し た い と 述 べ て い た 。  

 現 在 在 住 し て い る 地 域 で の 活 動 に お い て は 、時 間・人 材・場 所 か ら 考

え て 、分 娩 を 扱 う 以 外 に 経 営 上 の 利 益 を 上 げ る こ と が で き な い と 述 べ て

い る 。  

 

② 法 整 備 ・ 行 政 の サ ポ ー ト 等  

 4 つ の サ ブ カ テ ゴ リ ー 〈 法 の 整 備 ・ 助 産 師 の 業 務 拡 大 等 〉〈 行 政 の サ

ポ ー ト 体 制 〉〈 行 政 等 か ら の 資 金 援 助 〉〈 自 治 体 〉 か ら な る 。  

 開 業 権 を 持 ち な が ら 制 約 が 多 い こ と を 感 じ 、業 務 内 容 の 明 確 化 を 求 め

て 法 の 整 備 が 必 要 だ と 述 べ て い た 。  

 産 後 ケ ア の 充 実 を 考 え 、 今 以 上 の 行 政 サ ポ ー ト を 望 ん で い る 。 ま た 、

行 政 に は「 子 ど も を 産 み 育 て た く な る よ う な 街 づ く り 」を 望 み 、経 営 に

対 し て 、医 療 機 器 類 の 入 手 に 対 す る 公 的 な 資 金 援 助 や 行 政 と の 連 携 、助

成 金 を 望 ん で い た 。  

③ 医 師 ・ 嘱 託 医 師 の 理 解 と 協 力  

 4 つ の サ ブ カ テ ゴ リ ー〈 医 師 、医 療 機 関 の 協 力・連 携 〉〈 医 師 の 理 解 〉

〈 嘱 託 医 師 と の 契 約 〉〈 そ の 他 〉 か ら な る 。  
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 医 師 、医 療 機 関 の 協 力・連 携 は 、現 状 で は 不 十 分 で あ り 、更 な る 医 師

の 協 力 、医 療 連 携 を 得 た い と 希 望 し て い た 。連 携 を 取 る こ と が で き る 病

院 が 少 な い 地 域 が あ り 、助 産 所 に よ っ て は 、車 で 1 時 間 の 距 離 に あ る 病

院 が 連 携 機 関 と な っ て い る と こ ろ も あ っ た 。ま た 、現 在 は 嘱 託 医・嘱 託

医 療 機 関 と 良 好 な 関 係 を 築 い て い る が 、今 後 の 保 証 は 無 く 開 業 を 維 持 で

き る か 不 安 を 訴 え て い る 助 産 師 も い る 。  

 助 産 師 は 、 医 師 や 医 師 会 の 理 解 が 得 ら れ て い な い こ と を 感 じ て い た 。

ま た 、助 産 師 が 扱 う 医 療 介 入 の 無 い「 自 然 分 娩 」に 対 し て 、医 師 の 理 解

が 不 足 し て い る と 感 じ 、 医 師 に 対 す る 「 自 然 分 娩 」 の 教 育 (理 解 を え る

こ と )の 必 要 性 や 医 師 と 話 し 合 う 機 会 を 求 め て い た 。  

 嘱 託 医 契 約 を 結 ぶ こ と に 困 難 を 抱 え 、現 状 で は 、開 業 助 産 師 が 嘱 託 医

契 約 を 望 ん で も 、医 師 や 医 療 機 関 側 が 断 る ケ ー ス も あ り 、医 師 と 助 産 師

の 間 で の 力 関 係 が 関 係 し て い る と 感 じ て い た 。  

 嘱 託 医 師 の 存 在 を 評 価 し メ リ ッ ト を 感 じ て は い る が 、「 自 由 が 利 か な

い 」 と 回 答 し 、「 嘱 託 医 制 度 よ り も 周 産 期 ネ ッ ト ワ ー ク へ の 参 入 」 が 効

果 的 だ と 考 え て い た 。  

 

④ 助 産 師 の 働 き 方 ・ 学 び 方  

 4 つ の サ ブ カ テ ゴ リ ー 〈 自 己 研 鑽 〉〈 働 き 方 〉〈 業 務 内 容 〉〈 助 産 師 団

体 、 助 産 師 の 結 束 に つ い て 〉 か ら な る 。  

 助 産 師 と し て の 知 識 、技 術 、経 験 を 積 み た い と 述 べ 、そ の 中 に は 、医

療 機 器 の 取 り 扱 い や 超 音 波 診 断 、分 娩 監 視 装 置 の 解 読 、新 生 児 の 観 察 力

強 化 、異 常 を 早 期 発 見 す る 能 力 な ど 業 務 に 関 す る 具 体 的 な 項 目 も 挙 げ て

い た 。ま た 、経 営 に 関 す る こ と で は 、法 律 の 知 識 、コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

の 能 力 、経 営 学 の 知 識 、マ ネ ジ メ ン ト 能 力 、サ ー ビ ス に 関 す る 接 遇 面 の

能 力 強 化 を 希 望 し て い た 。  

 そ の 他 、 自 分 自 身 の 体 調 管 理 に 努 め る 必 要 性 も 述 べ て い た 。  

 仕 事 の 仕 方 と し て は 、医 師 か ら の 信 頼 を 得 、医 師 と 協 同 で き る た め に

エ ビ デ ン ス に 基 づ き 、「 助 産 業 務 ガ イ ド ラ イ ン 」 に そ っ た 仕 事 の 仕 方 を

し た い と 希 望 し て い た 。し か し 、同 業 の 助 産 師 の 中 に は 、そ の よ う に 活

動 し て い な い 助 産 師 も い る と 危 惧 し て い た 。   
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 妊 娠 、出 産 、産 褥 、育 児 期 に か か わ る 他 、妊 娠 前 の 健 康 教 育 や 就 学 時

期 か ら の 健 康 教 育 、命 の 授 業 な ど 、生 命 と 健 康 に 関 す る 保 健 指 導 を し た

い と 望 ん で い た 。ま た 、ド イ ツ 式 の 助 産 教 育 を 受 け た 助 産 師 は「 正 常 出

産 は 助 産 師 が 扱 い 、医 師 は 異 常 出 産 の み を 扱 う 」住 み 分 け を 希 望 し て い

た 。  

 助 産 師 会 や 助 産 師 同 士 の 結 束 を 高 め た い と 願 っ て い る が 、日 本 助 産 師

会 が「 病 院 的 な お 産 を 勧 め て い る こ と に 困 惑 し て い る 」と の 意 見 が み ら

れ た 。  

 

⑤ 助 産 師 教 育 ・ 育 成  

 3 つ の サ ブ カ テ ゴ リ ー〈 教 育 内 容 の 検 討 〉〈 開 業 助 産 師 の 模 範 的 存 在 〉

〈 後 輩 の 育 成 〉 か ら な る 。  

 助 産 師 の 基 礎 教 育 の 見 直 し の 意 見 が み ら れ た 。現 状 で は 、修 業 年 限 が

1 年 間 以 上 で 、「 実 習 中 の 分 べ ん の 取 扱 い に つ い て は 、 助 産 師 又 は 医 師

の 監 督 の 下 に 学 生 一 人 に つ き 十 回 程 度 行 わ せ る こ と 。」 と な っ て お り 、

こ れ で は 助 産 師 と し て 勤 務 す る の は 難 し い と 考 え て い た 。こ の 助 産 師 の

場 合 は 、 在 学 中 に 20～ 30 例 の 分 娩 介 助 を 経 験 し 、 2 年 目 で 異 常 分 娩 を

受 け 持 っ た 、さ ら に 就 職 後 1 年 6 ヶ 月 大 学 の 研 修 生 と し て 研 鑽 し 、そ の

間 手 術 (帝 王 切 開 術 と 思 わ れ る )の 機 械 出 し (介 助 者 )も で き る よ う に な

っ て か ら 、改 め て 就 職 し た と 述 べ 、別 の 助 産 師 は 、イ ギ リ ス や カ ナ ダ の

助 産 師 教 育 の 制 度 や 助 産 師 の 活 動 状 況 を 参 考 に す る こ と 、過 去 の ド イ ツ

式 教 育 の 戻 る こ と な ど を 提 案 し 、現 在 の 教 育 制 度 の 見 直 し を 提 案 し て い

た 。  

 助 産 師 の 業 務 に 関 す る こ と 以 外 に も 、助 産 師 の ベ ー ス と な る「 人 間 教

育 」の 不 足 も 指 摘 し 、法 律 、制 度 、社 会 構 造 な ど 広 範 囲 の 改 革 に 向 け た

ア プ ロ ー チ が で き る 力 が 必 要 だ と 感 じ て い た 。  

 若 い 助 産 師 達 が 開 業 助 産 師 と 接 す る 機 会 を 持 ち 、心 を 動 か さ れ る こ と

が 必 要 だ と 述 べ 、助 産 師 教 育 の カ リ キ ュ ラ ム に も 開 業 に つ い て 深 く 学 べ 、

興 味 を 持 て る よ う な 取 り 組 み が 必 要 で あ り 、後 輩 を 育 成 し て い く 必 要 性

を 述 べ て い た 。  

⑥ 助 産 師 ・ 助 産 所 の 認 知 度  
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 3 つ の サ ブ カ テ ゴ リ ー〈 助 産 師・助 産 所 の 認 知 度 〉〈 広 報 活 動 〉〈 社 会

的 地 位 〉 か ら な る 。  

 助 産 師 自 ら も 助 産 師 や 助 産 所 が 一 般 社 会 に 認 知 さ れ て い な い と 感 じ 、

ま た 、 助 産 所 が 「 負 」 の イ メ ー ジ で あ る と 自 覚 し て い た 。  

 認 知 度 が 低 い こ と に 対 し て は 、 広 報 活 動 、 PR を も っ と 積 極 的 に す る

必 要 性 を 感 じ て お り 、「 助 産 師 の 社 会 的 地 位 」 の 向 上 に 努 力 が 必 要 で あ

る と 感 じ て い た 。  

 

⑦ 助 産 師 か ら 見 た 社 会 の 印 象 ・ ニ ー ズ  

 3 つ の サ ブ カ テ ゴ リ ー〈 連 携 〉〈 社 会 の 傾 向 と 印 象 〉〈 社 会 に 求 め る こ

と 〉 か ら な る 。  

 病 院 、医 師 と の 連 携 だ け で な く 、地 域 や 地 域 の 助 産 師 と も 連 携 を 取 り 、

お 互 い に 専 門 職 と し て の 職 能 を 最 大 限 に 生 か せ る よ う に す る 必 要 が あ

る と 感 じ て い た 。ま た 、一 人 ひ と り が そ れ ぞ れ 人 格 的 に も 向 上 し 、知 識

や ス キ ル を 磨 く 努 力 を す る こ と 、 意 見 交 換 を し て お 互 い を 理 解 し あ い 、

妊 産 婦 へ の よ り 良 い か か わ り が で き る こ と を 共 通 の 目 標 に 協 同 で き る

こ と を 望 ん で い た 。  

 社 会 の 傾 向 と し て 、出 産 す る 女 性 が 減 少 し 、女 性 の 出 産 す る 力 が 低 下

し て い く 印 象 が あ り 、経 済 的 困 窮 者 が 妊 娠 中 貧 血 な ど 身 体 的 な 負 担 を 抱

え て い る こ と が あ る 、生 活 環 境 の 変 化 に 伴 い 妊 婦 の 体 力 が 無 く な り 分 娩

に 影 響 が あ る こ と が あ る と 述 べ て い た 。  

 分 娩 様 式 も 、医 療 介 入 の た め 自 然 分 娩 が で き る 施 設 が 減 り 、そ の た め

に 有 床 助 産 所 で の 出 産 を 希 望 す る 妊 産 婦 の ニ ー ズ が あ る 以 上 、助 産 師 は

開 業 助 産 所 の 存 続 に 努 め る 必 要 が あ る と 考 え て い た 。  

 助 産 師 は 生 命 の 誕 生 に 深 く か か わ る 職 業 で あ る た め に 、人 々 の 健 康 教

育 に 深 く 関 わ っ て い く こ と を 望 ん で た 。  

 

 以 上 、助 産 所 所 長 (助 産 師 )が 考 え る「 開 業 助 産 師 と し て の 将 来 の 展 望 」

と「 そ の 展 望 を 実 現 さ せ る た め の 具 体 的 対 策 」に つ い て の 自 由 記 載 で 求

め た 回 答 を ま と め た 。  
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4)考 察  

(1)回 答 者 の 属 性  

 ① 年 齢 分 布 に つ い て  

 年 齢 分 布 は 、正 規 分 布 を 示 し 、全 国 の 助 産 師 の 年 齢 分 布 (平 成 26 年 )

と 異 な る 。  

 2014(平 成 26)年 の 就 業 保 健 師 等 (衛 生 行 政 報 告 例 ・ 厚 生 労 働 省

2016)の 報 告 で は 、 助 産 師 の 年 齢 は 25～ 29 歳 (16.1％ )が 最 も 多 く 、  

 次 い で 30～ 34 歳 (14.8％ )と な り 、 年 齢 の 増 加 と 伴 に 助 産 師 数 は 減

少 し て い る 。 こ れ は 、 同 調 査 に お い て 就 業 助 産 師 の 勤 務 場 所 の 割 合  

は 、病 院 (65.0％ )と 診 療 所 (21.5％ )を 合 わ せ る と 86.5％ に な る こ と 、

助 産 所 は 5.3％ で あ る こ と 、し か も 、回 答 者 が 助 産 所 の 開 設 者 で あ る

こ と か ら 、全 国 の 就 業 助 産 師 に 比 べ て 年 齢 が 高 い 方 に シ フ ト し て い る

と 考 え ら れ る 。ま た 、助 産 所 の 開 設 者 と し て 勤 務 す る に は 、あ る 程 度

の 病 院・診 療 所 で の 経 験 年 数 が 必 要 に な る こ と も 関 係 し て い る も の と

推 測 さ れ る 。  

    

 ② 所 長 と し て の 開 業 年 数 に つ い て  

  開 業 年 数 が 50 年 以 上 の 助 産 師 は 4 人 い た 。そ の う ち 1 人 は 、 91 歳  

 で 、助 産 師 経 験 年 数 と 開 業 年 数 が 70 年 と 等 し く 、 1945(昭 和 45)年 に  

 助 産 婦 免 許 を 取 得 す る と 同 時 に 開 業 を 始 め 、今 日 に 至 っ て い る こ と が  

 推 測 で き る 。当 時 の 助 産 師 教 育 が 、開 業 助 産 師 と し て 働 く 意 欲 と 自 信  

 を 与 え る も の で あ っ た と 考 え ら れ 、 同 時 に 昭 和 45 年 の 出 産 場 所 は 助  

 産 所 11％ 、 自 宅 ･そ の 他 3.9％ (資 料 Ⅱ -2 図 1)で あ り 、 全 体 の お よ そ  

 15％ を 占 め る こ と か ら 、 社 会 の 要 請 も あ っ た と 推 察 さ れ る 。  

 

 ③ 従 事 す る 助 産 師 数 に つ い て  

  所 長 単 独 で の 業 務 実 施 は 6 助 産 所 ( 4.3％ )、 所 長 と 従 業 員 と し て  

 の 助 産 師 が 1 人 で 運 営 し て い る 助 産 所 は 33 助 産 所 (23.9％ )で あ り 、  

 全 体 の 28.2％ が 1 人 ま た は 2 人 で 業 務 し て い た 。  

  有 床 無 床 別 の 従 事 す る 助 産 師 の 数 で は 、無 床 助 産 所 で は 、所 長 と 従  

 事 す る 助 産 師 が 0～ 1 人 の 助 産 所 は 無 床 助 産 所 の 78.8％ 、全 助 産 所 の  

 18.8％ を 占 め て い る 。有 床 助 産 所 で は 、従 事 す る 助 産 師 が 0 人 の 助 産  
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 所 が 1 助 産 所 、所 長 と 従 事 す る 助 産 師 が 1 人 の 助 産 所 が 有 床 助 産 所 の  

 10.2％ 、全 助 産 所 で は 8.6％ で あ っ た 。こ の 調 査 で は 、常 勤 だ け で な  

 く 非 常 勤 で も カ ウ ン ト す る よ う に 質 問 し て い る 。 日 本 助 産 師 会 で は 、 

 「 助 産 業 務 ガ イ ド ラ イ ン 」に お い て 、「 助 産 所 で 分 娩 を 取 り 扱 う 際 は ，  

 複 数 の 助 産 師 で 対 応 す る こ と 」と し て お り 、助 産 所 就 業 助 産 師 が 増 え  

 て い な い (資 料 Ⅱ -3 図 1)こ と か ら も 現 実 的 に 複 数 で 行 え て い な い 困  

 難 が 推 察 さ れ る 。  

 

(2)嘱 託 医 の 診 療 科 目 に つ い て  

  こ の 質 問 で は 、 嘱 託 医 師 の 診 療 科 目 を 「 そ の 他 」 と 答 え た 12 助 産  

 所 の 内 、 5 助 産 所 は「 そ の 他 」の み の 回 答 で 、内 訳 は 記 載 さ れ て い な  

 か っ た 。  

  2007(平 成 19)年 医 療 法 の 一 部 改 正 に よ り 、 助 産 所 の 開 設 者 は 「 分  

 娩 時 の 異 常 に 対 応 す る た め 、 病 院 又 は 診 療 所 に お い て 産 科 又 は 産 婦  

 人 科 を 担 当 す る 医 師 を 嘱 託 医 師 と し て 定 め て お か な け れ ば な ら な い  

 も の と し た 」 (厚 生 労 働 省 医 政 局 長 2007)  

  本 調 査 で は 、地 域 が 特 定 で き な い が 、現 在 も「 そ の 他 」の 診 療 科 目  

 の み と の 嘱 託 医 契 約 を せ ざ る 助 産 所 が 5 施 設 あ り 、助 産 所 長 の 年 齢 お  

 よ び 施 設 長 の 年 数 (46 歳 (11 年 )、 51 歳 (11 年 )、 61 歳（ 20 年 )、 65 歳  

 (16 年 )、 82 歳 (58 年 )で あ っ た 。従 来 の 契 約 の ま ま 従 事 し て い る か 契  

 約 を 中 断 さ れ た と 推 察 さ れ る 。法 律 上 、産 科 お よ び 産 婦 人 科 医 と の 契  

 約 が 必 要 と な っ た が 、産 科 医 不 足 に よ り 、新 規 の 嘱 託 医 契 約 が で き な  

 い 地 域 が あ る と 推 察 で き る 。  

  国 か ら は 、 平 成 22 年 に 「 分 娩 を 取 り 扱 う 助 産 所 の 嘱 託 医 師 及 び 嘱   

 託 す る 病 院 又 は 診 療 所 の 確 保  支 援 に つ い て 」の 通 知 を 地 方 自 治 体 へ  

 発 出 し 、嘱 託 医 契 約 の 協 力 を 要 請 し て い る が 、そ れ で は 対 応 が 不 足 し  

 て い る と 言 え る 。  

  現 在 は 助 産 所 の 嘱 託 医 師 の 確 保・契 約 は 、助 産 所 長 の 個 人 の 努 力 に  

 任 せ ら れ て い る が 、法 律 で 規 定 さ れ て い る の で あ れ ば 、国 か ら の 支 援  

 が 必 要 に な る と 言 え る 。  

 

(3)嘱 託 医 と の 連 絡 の と り 方 に つ い て  
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  連 絡 を 取 る 頻 度 は 、 嘱 託 医 師 と の 関 係 の 良 否 に も 影 響 す る と 考 え  

 る 。 妊 娠 ・ 分 娩 ・ 産 褥 期 の 特 徴 か ら 、 正 常 か ら 異 常 へ の 変 化 は 急 激  

 に 進 行 す る こ と が 考 え ら れ 、 医 療 安 全 を 考 え る と 、 連 絡 は 密 に 取 り  

 合 う こ と が 、急 変 時 に お け る 協 働 し や す い 環 境 に 繋 が る と 考 え る 。対  

 象 人 数 が 少 な け れ ば 、 連 絡 報 告 の 間 隔 が 空 く こ と は 当 然 考 え ら れ る 。 

(4)分 娩 件 数 及 び 母 体 搬 送 件 数 、 新 生 児 搬 送 件 数 に つ い て  

  分 娩 件 数 、母 体 搬 送 件 数 、新 生 児 搬 送 件 数 の い ず れ か が 無 回 答 だ っ  

 た 10 助 産 所 を 除 き (N=130)、新 た に 算 出 し た 助 産 所 の 分 娩 総 数 は 3165  

 件 、 母 体 搬 送 総 数 は 260 件 、 新 生 児 搬 送 総 数 は 60 件 で あ っ た 。 こ こ  

 か ら 計 算 し た 本 調 査 で の 母 体 搬 送 率 は 8.2％ 、 新 生 児 搬 送 率 は 1.9％  

 で あ っ た 。  

  鈴 木 ら (2012)は 、地 域 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー に お い て 、助 産 師 主  

 導 の ロ ー リ ス ク 分 娩 か ら 医 師 主 導 分 娩 体 制 へ の 移 行 症 例 に 関 す る 検  

 討 を 行 っ た 。院 内 助 産 師 シ ス テ ム (n=1258)、オ ー プ ン シ ス テ ム (n=79)、 

 自 宅 ・ 助 産 所 分 娩 (n=103)の 3 群 に お け る 医 師 主 導 へ の 移 行 割 合 は 、  

 院 内 助 産 シ ス テ ム が 44％ 、 オ ー プ ン シ ス テ ム が 37％ 、 自 宅 ・ 助 産 所  

 分 娩 が 31％ で あ っ た 。 英 国 に お い て は 、 Birthplace i n England  

 Collaborative Group (2011)が 大 規 模 な 同 様 の 前 向 き コ ホ ー ト 研 究 を  

 行 い 、助 産 師 が 主 体 的 に 関 わ る ロ ー リ ス ク 分 娩 に お い て 、産 科 ユ ニ ッ  

 ト 、病 院 併 設 産 科 ユ ニ ッ ト 、助 産 所 、自 宅 の 4 群 に 分 け 、予 定 分 娩 場  

 所 別 に 調 査 し た 結 果 、 医 療 施 設 に 転 送 に な っ た の は 自 宅 が 45％ 、 助  

 産 所 が 36.3％ 、 病 院 併 設 助 産 ユ ニ ッ ト が 40.2％ で あ り 、 鈴 木 ら と 類  

 似 し た 結 果 に な っ て い る 。  

  今 回 調 査 し た 結 果 で は 、 分 娩 件 数 が 100 件 以 上 の 助 産 所 で 見 る と 、 

 母 体 搬 送 は 29／ 208 件 (13.9％ )、0／ 180 件 (0％ )、4／ 117 件 (3.4％ )、  

 無 回 答 ／ 100 件 (不 明 )で あ り 、 鈴 木 ら や Birthplace in  England  

 Collaborative Group と は や や 少 な い 結 果 と な っ た 。 こ れ は 、 調 査 対  

 象 数 が 少 な い こ と 、対 象 施 設 で の 分 娩 件 数 が 少 な い こ と が 影 響 し て い  

 る の で は な い か と 考 え る 。い ず れ に し て も 、ロ ー リ ス ク 分 娩 に お い て  

 も 母 体 搬 送・新 生 児 搬 送 が 起 こ り え る こ と を 念 頭 に お き 、適 切 な 時 期  

 の 搬 送 (医 療 介 入 )が 必 要 で あ り 、ロ ー リ ス ク の す べ て が 助 産 師 の み で  

 行 わ れ る わ け で は な い と 言 え る 。そ の た め 、い か に 助 産 師 主 体 で あ り  



 

 

75 

 

 な が ら 、医 療 介 入 が 必 要 だ と 判 断 し た と き に 、短 時 間 で 医 師 主 体 に 移  

 行 で き る か が 現 代 の 母 子 の 安 全 に は 重 要 に な る 。  

 

(5)設 置 し て い る 医 療 機 器 に つ い て  

  本 調 査 に お い て 、 次 の 質 問 の 「 助 産 師 と し て 日 常 行 っ て い る 業 務 」 

 の 回 答 に お け る 裏 づ け と な る の が 、 こ の 結 果 で あ る 。  

  そ の 中 で も 、50％ 以 上 の 助 産 所 で 設 置 さ れ て い る 医 療 機 器 は 、多 い  

 順 に ド ッ プ ラ ー 胎 児 心 音 計 (95.7％ )、 新 生 児 用 蘇 生 バ ッ グ ・ マ ス ク  

 (92.1％ )、分 娩 監 視 装 置 (84.1％ )、経 皮 黄 疸 計 (82.9％ )、パ ル ス オ キ  

 シ メ ー タ ー  (75.7％ )、 超 音 波 診 断 装 置 (経 腹 )(66.4％ )、 自 動 血 圧 計  

 (58.6％ )、簡 易 血 糖 測 定 器 ( 55.0％ )で あ っ た 。こ れ ら の 医 療 機 器 の 保  

 有 が 、保 助 看 法 第 三 十 七 条 の「 主 治 の 医 師 又 は 歯 科 医 師 の 指 示 が あ つ  

 た 場 合 を 除 く ほ か 、診 療 機 械 を 使 用 し 、医 薬 品 を 授 与 し 、医 薬 品 に つ  

 い て 指 示 を し そ の 他 医 師 又 は 歯 科 医 師 が 行 う の で な け れ ば 衛 生 上 危  

 害 を 生 ず る お そ れ の あ る 行 為 を し て は な ら な い 。 (総 務 省 行 政 管 理 局  

 n.d.)」 の 診 療 機 械 に 当 た る の か ど う か の 解 釈 と は 関 係 な く 、 す で に  

 助 産 所 に は 設 置 さ れ て い る 。 設 置 さ れ て い る と 言 う こ と は 、 機 器 に  

 よ っ て は 使 用 し て い る 可 能 性 か 高 い と い う こ と で あ る 。  

  血 圧 計 に よ る 血 圧 測 定 に 関 し て は 、1951(昭 和 26 )年 の 佐 賀 県 知 事  

 あ て 厚 生 省 医 務 局 長 通 知 (医 収 第 三 〇 三 号 )「 助 産 婦 の 血 圧 測  

 定 に つ い て 」 の 回 答 に お い て (厚 生 労 働 省 n . d . )、「 助 産 婦 が  

 妊 産 婦 の 保 健 指 導 上 必 要 な 範 囲 に お い て 血 圧 測 定 を な す こ  

 と は 、 助 産 婦 の 業 務 に 当 然 附 随 す る 行 為 (保 健 婦 助 産 婦 看 護  

 婦 法 第 三 十 七 条 但 書 )と し て 許 さ れ る も の と 解 す る 。」 と 告 示  

 さ れ 、 助 産 師 の 業 務 に 当 然 付 随 す る 行 為 と 認 め ら れ て い る  

 が 、 超 音 波 診 断 装 置 等 に つ い て は 告 示 等 が 発 出 さ れ て お ら  

 ず 、 現 行 法 令 で は 、 医 師 の 指 示 が な け れ ば 取 り 扱 い こ と が  

 で き な い と 解 釈 さ れ る 。  

  産 科 領 域 の 超 音 波 診 断 の 歴 史 を 見 る と 、 1960(昭 和 35)年 代 後  

 半 に は 、 A-mode 法 に よ る 胎 児 の 児 頭 大 横 径 計 測 か ら 始 ま り 、 B-mode  

 法 (single scan)に よ る 画 像 診 断 が 開 始 さ れ た 。 1968(昭 和 43)年 に  

 は 産 科 領 域 に 取 り 超 音 波 の 応 用 の 大 き な 目 的 の 一 つ で あ っ た 「 胎 児  
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 の 心 臓 の 動 き を 検 出 す る 」 試 み が 成 功 し た (日 本 領 音 波 医 学 会  

 2013)。 そ し て 、 1987(昭 和 62)年 に は ， 超 音 波 診 断 お よ び 分 娩 監 視  

 装 置 を 用 い た 出 産 管 理 が 一 般 的 に な り (鈴 井 2004)、 現 在 は 、 胎 児  

 心 音 を 聴 取 す る 場 合 は 、 ト ラ ウ ベ で は な く 「 ド ッ プ ラ ー 胎  

 児 診 断 装 置 」 を 使 用 し て い る 。  

  助 産 所 長 の 年 齢 に よ っ て 、 設 備 し て い る 医 療 機 器 の 設 置 状 況 を 見  

 た が 、 70 歳 以 上 に 保 育 器 の 保 有 率 が 高 か っ た の み で 、 年 齢 に 関 係 な  

 く 、 機 器 が 設 置 さ れ て お り 、 今 回 取 上 げ た 20 種 類 に 関 し て は 、 助 産  

 師 の 基 礎 教 育 の 時 期 に も 、 関 係 が な い と 言 え る 。  

 

(6)日 常 業 務 と 今 後 実 施 を 希 望 す る 業 務 に つ い て  

  助 産 師 の 業 務 と し て 、 日 常 的 に 「 実 施 し て い る 」 事 項 と 、 現 在  

 行 っ て い な い が「 今 後 実 施 し た い 」事 項 お よ び 現 在 実 施 し て い な い 場  

 合 は 、「 実 施 す る た め に は 何 が 必 要 だ と 思 う か 」 に つ い て 、 回 答 を 得  

 た 。  

  妊 婦 に 対 す る 助 産 師 の 業 務 15 項 目 に 対 し て は 、「 実 施 し て い る 」業  

 務 で 上 位 5 項 目 は 、す べ て 経 腹 超 音 波 検 査 に 関 す る こ と で あ り 、前 述  

 の 助 産 所 に 設 置 し て い る 医 療 機 器 の 中 で も 、 超 音 波 診 断 装 置 (経 腹 )  

 は 設 置 率 が 66.4％ で あ り 、 実 施 が 多 い こ と と も 一 致 す る 。  

  「 今 後 実 施 し た い 」 業 務 に お い て 、 10％ を 超 え た も の は 、「 経 膣 超  

 音 波 装 置 で の 子 宮 頚 管 長 の 確 認 」 で 10.2％ で あ っ た 。 こ れ も 、 産 科  

 学 の 進 歩 に よ り 、現 在 は 産 科 医 に よ る 妊 婦 健 診 に お い て 必 ず 確 認 す る  

 項 目 で あ る 事 か ら も 、「 助 産 」 ま た は 「 助 産 師 の 業 務 に 当 然 に 付 随 す  

 る 行 為 」 と し て 認 め て ほ し い 意 志 が 伺 え る 。  

 

  産 婦 に 対 す る 助 産 師 の 業 務 22 項 目 に 対 し て 、「 実 施 し て い る 」項 目  

 の 上 位 9 項 目 は 、実 施 率 が 60％ 以 上 で あ っ 多 い 順 に 、「 内 診 に よ る 分  

 娩 進 行 の 確 認 」 95.6％ 、「 内 診 に よ る 分 娩 開 始 の 診 断 」89.1％ 、「 分 娩  

 監 視 装 置 に よ る 胎 児 の 健 康 評 価 」 81.8％ 、「 BTB 試 験 紙 な ど で の 破 水  

 の 確 認 」 77.4％ 、「 GBS 陽 性 産 婦 へ の 抗 生 物 質 投 与 」 65％ 、「 異 常 出 血  

 時 の 静 脈 血 管 確 保 」 73.0％ 、「 胎 児 心 拍 低 下 時 の 酸 素 投 与 」 75.2％ 、  

 「 前 期 ・ 早 期 破 水 時 の 抗 生 物 質 の 投 与 (経 口 、 静 脈 内 )」 65.7％ 、「 分  
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 娩 後 子 宮 収 縮 剤 の 投 与 (点 滴 )64.2％ で あ っ た 。  

  内 診 に よ る 判 断 は 、保 助 看 法 に お け る「 助 産 」に 認 め ら れ て い る も  

 の で あ る (通 知 ・ 医 政 看 発 第 0913002 号 「 産 婦 に 対 す る 看 護 師 業 務 に  

 つ い て (回 答 )」：第 Ⅳ 章 P.129)の で 当 然 だ が 、分 娩 監 視 装 置 に 関 し て  

 は 、 法 律 上 は 明 確 に な っ て い な い 診 療 機 械 に 含 ま れ る と 考 え ら れ る 。 

 し か し 、 前 述 の 助 産 所 設 置 し て い る 医 療 機 器 に お い て 84.1％ の 施 設  

 に 設 置 さ れ て い る こ と を 考 え る と 、も は や こ れ は 必 須 で あ る と 言 え る 。 

  「 今 後 実 施 し た い 」 項 目 は 、 最 も 多 い も の で 、「 GBS 陽 性 産 婦 へ の  

 抗 生 物 質 投 与 」 13.9％ 、 次 い で 「 会 陰 2 度 裂 傷 の 縫 合 」 12.4％ で あ  

 っ た 。  

  「 実 施 し て い る 」業 務 で は 、「 会 陰 1 度 裂 傷 の 縫 合 」が 55 歳 以 上 と  

 70 歳 以 上 に お い て 有 意 差 が 認 め ら れ 、 55 歳 以 上 の 年 齢 が 高 く な る ほ  

 ど 、 希 望 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。  

  2008 年 に 厚 生 労 働 省 が 出 し た 助 産 師 教 育 の 卒 業 時 到 達 度 で は ， 会  

 陰 の 切 開 お よ び 裂 傷 に 伴 う 会 陰 縫 合 の 到 達 度 が ，「 学 内 演 習 で 実 施 で  

 き る 」 と 始 め て 、 明 示 さ れ た (厚 生 労 働 省 2008)。 と い う こ と は 、  

 2008 年 以 前 に 資 格 を 取 得 し た 助 産 師 は 会 陰 縫 合 に 関 し て は 、 十 分 な  

 教 育 を 受 け て い な い 。 し か し 、 55 歳 以 上 に 会 陰 裂 傷 の 縫 合 が 多 く 見  

 ら れ る と い う こ と は 、 以 前 か ら 臨 時 応 急 の 手 当 て と し て 、 行 わ れ て  

 き た 実 態 が あ る と 推 察 す る 。  

  毛 利 ら (2012)の 「 助 産 所 助 産 師 に よ る 会 陰 裂 傷 縫 合 に 関 す る 実 態  

 調 査 」 に よ る と 、 会 陰 裂 傷 の 発 生 率 は 34.1％ (第 1 度 裂 傷 25.4％ 、  

 第 2 度 裂 傷 7.7％ )で あ り 、 そ の う ち 25％ に 会 陰 縫 合 が 行 わ れ 、 実 施  

 者 の 85％ が 助 産 師 で あ っ た 。 助 産 師 が 会 陰 縫 合 を 実 施 し て い る 助 産  

 所 は 、 42.9％ に 及 ん で い る 。 ま た 、 縫 合 技 術 に 関 し て は 、 産 科 医 師  

 か ら 指 導 を 受 け て い た 。 会 陰 1 度 裂 傷 で も 、 軽 度 で あ れ ば 縫 合 し な  

 い で す む 場 合 も あ る が 、 筋 層 ま で 及 ぶ 会 陰 2 度 裂 傷 の 場 合 は 、 縫 合  

 が 必 要 に な る 。  

  Smith LA,et al.(2013)は 、「 Incidence of an d risk factors for  

 perineal trauma: a prospective observatio nal study.(会 陰 部 外  

 傷 の 発 生 率 と 危 険 因 子 ： 前 向 き 観 察 研 究 )」 で 、 2006 年 5 月 か ら 9  

 月 の 間 に サ ウ ス ・ イ ー ス ト ・ イ ン グ ラ ン ド に お い て 予 定 し て い る 単  
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 胎 経 膣 分 娩 の 大 規 模 な 前 向 き 全 数 調 査 を 行 っ た 。 そ の 結 果 、 会 陰 保  

 護 で 裂 傷 を 予 防 し て も 、 お よ そ 1/3 の 産 婦 に 会 陰 裂 傷 が 発 生 し 、 一  

 般 的 に 初 産 婦 で あ れ ば そ の 確 率 は 高 く な り 、 助 産 師 主 導 の 単 胎 、 経  

 膣 分 娩 に お い て 、 会 陰 裂 傷 を 起 こ さ な い 確 率 は 初 産 婦 で 9.6％ (125  

 /1302 人 )、 経 産 婦 で は 31.2％ ( 453 / 1452 人 )で あ っ た 。 こ の 結 果 は 、 

 日 本 人 と は 人 種 や 社 会 背 景 、助 産 師 の 会 陰 保 護 に 対 す る 技 術 等 に 差 が  

 あ る こ と 考 慮 し て も 、上 記 日 本 国 内 の 結 果 を 合 わ せ て 考 え る と 出 産 に  

 は 「 会 陰 裂 傷 」 が あ る 程 度 は 伴 う こ と が 言 え る 。  

  会 陰 縫 合 に は 、 そ の 疼 痛 を 緩 和 す る た め に 局 所 麻 酔 を 使 用 す る と  

 い う 「 医 薬 品 の 投 与 」 も 加 わ り 、 保 助 看 法 第 三 十 七 条 に 抵 触 す る が 、 

 現 行 法 に お い て は 、「 臨 時 応 急 の 手 当 」 と し て 実 施 が で き る の で は な  

 い か 。  

  「 臨 時 」 と は 、「 定 時 で は な い (広 辞 苑 )」、「 応 急 」 と は 、「 差 し 迫  

 っ た 場 合 に 、 臨 時 の 処 置 (広 辞 苑 2008)」 で あ る 。 臨 時 の 処 置 は 、 そ  

 れ で 完 結 し な く て も 良 い こ と で あ り 、 そ の 後 正 式 な 手 当 て を す る ま  

 で の 仮 の 手 当 て で あ る 。 会 陰 縫 合 を 考 え れ ば 、 仮 の 手 当 て で は な  

 く 、 そ の 場 で 完 全 な 処 置 を す る こ と が 対 象 の 利 益 に な り 、 そ の 技 術  

 の 難 易 度 は 、 訓 練 し 手 順 書 に 沿 っ て 実 施 す る 「 特 定 看 護 師 」 の 皮 膚  

 の 縫 合 と 同 等 だ と 考 え る (全 日 本 病 院 協 会 2016)。 同 様 に 、 特 定 看 護  

 師 の 特 定 行 為 に 「 感 染 徴 候 が あ る 者 に 対 す る 薬 剤 の 臨 時 の 投 与 」  

 は 、 早 期 破 水 や GBS 陽 性 産 婦 へ の 抗 生 剤 の 投 与 と 同 様 に 考 え ら れ る  

 の で は な い か 。  

  ま さ に 、 分 娩 に お い て 起 こ る 会 陰 の 裂 傷 と い う 現 象 は 「 助 産 」 に  

 当 然 付 随 す る 結 果 で あ り 、そ の 対 応 も 分 娩 の 途 中 で 術 者 が 変 わ る こ と  

 も 無 く 、 迅 速 に 対 応 で き る も の と 考 え る 。  

 

  褥 婦 に 対 す る 助 産 師 の 業 務 11 項 目 に 対 し て は 、「 実 施 し て い る 」業  

 務 の 上 位 4 項 目 は 、 70％ 以 上 が 実 施 し て お り 、 多 い 順 に 、「 乳 房 マ ッ  

 サ ー ジ 」 97.1％ 、「 産 後 1 ヶ 月 健 診 (母 親 )」90.5％ 、「 産 褥 期 の 異 常 出  

 血 時 の 静 脈 確 保 お よ び 輸 液 」 81.8％ 、「 乳 房 以 外 の 指 圧 マ ッ サ ー ジ 」  

 71.5％ で あ っ た 。こ れ ら は 、法 律 上 助 産 師 の 業 務 と し て 認 め ら れ て い  

 る 。乳 房 以 外 の 指 圧 マ ッ サ ー ジ に つ い て は 、今 回 取 得 す る 免 許 に つ い  
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 て の 調 査 は し な か っ た た め に 、断 定 は で き な い が 助 産 師 以 外 に も 指 圧  

 マ ッ サ ー ジ が 可 能 な 免 許 を 取 得 し て い る 可 能 性 が あ る 。  

  「 今 後 実 施 し た い 」 業 務 は 、 最 も 多 い も の で 、「 産 後 疼 痛 (後 陣  

 痛 、 会 陰 部 痛 な ど )時 の 鎮 痛 剤 投 与 」 10.9％ 、「 マ タ ニ テ ィ ・ ブ ル ー  

 ズ 、 産 後 う つ 病 の ス ク リ ー ニ ン グ 」 8.8％ 、「 血 液 検 査 に よ る 産 後 貧  

 血 の 評 価 」 8.8％ で あ っ た 。  

  こ こ か ら も 、産 後 に 必 要 と な る 薬 剤 、検 査 を 助 産 師 の 業 務 に 希 望 す  

 る 意 志 が 伺 え る 。  

 

  新 生 児 に 対 す る 助 産 師 の 業 務 12 項 目 に 対 し て は 、「 実 施 し て い る 」 

 業 務 の 上 位 6 項 目 は 、 60％ 以 上 が 実 施 し て い た 。 多 い 順 に 、「 ビ タ ミ  

 ン K 製 剤 (ケ イ ツ ー シ ロ ッ プ ®)の 投 与 」 97.2％ 、「 児 の 1 ヶ 月 健 診 」   

  80.1％ 、「 新 生 児 仮 死 時 の 新 生 児 蘇 生 法 」77.3％ 、「 新 生 児 仮 死 時 の 酸  

  素 投 与 」 75.4％ 、「 新 生 児 ス ク リ ー ニ ン グ の 採 血 」 70.2％ 、「 新 生 児 膿  

  漏 眼 予 防 の 点 眼 薬 投 与 」 65.2％ で あ っ た 。  

  55 歳 以 上 と 55 歳 未 満 の 2 群 間 で 比 較 す る と 、「 新 生 児 仮 死 時 の 新  

 生 児 蘇 生 」「 新 生 児 血 糖 検 査 」「 お む つ か ぶ れ の 軟 膏 処 方 」「 乳 児 1 ヶ  

 月 健 診 」 に お い て 有 意 差 が 認 め ら れ た  

  (p=0.009)(p=0.035)(p=0.008)(p=0.027)。 前 者 2 項 目 で は 50 歳 未 満  

 に 多 く 、後 者 2 項 目 で は 50 歳 以 上 に 多 く 見 ら れ た 。「 新 生 児 膿 漏 眼 予  

 防 の 点 眼 薬 投 与 」 に お い て 、 70 歳 以 上 に 多 く 見 ら れ た 。  

  1993(平 成 5)年 に 米 国 で 発 祥 し た 周 産 期 救 急 に 効 果 的 に 対 処 で き  

 る 知 識 や 能 力 を 発 展 ・ 維 持 す る た め の 教 育 (Advanced Life Support  

 in Obstetrics： ALSO)が 、 2008(平 成 20)年 に ALSOJapa n と し て 、 日  

 本 に 取 り 入 れ ら れ た り  (ALSO-Japan  n.d.)、 2010(平 成 22)年 に は 京  

 都 産 婦 人 科 救 急 診 療 研 究 会 が 立 ち 上 げ ら れ 、 母 体 救 命 の 「 京 都 プ ロ  

 ト コ ー ル 」 が 作 成 さ れ (京 都 産 婦 人 科 救 急 診 療 研 究 会 n .d.)、 妊 産 婦  

 の 救 急 対 応 に 対 し て 具 体 的 に 講 習 を 受 け る 機 会 が で き た 。 ま た 、 新  

 生 児 に お い て は 、 日 本 周 産 期 ・ 新 生 児 医 学 会 が 、 2007(平 成 19)年 か  

 ら 新 生 児 蘇 生 法 (NCPR)普 及 事 業 を ス タ ー ト さ せ た (日 本 周 産 期 ・ 新 生  

 児 医 学 会 2007)、 比 較 的 新 し い 事 業 で あ る 。 新 生 児 の 蘇 生 法 は 新 生  

 児 科 の 医 師 だ け で は な く 、 分 娩 に 立 ち 合 う 誰 も が 臨 時 応 急 の 手 当 て  
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 と し て で き な け れ ば な ら ず 、 当 然 、 助 産 師 も 講 習 を 受 け 、 NCPR の 認  

 定 を 取 る よ う 日 本 助 産 師 会 等 か ら 勧 め ら れ て い る 。 こ れ ら の こ と か  

 ら 、 比 較 的 若 い 世 代 で 産 婦 お よ び 新 生 児 の 蘇 生 に 関 わ る こ と が 多  

 く 、「 産 褥 期 の 異 常 出 血 時 の 静 脈 確 保 お よ び 輸 液 」 や 「 新 生 児 仮 死 時  

 の 新 生 児 蘇 生 」 が 多 く 見 ら れ 、 か つ 55 歳 未 満 の 人 た ち に 多 く 見 ら れ  

 た の だ と 考 え る 。  

  「 今 後 実 施 し た い 」 業 務 は 、 最 も 多 い も の で 、「 間 接 型 高 ビ リ ル ビ  

 ン 血 症 時 の 光 線 療 法 」 10.1％ 、「 新 生 児 聴 覚 ス ク リ ー ニ ン グ 」 9. 4％  

 で あ っ た 。 助 産 所 で 設 置 し て い る 医 療 機 器 の 中 で 、 経 皮 黄 疸 計 は  

 82.9％ 、黄 疸 治 療 器 は 18.6%、ビ リ ル ビ ン 測 定 器（ 血 液 ）は 10.7％ の  

 助 産 所 が 設 置 し て い た 。黄 疸 治 療 器 で 行 わ れ る 光 線 療 法 は 治 療 に 当 た  

 る た め 法 律 上 認 め ら れ て い な い た め 、嘱 託 医 師 の 直 接 的 指 示 ま た は 包  

 括 的 支 持 で あ る と 推 察 す る 。  

 

(7)現 在 実 施 し て い な い が 、「 今 後 実 施 し た い 」 事 項 が あ る 場 合 に 、  

  「 実 施 す る た め に ど ん な 条 件 が 整 え ば よ い か 」 に つ い て   

  法 の 整 備 、教 育 、嘱 託 医 師・医 師 会 の 理 解 の 他 、機 器 の 購 入 や レ ン  

 タ ル の た め の 資 金 援 助 な ど の 回 答 が 見 ら れ た 。  

  資 金 援 助 に つ い て は 、 分 娩 件 数 を 考 え る と 、 助 産 所 一 軒 当 た り の  

 収 入 は 、 診 療 所 等 に 比 べ る と は る か に 少 な い と 予 想 で き る が 、 医 療  

 安 全 を 考 え る と 分 娩 を 扱 う 施 設 の 設 備 と し て は 同 等 の 医 療 機 器 が 必  

 要 に あ る 。 助 産 師 の 効 率 的 な 活 用 を 考 え る と 、 開 業 助 産 師 を 活 用 す  

 る た め に も 、 設 備 を 整 え る た め の 公 的 な 資 金 援 助 が 必 要 で は な い か  

 と 思 わ れ る 。  

 

(8)「 開 業 助 産 師 と し て の 将 来 の 展 望 」、「 そ の 展 望 を 実 現 さ せ る た め の  

  具 体 的 対 策 」 (自 由 記 述 )に つ い て  

 「 開 業 助 産 師 と し て の 将 来 の 展 望 」に お け る 、助 産 師 の 業 務 に つ い

て は 、 具 体 的 な 要 望 が 述 べ ら れ て い た 。  

 厚 生 労 働 省 の 各 都 道 府 県 ・ 各 政 令 市 ・ 各 特 別 区 母 子 保 健 主

管 部 (局 )長 あ て 通 知 「 妊 婦 健 康 診 査 の 実 施 に つ い て 」 (平 成

2 1 年 2 月 2 7 日 雇 児 母 発 第 0 2 2 7 0 0 1 号 )に よ れ ば 、 「 B 群 溶 血
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性 レ ン サ 球 菌 ( G B S )」 の 検 査 は 、「 妊 娠 2 4 週 か ら 3 5 週 ま で の

間 に 1 回 実 施 」 さ れ る 標 準 的 な 検 査 項 目 と し て 例 示 さ れ て い

る 。 G B S が 陽 性 の 場 合 、 経 膣 分 娩 の 前 に 抗 生 物 質 を 投 与 し て

管 理 す る 。 こ の 抗 生 物 質 の 投 与 お よ び そ の 後 の 新 生 児 の 管 理

方 法 が 、嘱 託 医 師 に よ っ て 判 断 が 別 れ て い る の が 現 状 で あ る 。

あ る 嘱 託 医 師 は 、 抗 生 物 質 の 投 与 を 指 示 し 、 そ の ま ま 助 産 所

管 理 と し て 扱 う こ と を 認 め 、 あ る 嘱 託 医 師 は 助 産 所 に は 任 せ

ず 、 嘱 託 医 師 の も と へ 転 院 す る よ う 指 示 し て い る 。 G B S は 、

1 0～ 3 0％ の 妊 婦 に 検 出 さ れ る (産 婦 人 科 診 療 ガ イ ド ラ イ

ン , 2 0 1 4 ) ( C D C , 2 0 1 0 )と の 報 告 も あ る 。 妊 婦 健 診 等 を 重 ね 「 助

産 所 」の 助 産 師 と 強 い 信 頼 関 係 を 築 い て き た 妊 婦 の 3 0％ が 分

娩 施 設 の 変 更 を 余 儀 な く さ れ る と い う こ と は 、 妊 婦 に と っ て

も 、 開 業 助 産 師 に と っ て も デ メ リ ッ ト で あ る と 述 べ て お り 、

こ れ は 助 産 師 が 継 続 管 理 で き る よ う に 検 討 し て い く こ と が 必

要 だ と 考 え る 。  

 新 生 児 の ビ タ ミ ン K の 投 与 は 、新 生 児 ビ タ ミ ン K 欠 乏 性 出 血 症

の 予 防 投 与 と し て 、 現 在 行 わ れ て い る が 、 日 本 小 児 科 学 会 の

「 新 生 児・乳 児 ビ タ ミ ン K 欠 乏 性 出 血 症 に 対 す る ビ タ ミ ン K 製 剤 投 与

の 改 訂 ガ イ ド ラ イ ン (修 正 版 )」 に お い て 、「 (4) 助 産 師 の 介 助 の も

と 、 助 産 院 も し く は 自 宅 で 娩 出 さ れ た 新 生 児 に つ い て も ビ タ ミ ン  K2

シ ロ ッ プ の 予 防 投 与 が 遵 守 さ れ な け れ ば な ら な い 。」 と 記 載 さ れ て お

り 、厚 生 労 働 省 も 推 奨 し て い る 。保 助 看 法 上 で は 医 薬 品 の 授 与 は 医 師

の 指 示 が 無 け れ ば 行 う こ と が で き な い (保 助 看 法 第 37 条 )が 、 ビ タ ミ

ン K の 予 防 投 与 は 新 生 児 に 対 し て 必 須 で あ る た め 、 助 産 師 自 ら 処 方 、

投 与 で き る「 助 産 師 の 業 務 に 当 然 付 随 す る 行 為 」と し て 法 の 整 備 を 図

っ て い く こ と が 必 要 で あ る と 考 え る 。  

 嘱 託 医 師 に つ い て は 、2007(平 成 19)年 に 医 療 法 が 一 部 改 正 に な り 、

嘱 託 医 師 等 に 関 す る 事 項 に お い て 、「 病 院 又 は 診 療 所 に お い て 産 科 又

は 産 婦 人 科 を 担 当 す る 医 師 」 ま た は 、「 産 科 又 は 産 婦 人 科 を 有 す る 病

院 又 は 診 療 所 」 と の 嘱 託 医 契 約 は 必 要 に な っ た (厚 生 労 働 省 医 政 局 長

2007a)。産 科 医 師 の 減 少 や 、医 師 や 病 院 の 集 約 化 に 伴 い 、近 隣 の 産 科 、

産 婦 人 科 の 医 師 と の 嘱 託 医 契 約 が で き ず に 、廃 業 に 追 い や ら れ る 助 産
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所 も あ る と 述 べ て い る 。本 調 査 の「 嘱 託 医 師 の 所 属 科 目 」の 調 査 で も 、

3.6％ が「 産 科 医・産 婦 人 科 医 で も 、小 児 科 医 で も な い 」、改 正 前 の 条

件 の「 そ の 他 」の 医 師 と の 嘱 託 医 契 約 を 継 続 し て お り 、違 法 の 状 況 に

追 い や ら れ て い る 。現 在 、嘱 託 医 師 と の 契 約 の 締 結 は 助 産 所 長 自 身 に

任 さ れ て お り 、厚 生 労 働 省 は 市 町 村 へ 嘱 託 医 契 約 を 結 び や す い よ う に

医 療 機 関 へ の 協 力 を 求 め る よ う 通 達 を 出 し て い る (厚 生 労 働 省 医 政 局

長 2007b)が 、医 療 法 に お け る 嘱 託 医 師 の 条 件 が 100％ 担 保 さ れ て い な

い 現 状 を 真 摯 に 捉 え 、国 と し て の 対 策 を 早 急 に 再 考 す る 必 要 が あ る と

考 え る 。  

 こ れ は 、毛 利 ら (2007a)(2007b)に よ る 医 療 法 改 正 前 に 行 っ た 嘱 託 医

制 度 に 関 す る 開 業 助 産 師 に 向 け た ア ン ケ ー ト 内 容 に つ い て も 、今 回 と

あ ま り 変 わ ら ず 、 改 善 さ れ て い な い こ と が 明 ら か に な っ た 。  

 経 営・経 済 的 な こ と に つ い て は 、分 娩 数 が 減 少 し て お り 、開 業 助 産

師 と し て 活 動 を 続 け て い く 上 で 経 済 的 に 経 営 が 難 し い と 述 べ て い る 。  

 歴 史 的 に 見 て も 、産 婆 の 時 代 に は 奉 仕 の 精 神 で 活 動 す る も の も あ っ

た 。「 医 療 保 険 」 が 適 応 さ れ て い な い 助 産 所 は 、 診 療 所 経 営 と は 、 経

営 方 針 を 異 に す る も の と 考 え ら れ る 。 ま た 、「 大 勢 の 分 娩 取 り 扱 い は

で き な い 」と 述 べ ら れ て お り 、助 産 所 の 規 模 を 拡 大 す る の は 、需 要 と

供 給 の バ ラ ン ス か ら も 難 し い と 考 え ら れ る 。  

 本 調 査 で 確 認 し た「 設 置 し て い る 医 療 機 器 類 」に は 、高 額 な も の が

多 く 、こ れ ら の 設 備 投 資 や ス タ ッ フ の 確 保 は 経 営 に 影 響 を 与 え て い る

と 考 え ら れ る 。  

 助 産 師 の 業 務 範 囲 に つ い て は 、現 代 に 求 め ら れ て い る 妊 産 婦 の 管 理

に 関 し て は 、法 律 上 の 助 産 師 の 業 務 範 囲 を 超 え て い る と 思 わ れ る こ と

が 増 え て き て い る 。GBS 陽 性 妊 婦 の 発 生 率 は 全 妊 婦 全 体 の 10～ 30％ を

占 め て い る が 、こ れ に 対 し て 日 本 産 科 婦 人 科 学 会 は 、分 娩 中 、児 の 娩

出 前 ま で に 抗 生 物 質 を 投 与 し て 、 経 膣 分 娩 を 行 う よ う に 定 め て い る

(産 婦 人 科 ガ イ ド ラ イ ン 2014)。 こ の 「 抗 生 物 質 の 投 与 」 を 助 産 師 の

業 務 範 囲 に 含 む よ う に 改 正 さ れ な け れ ば 、今 後 助 産 所 で 扱 え る 出 産 が

減 る こ と に 繋 が る の で は な い か と 考 え る 。  
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 「 そ の 展 望 を 実 現 さ せ る た め の 具 体 的 対 策 」に お け る 、人 材 確 保 に

つ い て は 、開 業 助 産 師 と し て 共 に 働 く 助 産 師 が 不 足 し て い る た め 、何

と か 確 保 し た い と 切 望 し て い る 。本 調 査 で も 、無 床 助 産 所 の 5 助 産 所 、

有 床 助 産 所 の 1 助 産 所 が 、所 長 助 産 師 1 名 の み で 経 営 し て い た 。現 在 、

日 本 助 産 師 会「 助 産 業 務 指 針 」(2010)で は 、安 全 管 理 評 価 表 の 中 の 助

産 所 の 運 営 に お い て 、 ｢分 娩 は 2 名 以 上 の 助 産 師 で 取 り 扱 っ て い る

か ？ ｣の 確 認 項 目 が あ り 、 母 子 の 安 全 管 理 上 は 、 複 数 の 助 産 師 が 協 働

す る 必 要 が あ る に も か か わ ら ず 、 現 状 は 難 し い 面 も あ る よ う で あ る 。 

 よ り 安 全 な 管 理 を す る た め に は 、人 材 確 保 は 欠 か せ な い 優 先 度 の 高

い 問 題 で あ り 、助 産 所 に 勤 務 す る 助 産 師 を 増 や し て い く の は 必 須 で あ

る と 考 え る 。  

 バ ー ス セ ン タ ー と い う 表 現 で 、個 人 経 営 の 助 産 所 よ り も 、複 数 の 助

産 師 が 集 ま っ て 協 力 し な が ら 開 業 助 産 所 を 運 営 し て い く こ と を 希 望

し て い る こ と か ら も 開 業 助 産 師 の 数 の 増 加 が 望 ま れ る 。  

 厚 生 労 働 省 平 成 26 年 衛 生 行 政 報 告 例 (厚 生 労 働 省 ,2018 )に よ る と 、

助 産 師 の 実 人 員 は 3 万 3956 人 、 そ の う ち 病 院 勤 務 者 は 2 万 2055 人

(65.0％ )、診 療 所 勤 務 者 は 7305 人 (21.5％ )、助 産 所 勤 務 者 は 1804 人

(5.3％ )で あ る 。 平 成 16 年 と 比 較 す る と 、 助 産 師 数 は 2 万 5257 人 、

そ の う ち 病 院 勤 務 者 は 1 万 7539 人 (69.4％ )、診 療 所 勤 務 者 は 4111 人

(16.3％ )、 助 産 所 勤 務 者 は 1654 人 (6.5％ )で あ り 、 助 産 師 数 は こ の

10 年 間 で 34.4％ 増 加 し て い る が 、助 産 所 勤 務 の 助 産 師 の 割 合 は 、1.2

ポ イ ン ト 減 っ て い る 。  

 「 若 い 助 産 師 が 不 足 」「 助 産 所 で 働 く 助 産 師 が 不 足 」 し て い る と 開

業 助 産 師 が 危 惧 す る よ う に 、若 い 助 産 師 が 開 業 に 魅 力 を 感 じ 、興 味 を

持 つ よ う 活 動 す る 助 産 師 自 身 の 努 力 も 必 要 で あ る と 考 え る 。  

 業 務 内 容 に つ い て は 、妊 娠 、出 産 、産 褥 、育 児 期 に か か わ る 他 、妊

娠 前 の 健 康 教 育 や 就 学 時 期 か ら の 健 康 教 育 、命 の 授 業 な ど 、生 命 と 健

康 に 関 す る 保 健 指 導 を し た い と 望 ん で お り 、保 助 看 法 の 対 象 を 越 え た

保 健 師 動 を 望 ん で い る 。  

 教 育 内 容 の 検 討 に つ い て は 、過 去 の ド イ ツ 式 教 育 を 受 け た 助 産 師 が

そ の 教 育 に 戻 る こ と な ど を 提 案 し 、現 在 の 教 育 制 度 の 見 直 し を 提 案 し

て お り 、 後 輩 育 成 に 関 心 が あ る 事 が 伺 え る 。  
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 以 上 、 助 産 所 所 長 (助 産 師 )に 、「 開 業 助 産 師 と し て の 将 来 の 展 望 」

と「 そ の 展 望 を 実 現 さ せ る た め の 具 体 的 対 策 」に つ い て 自 由 記 載 で 求

め た 意 見 を ま と め た が 、前 者 で は 、地 域 に 根 ざ し た 従 来 の 助 産 師 業 務

を 確 実 に 行 っ て い く こ と の 他 、業 務 の 拡 大 と し て 、予 防 的 医 療 行 為 ま

で 実 施 し て い く こ と を 望 ん で い る 。ま た 、展 望 で あ る に も か か わ ら ず 、

「 助 産 師 と し て 困 っ て い る こ と 」や「 不 安 」と い っ た 意 見 が 述 べ ら れ 、

助 産 師 の 自 律 的 開 業 に お け る 経 営 上 の 問 題 が あ る こ と が 分 か っ た 。後

者 で は 、そ の 具 体 的 な 対 策 が 述 べ ら れ 、こ れ ら を 早 急 に 解 決 し て い か

な け れ ば 助 産 師 の 社 会 的 な 存 続 に も 影 響 を 与 え か ね な い こ と が 予 測

さ れ た 。  

 

Ⅲ -3.結論  

 本 研 究 で は 、助 産 師 の 開 業 権 を 活 用 し 、助 産 所 を 開 設 し て 自 律 的 に 助

産 業 務 に 係 わ っ て い る 助 産 師 (助 産 所 長 )を 対 象 に し 、日 常 業 務 の 実 態 を

把 握 す る と 同 時 に 、今 後 の 助 産 師 の 業 務 の あ り 方 に つ い て の 意 見 を 徴 収

し た 。 そ れ に よ り 、 以 下 の 内 容 が 明 ら か に な っ た 。  

1)日 本 助 産 師 会 が 推 奨 す る 複 数 人 で の 経 営 が で き ず 、 助 産 所 長 一 人 で  

 事 業 展 開 し て い る 助 産 師 が 、 6 助 産 所 (4.3％ )あ っ た 。 助 産 師 の 就 業  

 場 所 の う ち 9 割 弱 が 病 院 お よ び 診 療 所 で あ り 、 助 産 所 に 勤 務 す る 助  

 産 師 が 不 足 し て い る こ と や 経 営 上 、 運 営 資 金 面 で も 困 難 が あ る ケ ー  

  ス が あ る 。  

2)開 業 助 産 所 は 、 医 療 法 で 定 め る 「 産 科 」「 産 婦 人 科 」 と 嘱 託 医 契 約 を  

 し な け れ ば な ら な い が 、 そ れ が で き ず に 開 業 し て い る 助 産 所 が 5 助  

  産 所 (3.6％ )あ っ た 。 し か し 、 そ れ に は 助 産 師 が 希 望 し て も 嘱 託 医 契   

  約 を 断 ら れ る ケ ー ス や 今 後 の 契 約 が 不 安 定 な ケ ー ス が あ り 、 助 産 所  

  だ け の 問 題 に は で き な い 。  

3)保 助 看 法 第 37 条 に お い て 、 助 産 師 の 「 診 療 機 械 」 の 使 用 は 禁 止 さ れ  

  て い る に も か か わ ら ず 、 50％ 以 上 の 助 産 所 で 設 置 さ れ て い る 医 療 機  

  器 は 、 多 い 順 に ド ッ プ ラ ー 胎 児 心 音 計 (95.7％ )、 新 生 児 用 蘇 生 バ ッ  

  グ ・ マ ス ク (92.1％ )、 分 娩 監 視 装 置 (84.1％ )、 経 皮 黄 疸 (82.9％ )、  

  パ ル ス オ キ シ メ ー タ ー (75.7％ )、超 音 波 診 断 装 置 (経 腹 )( 66.4％ )、自  

  動 血 圧 計 (58.6％ )、 簡 易 血 糖 測 定 器 (55.0％ )で あ っ た 。  
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4)保 助 看 法 第 37 条 に お い て 、 助 産 師 の 「 診 療 機 械 」 の 使 用 は 禁 止 さ れ  

  て い る に も か か わ ら ず 、 そ の 解 釈 と は 関 係 な く 、 助 産 所 に は 複 数 の  

  医 療 機 器 を 備 え て お り 、 約 6 割 の 開 業 助 産 師 は 妊 婦 健 診 に お い て は  

  「 経 腹 超 音 波 診 断 装 置 」 に よ る 妊 婦 健 診 を 行 っ て い る 。  

5)助 産 師 は 妊 娠 ・ 出 産 ・ 子 育 て を 中 心 に 、 母 親 た ち に 深 く 関 わ り た い  

  と 望 ん で い る が 、 社 会 的 に 認 知 さ れ て い な い こ と を 自 覚 し て は い る  

  も の の 、 活 動 が 思 う よ う に で き て い な い 。  

6)助 産 所 経 営 上 、 資 金 繰 り が 難 し く 、 人 件 費 や 医 療 器 械 の 購 入 に 困 り 、 

 行 政 の 支 援 を 希 望 し て い る 。  

7)開 業 助 産 師 は 、自 宅 分 娩 が 主 流 で あ っ た 昭 和 初 期 に は よ く 使 わ れ て い  

 た「 自 然 分 娩 」と い う 表 現 は 、病 院 分 娩 が 主 流 で あ る 現 在 に お い て は 、  

 妊 産 婦 も 医 療 者 も 理 解 が な く な っ て い る と 感 じ て い る 。そ れ と と も に 、 

 出 産 に は 医 療 の 安 全 性 が 求 め ら れ 、 助 産 師 は 周 産 期 に お け る 「 安 全 」 

 と 「 質 」 を 高 め る か か わ り を 模 索 し て い る 。  

8)開 業 助 産 師 は 、助 産 師 自 身 が よ り 良 く 働 く た め に 、助 産 師 同 士 の 結 束  

 や 職 能 団 体 の 力 を 高 め る こ と 、経 営 や 法 律 に つ い て 学 ぶ こ と 、後 輩 の  

 育 成 と こ れ か ら の 助 産 師 教 育 の 充 実 を 望 ん で い る 。  
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図 表  

表 Ⅲ -1 助 産 所 長 の 年 齢 分 布 (5 歳 階 級 別 区 分 ) 

図 Ⅲ -1 助 産 所 長 の 年 齢 分 布 (5 歳 階 級 別 区 分 ) 

 

表 Ⅲ -2 助 産 師 と し て の 経 験 年 数 (10 年 階 級 別 区 分 )  

図 Ⅲ -2 助 産 師 と し て の 経 験 年 数 (10 年 階 級 別 区 分 )  

 

表 Ⅲ -3 助 産 所 長 と し て の 経 験 年 数 (10 年 階 級 別 区 分 ) 

図 Ⅲ -3 助 産 所 長 と し て の 経 験 年 数 (10 年 階 級 別 区 分 ) 

 

表 Ⅲ -4 有 床 ・ 無 床 別 助 産 所 数  

図 Ⅲ -4 有 床 ・ 無 床 別 助 産 所 数  

 

表 Ⅲ -5 所 長 以 外 に 従 事 す る 助 産 師 数 (パ ー ト も 含 む )  

図 Ⅲ -5 所 長 以 外 に 従 事 す る 助 産 師 数 (パ ー ト も 含 む )  

 

表 Ⅲ -6-1 本 調 査 全 体 の 嘱 託 医 師 の 診 療 科 目 (複 数 回 答 )  

表 Ⅲ -6-2 助 産 所 別 嘱 託 医 師 の 診 療 科 目  

図 Ⅲ -6-2 助 産 所 別 嘱 託 医 師 の 診 療 科 目  

 

表 Ⅲ -7-1 嘱 託 医 師 と の 連 絡 を 取 る 頻 度 ①  

表 Ⅲ -7-2 嘱 託 医 師 と の 連 絡 を 取 る 頻 度 ②  

図 Ⅲ -7 嘱 託 医 師 と の 連 絡 を 取 る 頻 度 ②  

 

表 Ⅲ -7-3 ど の よ う な と き に 嘱 託 医 師 に 連 絡 を 取 る の か  

 

表 Ⅲ -8 1 年 間 の 分 娩 件 数 (2014 年 1 月 1 日 か ら 12 月 31 日 ) 

図 Ⅲ -8 1 年 間 の 分 娩 件 数 (2014 年 1 月 1 日 か ら 12 月 31 日 ) 

 

表 Ⅲ -9 1 年 間 の 母 体 搬 送 件 数 (2014 年 1 月 1 日 か ら 12 月 31 日 )  

 

表 Ⅲ -10 1 年 間 の 新 生 児 搬 送 件 数 (2014 年 1 月 1 日 か ら 12 月 31 日 )  



 

 

87 

 

表 Ⅲ -11 助 産 所 に 設 置 し て い る 医 療 機 器  

図 Ⅲ -11 助 産 所 に 設 置 し て い る 医 療 機 器  

 

図 Ⅲ － 12－ 1 日 常 的 に 実 施 し て い る 業 務 と 今 後 実 施 し た い 業 務  

【 妊 婦 に 関 す る こ と 】  

図 Ⅲ － 12－ 2 日 常 的 に 実 施 し て い る 業 務 と 今 後 実 施 し た い 業 務  

【 産 婦 に 関 す る こ と 】  

図 Ⅲ － 12－ 3 日 常 的 に 実 施 し て い る 業 務 と 今 後 実 施 し た い 業 務  

【 褥 婦 に 関 す る こ と 】  

図 Ⅲ － 12－ 4 日 常 的 に 実 施 し て い る 業 務 と 今 後 実 施 し た い 業 務  

【 新 生 児 に 関 す る こ と 】  

 

表 Ⅲ － 13－ 1 現 在 実 施 し て い な い が 今 後 実 施 し た い 業 務  

実 施 す る た め に ど ん な 条 件 が 整 え ば よ い か 【 妊 婦 に 関 す る こ と 】  

表 Ⅲ － 13－ 2 現 在 実 施 し て い な い が 今 後 実 施 し た い 業 務  

実 施 す る た め に ど ん な 条 件 が 整 え ば よ い か 【 産 婦 に 関 す る こ と 】  

表 Ⅲ － 13－ 3 現 在 実 施 し て い な い が 今 後 実 施 し た い 業 務  

実 施 す る た め に ど ん な 条 件 が 整 え ば よ い か 【 褥 婦 に 関 す る こ と 】  

表 Ⅲ － 13－ 4 現 在 実 施 し て い な い が 今 後 実 施 し た い 業 務  

実 施 す る た め に ど ん な 条 件 が 整 え ば よ い か 【 新 生 児 に 関 す る こ と 】  
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n=140  

 

表 Ⅲ -1 助 産 所 長 の 年 齢 分 布 (5 歳 階 級 別 区 分 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ -1 助 産 所 長 の 年 齢 分 布 (5 歳 階 級 別 区 分 )  

(年 齢 ) 

(人 数 ) 

n=138 

年齢 人 （％）

20-24 0 (　0)

25-29 2 ( 1.4)

30-34 2 ( 1.4)

35-39 2 ( 1.4)

40-44 13 ( 9.3)

45-49 18 (12.9)

50-54 22 (15.7)

55-59 24 (17.1)

60-64 23 (16.4)

65-69 15 (10.7)

70-74 9 ( 6.4)

75-79 1 ( 0.7)

80-84 4 ( 2.9)

85-89 0 (  0)

90-94 3 ( 2.1)

95-99 0 (   0)

無回答 2 ( 1.4)

合計 140 (100)
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表 Ⅲ -2 助 産 師 と し て の 経 験 年 数 (10 年 階 級 別 区 分 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 Ⅲ -2 助 産 師 と し て の 経 験 年 数 (10 年 階 級 別 区 分 ) 

 

 

 

n=139 

n=140  

(年 ) 

(人 数 ) 

経験年数 人 （％）

0～9 5 (  3.6)

10～19 10 (  7.1)

20～29 50 (35.7)

30～39 45 (32.1)

40～49 21 (15.0)

50～59 4 (  2.9)

60～69 2 (  1.4)

70～79 2 (  1.4)

無回答 1 (  0.7)

合計 140 (100)
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表 Ⅲ -3 助 産 所 長 と し て の 経 験 年 数 (10 年 階 級 別 区 分 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ -3 助 産 所 長 と し て の 経 験 年 数 (10 年 階 級 別 区 分 ) 

 

 

 

n=140  

n=140  

所長年数 人 （％）

0～9 58 (41.4)

10～19 54 (38.6)

20～29 20 (14.3)

30～39 3 (  2.1)

40～49 1 (  0.7)

50～59 2 (  1.4)

60～69 1 (  0.7)

70～79 1 (  0.7)

合計 140 (100)
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表 Ⅲ -4 有 床 ・ 無 床 別 助 産 所 数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=140  

有床無床の別 助産所数 (%)

有床 107 (76.4)

無床 33 (23.6)

合計 140 (100)
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表 Ⅲ -5 所 長 以 外 に 従 事 す る 助 産 師 数 (パ ー ト も 含 む ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ -5 所 長 以 外 に 従 事 す る 助 産 師 数 (パ ー ト も 含 む ) 

 

n=140 

n=139  

所長以外の助産師数

(人)
無床助産所 有床助産所

0 5 1

1 22 12

2 3 24

3 2 23

4 0 14

5 1 10

6 0 7

7 0 5

8 0 3

9 0 3

10 0 1

11～ 0 3

小計 33 106

無回答 1
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表 Ⅲ -6-1 本 調 査 全 体 の 嘱 託 医 師 の 診 療 科 目 (複 数 回 答 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=140  嘱託医師の診療科目 助産所数

産科 41

産婦人科 118

小児科 37

その他 12

無回答 1

合計 209
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表 Ⅲ -6-2  助 産 所 別 嘱 託 医 師 の 診 療 科 目  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助産所数 （％）

産科または産婦人科のみ 97 (69.3)

産科または産婦人科と小児科 37 (26.4)

小児科のみ 0 (    0)

その他のみ 5 ( 3.6)

無回答 1 ( 0.7)

合計 140 (100)

n=140 
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表 Ⅲ -7-1 嘱 託 医 師 と の 連 絡 を 取 る 頻 度 ①  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=140 

嘱託医師との連絡頻度 助産所数 （％）

定期的 78 (55.7) 

不定期 60 (42.9)

無回答 2 (  1.4)

合計 140 (100)
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表 Ⅲ -7-2 嘱 託 医 師 と の 連 絡 を 取 る 頻 度 ②  

           (複 数 回 答 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=78 

連絡を取る頻度 助産所数 （％）

毎日 14 (13.7)

毎週 15 (14.7)

毎月 30 (29.4)

2～3ヶ月毎 7 (  6.9)

4～6ヶ月毎 3 (  2.9)

7～9ヶ月毎 0 (     0)

10ヶ月～1年 3 (  2.9)

その他 30 (29.4)

合計 102 (100)
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表 Ⅲ -7-3 ど の よ う な と き に 嘱 託 医 師 に 連 絡 を 取 る の か  

        (複 数 回 答 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=140 

どんな場合に連絡を取るのか 回答数 （％）

助産師の手には負えないと判断した時 115 (82.1)

異常とまではいかないが、判断に迷った時 98 (70.0)

分娩を希望する妊婦が初めて来所した時 39 (27.9)

妊婦健診について情報交換したい時 86 (61.4)

分娩目的で産婦が入院した時 22 (15.7)

分娩が終了した時 79 (56.4)

褥婦が退院した時 29 (20.7)

その他 34 (24.3)

無回答 3 (  2.4)
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表 Ⅲ -8 1 年 間 の 分 娩 件 数 (2014 年 1 月 1 日 か ら 12 月 31 日 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ -8 1 年 間 の 分 娩 件 数 (2014 年 1 月 1 日 か ら 12 月 31 日 ) 

 

n=140  

1年間の分娩件数 助産所数

０～９ 43

１０～１９ 36

２０～２９ 17

３０～３９ 14

４０～４９ 8

５０～５９ 6

６０～６９ 8

７０～７９ 1

８０～８９ 0

９０～９９ 0

１００～ 4

無回答 3

n=137 

(件 ) 

分 娩 数 ( 1 0 件 階 級 別 )  

助

産

所

数 
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表 Ⅲ -9 1 年 間 の 母 体 搬 送 件 数 (2014 年 1 月 1 日 か ら 12 月 31 日 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=140  

1年間の母体搬送件数 助産所数

０～９ 129

１０～１９ 3

２０～２９ 2

３０～３９ 0

４０～４９ 0

５０～５９ 0

６０～６９ 0

７０～７９ 0

８０～８９ 0

９０～９９ 0

１００～ 0

無回答 6
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表 Ⅲ -10 1 年 間 の 新 生 児 搬 送 件 数 (2014 年 1 月 1 日 か ら 12 月 31 日 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=140  

1年間の新生児搬送件数 助産所数

０～９ 132

１０～１９ 0

２０～２９ 0

３０～３９ 0

４０～４９ 0

５０～５９ 0

６０～６９ 0

７０～７９ 0

８０～８９ 0

９０～９９ 0

１００～ 0

無回答 8
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n=140 

 

 

 

 

 

表 Ⅲ -11  助 産 所 に 設 置 し て い る 医 療 機 器  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機器 設置助産所数 (％)

ドップラー 134 (95.7)

新生児用蘇生マスク 129 (92.1)

分娩監視装置 116 (82.9)

黄疸計 116 (82.9)

パルスオキシメーター 106 (75.7)

超音波診断装置(経腹) 93 (66.4)

自動血圧計 82 (58.6)

簡易血糖測定器 77 (55.0)

成人用蘇生マスク 49 (35.0)

吸引器(喀痰) 41 (29.3)

黄疸治療器 26 (18.6)

吸引器(分娩) 20 (14.3)

その他 18 (12.9)

ビリルビン測定器（血液） 15 (10.7)

超音波診断装置(経膣) 14 (10.0)

保育器 11 (7.9)

輸液ポンプ 10 (7.1)

血液ガス測定器 9 (6.4)

AED 7 (5.0)

超音波診断装置(乳房) 1 (0.7)

HbA1c測定器 1 (0.7)
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図 Ⅲ -11 助 産 所 に 設 置 し て い る 医 療 機 器 (複 数 回 答 ) n=140 
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図 Ⅲ － 12－ 1 日 常 的 に 実 施 し て い る 業 務 と 今 後 実 施 し た い 業 務  

【 妊 婦 に 関 す る こ と 】  

 

0.0 50.0 100.0

乳腺の状態

子宮・卵巣異常の確認

子宮内妊娠の確認

予定日の推定

子宮頸管長の確認

Ⅰその他

胎児数の

確認

正常経過の確認

胎盤位置の確認

妊娠反応

随時血糖

臍帯の評価

胎児の形態異常評価

羊水量の評価

胎児発育評価

胎位胎向の評価
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図 Ⅲ － 12－ 2 日 常 的 に 実 施 し て い る 業 務 と 今 後 実 施 し た い 業 務  

【 産 婦 に 関 す る こ と 】  

0.0 50.0 100.0

会陰裂傷3度4度の縫合

頸管裂傷縫合

Ⅱその他

陣痛促進剤(内服）

会陰部麻酔

陣痛促進剤(点滴）

会陰切開

胎盤用手剥離

会陰裂傷2度の縫合

膣鏡診による羊水流出確認

会陰裂傷1度の縫合

弛緩出血等の止血剤投与

母体ショック時の蘇生

子宮収縮薬（内服）

子宮収縮薬（点滴）

GBS陽性抗生剤投与(静脈内）

前・早期破水時の抗生剤投与（経口・静脈内）

出血予測時の静脈確保

児心音低下時酸素投与

膣分泌物pH破水確認

分娩監視装置による胎児評価

ビショップスコア

内診による分娩進行
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図 Ⅲ － 12－ 3 日 常 的 に 実 施 し て い る 業 務 と 今 後 実 施 し た い 業 務  

【 褥 婦 に 関 す る こ と 】  

 

 

0.0 50.0 100.0

母乳分泌の評価

産後乳腺炎の確認

Ⅲその他

双合診

膣鏡診による子宮口、膣等の確認

血液検査による産後貧血の評価

マタニティブルーズ、産後うつスクリーニング

産後疼痛時(後陣痛、会陰部痛等）鎮痛剤投与

乳房以外のマッサージ等

産褥期の異常出血時静脈確保および輸液

母親の1ヶ月健診

乳房マッサージ
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図 Ⅲ － 12－ 4 日 常 的 に 実 施 し て い る 業 務 と 今 後 実 施 し た い 業 務  

【 新 生 児 に 関 す る こ と 】  

 

 

0.0 50.0 100.0

Ⅳその他

新生児聴覚スクリーニング

間接型高ビリルビン血症時の光線療法

おむつかぶれ軟膏処方

総ビリルビン採血検査

児嘔吐時の胃内吸引

巨大児、低出生体重児、GBS＋等の血糖測定

新生児膿漏眼予防の点眼薬投与

マススクリーニング採血

新生児仮死時の酸素投与

新生児仮死時の蘇生

乳児1ヶ月健診

ビタミンK2投与
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表 Ⅲ － 13－ 1 現 在 実 施 し て い な い が 、 今 後 実 施 し た い 業 務  

実 施 す る た め に ど ん な 条 件 が 整 え ば よ い か 【 妊 婦 に 関 す る こ と 】  

                             n=140  

項 目  回 答 人 数（ ％ ） 
実 施 の た め の 必 要 条 件 に つ い て

の 回 答  

妊 娠 反 応  5  ( 3. 6) ・ 法 の 整 備  

随 時 血 糖  8  ( 5. 8) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 機 器 を 購 入 し た ば か り で す  

経 膣 超 音 波 検 査 に よ る  

子 宮 内 妊 娠 の 確 認  

7  ( 5. 1) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 医 師 会 の 理 解  

・ 機 械 の 購 入  

・ 機 械 の レ ン タ ル や 融 資  

経 膣 超 音 波 検 査 に よ る  

予 定 日 の 推 定  

6  ( 4. 3) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 医 師 会 の 理 解  

・ 機 械 の レ ン タ ル や 融 資  

経 膣 超 音 波 検 査 に よ る  

正 常 経 過 の 確 認  

5  ( 3. 6) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 医 師 会 の 理 解  

・ 機 械 の レ ン タ ル や 融 資  

経 膣 超 音 波 検 査 に よ る  

胎 児 数 の 確 認  

5  ( 3. 6) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 医 師 会 の 理 解  

・ 機 械 の レ ン タ ル や 融 資  

経 膣 超 音 波 検 査 に よ る  

子 宮 ・ 卵 巣 異 常 の 確 認  

5  ( 3. 6) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 医 師 会 の 理 解  

・ 勉 強  
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経 膣 超 音 波 検 査 に よ る  

胎 盤 位 置 の 確 認  

1 0 (7 .2) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 勉 強  

・ 機 械 の レ ン タ ル や 融 資  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

109 

 

表 Ⅲ － 13－ 2 現 在 実 施 し て い な い が 今 後 実 施 し た い 業 務  

実 施 す る た め に ど ん な 条 件 が 整 え ば よ い か 【 産 婦 に 関 す る こ と 】  

                             n=140  

項 目  回 答 人 数（ ％ ） 
実 施 の た め の 必 要 条 件 に つ い て

の 回 答  

ビ シ ョ ッ プ ス コ ア  0  ( 0. 0)   

膣 分 泌 物 pH 破 水 確 認  3  ( 2. 2) ・ 法 的 な 業 務 拡 大  

膣 鏡 診  羊 水 流 出  2  ( 1. 4) ・ 法 的 な 業 務 拡 大  

内 診 に よ る 分 娩 進 行  0  ( 0. 0)   

分 娩 監 視 装 置 に よ る 胎 児 評 価  2  ( 1. 4) ・ 資 金 調 達  

微 弱 陣 痛 時 の 陣 痛 促 進 剤  

(内 服 ） 投 与  

1 0 (7 .2) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 分 娩 監 視 装 置  

・病 院 で は 助 産 師 が 実 際 に 行 っ  

 て い る  

微 弱 陣 痛 時 の 陣 痛 促 進 剤  

(点 滴 ） 投 与  

3  ( 2. 2) ・ 法 の 整 備  

・病 院 で は 助 産 師 が 実 際 に 行 っ  

 て い る  

児 心 音 低 下 時 の 酸 素 投 与  1  ( 0. 7)  

胎 盤 用 手 剥 離  8  ( 5. 8) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

会 陰 縫 合 時 の 会 陰 部 局 所 麻 酔  1 2 (8 .7) ・ 法 の 整 備  

・薬 剤 や 注 射 器 の 直 接 購 入 が で

き る よ う に す る 法 律  

・ 教 育  

・現 状 で は 1 針 ～ 2 針 程 度 の 裂  

 傷 縫 合 で あ り 使 用 し て い な い  

 が 、 痛 み の 軽 減 と し て は あ っ  

 た 方 が … （ ？ ）  



 

 

110 

 

会 陰 切 開  7  ( 5. 1) ・ 法 の 整 備  

・薬 剤 や 注 射 器 の 直 接 購 入 が で  

 き る よ う に す る 法 律  

・ 教 育  

・あ く ま で 緊 急 時 の 切 開 。止 血  

 で き な い 傷 の 時 の 縫 合 は で き  

 る よ う に な っ て い き た い  

会 陰 裂 傷 1 度 の 縫 合  

 

1 2 (8 .7) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 医 師 会 の 理 解  

・ 道 具 の 準 備  

・現 在 、ク レ ン メ で と め て い る  

・縫 合 を 助 産 師 が 行 え る よ う に  

 し て も 局 所 麻 酔 の 使 用 は 法 的  

 に 許 さ れ て い な い の で 、 法 改  

 正 が 必 要 だ  

・ミ ッ フ ェ ル 使 用 。縫 合 も 実 施  

 で き る よ う 準 備 し て い る が 、  

 ま だ 必 要 と な っ た こ と が な い  

・病 院 助 産 師 が 縫 合 で き る よ う  

 に し て ほ し い  

会 陰 裂 傷 ２ 度 の 縫 合  1 7 (1 2.3 ) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・薬 剤 や 注 射 器 の 直 接 購 入 が で  

 き る よ う に す る 法 律  

・ 沢 山 症 例 経 験 を 踏 み た い  

・ミ ッ フ ェ ル 使 用 。縫 合 も 実 施  

 で き る よ う 準 備 し て い る が 、  

 ま だ 必 要 と な っ た こ と が な い  

・あ く ま で 緊 急 時 の 切 開 。止 血  

 で き な い 傷 の 時 の 縫 合 は で き
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る よ う に な っ て い き た い  

・縫 合 を 助 産 師 が 行 え る よ う に  

 し て も 局 所 麻 酔 の 使 用 は 法 的  

 に 許 さ れ て い な い の で 、 法 改  

 正 が 必 要 だ  

会 陰 裂 傷 ３ 度 、 4 度 の 縫 合  3  ( 2. 2) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・必 要 が あ れ ば 行 う が 、ま だ 症  

  例 が な い  

頸 管 裂 傷 の 縫 合  3  ( 2. 2) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・必 要 が あ れ ば 行 う が 、ま だ 症  

  例 が な い  

出 血 予 測 時 の 静 脈 確 保  4  ( 2. 9) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

分 娩 後 子 宮 収 縮 剤 投 与 （ 内 服 ） 6  ( 4. 3) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 医 師 会 の 理 解  

・緊 急 時 、必 要 時 使 用 で き る よ  

  う 嘱 託 医 に お 願 い し た い  

分 娩 後 子 宮 収 縮 剤 投 与 （ 点 滴 ） 5  ( 3. 6) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

 

弛 緩 出 血 等 止 血 剤 投 与  1 0 (7 .2) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 医 師 と の 契 約  

・ 医 師 会 の 理 解  
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母 体 シ ョ ッ ク 時 の 蘇 生  1 3 (9 .4) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 医 師 会 の 理 解  

・ AE D は 必 要 に な る か も し れ な  

  い  

・ 人 工 呼 吸 、 心 臓 マ ッ サ ー ジ 、 

   体 位 等 に お け る 対 応 。 直 面  

  し て い な い の で す が 万 一 の  

  想 定 を 考 え て  

G BS 陽 性 抗 生 剤 投 与  

(静 脈 内 ）  

1 9 (1 3.8 ) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 嘱 託 医 が OK し た ら  

・ 医 師 の 理 解 と 協 力 （ 許 可 ）  

・助 産 師 扱 い で よ い か リ ス ク を  

  き ち ん と 知 る  

・ 1 人 の 嘱 託 医 は GB S の 取 り 扱  

  い は で き な い 。別 の 嘱 託 医 は  

  O K な の で 抗 生 剤 の 点 滴 を し  

  て い ま す 。 GBS 陽 性 に つ い て  

  は 今 後 も や っ て 行 き た い 思  

  い で す が 、難 し い 問 題 を 含 ん  

  で い る と 感 じ ま す 。  

・抗 生 物 質 の 点 滴 で は な く 内 服  

 も し く は 膣 内 投 与 等 が あ れ  

 ば よ い  

・出 生 児 の G BS 検 査 の 実 施 の 方  

 向 付 け が 明 確 に な れ ば で き る  

 の で は な い か  

・抗 生 剤 の 服 用 の み で そ の 後 の  

異 常 は 1 例 も な い が 、必 要 な ら  
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前 ・ 早 期 破 水 時 の 抗 生 剤 投 与

（ 経 口 ・ 静 脈 内 ）  

9  ( 6. 5) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 嘱 託 医 と 相 談 す る  

そ の 他  0  ( 0. 0)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

114 

 

表 Ⅲ － 13－ 3 現 在 実 施 し て い な い が 今 後 実 施 し た い 業 務  

実 施 す る た め に ど ん な 条 件 が 整 え ば よ い か 【 褥 婦 に 関 す る こ と 】  

                             n=140  

項 目  回 答 人 数 （ ％ ） 
実 施 の た め の 必 要 条 件 に つ い て

の 回 答  

産 褥 期 の 異 常 出 血 時 静 脈 確

保 お よ び 輸 液  

4  ( 2. 9) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

血 液 検 査 に よ る 産 後 貧 血 の

評 価  

1 2 (8 .7) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 医 療 機 材  

・ 周 産 期 に 必 要 な 検 査 、 処 方  

  が で き る よ う に な る と よ い  

・ コ ン タ ク ト で き る 検 査 機 関  

  や 病 院 に 検 体 を 依 頼 で き る  

  連 携 を 取 れ る 整 備 。 採 血 で  

  き て も 検 査 が で き る 所 が な  

  い  

・ 必 要 は あ ま り な い が あ っ て  

  も い い か な ？   

産 後 疼 痛 時  

(後 陣 痛 、 会 陰 部 痛 等 ）  

鎮 痛 剤 投 与  

1 5 (1 0.9 ) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 嘱 託 医 と 相 談  

・ 周 産 期 に 必 要 な 検 査 処 方 が  

  で き る 様 に な る と 良 い  

・ 嘱 託 医 の 包 括 指 示 書 追 加 項  

  目 と し て  

乳 房 マ ッ サ ー ジ  0  ( 0. 0)   

乳 房 以 外 の マ ッ サ ー ジ 等  1  ( 0. 7) ・ 教 育  

超 音 波 検 査 に よ る 母 乳 分 泌

の 評 価  

5  ( 3. 6) ・ 教 育  
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超 音 波 検 査 に よ る 産 後 乳 腺

炎 の 確 認  

7  ( 5. 1) ・ 教 育  

双 合 診  3  ( 2. 2) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

膣 鏡 診 に よ る  

子 宮 口 、 膣 等 の 確 認  

2  ( 1. 4) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

マ タ ニ テ ィ ブ ル ー ズ 、  

産 後 う つ の  

ス ク リ ー ニ ン グ  

1 2 (8 .7) ・ 教 育  

・ E PD S 表 で の 評 価  

・1 ヶ 月 健 診 で チ ェ ッ ク す る よ  

 う に し た い （ 2 週 間 の 体 重 測  

 定 時 も ）  

母 親 の 1 ヶ 月 健 診  0  ( 0. 0)   

そ の 他  1  ( 0. 7) ・ 超 音 波 に よ る 子 宮 、 卵 膜 の  

  確 認  

・ 資 金 の や り く り  
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表 Ⅲ － 13－ 4 現 在 実 施 し て い な い が 今 後 実 施 し た い 業 務  

実 施 す る た め に ど ん な 条 件 が 整 え ば よ い か 【 新 生 児 に 関 す る こ と 】  

                            n=140  

項 目  回 答 人 数 （ ％ ）  
実 施 の た め の 必 要 条 件 に つ い

て の 回 答  

新 生 児 仮 死 時 の 蘇 生  0  ( 0. 0)   

新 生 児 仮 死 時 の 酸 素 投 与  1  ( 0. 7)  

巨 大 児 、 低 出 生 体 重 児 、  

G BS＋ 等 の  

血 糖 測 定  

1 0 (7 .2) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・機 器 レ ン タ ル や 購 入 の 融 資  

 et c. 

・ 測 定 機 器 購 入  

・ 測 定 器 具 を そ ろ え る  

児 嘔 吐 時 の 胃 内 吸 引  1  ( 0. 7)  

新 生 児 膿 漏 眼 予 防 の 点 眼 薬

投 与  

2  ( 1. 4) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・医 師 の 指 示 な く で も 直 接 薬  

 剤 を 処 方 、 購 入 、 施 行 で き  

 る よ う に し て ほ し い  

お む つ か ぶ れ の 軟 膏 処 方  5  ( 3. 6) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・医 師 の 指 示 な く で も 直 接 薬  

 剤 を 処 方 、 購 入 、 施 行 で き  

 る よ う に し て ほ し い  

ビ タ ミ ン K 2 の 投 与  1  ( 0. 7) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・医 師 の 指 示 な く で も 直 接 薬  

 剤 を 処 方 、 購 入 、 施 行 で き  

 る よ う に し て ほ し い  
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総 ビ リ ル ビ ン 採 血 検 査  6  ( 4. 3) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 嘱 託 医 と の 話 し 合 い  

マ ス ス ク リ ー ニ ン グ 採 血  0  ( 0. 0)   

新 生 児 聴 覚 ス ク リ ー ニ ン グ  1 3 (9 .4) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 医 師 会 の 理 解  

・ 機 材 の 確 保  

・ A BR 機 器 の 貸 出  

・ 機 器 が 高 額  

間 接 型 高 ビ リ ル ビ ン 血 症  

の 光 線 療 法  

1 4 (1 0.1 ) ・ 法 の 整 備  

・ 教 育  

・ 機 材 の 確 保  

・ 嘱 託 医 と の 話 し 合 い  

・ 資 金 調 達  

・ 十 分 な 取 り 扱 い 説 明  

・医 師 の 指 示 で あ れ ば や っ て  

 い る 。 結 果 を 報 告 し 、 指 示  

 を 受 け る こ と で 治 療 で き た  

 ら 母 子 の 負 担 は 減 る  

・予 防 的 処 置 の 範 囲 内 で 行 う  

・搬 送 か そ の 前 に す る こ と が  

 あ る  

乳 児 1 ヶ 月 健 診  2  ( 1. 4) ・ 法 の 整 備  

・公 費 健 診 の 用 紙 が 使 用 で き  

 る よ う に 改 善 を 望 む  

・小 児 科 へ の お 披 露 目 に 今 は  

 本 人 の 好 き な ク リ ニ ッ ク に  

 行 っ て い る  

そ の 他  0  ( 0. 0)   
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第Ⅳ章  「助産業務」の明確化を実現するための方策の分析  

－看護界で過去に取られてきた方策の分析(通知からの分析)－ 

 助 産 師 の 業 務 を 明 確 に し て い く た め に は 、法 令 の 中 で ど の よ う に 明 示

し て い く か が 重 要 で あ る 事 は 言 う ま で も な い 。  

 そ こ で 、本 研 究 で は 、看 護 界 で 業 務 を 明 確 に し て き た 実 績 を 分 析 す る

こ と と し 、過 去 に 発 出 さ れ た 通 知 を 検 索 し 、検 討 す る こ と と し た 。通 知

に 着 目 し た 理 由 は 、法 律 上 解 釈 が 不 明 確 と さ れ る 事 柄 に 対 し て 、行 政 の

解 釈 を 明 確 に 示 し た も の で あ る か ら で あ る 。  

 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 が 施 行 さ れ た 1948(昭 和 23)年 か ら 今 日 ま で の

保 健 師 、助 産 師 、看 護 師 (以 下 、看 護 師 等 )の「 業 務 」に 関 す る 通 知 を 検

索 し 、照 会 機 関 、内 容 、厚 労 省 か ら の 回 答 等 を 以 下 の 方 法 で ま と め 、問

題 点 を 提 案 す る 。  

 

Ⅳ -1.検索方法  

 検 索 手 順 と し て 、厚 生 労 働 省 法 令 等 デ ー タ ベ ー ス サ ー ビ ス「 通 知 検 索 」

か ら 、「 第 2 編 医 政 」→「 第 1 章 医 政 」→「 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 」の

順 に 全 通 知 を 検 索 し た （ 検 索 日 ： 2017 年 1 月 17 日 ） 。  

 検 索 さ れ た 中 か ら 、法 解 釈 の 照 会 に よ っ て 、厚 生 省 ま た は 厚 生 労 働 省

(2001[平 成 13]年 1 月 厚 生 省 と 労 働 省 が 統 一 さ れ 、厚 生 労 働 省 が 発 足 し

た )か ら 回 答 が あ っ た も の お よ び 通 達 さ れ た も の を 取 上 げ た 。そ の 場 合 、

厚 生 省 ･厚 生 労 働 省 か ら の 回 答 が 実 際 の 看 護 師 等 の 実 践 業 務 に 直 接 関 連

の 無 い も の に つ い て は 除 外 し た 。  

 検 索 さ れ た も の を 件 名 、発 翰 番 号 、発 翰 年 月 日 、照 会 機 関 、回 答 発 翰

元 、 回 答 内 容 に つ い て ま と め た 。  

 

Ⅳ -2.検索結果  

 検 索 さ れ た 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 に 係 る 通 知 86 件 の う ち 13 件 を 検 討

対 象 と し た 。 表 Ⅳ に 示 す 。  

 表 Ⅳ の 表 内 番 号 2,3,4,7,8 の 照 会 者 は 、 府 県 知 事 ま た は 県 衛 生 部 長 、

県 保 健 福 祉 部 長 で あ り 、い ず れ の 問 い 合 わ せ 内 容 も 、照 会 し た 業 務 が「 保

助 看 法 に 底 触 し て い な い か 」を 確 認 す る も の で あ っ た 。 5 は 定 期 航 空 協
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会 理 事 長 か ら 厚 生 労 働 省 へ の 照 会 で 、客 室 乗 務 員 の 業 務 に 関 す る 確 認 で

あ っ た 。  

 表 Ⅳ の 1,6,9,10,11,12,13 は 、照 会 は 無 い が 新 た に 法 律 が 制 定 さ れ た

り 、法 改 正 が 行 わ れ た 場 合 の 周 知 と 関 連 部 署 へ の 協 力 要 請 を す る も の で

あ っ た 。  

 

Ⅳ -3.結論  

 表 Ⅳ か ら も 看 護 職 の 業 務 が 法 改 正 と い う 手 続 き で は な く 、厚 生 労 働 省

か ら の 通 知 の 発 出 で 明 確 に な り 、医 療 ス タ ッ フ が 通 知 を も っ て 、安 心 し

て 業 務 が 遂 行 で き る 環 境 が 整 え ら れ て い る こ と が 分 か る 。  

 法 律 の 解 釈 が 不 明 確 な 場 合 に 、そ の 内 容 に つ い て 厚 生 労 働 省 に 照 会 す

る こ と は 、団 体 の 所 属 職 員 等 の 自 律 的 な 活 動 に 繋 げ る た め に き わ め て 重

要 で あ り 、 不 可 欠 な こ と だ と 言 え る 。  

 看 護 師 等 に と っ て は 、  

○ 「 助 産 師 の 血 圧 測 定 に つ い て 」 (昭 和 26 年 )  

○「 助 産 師 が 乳 房 マ ッ サ ー ジ を 業 と す る こ と に つ い て 」(昭 和 35 年 )  

○ 「 看 護 師 等 に よ る 静 脈 注 射 の 実 施 に つ い て 」 (平 成 14 年 ) 

○ 「 助 産 師 の 業 務 (内 診 等 )に つ い て 」 (平 成 14 年 ) 

○ 「 医 師 と 看 護 師 等 の 医 療 関 係 職 と の 役 割 分 担 」 (平 成 1 9  

  年 )  

・ 薬 剤 の 投 与 量 の 調 整  

・ 静 脈 注 射 （ 平 成 14 年 に 回 答 済 み ）  

・ 救 急 医 療 等 に お け る 診 療 の 優 先 順 位 の 決 定  

・ 入 院 中 の 療 養 生 活 に 関 す る 対 応  

・ 患 者 ・ 家 族 へ の 説 明  

・ 採 血 、 検 査 に つ い て の 説 明  

・ 薬 剤 の 管 理  

・ 医 療 機 器 の 管 理  

以 上 の 業 務 が 、 通 知 に よ り 明 確 化 ・ 明 文 化 さ れ て い る 。  

 本 研 究 の 第 Ⅲ 章 で 明 ら か に し た 助 産 師 業 務 の 明 確 化 が 必 要 な 以 下 の

事 項 の 関 し て は 、「 通 知 」 を 活 用 し て い く こ と が 必 要 で あ る と 考 え る 。  
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 例 え ば 助 産 師 の 場 合 は 、職 能 団 体 で あ る 日 本 助 産 師 会 会 長 か ら 厚 生 労

働 省 に 対 し て 照 会 し 、回 答 を 得 る こ と が 助 産 師 の 業 務 の 明 確 化 と 名 実 共

に 業 務 の 拡 大 に 繋 が る と 考 え る 。  

 以 下 、 研 究 者 が 考 え る 照 会 内 容 を 例 示 す る 。  

  ①「 臨 時 応 急 の 手 当 」の 具 体 的 な 項 目：例 え ば 、会 陰 切 開 、会 陰 縫  

   合 等 。  

  ② 助 産 師 が 使 用 で き る「 診 療 機 械 」の 具 体 的 な も の：超 音 波 診 断 装  

   置 、 分 娩 監 視 装 置 等  

  ③ 保 助 看 法 第 三 条 の 助 産 師 が 行 う 保 健 指 導 の 対 象 の 拡 大  

  ④ 嘱 託 医 師 の 選 任  
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表  

 

表 Ⅳ：厚 生 労 働 省 発 出 通 知 の う ち 、保 健 師 看 護 師 助 産 師 法 に お け る「 業

務 」 に 関 連 す る 照 会 と 回 答 (一 部 抜 粋 ）  
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表 Ⅳ  厚 生 労 働 省 発 出 通 知 の う ち 、 保 健 師 看 護 師 助 産 師 法 に お け る  

「 業 務 」 に 関 連 す る 照 会 と 回 答 (一 部 抜 粋 ）  

 

 

件名 発翰番号
発翰

年月日

照会発翰元
または
通知先

回答発翰元 主な内容の抜粋・要約

1
保健婦助産婦看護婦法の一部
改正について

看第五三号
昭和26年
4月25日

各都道府県
衛生部長

厚生省
医務局看護課長

保健師助産師看護師法の一部改正について、改正の経緯や要点を
解説。
・甲種乙種の区別を廃止し「看護婦」一本建としたこと。
・保健婦、助産婦の教育水準は看護婦教育が滲透教育となること
　により、それぞれ最低六カ月の純粋な専門教育としたこと。
・新たに准看護婦の制度を新たに設けたこと。
・上記に関連することは、しばらくの猶予期間を設ける
・旧看護婦規則で免許を得た看護婦が新法看護婦免許を取得する
　方法
など

2 助産婦の血圧測定について 医収第三〇三号
昭和26年
6月7日

佐賀県知事
厚生省
医務局長

照会：医第三○一号で「血圧、握力、肺活量の測定を業とする者
の取締について」青森県衛生部長に回答のあったものでは血圧測
定は医行為と考えられる旨とあり、助産婦が血圧測定をする場合
は医師法違反として取締りの対象になるか

回答：助産婦が妊産婦の保健指導上必要な範囲において血圧測定
をなすことは、助産婦の業務に当然附随する行為(保健婦助産婦看
護婦法第三十七条但書)として許されるものと解する。

医事法規の疑義について
(照会)

医第七四九号
昭和30年
7月25日

照会：保助看養成所指定規則第九条の実習施設について具体的指
示を求めた。

医事法規の疑義について
(回答)

医発第一〇五号 昭和31年
2月11日

回答：臨床実習施設を指定する場合主たる施設において十分な実
習ができるときは、原則として他の施設を指定することはできな
い。

助産婦が乳房マッサージを業
とすることについて(照会)

三五医第二九三
号

昭和35年
2月25日

照会：助産婦が乳房マッサージをすることについてあん摩師等関
係団体からこれの取締を要望されている。
助産婦が病院又は診療所以外の場所(助産所又は自宅或いは出張の
形式)で当該助産婦の介助以外のじょく婦又は一般婦人を対象とし
て乳汁の分泌促進又は分泌過多の乳汁うっ滞による疼痛緩和の目
的で、乳房マッサージを業とする場合
１　助産婦がこれを業とすることができるかどうか
２　医師の指示又は紹介があった場合、助産婦がこれを業とする
ことができるかどうか
３　右の1及び2の法的根拠

助産婦が乳房マッサージを業
とすることについて(回答)

医発第四六八号 昭和35年
6月13日

回答：乳房マッサージは、妊婦又はじょく婦に対して保健指導の
範囲で行なうものであれば、助産婦の本来の業務内容の一部で
あって(保健婦助産婦看護婦法第三条)、助産婦は、法第三十八条
に規定する場合を除いては、医師の指示等を受けないでこれを行
なうことができ、傷病者又はじょく婦に対して療養上の世話又は
診療の補助の範囲で行なうものであれば、看護婦の業務として、
法第三十一条第二項の規定により、これを行なうことができる(た
だし、法附則第五十二条第四項に規定する者を除く。)。
また、一般婦人の意味が明確でないが、授乳期にある婦人に対し
保健婦の名称を用いないで、乳汁促進等の指導を行なうことは、
助産婦にとって禁止されている行為ではない。

航空機に搭載する除細動器の
使用について(照会)

定航協第51号
平成13年
12月12日

照会：航空機内において、ドクターコールしても医師等の速やか
な対応を得られない場合に、客室乗務員が緊急やむを得ない措置
として搭載の除細動器を使用しても、医師法第17条違反又は保健
婦助産婦看護婦法第31条違反を構成しないと考えるが如何。

航空機に搭載する除細動器の
使用について(回答)

医政医発第123号
平成13年
12月18日

回答：2001年12月12日付け定航協第51号にて照会のあった標記の
件については、貴見のとおりと思料する。

6
看護師等による静脈注射の実
施について

医政発
第0930002号

平成14年
9月30日

各都道府県
知事

厚生労働省
医政局長

標記については、これまで、厚生省医務局長通知(昭和26年9月15
日付け医収第517号)により、静脈注射は、医師又は歯科医師が自
ら行うべき業務であって、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第
203号)第5条に規定する看護師の業務の範囲を超えるものであると
してきたところであるが、今般、平成14年9月6日に取りまとめら
れた「新たな看護のあり方に関する検討会」中間まとめの趣旨を
踏まえ、下記のとおり取り扱うこととしたので、貴職におかれて
は、貴管下保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対し
て周知方お願いいたしたい。
なお、これに伴い、厚生省医務局長通知(昭和26年9月15日付け医
収第517号)及び同通知(昭和26年11月5日付け医収第616号)は、廃
止する。
・看護師等が静脈注射を行うことは、「保健師助産師看護師法第5
　条に規定する診療の補助行為の範疇として取り扱う」
・(1)　医療機関においては、看護師等を対象にした研修を実施す
　るとともに、静脈注射の実施等に関して、施設内基準や看護手
　順の作成・見直しを行い、また個々の看護師等の能力を踏まえ
　た適切な業務分担を行うこと。
　(2)　看護師等学校養成所においては、薬理作用、静脈注射に関
　する知識・技術、感染・安全対策などの教育を見直し、必要に
　応じて強化すること。

4
高知県
厚生労働部長

厚生省
医務局長

5
定期航空協会
理事長

厚生省
医務局医事課長

3 滋賀県知事
厚生省
医務局長
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助産師の業務について(照会) 医第570号
平成14年
11月5日

照会：内診、会陰保護等の胎児の娩出介助、胎盤娩出介助は、保
健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第3条で規定する助産
であり，助産師又は医師以外の者が行ってはならないと解する
が，貴職の意見をお伺いしたい。

助産師の業務について(回答)
医政看発
第1114001号

平成14年
11月14日

回答：貴見のとおりと解する。

産婦に対する看護師業務につ
いて(照会)

16保(医)
第379号

平成16年
9月3日

照会：下記の行為については、保健師助産師看護師法(昭和23年法
律第203号)第5条に規定する診療の補助には該当せず、同法第3条
に規定する助産に該当すると解するが、貴職の意見をお伺いした
い。
記
産婦に対して、子宮口の開大、児頭の下降度等の確認及び分娩進
行の状況把握を目的として内診を行うこと。
但し、その際の正常範囲からの逸脱の有無を判断することは行わ
ない。

産婦に対する看護師業務につ
いて(回答)

医政看発
第0913002号

平成16年
9月13日

回答：貴見のとおりと解する。

9
分娩における医師、助産師、
看護師等の役割分担と連携等
について

医政発
第0330061号

平成19年
3月30日

各都道府県
知事

厚生労働省
医政局長通知

・妊娠、分娩産褥、育児において、医師、助産師、看護師の役割
　分担及び連携が必要。
・「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の
　一部を改正する法律」の成立により、安全な周産期医療体制
　が構築されるように配慮を望む。
・厚生労働省においても助産師確保に係る各般の施策を講じて
　いるので、各都道府県でも助産師の養成に御協力願いたい。

10
医師及び医療関係職と事務職
員等との間等での役割分担の
推進について

医政発第
1228001号

平成19年
12月18日

各都道府県
知事

厚生労働省
医政局長通知

医師法(昭和23年法律第201号)等の医療関係法令により各職種に認
められている業務範囲の中で、各医療機関の実情に応じて、関係
職種間で適切に役割分担を図り、業務を行っていくことが重要で
ある。
このため、今般、医師等でなくても対応可能な業務等について下
記のとおり整理した。

看護師に関して
・事前の指示に基づきその範囲内で薬剤の投与量を調整すること
　(医師の指示の下で行う看護に含まれる)
・静脈注射（平成14年に回答済み）(診療の補助）
・救急医療等における診療の優先順位の決定
・入院中の療養生活に関する対応
・患者・家族への説明
・採血、検査についての説明
・薬剤の管理
・医療機器の管理
など

11

介護サービスの基盤強化のた
めの介護保険法等の一部を改
正する法律等の公布について
(情報提供)

医政医発
0622第4号
医政看発
0622第1号

平成23年
6月22日

各都道府県
知事

厚生労働省
医政局看護課長

平成23年6月22日付けで「介護サービスの基盤強化のための介護保
険法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第72号。以下「改正
法」という。)が公布されたことを受け、厚生労働省老健局長から
各都道府県知事あてに、別添のとおり通知が発出されたところで
す。
改正法では、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)
を改正し、介護福祉士については、都道府県知事の登録を受けた
事業所において、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の
規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等(具体的には、口
腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう・腸ろ
う・経鼻経管栄養とする予定。)を行うことを業とすることができ
ることとしています。(別添第6の一。平成24年4月1日施行。)
など

12

保健師助産師看護師法第37条
の2第2項第1号に規定する特
定行為及び同項第4号に規定
する特定行為研修に関する省
令の施行等について

医政発
0317第1号

平成27年
3月17日

各都道府県
知事

厚生労働省
医政局長

特定行為に係る看護師の研修制度については、地域における医療
及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関
する法律(平成26年法律第83号)により、保健師助産師看護師法(昭
和23年法律第203号。以下「法」という。)の一部が改正され、平
成27年10月1日から施行されることとなった。
特定行為研修省令の理解と協力を求める。

13
看護師等が行う診療の補助行
為及びその研修の推進につい
て

医政看発
1001第1号

平成27年
10月1日

各都道府県
知事

厚生労働省
医政局看護課長

特定行為に係る看護師の研修制度(以下「本制度」という。)につ
いては、「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する
特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平
成27年厚生労働省令第33号)」が公布され、平成27年10月1日から
施行されることとなった。
本制度の施行により、手順書により特定行為を行う看護師に特定
行為研修の受講が義務付けられたところであるが、医療安全の確
保のためには、特定行為と同等に行為の侵襲性が高く、かつ技術
的な難易度が高い医行為であって、特定行為に該当しないと整理
されたものについても、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第
203号)等の規定に基づき、研修を行っていくことが重要である。
「経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの挿管」、「経口
用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの抜管」、「直腸内圧測
定」、「膀胱内圧測定」「褥瘡又は慢性創傷における血管結さつ
による止血」の5項目については、従来通り診療の補助行為と指定
師の指示の元に看護師が実施できるが、難易度が高く、現在は特
定行為から外されている。しかし、病院等開設者は看護師等が自
ら研修を受ける器械を確保できるよう協力を求める。

7
鹿児島県
保健福祉部長

厚生労働省
医政局看護課長

厚生労働省 法令等データベースサービスより抜粋して研究者が作成(検索日：2017年1月17日）
「主な内容の抜粋･要約」欄において、明朝体文字は原文抜粋、ゴシック文字は研究者要約。

8
愛媛県
保健福祉部長

厚生労働省
医政局看護課長
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第Ⅴ章  助産師業務の明確化および助産師の質の向上に向け

ての取り組みの提案  

Ⅴ -1.助産師の業務としての「助産」の明確化・明文化  

 助 産 師 が 社 会・時 代 の ニ ー ズ に 対 応 し た 役 割 を 果 た し て い く た め に は

保 助 看 法 の 助 産 師 業 務 の 範 囲 と 対 象 者 の 範 囲 を 時 代・社 会 の ニ ー ズ に 合

わ せ て 改 定 し て い か な け れ ば な ら な い と 考 え る 。 現 在 の 保 助 看 法 は 、

1899(明 治 32)年 に 制 定 さ れ た 「 産 婆 規 則 」 と 業 務 内 容 が 殆 ど 変 わ っ て

い な い 。医 療 技 術 の 進 歩 、社 会 経 済 の 発 展 、教 育 水 準 の 上 昇 な ど 、助 産

師 を 取 り 巻 く 環 境 は 明 治 時 代 と は 大 き く 変 化 し て お り 、法 律 上 の 業 務 内

容 の 規 定 が 社 会 の 変 化 に 追 い 着 い て い な い 。時 代・社 会 の ニ ー ズ に 対 応

し た 実 践 を し て い く に は 、助 産 師 自 ら が そ れ を 改 定 す る た め に 働 き か け

て い か な け れ ば な ら な い 責 務 が あ る と 考 え る 。こ の こ と は 、社 会 に 対 し

て 、 助 産 師 の 役 割 を 明 確 に し て い く 上 で も 必 要 で あ る 。  

 保 助 看 法 で は 、 第 三 条 で 助 産 師 の 業 を 「 助 産 」「 妊 婦 、 褥 婦 、 新 生 児

の 保 健 指 導 」と し 、第 三 十 七 条 で は「 へ そ の 緒 を 切 り 、浣 腸 を 施 し そ の

他 助 産 師 の 業 務 に 当 然 に 付 随 す る 行 為 」「 臨 時 応 急 の 手 当 」 と 規 定 し て

お り 、 助 産 師 の 業 務 に は 異 常 を 伴 わ な い も の に 限 定 し て い る 。  

 「 助 産 」の 代 表 的 な 業 務 の 例 示 を 、明 治 時 代 か ら 変 わ ら な い「 臍 帯 を

切 り 、浣 腸 を 施 す 」か ら 、助 産 を 取 り 巻 く 時 代・社 会 の 変 化 に 伴 う 行 為

に 変 更 し 、さ ら に「 臨 時 応 急 の 手 当 」が 助 産 業 務 と し て 明 示 さ れ て い る

こ と か ら 、分 娩 の 正 常 と 異 常 (非 正 常 )と の 区 別 を 明 確 に し 、妊 産 婦 が「 い

つ で も ど こ で も 産 め る 」環 境 を 整 え る た め の 制 度 の 整 備 に 向 け た 提 言 を

し て い く 必 要 が あ る 。  

 そ こ で 、こ こ で は 助 産 師 の 業 務 の 1 つ で あ る「 助 産 」に つ い て 分 娩 を

中 心 に 考 察 を 加 え る 。  

 

1) 「 助 産 」 の 正 常 分 娩 に お け る 業 務 に 関 す る 明 確 化 ・ 明 文 化  

 助 産 師 が 係 る 分 娩 に お け る「 助 産 」は 、医 師 の 指 示 が な い 状 態 で 薬 品

や 娩 出 の た め の 医 療 機 械 を 使 用 し な い (第 三 十 七 条 )、女 性 の 生 理 的 機 能
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を 充 分 に 発 揮 し た「 自 然 分 娩 」へ の 係 り で あ る 。正 常 に 経 過 し て い る 分

娩 で は 、産 婦 の 充 分 な 睡 眠・休 息 、栄 養 の 確 保 、出 産 に 対 す る 意 欲 等 産

婦 の 心 身 と も に 健 康 状 態 を 整 え 、 分 娩 三 要 素 と 言 わ れ る 「 産 道 」「 娩 出

力 」「 胎 児 お よ び そ の 付 属 物 」 の 調 和 が 取 れ る こ と で 出 産 が で き る 。 こ

の 分 娩 三 要 素 を 助 産 師 の 介 入 で 整 え て い く こ と で あ る 。そ れ に は 、分 娩

進 行 に お け る 観 察 か ら 出 産 状 況 を 予 測 し て 、産 婦 の 体 位・体 勢 を 整 え た

り 、歩 行 を 促 し た り 、呼 吸 を 整 え 、努 責 の 指 導 を し た り 、リ ラ ッ ク ス を

促 す た め の 環 境 を 整 え た り 、家 族 へ の 指 導 を し た り す る 。助 産 師 は 分 娩

が 始 ま っ て か ら 終 了 す る ま で 、常 に 産 婦 の 傍 に 寄 り 添 い 支 援 す る 。こ の

過 程 が 、周 産 期 医 療 の 安 全 確 保 に は 必 要 で あ り 、助 産 師 が 行 っ て い る「 助

産 」で あ る 。異 常 に 傾 い た 時 に は 、早 期 に 正 常 に 回 復 さ せ る 、ま た は 臨

時 応 急 の 手 当 を し て 母 子 の 生 命 を 守 ら ね ば な ら ず 、妊 産 婦 の 状 況 観 察 ・

診 断 に 使 用 す る 機 器 は 、医 師 も 助 産 師 も 同 じ よ う に 使 用 で き る こ と が 妊

産 婦 の 安 全 性 の 確 保 の た め に 不 可 欠 で あ る 。保 助 看 法 第 三 十 七 条「 ～ た

だ し 、臨 時 応 急 の 手 当 を し 、又 は 助 産 師 が へ そ の 緒 を 切 り 、浣 腸 を 施 し

そ の 他 助 産 師 の 業 務 に 当 然 に 付 随 す る 行 為 を す る 場 合 は 、こ の 限 り で な

い 。」に 謳 わ れ て い る「 診 療 機 械 」の 代 表 は 、「 へ そ の 緒 を 切 る 」た め の

臍 帯 剪 刀 で あ り 、「 医 薬 品 」は 浣 腸 液 で あ る 。助 産 師 が 安 全 に 使 用 で き 、

ま た 産 婦 の 視 座 か ら 見 た 安 心 と 安 全 を 確 保 す る た め の 「 診 療 機 械 」 は 、

分 娩 進 行 等 を 観 察 す る 医 療 機 器 、例 え ば 、分 娩 監 視 装 置 や 超 音 波 診 断 装

置 は 、助 産 師 に と っ て も 不 可 欠 な 医 療 機 器 で あ る 。本 研 究 で 行 っ た 調 査

で も 、 そ れ ぞ れ 84.1％ 、 66.4％ の 助 産 所 に 既 に 設 置 さ れ て い る 。 エ ビ

デ ン ス に 基 づ く 助 産 ガ イ ド ラ イ ン —分 娩 期 2012(日 本 助 産 師 会 2012)で

も 、「 最 近 は 、 助 産 所 か ら 病 院 へ 搬 送 し た 際 に 、 搬 送 先 で  CTG ※ 1 モ ニ

タ ー の 記 録 提 出 が 求 め ら れ て い る 。助 産 所 入 院 時 点 の 胎 児 の 健 康 状 態 を

示 す た め に も 、 入 院 時 に は  CTG の 装 着 が 奨 め ら れ る 。」 と あ る よ う に 、

既 に「 助 産 師 の 業 務 に 当 然 に 付 随 す る 行 為 」と し て 分 娩 監 視 装 置 の 使 用

が 認 識 さ れ て い る が 、法 令 (通 知 も 含 む )上 は 明 文 化 さ れ て お ら ず 、社 会

的 に 助 産 師 の 業 務 を 明 確 に す る 上 で も 法 令 に お け る 明 文 化 が 必 要 で あ

る 。（ ※ 1 CT G： Ca rd io Toc oG ram 胎 児 心 拍 陣 痛 図 ）  

 ま た 、出 産 時 に は 会 陰 裂 傷 が 起 る 可 能 性 が あ る た め 、助 産 師 は「 会 陰

保 護 」と 言 う 技 術 を 考 案 し 、「 会 陰 が 切 れ な い お 産 」の 努 力 を し て き た 。   
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 日 本 国 内 に お け る 開 業 助 産 所 分 娩 時 の 会 陰 裂 傷 の 発 生 率 は 34.1％ で

あ り (毛 利 ら 2012)、 そ の 大 部 分 が 会 陰 1 度 お よ び 2 度 裂 傷 で あ っ た 。

会 陰 1 度 裂 傷 は 会 陰 皮 膚 の み ま た は 腟 壁 粘 膜 表 面 の み 、会 陰 2 度 裂 傷 は

会 陰 筋 層 ま で の 裂 傷 で あ る 。し か し 、胎 児 仮 死 等 の 異 常 が 見 ら れ 、急 速

遂 娩 が 必 要 だ と 判 断 し た 場 合 に は 会 陰 の 伸 展 が 不 十 分 で あ っ て も 努 責

を か け て 出 産 さ せ 、そ の 結 果 会 陰 裂 傷 が 起 き た り 、会 陰 切 開 が 必 要 に な

る こ と が あ る 。助 産 師 は 保 助 看 法 上 、こ れ ま で 会 陰 縫 合 を 業 務 と し て 実

施 で き な か っ た た め に 、会 陰 保 護 と 言 う 技 術 を 身 に つ け 、産 婦 の 会 陰 を

守 っ て き た 。そ れ で も 前 述 の 通 り 、裂 傷 が 起 こ る の は 、分 娩 に 備 わ っ た

現 象 で あ る と 捉 え る こ と が で き 、助 産 師 が 業 務 と す る「 臨 時 応 急 の 手 当 」

と し て 明 示 す る 必 要 が あ る 。こ の こ と に よ り 、助 産 婦 も 法 令 的 に 守 ら れ

た 上 で 実 施 す る こ と が で き る の で あ る 。自 然 治 癒 も あ り う る 会 陰 1 度 裂

傷 、会 陰 2 度 裂 傷 ま で の 会 陰 縫 合 は 助 産 師 が 行 え る こ と に す る こ と に よ

り 、医 師 の 処 置 を 待 つ 必 要 が 無 く 、縫 合 す る ま で の 時 間 の 短 縮 に 繋 が り 、

産 婦 へ の メ リ ッ ト が あ る と 考 え る 。  

  

2)「 臨 時 応 急 の 手 当 」 お よ び 判 断 を 的 確 に 行 え る た め に  

 地 域 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー に お け る 鈴 木 ら (2012)の 調 査 で は 、 自

宅 ・ 助 産 所 分 娩 で 31％ 、 本 研 究 で 行 っ た 助 産 業 務 の 実 態 で も 3.4～

13.9％ の 母 体 搬 送 が あ り 、開 業 助 産 所 が 扱 う ロ ー リ ス ク の 妊 産 婦 で さ え

も 、 妊 娠 ・ 分 娩 期 や 新 生 児 期 に は 医 療 機 関 へ の 搬 送 が み ら れ て い る 。  

 ま た 、妊 産 婦 死 亡 は 直 接 産 科 的 死 亡 ※ １ と 間 接 産 科 的 死 亡 ※ ２ お よ び 原

因 不 明 の 産 科 的 死 亡 に 分 類 さ れ る 。そ の う ち 、間 接 産 科 的 死 亡 は 妊 娠 前

か ら 妊 婦 に あ っ た 疾 患 の 合 併 や 障 害 、事 故 が 妊 娠・分 娩 の よ っ て 悪 化 す

る も の で あ る た め 、医 師 に よ る 妊 娠 管 理 が 必 要 で あ り 、開 業 助 産 所 が 扱

う ロ ー リ ス ク の 妊 産 婦 に は 当 た ら な い 。  

 一 方 、 直 接 産 科 的 死 亡 は 、 以 下 の 7 項 目 に 分 け ら れ て い る 。  

① 子 宮 外 妊 娠  

② 妊 娠・分 娩 及 び 産 じ ょ く に お け る 浮 腫 、た ん ぱ く 尿 及 び 高 血 圧 性  

 障 害  

③ 前 置 胎 盤 及 び (常 位 )胎 盤 早 期 剥 離 等  
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④ 分 娩 前 出 血 、 他 に 分 類 さ れ な い も の  

⑤ 分 娩 後 出 血  

⑥ 産 科 的 塞 栓 症  

⑦ そ の 他 の 直 接 産 科 的 死 亡  

 こ の う ち 、① ② お よ び ③ の 前 置 胎 盤 は 妊 娠 期 か ら の 医 師 に よ る 妊 娠 管

理 が 必 要 で あ る が 、③ の 常 位 胎 盤 早 期 剥 離 や ④ ⑤ ⑥ ⑦ は 、分 娩 時 に ロ ー

リ ス ク の 妊 産 婦 に も 起 り う る も の で あ る 。  

 ③ 常 位 胎 盤 早 期 剥 離 (以 下 、早 剥 )は 、正 常 位 置 す な わ ち 子 宮 体 部 に 付

着 し て い る 胎 盤 が 、妊 娠 中 ま た は 分 娩 経 過 中 の 胎 児 娩 出 以 前 に 子 宮 壁 よ

り 剝 離 す る も の と 定 義 さ れ て い る (日 本 産 科 婦 人 科 学 会 2014)。 早 剥 が

疑 わ れ る 場 合 の 検 査 と し て は 、① 超 音 波 検 査 、② 血 液 検 査 (凝 固 系 )、③

胎 児 心 拍 数 陣 痛 図 に よ る 監 視 な ど が 挙 げ ら れ て い る 。助 産 師 は「 臨 時 応

急 の 判 断 お よ び 手 当 」を 確 実 に 行 い 、早 期 の 対 処 が 要 求 さ れ る 。助 産 師

は 、早 剥 の 可 能 性 が あ る と 判 断 し た 場 合 に は 直 ち に 医 師 に 報 告 し 、医 師

の 診 療 を 請 う 必 要 が あ る が 、医 師 の 診 療 を 受 け る ま で の 経 過 を 把 握 す る

た め に は 、 超 音 波 検 査 や 胎 児 心 拍 数 陣 痛 図 に よ る 監 視 (分 娩 監 視 装 置 )

の 医 療 機 器 の 整 備 と そ れ を 正 し く 使 用 す る 高 度 な 技 術 の 習 得 が 必 要 で

あ る 。こ の た め に も 、産 科 領 域 で 日 常 的 に 使 わ れ て い る 医 療 機 器 を 助 産

師 が 法 令 上 使 え る よ う に す る 必 要 が あ る 。  

 そ の 他 の 診 療 機 械 に つ い て は 、本 調 査 に お い て は 簡 易 血 糖 測 定 器 の 設

置 率 は 55 .1％ で あ っ た 。「 日 常 行 っ て い る 業 務 」に お い て 、血 糖 測 定 に

関 す る 項 目 は 、「 妊 婦 に 関 す る こ と 」の「 随 時 血 糖 検 査 15.6％ 」（ P.103

図 Ⅲ － 12－ 1） と 「 新 生 児 に 関 す る こ と 」 の 「 巨 大 児 、 低 出 生 体 重 児 、

GBS＋ 等 の 血 糖 測 定 50.4％ 」（ P.106 図 Ⅲ － 12－ 4） で あ り 、 助 産 師 が 血

液 生 化 学 的 な 検 査 を 実 施 で き る こ と で 、妊 婦 健 診 や 異 常 の 早 期 発 見 に も

効 果 が 期 待 で き る と 考 え る 。  

 ま た 、臨 時 応 急 の 手 当 と し て の 必 要 な 薬 剤 の 投 与 、検 査 、処 置 等 は 時

代 と 共 に 変 わ っ て き た 。 本 調 査 で も 、「 産 婦 に 関 す る こ と 」 の 「 出 血 予

測 時 の 静 脈 確 保 70.9％ 」「 子 宮 収 縮 薬 投 与 (点 滴 )62.4％ 」（ P.104 図 Ⅲ －

12－ 2）、「 褥 婦 に 関 す る こ と 」 の 「 産 褥 期 の 異 常 出 血 時 静 脈 確 保 お よ び

輸 液 79.4％ 」（ P.105 図 Ⅲ － 12－ 3） 等 、 臨 時 応 急 の 措 置 で あ り な が ら 、
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既 に「 助 産 師 の 業 務 に 当 然 に 付 随 す る 行 為 」と も 捉 え ら れ る 業 務 が あ り 、

こ れ ら も 法 令 上 明 文 化 さ れ て も 良 い と 考 え る 。  

 

 周 産 期 の 緊 急 対 応 に 関 し て は 、 ALSO※ ３ (Advanced Life  S upport i n  

Obstetrics)や「 京 都 プ ロ ト コ ー ル ※ ４ 」、「 産 科 危 機 的 出 血 へ の 対 応 ガ イ

ド ラ イ ン 2016※ ５ 」な ど 、分 娩 取 扱 い 施 設 に お け る 急 変 時 の 円 滑 な 対 応

の た め の シ ス テ ム 作 り が な さ れ て い る 。い ず れ も 医 師 が 中 心 に な っ て い

る が 、正 常 分 娩 に 係 る 助 産 師 は 医 師 や そ の 他 医 療 従 事 者 間 の 連 携 を と る

た め に も 、 助 産 師 も 積 極 的 に 参 画 し て い く 必 要 が あ る 。  

 

 ※ １  直 接 産 科 的 死 亡 ： 妊 娠 時 に お け る 産 科 的 合 併 症 が 原 因 で 死 亡 し た も の 。 

    (厚 生 労 働 省 2 017 )  

 ※ ２  間 接 産 科 的 死 亡 ： 妊 娠 前 か ら 存 在 し た 疾 患 又 は 妊 娠 中 に 発 症 し た 疾 患   

    に よ り 死 亡 し た も の 。こ れ ら の 疾 患 は 、直 接 産 科 的 原 因 に よ る も の で は  

    な い が 、 妊 娠 の 生 理 的 作 用 で 悪 化 し た も の で あ る 。  

    (厚 生 労 働 省 2 017 ) 

 ※ ３  A LS O： Ad va nce d Li fe Sup po rt  in Obs te tr ic s の 略 で 、 19 91 年 に 米 国  

    一 般 診 療 科 医 師 2 名 で 考 案 さ れ た 、 医 師 や そ の 他 の 医 療 プ ロ バ イ ダ ー  

    が 、 周 産 期 救 急 に 効 果 的 に 対 処 で き る 知 識 や 能 力 を 発 展 ・ 維 持 す る た  

    め の 教 育 コ ー ス (周 生 期 医 療 支 援 機 構 20 16) 

 ※ ４  京 都 プ ロ ト コ ー ル ： 京 都 府 の 2 つ の 医 学 部 の 産 婦 人 科 と 救 急 医 学 の 4 

    講 座 が 協 力 し 、 産 科 医 の み な ら ず 救 急 医 が 全 面 的 に 協 力 し て 母 体 急 変  

    時 の 対 応 に 特 化 し た 蘇 生 プ ロ グ ラ ム (京 都 産 婦 人 科 救 急 診 療 研 究 会  

    2 01 6) 

 ※ ５  産 科 危 機 的 出 血 へ の 対 応 ガ イ ド ラ イ ン 20 16： 日 本 産 科 婦 人 科 学 会 、 日  

    本 産 婦 人 科 医 会 、日 本 周 産 期・新 生 児 医 学 会 、日 本 麻 酔 科 学 会 、日 本 輸  

    血 ・ 細 胞 治 療 学 会 の 5 団 体 が  201 0 年 に 提 言 し た 「 産 科 危 機 的 出 血 へ  

    の 対 応 ガ イ ド ラ イ ン 」を 周 産 期 医 療 の 進 歩 に 即 し て 修 正・改 訂 し 、産 科  

    危 機 的 出 血 の 発 生 を 回 避 す る と と も に 、 発 生 時 に 適 切 に 対 処 で き る た  

    め の ガ イ ド ラ イ ン  
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Ⅴ -2.女性の一生とそのパートナー を対象にした助産師による

保健指導  

 保 助 看 法 第 三 条 に お い て 、 助 産 師 は 「 妊 婦 、 じ ょ く 婦 若 し く は 新 生

児 の 保 健 指 導 を 行 う こ と を 業 と す る 」 と 謳 わ れ て い る 。  

 保 助 看 法 は 、助 産 師 が 行 う 保 健 指 導 は「 妊 婦 、じ ょ く 婦 若 し く は 新 生

児 」に 限 定 し て い る が 、助 産 師 の 業 務 を 規 定 し て い る 保 助 看 法 以 外 の 法

令 等 の 分 析 結 果 か ら も 明 ら か な よ う に 、助 産 師 が 行 う 保 健 指 導 の 対 象 者

は 、「 婦 人 」「 母 子 」「 母 性 」「 女 子 」「 乳 幼 児 」「 思 春 期 か ら 更 年 期

に 至 る 女 性 」と さ れ て い る 。助 産 師 が リ プ ロ ダ ク テ ィ ブ・ヘ ル ス に 貢 献

し て い く た め に は 、女 性 の 一 生 を 対 象 と し た 保 健 指 導 を 行 う 必 要 が あ る 。 

 助 産 師 が 乳 幼 児 か ら 始 ま る 性 と 生 殖 や 生 命 に 関 す る 健 康 教 育 、月 経 に

関 す る 健 康 教 育 、周 産 期 に 関 す る 保 健 指 導 、出 産 の 介 助 、乳 幼 児 の 育 児

指 導 、更 年 期 の 保 健 指 導 、閉 経 後 の 保 健 指 導 な ど す べ て の 発 達 段 階 に あ

る 女 性 と そ の パ ー ト ナ ー を 対 象 と し た 保 健 指 導 を 遂 行 す る こ と に よ り 、

人 口 減 少 社 会 、 健 康 寿 命 の 延 伸 な ど に 貢 献 し て い く こ と に な る 。  

 こ れ ら 助 産 師 が 対 象 と す る 保 健 指 導 の 範 囲 は 、助 産 師 教 育 に も 既 に 取

り 入 れ ら れ 、日 本 助 産 師 会 で も 日 本 看 護 協 会 で も 当 然 の よ う に 文 章 化 さ

れ て い る 。 保 助 看 法 上 の 保 健 指 導 に 含 め る 改 善 を し て い く 必 要 が あ る 。 

 

Ⅴ -3.助産師の活動する場所  

 2016(平 成 28)年 厚 生 労 働 省 か ら 提 示 さ れ た 、「 安 心・安 全 に 妊 娠・出

産 ・ 子 育 て の で き る 環 境 の 整 備 に つ い て 」 の 報 告 に お い て 、「 近 年 、 地

域 の つ な が り の 希 薄 化 等 に よ り 、妊 産 婦 等 が 孤 立 し 不 安 感 を 抱 え や す く

な っ て い る と 考 え ら れ る こ と か ら 、妊 娠・出 産 を 経 て 子 育 て 期 に 至 る ま

で 切 れ 目 な い 支 援 の 強 化 を 図 っ て い く こ と が 重 要 で あ る 。」と し て い る 。

こ れ は 、 2014(平 成 26 )年 12 月 の 「 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 総 合 戦 略 」

(平 成 26 年 12 月 27 日 閣 議 決 定 )を 受 け た も の で 、 具 体 的 な 方 策 と し て

妊 娠 期 か ら 子 育 て 期 ま で の 様 々 な ニ ー ズ に 対 し て 、総 合 的 相 談 支 援 を 提

供 す る ワ ン ス ト ッ プ 拠 点 と し て「 子 育 て 世 代 包 括 支 援 セ ン タ ー 」を 立 ち

上 げ る と と も に 、 お お む ね 2020(平 成 32)年 度 末 ま で に 全 国 展 開 を 目 指

す こ と と し て い る 。  
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 2014(平 成 26)年 の 就 業 助 産 師 (37,572 人 )の 就 業 場 所 は 、 87.8％ が 病

院 お よ び 診 療 所 で あ り 、 助 産 所 は 4.8％ (1,804 人 )で あ る 。 こ の た め 、

母 子 保 健 に 関 す る 地 域 で の 活 動 は 主 に 保 健 師 が 担 っ て い る 。し か し 、助

産 師 の 専 門 性 か ら 考 え る と 助 産 師 も 担 う い く べ き で あ る 。か つ て 、自 宅

分 娩 が 主 流 で あ っ た 時 代 に は「 母 子 保 健 相 談 支 援 事 業 」「 産 前・産 後  サ

ポ ー ト 事 業 」「 産 後 ケ ア 」 に つ い て も 、 地 域 に 居 る 助 産 婦 が 各 家 庭 を 回

り サ ポ ー ト し て き た 。本 研 究 の 実 態 調 査 に お け る 開 業 助 産 師 の「 今 後 の

展 望 」に も 、助 産 師 と し て の 働 き 方 と し て 、後 進 を 育 て な が ら 、地 域 と

の つ な が り を 求 め 、 地 域 で の 活 動 を 望 ん で い る 。   

 助 産 師 の 保 健 指 導 に 係 る 業 務 の 対 象 と な る 人 々 は 地 域 の 中 で 日 常 生

活 を 送 っ て い る 人 々 で あ る た め 、 多 く の 医 療 機 関 に 勤 務 す る 助 産 師 は 、

現 状 で は そ の 専 門 性 を 十 分 果 た せ な い 環 境 に あ る と 言 え る 。 医 療 安 全

(Client Safety )の 視 点 か ら み る と 、 出 産 は 医 療 機 関 で 行 う 場 合 で あ っ

て も 、そ れ 以 外 の 多 く は 生 活 圏 の 中 で の 支 援 が 必 要 で あ り 、助 産 師 が 対

象 者 の 生 活 圏 へ 積 極 的 に 出 向 く こ と を 検 討 し て い く 必 要 が あ る と 考 え

る 。  

 そ の 活 動 の 場 所 と し て は 、病 院・診 療 所 か ら の 出 張 妊 婦・褥 婦 健 診 や 、

院 内 助 産 、助 産 師 外 来 、開 業 助 産 所 、開 業 助 産 師 が 協 同 で 運 営 す る バ ー

ス セ ン タ ー な ど が 考 え ら れ る 。  

 

Ⅴ -4.開業助産所における嘱託医師のあり方  

 第 Ⅲ 章 で 述 べ た 開 業 助 産 所 が 現 在 抱 え て い る 大 き な 課 題 に 、嘱 託 医 師

の 確 保 の 困 難 さ が 挙 げ ら れ る (第 Ⅲ 章 P.55,63,69,73)。こ の 解 決 の た め

に は 、嘱 託 医 師 、嘱 託 医 療 機 関 の 確 保 を 開 業 助 産 所 の 助 産 師 に の み 任 せ

る の で は な く 、 国 全 体 と し て の 対 策 を 打 ち 出 す こ と が 不 可 欠 で あ る 。  

 具 体 的 な 方 策 と し て 、医 療 圏 単 位 で の 嘱 託 医 師 、嘱 託 医 療 機 関 の 契 約

を 規 定 し て い く こ と も 一 案 で あ る 。  

 嘱 託 医 師 、嘱 託 医 療 機 関 に つ い て は 、医 療 法 第 十 九 条 に 規 定 さ れ て い

る 。 1950(昭 和 25)年 に 制 定 さ れ た 医 療 法 は 、 1985(昭 和 60)年 の 第 一 次

改 正 に よ り 「 医 療 計 画 制 度 」 が 導 入 さ れ 、 以 後 改 正 を 重 ね て き た 。「 医

療 計 画 」の 基 本 方 針 (大 臣 告 示 )等 に つ い て は 、医 療 法 第 三 十 条 の 4 第 1

項 に 規 定 さ れ て お り 、「 都 道 府 県 は 基 本 方 針 に 即 し て 、 か つ 地 域 の 実 情
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に 応 じ て 医 療 計 画 を 定 め る 」と し て い る 。そ の 医 療 計 画 に は 、① 疾 病 ・

事 業 ご と の 医 療 体 制 (が ん 、脳 卒 中 、急 性 心 筋 梗 塞 、糖 尿 病 、救 急 医 療 、

災 害 時 に お け る 医 療 、 へ き 地 の 医 療 、 周 産 期 医 療 、 小 児 医 療 [小 児 救 急

を 含 む ])、② 居 宅 等 に お け る 医 療 、③ 医 療 従 事 者 の 確 保 、④ 医 療 の 安 全

の 確 保 、⑤ 施 設 の 整 備 目 標 、⑥ 基 準 病 床 数 な ど で あ る 。こ の 医 療 計 画 の

中 で 、医 療 従 事 者 の 確 保 、基 準 病 床 数 な ど が 検 討 さ れ て い る が 、そ の 地

域 に お け る「 医 師 が 係 る 正 常 妊 産 婦 、新 生 児 の 管 理 」と「 助 産 師 が 係 る

正 常 妊 産 婦 、新 生 児 の 支 援 」を 考 え る 場 合 、医 師 お よ び 病 院・診 療 所 に

勤 務 す る 助 産 師 と 開 業 助 産 師 を 合 わ せ た 数 で 検 討 す る 必 要 が あ る 。そ の

上 で 、医 療 介 入 が 必 要 な 救 急・周 産 期 医 療 を 充 足 さ せ 、医 療 介 入 が 必 要

で な い 対 象 者 に は 、助 産 師 の 所 属 場 所 に 関 係 な く 、助 産 師 と 対 象 者 と マ

ッ チ ン グ す る こ と を 考 え れ ば 良 い 。医 療 圏 は 都 道 府 県 が 制 定 す る 病 床 整

備 の た め に 医 療 法 に よ っ て 定 め ら れ た 単 位 で あ る 。開 業 助 産 所 は 1 次 医

療 圏 、2 次 医 療 圏 内 の 1 箇 所 以 上 の 嘱 託 医 師 ま た は 医 療 機 関 と の 契 約 が

締 結 で き る よ う 医 療 法 を 改 正 す る と 、開 業 助 産 所 は 医 療 圏 内 の 病 院・診

療 所 の 医 師 と 連 携 し な が ら 、対 象 者 に 係 る こ と が で き る 。助 産 師 が 係 る

い わ ゆ る 正 常 分 娩 等 は 必 ず し も 医 療 介 入 が 必 要 で は な い が 、医 療 処 置 が

必 要 に な る 可 能 性 を 持 っ て い る こ と を 考 え る と 、医 療 計 画 に あ る「 医 療

の 安 全 の 確 保 」の 対 策 を と ら な け れ ば な ら ず 、そ の た め の 嘱 託 医 師 と の

契 約 を ス ム ー ズ に で き る 仕 組 み を 国 と し て 整 え て い く 必 要 が あ る の で

は な い か と 考 え る 。  

 

Ⅴ -5.助産師教育の高度化の必要性  

 2009(平 成 21)年 の 保 助 看 法 改 正 お よ び 2011(平 成 23)年 に 文 部 科 学 省

高 等 教 育 局 長 か ら 発 出 さ れ た「 保 健 師 助 産 師 看 護 師 学 校 養 成 所 指 定 規 則

の 一 部 を 改 正 す る 省 令 の 公 布 に つ い て (通 知 )(22 文 科 高 第 976 号 平 成 23

年 1 月 6 日 )」に お い て 、助 産 師 の 修 業 年 限 は そ れ ま で の「 6 か 月 以 上 」

か ら 、「 1 年 以 上 」 に 延 長 さ れ た 。 し か し 、 助 産 師 教 育 が 大 学 学 部 教 育

の 統 合 カ リ キ ュ ラ ム の 中 で 行 わ れ て い る 実 態 が 未 だ あ り （ 文 部 科 学 省

2017）、 助 産 師 教 育 の 再 検 討 が 必 要 で あ る 。  

 文 部 科 学 省 は 、大 学 に お け る 看 護 系 人 材 養 成 の 在 り 方 に 関 す る 検 討 会  

最 終 報 告 (2011)を し 、 日 本 看 護 協 会 で も 文 部 科 学 省 に 要 望 書
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(2012,2013,2014,2015,2016 年 )を 提 出 し て 、 助 産 師 が 専 門 性 を 発 揮 す

る た め に は 、大 学 院 修 士 課 程 で の 教 育 が 必 要 だ と 述 べ て い る 。ま た 、全

日 本 助 産 師 教 育 協 議 会 (2017)で は 、助 産 師 の 資 格 取 得 時 の ミ ニ マ ム・リ

ク ワ イ メ ン ツ の 具 体 的 な 例 示 を し て 、教 育 の 質 を 保 つ こ と を 検 討 し て い

る 。  

 国 内 の 助 産 師 に 対 す る 大 学 院 教 育 は 、 徐 々 に 増 加 し て き て お り (文 部

科 学 省 2017)、専 門 職 大 学 院 で あ る 天 使 大 学 大 学 院 (2004～ )、聖 路 加 国

際 大 学 大 学 院 (2005～ )、国 際 医 療 福 祉 大 学 大 学 院 (2006～ )、東 京 女 子 医

大 大 学 院 、 日 本 赤 十 字 看 護 大 学 大 学 院 (2007～ )等 、 2015(平 成 27)年 現

在 、 国 公 私 立 合 わ せ て 32 大 学 院 で あ る 。  

 本 研 究 の 実 態 調 査 で も 明 ら か に な っ た よ う に 、現 在 、分 娩 監 視 装 置 は

84.1％ 、超 音 波 診 断 装 置 (経 腹 )は 66.4％ 、ド ッ プ ラ ー 胎 児 心 音 は 95.7％

の 助 産 所 が 設 置 し て お り (第 Ⅲ 章 P.57)、 開 業 助 産 師 は 、 こ れ ら の 医 療

機 器 を 使 用 し て 日 常 の 業 務 を 行 っ て い る 。従 来 用 い ら れ て い た「 ト ラ ウ

ベ (産 科 聴 診 器 )」 は 、 殆 ど 使 用 さ れ て い な い の が 現 状 で あ る 。  

 ま た 、「 臨 時 応 急 の 手 当 」を 行 う た め に は 、「 臨 時 応 急 の 判 断 」に お い

て 、超 音 波 検 査 や 分 娩 監 視 装 置 等 も 必 須 と な る 。そ う 考 え る と 、開 業 助

産 所 に 既 に 設 置 さ れ て い る そ の 他 の 診 療 機 器 に 関 し て も 、臨 時 応 急 の 場

合 だ け で な く 、正 常 に 経 過 し て い る 妊 産 婦 に 対 し て も 活 用 し て い く 仕 組

み (制 度 )を 提 案 し て い く こ と は 、 医 療 安 全 (C lient safety)の 視 点 か ら

も 当 然 の こ と だ と 考 え る 。  

 助 産 師 の 業 務 の 拡 大 を 検 討 す る 上 で は 、教 育 も 同 時 に 進 め て い き 、実

績 を 積 む こ と が 社 会 的 に も 必 要 で あ る 。  

 助 産 師 教 育 の 高 度 化 は 、単 に 超 音 波 診 断 装 置 の 正 し い 知 識 や 技 術 習 得

だ け で な く 、京 都 プ ロ ト コ ー ル 、 ALSO(Ⅴ -1P.135)、 NCPR(第 Ⅲ 章 P.79)

な ど 緊 急 時 の 対 応 に お け る 教 育 プ ロ グ ラ ム を 助 産 師 教 育 に 取 り 入 れ る

必 要 が あ る 。  

 現 在 、大 学 院 修 士 課 程 に お い て 行 っ て い る 教 育 に つ い て 、 A 大 学 院 の

シ ラ バ ス (資 料 Ⅳ )を 参 考 に 見 る と 、超 音 波 診 断 、母 体 及 び 新 生 児 蘇 生 等

に つ い て の 時 間 が 取 ら れ 、助 産 師 基 礎 教 育 お よ び 継 続 教 育 の 高 度 化 が 伺

え る 。  
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Ⅴ -6.自 律 的 な 活 動 を 目 指 し た 助 産 師 業 務 に 必 要 な 明 文 化 の  

提案  

 以 上 の こ と か ら 、 助 産 師 の 業 務 の 明 文 化 の 例 示 と し て 、  

① .保 助 看 法 第 三 十 七 条 の「 助 産 師 の 業 務 に 当 然 に 付 随 す る 行 為 」に は 、  

  超 音 波 診 断 装 置 や 分 娩 監 視 装 置 等 の 医 療 機 器 の 使 用 を 含 む こ と 。  

② .保 助 看 法 第 三 十 七 条 の 薬 品 に 該 当 す る「 浣 腸 ｣の 部 分 を 疾 病 予 防 の た  

  め に 全 乳 幼 児 に 投 与 を 推 奨 す る ビ タ ミ ン K 製 剤 (ケ イ ツ ー シ ロ ッ プ  

  ®)等 に し 、「 助 産 師 の 業 務 に 当 然 に 付 随 す る 行 為 」と し て そ の 処 方 権  

  を 与 え る こ と 。  

③ .保 助 看 法 第 三 十 七 条 の 「 臨 時 応 急 の 手 当 」 に は 、 緊 急 対 応 と し て 行  

  う 会 陰 切 開 ・ 会 陰 縫 合 (対 応 す る 裂 傷 程 度 は 今 後 検 討 が 必 要 )を 含 む  

  こ と 。  

④ .保 助 看 法 第 三 条 「 妊 婦 、 じ よ く 婦 若 し く は 新 生 児 の 保 健 指 導 」 は 、  

  女 性 の 生 涯 に 係 る 保 健 指 導 と し て 、 リ プ ロ ダ ク テ ィ ブ ・ ヘ ル ス の 視  

  点 か ら 、 女 性 と そ の パ ー ト ナ ー を 対 象 に す る こ と 。  

 こ れ ら を 厚 生 労 働 省 が 発 出 す る 通 知 に よ り 、明 確 に し て い く こ と を 提

案 す る 。但 し 、上 記 ① ② ④ に 関 し て は 、保 助 看 法 上 の 規 定 も 変 更 す る こ

と と す る 。  
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資 料 Ⅰ - 1  助 産 師 (婦 )に 係 る 「 統 計 情 報 」 関 連 の 通 知     

件 名  発 出 年

月 日  

種 別 ・

番 号  

内 容  助 産 師 の 業 務  対 象  

「 ポ ツ

ダ ム 宣

言 の 受

諾 に 伴

い 発 す

る 命 令

に 関 す

る 件 に

基 く 厚

生 省 関

係 諸 命

令 の 措

置 に 関

す る 法

律 」 の 施

行 に 伴

う 「 死 産

の 届 出

に 関 す

る 規 程 」

の 措 置

に つ い

て  

昭 和 2 7

年 6 月

1 2 日  

発 統 第

1 号  

第 二  改 正 の 主 要 事 項  

三  規 程 第 八 条 に 規 定 す る「 死 産 に 立

ち 会 つ た 者 の 死 産 立 会 証 書 」を「 死 産

の 事 実 を 証 す べ き 書 面 」 に 改 め た の

は 、「 死 産 立 会 証 書 」 は 現 実 に 死 産 に

立 ち 会 っ た 者 が 、作 成 す る こ と と さ れ

て い た た め 特 殊 な 場 合 に は 、右 の 者 が

お ら ず 従 っ て 死 産 届 書 の 添 付 書 類 が

全 く 得 ら れ な い 場 合 が あ っ た が 、こ の

法 文 上 の 不 備 を 改 正 し た も の で あ る

こ と 。  

従 っ て 「 死 産 の 事 実 を 証 す べ き 書 面 」

の 取 扱 に つ い て は 次 の 諸 点 に 留 意 す

る こ と 。  

1  そ の 作 成 者 は 、 死 産 の 事 実 を 証 明

し う る も の で あ れ ば 足 り 、必 ず し も 現

実 に 死 産 に 立 ち 合 っ た 者 で あ る 必 要

は な い の で あ る が 、本 書 の 作 成 は や む

を 得 な い 事 由 の た め 医 師 又 は 助 産 婦

の 死 産 証 書 又 は 死 胎 検 案 書 が 得 ら れ

な い 特 殊 な 場 合 に の み 認 め ら れ る 趣

旨 で あ っ て 、故 意 又 は 怠 慢 に よ り 死 産

証 書 又 は 死 胎 検 案 書 を 求 め な い で 本

書 を 提 出 す る よ う な こ と の な い よ う

厳 に 指 導 監 督 す る こ と 。  

2  そ の 記 載 事 項 に つ い て は 、 こ れ を

定 め て な い が 、従 来 の 例 に よ り 死 産 証

書 の 記 載 事 項 の う ち 死 産 届 書 、死 産 証

書 又 は 死 胎 検 案 書 に 関 す る 省 令 第 二

条 第 五 号 に 掲 ぐ る も の を 除 く 他 の 事

項 に つ い て で き る だ け 記 入 さ せ る よ

う 指 導 す る こ と 。  

3  死 産 証 書 の 用 紙 を 用 い て 本 書 面 を

作 成 し て も よ い が 、こ の 場 合 に は 標 題

の 文 字 中 「 死 産 」 と 「 証 書 」 と の 間 の

空 欄 に「 (事 実 )」の 文 字 を 書 き 加 え 最

下 欄 中 央 の 署 名 者 の 区 分 に 関 す る 項

中 「 3、 そ の 他 」 に 丸 を 附 け る よ う 指

導 す る こ と 。  

死 産 の 事 実 を 証

す べ き 書 面 」 は

医 師 又 は 助 産 婦

の 死 産 証 書 又 は

死 胎 検 案 書 が 得

ら れ な い 特 殊 な

場 合 に の み 認 め

ら れ る 。  

 

助 産 婦 は 、 死 産

証 書 又 は 死 胎 検

案 書 を 記 載 、 発

行 す る 。  

助 産

婦  

 

産 婦  

 

死 産 、

死 胎  
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人 口 動

態 調 査

令 施 行

細 則 等

の 一 部

改 正 に

つ い て  

平 成 0 6

年 1 1

月 0 9

日  

統 発 第

3 6 6 - 1

号  

別 記 様 式 (第 二 条 関 係 )  出 生 証 明 書  

こ の 出 生 証 明 書 の 作 成 者 の 順 序 は 、こ

の 出 生 の 立 会 者 が 例 え ば 医 師・助 産 婦

と も に 立 ち 会 っ た 場 合 に は 医 師 が 書

く よ う に 1 ､ 2 ､ 3 の 順 序 に 従 っ て 書 い

て く だ さ い 。  

 

死 産 届 書 、死 産 証 書 及 び 死 胎 検 案 書 に

関 す る 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

死 産 届 書 、死 産 証 書 及 び 死 胎 検 案 書 に

関 す る 省 令 (昭 和 二 十 七 年 厚 生 省 令 第

十 二 号 )の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

第 一 条 第 一 号 中「 出 生 の 年 月 日 」を「 生

年 月 日 」に 改 め 、同 条 第 四 号 中「 当 該 」

を 削 る 。  

第 二 条 第 二 号 中「 体 重 」の 下 に「 及 び

身 長 」を 加 え 、同 条 第 三 号 中「 満 二 十

週 」 を 「 満 二 十 二 週 」 に 改 め 、 同 条 第

四 号 中 「 種 別 」 の 下 に 「 (病 院 、 診 療

所 又 は 助 産 所 (以 下「 病 院 等 」と い う 。)

で 死 産 し た と き は 、 そ の 名 称 を 含

む 。 )」 を 加 え 、 同 条 第 五 号 を 次 の よ

う に 改 め る 。  

五  単 胎 か 多 胎 か の 別 及 び 多 胎 の 場

合 に は 、 そ の 出 産 順 位  

第 二 条 第 六 号 中「 自 然 人 工 別 」の 下 に

「 及 び 人 工 死 産 の 場 合 に は 、優 生 保 護

法 に よ る か 否 か の 別 」を 加 え 、同 条 中

第 七 号 か ら 第 十 号 ま で を 次 の よ う に

改 め る 。  

七  死 産 の 原 因 と な っ た 傷 病 の 名 称

又 は 死 産 の 理 由  

八  胎 児 手 術 の 有 無 並 び に 手 術 が 行

わ れ た 場 合 に は 、そ の 部 位 及 び 主 要 所

見  

九  死 胎 解 剖 の 有 無 及 び 解 剖 が 行 わ

れ た 場 合 に は 、 そ の 主 要 所 見  

十  証 明 又 は 検 案 の 年 月 日  

第 二 条 に 次 の 二 号 を 加 え る 。  

十 一  当 該 文 書 を 交 付 し た 年 月 日  

十 二  当 該 文 書 を 作 成 し た 医 師 若 し

く は 助 産 婦 の 所 属 す る 病 院 等 の 名 称

及 び 所 在 地 又 は 医 師 若 し く は 助 産 婦

の 住 所 並 び に 医 師 又 は 助 産 婦 で あ る

旨  

別 記 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

出 生 証 明 書 ・ 死

産 届 書 、 死 産 証

書 及 び 死 胎 検 案

書 の 記 載 、 発 行

を す る 。  

助 産

婦  

 

産 婦  

 

死 産 、

死 胎  

「 人 口

動 態 調

査 令 施

行 細 則 」

及 び 「 出

生 証 明

書 の 様

式 等 を

定 め る

省 令 」 の

平 成 1 0

年 1 0

月 0 1

日  

統 発 第

3 6 9 号  

二  出 生 証 明 書 の 様 式 等 を 定 め る 省

令 の 一 部 改 正  

医 師 、助 産 婦 等 の 出 生 証 明 書 の 作 成 者

に 対 す る 押 印 の 義 務 付 け を 廃 止 し 、記

名 押 印 又 は 署 名 の い ず れ か で よ い 選

択 制 と し た こ と 。  

出 生 証 明 書 の 記

載 、発 行 を す る 。 

助 産

婦  
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一 部 改

正 に つ

い て  
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資 料 Ⅰ - 2  助 産 師 (婦 )に 係 る 「 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 」 関 連 の 通 知  

件 名  発 出 年 月 日  種 別 ・番

号  

内 容  助 産 師 の 業 務  対 象  

助 産 婦

の 血 圧

測 定 に

つ い て  

1 9 5 1 (昭 和

2 6 )年 6 月 7

日  

医 収 第

3 0 3 号  

助 産 婦 が 妊 産 婦 の 保 健 指 導 上 必 要

な 範 囲 に お い て 血 圧 測 定 を な す こ

と は 、助 産 婦 の 業 務 に 当 然 附 随 す る

行 為 (保 健 婦 助 産 婦 看 護 婦 法 第 三 十

七 条 但 書 )と し て 許 さ れ る も の と 解

す る 。  

・妊 産 婦 へ の 保

健 指 導  

・ 血 圧 測 定 は 、

「 助 産 婦 の 業

務 に 当 然 附 随

す る 行 為 」で あ

る  

妊 婦  

産 婦  

保 健 婦

及 び 助

産 婦 に

関 す る

規 定 並

び に 保

健 婦 助

産 婦 看

護 婦 法

の 一 部

を 改 正

す る 法

律 の 施

行 に 関

す る 件  

1 9 5 1 (昭 和

2 6 )年 8 月

3 1 日  

医 発 第

5 5 3 号  

二  助 産 録 の 様 式 に つ い て  

助 産 録 の 様 式 は 別 表 を 参 考 と し 、十

分 励 行 せ ら れ る よ う 御 指 導 願 い た

い 。  

助 産 録 の 記 載 。 管 理  

助 産 婦

が 乳 房

マ ッ サ

ー ジ を

業 と す

る こ と

に つ い

て  

1 9 6 0 (昭 和

3 5 )年 6 月

1 3 日  

医 発 第

4 6 8 号  

乳 房 マ ッ サ ー ジ は 、妊 婦 又 は じ ょ く

婦 に 対 し て 保 健 指 導 の 範 囲 で 行 な

う も の で あ れ ば 、助 産 婦 の 本 来 の 業

務 内 容 の 一 部 で あ っ て (保 健 婦 助 産

婦 看 護 婦 法 第 三 条 )、 助 産 婦 は 、 法

第 三 十 八 条 に 規 定 す る 場 合 を 除 い

て は 、医 師 の 指 示 等 を 受 け な い で こ

れ を 行 な う こ と が で き 、傷 病 者 又 は

じ ょ く 婦 に 対 し て 療 養 上 の 世 話 又

は 診 療 の 補 助 の 範 囲 で 行 な う も の

で あ れ ば 、看 護 婦 の 業 務 と し て 、法

第 三 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、こ

れ を 行 な う こ と が で き る (た だ し 、

法 附 則 第 五 十 二 条 第 四 項 に 規 定 す

る 者 を 除 く 。 )。  

ま た 、一 般 婦 人 の 意 味 が 明 確 で な い

が 、授 乳 期 に あ る 婦 人 に 対 し 保 健 婦

の 名 称 を 用 い な い で 、乳 汁 促 進 等 の

指 導 を 行 な う こ と は 、助 産 婦 に と っ

て 禁 止 さ れ て い る 行 為 で は な い 。  

・妊 婦 又 は じ ょ

く 婦 に 対 す る

保 健 指 導 の 範

囲 で 行 な う も

の で あ れ ば 、助

産 婦 の 本 来 の

業 務 内 容 の 一

部 で る た め (保

健 婦 助 産 婦 看

護 婦 法 第 三

条 )、 助 産 師 は

乳 房 マ ッ サ ー

ジ を 行 っ て も

良 い 。  

褥 婦  

(一 般

婦 人 )  
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看 護 師

等 に よ

る 静 脈

注 射 の

実 施 に

つ い て  

2 0 0 2 (平 成

1 4 )年 9 月

3 0 日  

医 政 発

第

9 3 0 0 0 2

号  

標 記 に つ い て は 、こ れ ま で 、厚 生 省

医 務 局 長 通 知 (昭 和 2 6 年 9 月 1 5 日

付 け 医 収 第 5 1 7 号 )に よ り 、 静 脈 注

射 は 、医 師 又 は 歯 科 医 師 が 自 ら 行 う

べ き 業 務 で あ っ て 、保 健 師 助 産 師 看

護 師 法 (昭 和 2 3 年 法 律 第 2 0 3 号 )第

5 条 に 規 定 す る 看 護 師 の 業 務 の 範 囲

を 超 え る も の で あ る と し て き た と

こ ろ で あ る が 、 今 般 、 平 成 1 4 年 9

月 6 日 に 取 り ま と め ら れ た「 新 た な

看 護 の あ り 方 に 関 す る 検 討 会 」中 間

ま と め の 趣 旨 を 踏 ま え 、下 記 の と お

り 取 り 扱 う こ と と し た の で 、貴 職 に

お か れ て は 、 貴 管 下 保 健 所 設 置 市 、

特 別 区 、医 療 機 関 、関 係 団 体 等 に 対

し て 周 知 方 お 願 い い た し た い 。  

な お 、こ れ に 伴 い 、厚 生 省 医 務 局 長

通 知 (昭 和 2 6 年 9 月 1 5 日 付 け 医 収

第 5 1 7 号 )及 び 同 通 知 (昭 和 2 6 年 1 1

月 5 日 付 け 医 収 第 6 1 6 号 )は 、 廃 止

す る 。  

記  

１  医 師 又 は 歯 科 医 師 の 指 示 の 下

に 保 健 師 、助 産 師 、看 護 師 及 び 准 看

護 師 (以 下 「 看 護 師 等 」 と い う 。 )

が 行 う 静 脈 注 射 は 、保 健 師 助 産 師 看

護 師 法 第 5 条 に 規 定 す る 診 療 の 補

助 行 為 の 範 疇 と し て 取 り 扱 う も の

と す る 。  

２  た だ し 、薬 剤 の 血 管 注 入 に よ る

身 体 へ の 影 響 が 大 き い こ と に 変 わ

り は な い た め 、医 師 又 は 歯 科 医 師 の

指 示 に 基 づ い て 、看 護 師 等 が 静 脈 注

射 を 安 全 に 実 施 で き る よ う 、医 療 機

関 及 び 看 護 師 等 学 校 養 成 所 に 対 し

て 、次 の よ う な 対 応 に つ い て 周 知 方

お 願 い い た し た い 。  

( 1 )  医 療 機 関 に お い て は 、 看 護 師

等 を 対 象 に し た 研 修 を 実 施 す る と

と も に 、 静 脈 注 射 の 実 施 等 に 関 し

て 、施 設 内 基 準 や 看 護 手 順 の 作 成 ・

見 直 し を 行 い 、ま た 個 々 の 看 護 師 等

の 能 力 を 踏 ま え た 適 切 な 業 務 分 担

を 行 う こ と 。  

( 2 )  看 護 師 等 学 校 養 成 所 に お い て

は 、薬 理 作 用 、静 脈 注 射 に 関 す る 知

識 ・ 技 術 、 感 染 ・ 安 全 対 策 な ど の 教

育 を 見 直 し 、必 要 に 応 じ て 強 化 す る

こ と 。  

医 師 又 は 歯 科

医 師 の 指 示 の

下 に 保 健 師 、助

産 師 、看 護 師 及

び 准 看 護 師 が

行 う 静 脈 注 射

は 、診 療 の 補 助

行 為 の 範 疇 と

し て 取 り 扱 う 。 

患 者  
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助 産 師

の 業 務

に つ い

て (回

答 )  

2 0 0 2 (平 成

1 4 )年 1 1 月

1 4 日  

医 政 看

発 第

1 1 1 4 0 0 1

号  

平 成 1 4 年 1 1 月 5 日 付 け 医 第 5 7 0 号

に よ り 照 会 の あ っ た 標 記 の 件 に つ

い て 、 下 記 の と お り 回 答 す る 。  

記  

貴 見 の と お り と 解 す る 。  

 

下 記 の 行 為 に つ い て は ，保 健 師 助 産

師 看 護 師 法 (昭 和 2 3 年 法 律 第 2 0 3

号 )第 3 条 で 規 定 す る 助 産 で あ り ，

助 産 師 又 は 医 師 以 外 の 者 が 行 っ て

は な ら な い と 解 す る が ，貴 職 の 意 見

を お 伺 い し た い 。  

記  

1  産 婦 に 対 し て ， 内 診 を 行 う こ と

に よ り ，子 宮 口 の 開 大 ，児 頭 の 回 旋

等 を 確 認 す る こ と 並 び に 分 娩 進 行

の 状 況 把 握 及 び 正 常 範 囲 か ら の 逸

脱 の 有 無 を 判 断 す る こ と 。  

2  産 婦 に 対 し て ， 会 陰 保 護 等 の 胎

児 の 娩 出 の 介 助 を 行 う こ と 。  

3  胎 児 の 娩 出 後 に ， 胎 盤 等 の 胎 児

付 属 物 の 娩 出 を 介 助 す る こ と 。  

1  産 婦 に 対 し

て ，内 診 を 行 う

こ と 。  

2  産 婦 に 対 し

て ，会 陰 保 護 等

の 胎 児 の 娩 出

の 介 助 を 行 う

こ と 。  

3  胎 児 の 娩 出

後 に ，胎 盤 等 の

胎 児 付 属 物 の

娩 出 を 介 助 す

る こ と 。  

産 婦  

産 婦 に

対 す る

看 護 師

業 務 に

つ い て

(回 答 )  

2 0 0 4 (平 成

1 6 )年 9 月

1 3 日  

医 政 看

発 第

9 1 3 0 0 2

号  

○ 産 婦 に 対 す る 看 護 師 業 務 に つ い

て (回 答 ) (平 成 1 6 年 9 月 1 3 日 ) (医

政 看 発 第 0 9 1 3 0 0 2 号 ) (愛 媛 県 保 健

福 祉 部 長 あ て 厚 生 労 働 省 医 政 局 看

護 課 長 通 知 )  

平 成 1 6 年 9 月 3 日 付 け 1 6 保 (医 )

第 3 7 9 号 に よ り 照 会 の あ っ た 標 記

の 件 に つ い て 、下 記 の と お り 回 答 す

る 。  

記  

貴 見 の と お り と 解 す る 。  

 

○ 産 婦 に 対 す る 看 護 師 業 務 に つ い

て (照 会 ) (平 成 1 6 年 9 月 3 日 ) ( 1 6

保 (医 )第 3 7 9 号 ) (厚 生 労 働 省 医 政

局 看 護 課 長 あ て 愛 媛 県 保 健 福 祉 部

長 通 知 )  

下 記 の 行 為 に つ い て は 、保 健 師 助 産

師 看 護 師 法 (昭 和 2 3 年 法 律 第 2 0 3

号 )第 5 条 に 規 定 す る 診 療 の 補 助 に

は 該 当 せ ず 、同 法 第 3 条 に 規 定 す る

助 産 に 該 当 す る と 解 す る が 、貴 職 の

意 見 を お 伺 い し た い 。  

記  

産 婦 に 対 し て 、子 宮 口 の 開 大 、児 頭

の 下 降 度 等 の 確 認 及 び 分 娩 進 行 の

状 況 把 握 を 目 的 と し て 内 診 を 行 う

こ と 。  

但 し 、そ の 際 の 正 常 範 囲 か ら の 逸 脱

の 有 無 を 判 断 す る こ と は 行 わ な い 。 

産 婦 に 対 し て 、

子 宮 口 の 開 大 、

児 頭 の 下 降 度

等 の 確 認 及 び

分 娩 進 行 の 状

況 把 握 を 目 的

と し て 内 診 を

行 う こ と は 、

「 助 産 」に 該 当

す る 。  

 

看 護 師 が 正 常

範 囲 か ら の 逸

脱 の 有 無 を 判

断 す る こ と は

行 わ な い と し

て も 、 内 診 は

「 助 産 」の 該 当

す る た め に 、看

護 師 は 行 え な

い 。  

看 護

師 、 助

産 師  

 

業 務

範 囲  

「 診 療

録 等 の

保 存 を

行 う 場

所 に つ

平 成 1 7 年 3

月 3 1 日  

医 政 発

第

3 3 1 0 1 0

号  

保 発 第

(別 紙 )  

○  診 療 録 の 保 存 を 行 う 場 所 に つ

い て (平 成 1 4 年 3 月 2 9 日 付 け 医 政

発 第 0 3 2 9 0 0 3 号・保 発 第 0 3 2 9 0 0 1 号

厚 生 労 働 省 医 政 局 長・保 険 局 長 連 名

助 産 録 の 記 載 。

保 存 は 外 部 保

存 を 認 め る 記

録 等 に 相 当 す

る 。  

記 録 、

管 理  
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い て 」の

一 部 改

正 に つ

い て〔 保

健 師 助

産 師 看

護 師 法 〕 

3 3 1 0 0 6

号  

通 知 )  

第 1  外 部 保 存 を 認 め る 記 録 等  

 1  医 師 法 第 2 4 条 に 規 定 さ れ て

い る 診 療 録  

 2  歯 科 医 師 法 第 2 3 条 に 規 定 さ

れ て い る 診 療 録  

 3  保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 (昭 和

2 3 年 法 律 第 2 0 3 号 )第 4 2 条 に 規 定

さ れ て い る 助 産 録  

 4  医 療 法 (昭 和 2 3 年 法 律 第 2 0 5

号 )第 5 2 条 に 規 定 さ れ て い る 財 産

目 録 及 び 貸 借 対 照 表 並 び に 損 益 計

算 書  

 5  医 療 法  第 2 1 条 、第 2 2 条 及 び

第 2 2 条 の 2 に 規 定 さ れ て い る 診 療

に 関 す る 諸 記 録 及 び 同 法 第 2 2 条 及

び 第 2 2 条 の 2 に 規 定 さ れ  

   て い る 病 院 の 管 理 及 び 運 営 に

関 す る 諸 記 録  

 6   歯 科 技 工 士 法 (昭 和 3 0 年 法 律

第 1 6 8 号 )第 1 9 条 に 規 定 さ れ て い る

指 示 書  

 7  外 国 医 師 又 は 外 国 歯 科 医 師 が

行 う 臨 床 修 練 に 係 る 医 師 法 第 十 七

条 及 び 歯 科 医 師 法 第 十 七 条 の 特 例

等 に 関 す る 法 律  

   (昭 和 6 2 年 法 律 第 2 9 号 )第 1 1

条 に 規 定 さ れ て い る 診 療 録  

 8   救 急 救 命 士 法 (平 成 3 年 法 律

第 3 6 号 )第 4 6 条 に 規 定 さ れ て い る

救 急 救 命 処 置 録  

 9  医 療 法 施 行 規 則 (昭 和 2 3 年 厚

生 省 令 第 5 0 号 )第 3 0 条 の 2 3 第 1 項

及 び 第 2 項 に 規 定 さ れ て い る 帳 簿  

  1 0  保 険 医 療 機 関 及 び 保 険 医 療 養

担 当 規 則 (昭 和 3 2 年 厚 生 省 令 第 1 5

号 )第 9 条 に 規 定 さ れ て い る  診 療

録 等  

 1 1  臨 床 検 査 技 師 、 衛 生 検 査 技 師

等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 (昭 和 3 3

年 厚 生 省 令 第 2 4 号 )第 1 2 条 の 3 に

規 定 さ れ て い る 書 類  

 1 2  歯 科 衛 生 士 法 施 行 規 則 (平 成

元 年 厚 生 省 令 第 4 6 号 )第 1 8 条 に 規

定 さ れ て い る 歯 科 衛 生 士 の 業 務 記

録  

 1 3  診 療 放 射 線 技 師 法 (昭 和 2 6 年

法 律 第 2 2 6 号 )第 2 8 条 に 規 定 さ れ て

い る 照 射 録  

分 娩 に

お け る

医 師 、助

産 師 、看

護 師 等

の 役 割

分 担 と

連 携 等

に つ い

平 成 1 9 年 3

月 3 0 日  

医 政 発

第

3 3 0 0 6 1

号  

母 子 の 安 心・安 全 の 確 保 や 新 生 児 の

健 全 な 育 成 の 観 点 か ら 、妊 娠 初 期 か

ら 産 じ ょ く 期 ま で の 一 連 の 過 程 に

お け る 医 師 、助 産 師 、看 護 師 等 の 適

切 な 役 割 分 担 と 連 携 が 確 保 さ れ る

必 要 が あ る 。と り わ け 分 娩 に お い て

は 、 医 師 、 助 産 師 、 看 護 師 等 が 、 母

子 の 安 全 ・ 安 心 ・ 快 適 を 第 一 義 に 、

お 互 い の 業 を 尊 重 し た 上 で 、適 切 な

助 産 師 は 助 産

行 為 を 業 務 と

す る も の で あ

り (保 健 師 助 産

師 看 護 師 法 (昭

和 2 3 年 法 律 第

2 0 3 号 )第 3

条 )、 正 常 分 娩

の 助 産 と 母 子

産 婦  

褥 婦  

新 生

児  
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て  役 割 分 担 と 連 携 の 下 で 出 産 の 支 援

に あ た る こ と が 何 よ り 重 要 で あ る 。 

具 体 的 に は 、  

①  医 師 は 、助 産 行 為 を 含 む 医 業 を

業 務 と す る も の で あ る こ と (医 師 法

(昭 和 2 3 年 法 律 第 2 0 1 号 )第 1 7 条 )

に 鑑 み 、そ の 責 務 を 果 た す べ く 、母

子 の 健 康 と 安 全 に 責 任 を 負 う 役 割

を 担 っ て い る が 、そ の 業 務 の 遂 行 に

あ た っ て は 、助 産 師 及 び 看 護 師 等 の

緊 密 な 協 力 を 得 ら れ る よ う 医 療 体

制 の 整 備 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

②  助 産 師 は 助 産 行 為 を 業 務 と す

る も の で あ り (保 健 師 助 産 師 看 護 師

法 (昭 和 2 3 年 法 律 第 2 0 3 号 )第 3

条 )、 正 常 分 娩 の 助 産 と 母 子 の 健 康

を 総 合 的 に 守 る 役 割 を 担 っ て い る

が 、出 産 に は 予 期 せ ぬ 危 険 が 内 在 す

る こ と か ら 、日 常 的 に 医 師 と 十 分 な

連 携 を 取 る こ と が で き る よ う 配 慮

す る 必 要 が あ る 。  

③  看 護 師 等 は 、療 養 上 の 世 話 及 び

診 療 の 補 助 を 業 務 と す る も の で あ

り (保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 第 5 条 及

び 第 6 条 )、 分 娩 期 に お い て は 、 自

ら の 判 断 で 分 娩 の 進 行 管 理 は 行 う

こ と が で き ず 、医 師 又 は 助 産 師 の 指

示 監 督 の 下 診 療 又 は 助 産 の 補 助 を

担 い 、 産 婦 の 看 護 を 行 う 。  

こ の よ う に そ れ ぞ れ が 互 い に 連 携

を 密 に す る べ き で あ る 。  

ま た 、先 般 の「 良 質 な 医 療 を 提 供 す

る 体 制 の 確 立 を 図 る た め の 医 療 法

等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 」の 成 立 に

よ り 、本 年 4 月 よ り 助 産 所 の 嘱 託 医

師 に つ い て 産 科 又 は 産 婦 人 科 の 医

師 と す る こ と 、及 び 嘱 託 医 師 に よ る

対 応 が 困 難 な 場 合 の た め 連 携 医 療

機 関 を 確 保 す る こ と と さ れ た こ と

か ら 、地 域 の 関 係 者 か ら 照 会 が あ っ

た 場 合 に は そ の 趣 旨 を 徹 底 し 、安 全

な 周 産 期 医 療 体 制 が 構 築 さ れ る よ

う に ご 配 慮 を お 願 い す る 。  

の 健 康 を 総 合

的 に 守 る 役 割

を 担 っ て い る

が 、出 産 に は 予

期 せ ぬ 危 険 が

内 在 す る こ と

か ら 、日 常 的 に

医 師 と 十 分 な

連 携 を 取 る こ

と が で き る よ

う 配 慮 す る 必

要 が あ る 。  

 

医 療 従 事 者 間

の 連 携  

助 産 所 の 嘱 託

医 師 に つ い て

産 科 又 は 産 婦

人 科 の 医 師 と

す る こ と 、及 び

嘱 託 医 師 に よ

る 対 応 が 困 難

な 場 合 の た め

連 携 医 療 機 関

を 確 保 す る こ

と 。  
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医 師 及

び 医 療

関 係 職

と 事 務

職 員 等

と の 間

等 で の

役 割 分

担 の 推

進 に つ

い て〔 保

健 師 助

産 師 看

護 師 法 〕 

平 成 1 9 年

1 2 月 2 8 日  

医 政 発

第

1 2 2 8 0 0 1

号  

2． 役 割 分 担 の 具 体 例  

( 2 )  医 師 と 助 産 師 と の 役 割 分 担  

保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 に お い て 、助

産 師 は 助 産 及 び じ ょ く 婦 及 び 新 生

児 の 保 健 指 導 を 担 っ て い る も の で

あ る 。医 師 と の 緊 密 な 連 携 ・ 協 力 関

係 の 下 で 、正 常 の 経 過 を た ど る 妊 婦

や 母 子 の 健 康 管 理 や 分 娩 の 管 理 に

つ い て 助 産 師 を 積 極 的 に 活 用 す る

こ と で 、産 科 医 療 機 関 に お け る 医 師

の 業 務 負 担 を 軽 減 さ せ る こ と が 可

能 と な る 。こ う し た 産 科 医 療 機 関 に

お け る 医 師 の 業 務 負 担 の 軽 減 は 、医

師 が 医 師 で な け れ ば 対 応 で き な い

事 案 に よ り 専 念 で き る こ と に よ り 、

医 師 の 専 門 性 が よ り 発 揮 さ れ る こ

と を 可 能 と す る と と も に 、地 域 の よ

り 高 次 の 救 急 医 療 を 担 う 医 療 機 関

に お け る 産 科 医 師 の 負 担 の 軽 減 に

も 資 す る こ と と な る 。  

特 に 医 療 機 関 に お い て は 、安 全 ・ 安

心 な 分 娩 の 確 保 と 効 率 的 な 病 院 内

運 用 を 図 る た め 、妊 産 婦 健 診 や 相 談

及 び 院 内 に お け る 正 常 分 娩 の 取 扱

い 等 に つ い て 、病 院 内 で 医 師 ・ 助 産

師 が 連 携 す る 仕 組 み の 導 入 も 含 め 、

個 々 の 医 療 機 関 の 事 情 に 応 じ 、助 産

師 が そ の 専 門 性 を 発 揮 し や す い 環

境 を 整 え る こ と は 、こ う し た 業 務 分

担 の 導 入 に 際 し 有 効 な も の で あ る 。 

医 師 と 助 産 師 の 間 で 連 携 す る 際 に

は 、十 分 な 情 報 の 共 有 と 相 互 理 解 を

構 築 す る と と も に 、業 務 に 際 し て は

母 子 の 安 全 の 確 保 に 細 心 の 注 意 を

払 う 必 要 が あ る こ と は 当 然 の 前 提

で あ る 。  

保 健 師 助 産 師

看 護 師 法 に お

い て 、助 産 師 は

助 産 及 び じ ょ

く 婦 及 び 新 生

児 の 保 健 指 導

を 担 っ て い る 。 

 

正 常 の 経 過 を

た ど る 妊 婦 や

母 子 の 健 康 管

理 や 分 娩 の 管

理 に つ い て 助

産 師 を 積 極 的

に 活 用 す る こ

と で 、産 科 医 療

機 関 に お け る

医 師 の 業 務 負

担 を 軽 減 さ せ

る こ と が 可 能

と な る 。  

 

医 師 が 医 師 で

な け れ ば 対 応

で き な い 事 案

に よ り 専 念 で

き る こ と に よ

り 、医 師 の 専 門

性 が よ り 発 揮

さ れ る と と も

に 、地 域 の よ り

高 次 の 救 急 医

療 を 担 う 医 療

機 関 に お け る

産 科 医 師 の 負

担 の 軽 減 と な

る 。  

業 務

管 理  
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資 料 Ⅰ - 3  助 産 師 (婦 )に 係 る 「 医 療 法 」 関 連 の 通 知  

件 名  発 出 年 月 日  種 別 ・ 番

号  

内 容  助 産 師 の 業

務  

対 象  

法 規 の

解 釈 に

関 す る

件  

1 9 4 8 (昭 和 2 3 )

年 1 2 月 2 7 日  

医 第 4 2 7

号  

照 会  

３  出 張 の み の 助 産 婦 の 助 産 所

に 法 第 十 九 条 の 嘱 託 医 師 が 必 要

で あ る か 、 適 用 条 文 と な っ て い

な い が 施 行 規 則 第 五 条 の 届 出 事

項 と な つ て い る が そ の 関 係 如

何 。  

回 答  

３  出 張 の み の 助 産 婦 に つ い て

は 嘱 託 医 師 の 必 要 は な い 。  

出 張 の み の

助 産 所 の 開

業 で は 、 嘱

託 医 を 定 め

な く て 良

い 。  

管 理  

医 療 法

第 十 九

条 と 第

五 条 の

疑 義 に

関 す る

件  

昭 和 2 4 年 0 3

月 2 9 日  

医 第 1 1 3

号  

照 会  

標 記 の 件 に つ い て 医 療 法 第 五 条

に 出 張 の み に よ っ て そ の 業 務 に

従 事 す る 助 産 婦 に つ い て は 、 そ

の 住 所 を も っ て 助 産 所 と み な

し 、 法 第 八 条 、 第 九 条 、 第 三 十

九 条 、 第 四 十 一 条 の 規 定 を 適 用

す る と あ る も 第 十 九 条 の 規 定 の

適 用 は 受 け な い の で す か 。  

出 張 専 門 の 助 産 婦 と 嘱 託 医 師 と

の 関 係 に つ い て 疑 義 が 生 じ た の

で 御 回 答 下 さ い 。  

回 答  

一 月 二 十 日 附 衛 医 第 五 ○ 号 で 照

会 の 助 産 所 に 関 す る 医 療 法 第 十

九 条 と 第 五 条 と の 疑 義 に 関 し て

は 、 出 張 の み に よ っ て 業 務 に 従

事 す る 助 産 婦 に つ い て は 、 医 療

法 第 八 条 、 第 九 条 及 び 第 四 十 一

条 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に の

み 、 そ の 住 所 を 助 産 所 と み な す

の で あ っ て 、 そ の 他 の 場 合 は 助

産 所 と み な さ れ な い か ら 嘱 託 医

師 を 置 く 必 要 は な い 。  

な お 「 出 張 の み に よ っ て 業 務 に

従 事 す る 」 の 範 囲 は 厳 格 に 解 釈

さ れ る べ き で あ り 、 自 宅 に お い

て 所 謂 診 察 行 為 等 を な す 場 合

は 、 法 第 二 条 の 規 定 に よ る 助 産

所 と み な さ れ る べ き で あ る か ら

念 の た め 申 し 添 え る 。  

出 張 専 門 の

開 業 助 産 婦

は 、 自 宅 が

開 業 場 所 と

し て 届 け 出

て お り 、 出

張 先 で の 業

務 は 「 助 産

所 」 で 行 う

も の で は な

い た め 、「 嘱

託 医 」 は 決

め な く て 良

い 。  

出 張

専 門

助 産

婦  
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医 療 法

中 の 疑

義 に つ

い て  

昭 和 2 4 年 0 6

月 0 9 日  

医 収 第

6 6 9 号  

３  法 第 二 条 第 二 項 に 妊 婦 、 産

婦 、 じ ょ く 婦 の 文 字 が 使 用 し て

あ る が 各 字 句 の 定 義 及 び 保 健 婦

助 産 婦 看 護 婦 法 第 三 条 に よ る 妊

婦 、 じ ょ く 婦 の 定 義 回 答 (前 略 )

３  妊 婦 と は 妊 娠 期 間 中 の 婦 人

を 云 う の で あ る が 、 妊 娠 当 初 に

お い て は 、 平 常 時 の 婦 人 と 外 見

上 変 化 が な い の で 、 一 般 的 に い

っ て 妊 娠 し た も の と の 徴 候 が あ

ら わ れ て か ら 分 娩 開 始 ま で の 期

間 に お け る 婦 人 を い う 。 産 婦 と

は 、 分 娩 徴 候 が あ ら わ れ て か ら

後 産 が 完 了 す る ま で 、 即 ち 分 娩

が 完 全 に 終 る 迄 の 期 間 に お け る

婦 人 を い う 。 じ ょ く 婦 と は 、 分

娩 終 了 後 母 体 が 正 常 に 回 復 す る

ま で の 期 間 (凡 そ 六 週 間 )に お け

る 婦 人 を い う 。 医 療 法 第 二 条 と

保 健 婦 助 産 婦 看 護 婦 法 第 三 条 と

は こ れ ら の 字 句 を 同 意 義 に 用 い

て い る 。  

用 語 の 定 義

妊 婦 と は 、

妊 娠 期 間 中

の 婦 人 、 妊

娠 し た も の

と の 徴 候 が

現 れ て か ら

分 娩 開 始 ま

で の 期 間 の

婦 人 を い

う 。 産 婦 と

は 、 分 娩 徴

候 が あ ら わ

れ て か ら 後

産 が 完 了 す

る ま で 、 即

ち 分 娩 が 完

全 に 終 る 迄

の 期 間 に お

け る 婦 人 を

い う 。 じ ょ

く 婦 と は 、

分 娩 終 了 後

母 体 が 正 常

に 回 復 す る

ま で の 期 間

(凡 そ 六 週

間 )に お け

る 婦 人 を い

う 。  

 

妊 婦

産 婦

褥 婦  

医 療 法

の 疑 義

に 関 す

る 件  

昭 和 2 4 年 0 8

月 0 6 日  

医 収 第

8 8 1 号  

照 会  

医 療 法 の 左 記 条 文 の 解 釈 に つ い

て 疑 義 が あ る の で 至 急 回 答 を 願

い 度 い 。  

記  

１  医 療 法 第 五 条 に よ り 出 張 の

み に よ っ て 其 の 業 務 に 従 事 す る

助 産 婦 に つ い て は 住 所 を 以 っ て

助 産 所 と み な し 助 産 所 届 を 提 出

せ し め て い る が (第 八 条 を 適 用 )

こ の 場 合 第 十 九 条 及 び 施 行 規 則

第 五 条 第 五 号 の 嘱 託 医 師 は 収 容

施 設 の あ る も の と 同 様 に 定 め て

置 か ね ば な ら な い と 解 し て よ い

か 。  

2・ 3  略  

回 答  

五 月 十 一 日 医 号 外 で 貴 県 衛 生 部

長 か ら 照 会 の 標 記 の 件 に つ い て

左 の 通 り 回 答 す る 。  

１  医 療 法 第 五 条 は 去 る 第 五 国

会 で 改 正 さ れ た が 、 改 正 後 の 第

五 条 第 一 項 の 規 定 は 従 来 の 第 五

条 の 規 定 と 内 容 的 に は 何 等 異 る

と こ ろ な く そ の 表 現 形 式 の み を

改 め た も の で あ る が 、 新 規 定 に

よ っ て も 明 ら か な 通 り 、 出 張 の

出 張 専 門 の

開 業 助 産 婦

は 、 自 宅 が

開 業 場 所 と

し て 届 け 出

て い る た

め 、 出 張 先

で の 業 務 は

「 助 産 所 」

で 行 う も の

で は な い た

め 、「 嘱 託

医 」 は 決 め

な く て 良

い 。  

出 張

専 門

助 産

婦  
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み に よ っ て そ の 業 務 に 従 事 す る

助 産 婦 に つ い て は 、 第 八 条 、 第

九 条 、 及 び 第 四 十 一 条 の 規 定 の

適 用 に 関 し て の み そ の 住 所 が 助

産 所 と み な さ れ る の で あ り 、 そ

の 他 の 規 定 の 適 用 に 関 し て は 、

助 産 所 と み な さ れ な い の で 法 第

十 九 条 の 規 定 に よ る 嘱 託 医 師 を

定 め て お く 必 要 は な い 。  

2・ 3  略  

医 療 法

の 疑 義

に 関 す

る 件  

1 9 4 9 (昭 和 2 4 )

年 8 月 6 日  

医 収 第

8 8 1 号  

照 会 医 療 法 の 左 記 条 文 の 解 釈 に

つ い て 疑 義 が あ る の で 至 急 回 答

を 願 い 度 い 。 記 １  医 療 法 第 五

条 に よ り 出 張 の み に よ っ て 其 の

業 務 に 従 事 す る 助 産 婦 に つ い て

は 住 所 を 以 っ て 助 産 所 と み な し

助 産 所 届 を 提 出 せ し め て い る が

(第 八 条 を 適 用 )こ の 場 合 第 十 九

条 及 び 施 行 規 則 第 五 条 第 五 号 の

嘱 託 医 師 は 収 容 施 設 の あ る も の

と 同 様 に 定 め て 置 か ね ば な ら な

い と 解 し て よ い か 。 2・ 3  略 回

答 五 月 十 一 日 医 号 外 で 貴 県 衛 生

部 長 か ら 照 会 の 標 記 の 件 に つ い

て 左 の 通 り 回 答 す る 。 １  医 療

法 第 五 条 は 去 る 第 五 国 会 で 改 正

さ れ た が 、 改 正 後 の 第 五 条 第 一

項 の 規 定 は 従 来 の 第 五 条 の 規 定

と 内 容 的 に は 何 等 異 る と こ ろ な

く そ の 表 現 形 式 の み を 改 め た も

の で あ る が 、 新 規 定 に よ っ て も

明 ら か な 通 り 、 出 張 の み に よ っ

て そ の 業 務 に 従 事 す る 助 産 婦 に

つ い て は 、 第 八 条 、 第 九 条 、 及

び 第 四 十 一 条 の 規 定 の 適 用 に 関

し て の み そ の 住 所 が 助 産 所 と み

な さ れ る の で あ り 、 そ の 他 の 規

定 の 適 用 に 関 し て は 、 助 産 所 と

み な さ れ な い の で 法 第 十 九 条 の

規 定 に よ る 嘱 託 医 師 を 定 め て お

く 必 要 は な い 。 2・ 3  略  

出 張 の み の

開 業 で は 、

嘱 託 医 を 定

め な く て 良

い  

管 理  
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助 産 所

嘱 託 医

師 設 置

の 趣 旨

及 び 業

務 範 囲

に つ い

て  

昭 和 2 5 年 0 4

月 0 1 日  

医 収 第

2 1 0 号  

照 会 医 療 法 第 十 九 条 に よ り 助 産

所 の 開 設 者 は 嘱 託 医 師 を 定 め て

置 か な け れ ば な ら な い と 規 定 さ

れ て い る が こ の 嘱 託 医 師 は 原 則

と し て 異 常 の 出 産 に 対 し て 設 置

義 務 を 負 わ さ れ た も の と 理 解 す

る が 、 東 京 都 に お い て 最 近 左 記

事 例 に 接 し た の で こ の 際 嘱 託 医

師 設 置 の 趣 旨 及 び そ の 業 務 範 囲

に つ い て 何 分 の 御 指 示 を 願 い た

い 。 記 都 内 某 有 施 設 の 助 産 所 に

お い て 自 己 の 取 り 扱 う 妊 産 婦 新

生 児 の 保 健 指 導 と 称 し て 嘱 託 医

師 を 毎 月 定 期 的 に 迎 え 妊 産 婦 の

診 察 、 新 生 児 の 保 健 指 導 を 行 っ

て い る が 、 こ の 場 合 医 師 に つ い

て は 診 療 所 無 届 違 反 に 該 当 す る

如 く 思 料 せ ら れ る も 地 方 助 産 所

の 嘱 託 医 師 と し て の 業 務 範 囲 如

何 に よ っ て は 違 反 と な ら な い と

思 わ れ る 。 回 答 客 年 十 月 二 十 二

日 衛 看 発 第 五 六 九 号 を も っ て 貴

都 衛 生 局 長 か ら 照 会 の あ っ た 標

記 の 件 に つ い て 、 左 記 の と お り

回 答 す る 。 記 嘱 託 医 師 設 置 の 趣

旨 は 、 原 則 と し て 異 常 産 の 処 理

に 万 全 を 期 す る に あ る が 、 こ の

こ と は 、 嘱 託 医 師 と し て の 業 務

範 囲 を 異 常 産 の 処 理 の み に 制 限

す る も の で は 固 よ り な く 、 妊 産

婦 の 診 察 、 新 生 児 の 保 健 指 導 を

行 わ し め る こ と は む し ろ 望 ま し

い こ と と 考 え ら れ る 。 但 し 、 そ

れ が 定 期 的 に 行 わ れ る 次 第 如 何

に よ っ て は 、 医 療 法 第 八 条 及 び

第 十 二 条 第 二 項 の 適 用 を 受 け る

こ と も あ り 得 る と 考 え ら れ る の

で 、 充 分 注 意 せ ら れ た い 。  

嘱 託 医 師 の

業 務 範 囲

は 、 異 常 産

の 処 理 だ け

で な く 、 妊

産 婦 の 診 察

も 新 生 児 の

保 健 指 導 も

行 う  

嘱 託

医 師  
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収 容 施

設 を 有

す る 助

産 所 の

構 造 設

備 の 疑

義 に つ

い て  

昭 和 2 5 年 0 9

月 2 0 日  

医 収 第

4 9 4 号  

照 会 標 記 の 助 産 所 に 設 置 し な け

れ ば な ら な い 構 造 設 備 に つ い て

は 、 医 療 法 施 行 規 則 第 十 七 条 に

規 定 さ れ て い る が 、 左 記 の 点 に

つ き 疑 義 が あ る の で 、 何 分 の 御

回 答 を お 願 い し ま す 。 記 １  に

ん 婦 、 産 婦 、 じ ょ く 婦 収 容 室 及

び 分 べ ん 室 は 規 則 第 十 七 条 に お

い て 要 求 さ れ て い る が 、 業 務 室

(通 称 診 察 室 )、 食 堂 及 び 調 理 室

は 設 置 規 定 が な い の で 、 従 っ て

分 べ ん 室 等 の よ う に 積 極 的 に こ

れ を 要 求 し て い な い と 解 し て よ

い か 、 又 は 助 産 業 務 上 当 然 必 要

な 施 設 と し て 殊 さ ら 規 定 し て い

な い と 解 し て よ ろ し い か 。 ２  

新 生 児 入 浴 施 設 に つ い て は 、 規

則 第 二 十 一 条 に よ り 産 婦 人 科 又

は 産 科 を 有 す る 病 院 に は 設 置 す

べ き 旨 規 定 し 、 助 産 所 に は 何 等

規 定 し て い な い か 、 前 項 同 様 い

ず れ の 解 釈 を と っ て よ ろ し い

か 。 回 答 昭 和 二 十 五 年 九 月 十 一

日 医 第 一 、 ○ 三 四 号 で 貴 県 衛 生

部 長 か ら 照 会 の あ っ た 右 の こ と

に つ い て 、 左 記 の と お り 回 答 す

る 。 記 １  助 産 所 の 食 堂 及 び 調

理 室 に つ い て は 、 法 律 上 の 必 須

要 件 と 解 す る こ と は で き な い

が 、 助 産 所 に お い て も 、 病 院 に

お け る と 同 様 に 給 食 を 行 う こ と

が 望 ま し く 、 従 っ て 食 堂 及 び 調

理 室 の あ る こ と が 望 ま し い 。 業

務 室 に お い て も 同 様 で あ る 。 ２  

新 生 児 入 浴 施 設 に つ い て は 、 法

的 に 明 文 は 無 い が 助 産 婦 の 業 務

の 本 質 か ら 鑑 み て も 、 収 容 施 設

を 有 す る 助 産 所 に お い て は 新 生

児 入 浴 施 設 を 設 け る こ と が 望 ま

し い 。  

助 産 婦 の 業

務 の 本 質 か

ら 鑑 み て 、

助 産 所 に は

新 生 児 の 入

浴 設 備 は 必

要 (助 産 婦

の 業 務 に 沐

浴 が 入 る )  

新 生

児  
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消 費 税

法 の 改

正 に つ

い て  

平 成 0 3 年 0 6

月 1 9 日  

健 政 発 第

3 6 2 号  

３  助 産 に 係 る 資 産 の 譲 渡 等 に

係 る 消 費 税 の 非 課 税 措 置 に つ い

て (１ )  助 産 に 係 る 資 産 の 譲 渡

等 の 範 囲 新 消 費 税 法 別 表 第 一 第

八 号 (助 産 に 係 る 資 産 の 譲 渡 等 )

に 規 定 す る 「 医 師 、 助 産 婦 そ の

他 医 療 に 関 す る 施 設 の 開 設 者 に

よ る 助 産 に 係 る 資 産 の 譲 渡 等 」

に は 、 正 常 分 娩 及 び 異 常 分 娩 (自

然 流 産 、 早 産 、 死 産 を 含 む 。 )の

い ず れ で あ る か を 問 わ ず 、 次 の

も の が 該 当 す る 。 な お 、 文 書 料

に つ い て は 、 従 前 通 り 課 税 で あ

る か ら 注 意 す る こ と 。 (ア )  妊

娠 し て い る か 否 か の 検 査 検 査 の

結 果 、 妊 娠 し て い な い と 判 明 し

た 場 合 も 含 め 、 非 課 税 と な る 。

(イ )  妊 娠 し て い る こ と が 判 明

し た 時 以 降 の 検 診 、 入 院 妊 娠 し

て い る こ と が 判 明 し た 時 以 降 の

検 診 、 往 診 に つ い て も 、 非 課 税

と な る 。 入 院 生 活 を 営 む 上 で 必

要 と さ れ る も の に つ い て は 、 非

課 税 と さ れ る 。 具 体 的 に は 、 入

院 費 用 と し て 徴 収 す る 室 料 、 看

護 料 、 食 事 代 、 寝 具 料 、 洗 濯 代 、

電 気 代 、 お 産 パ ッ ド 代 、 保 健 指

導 料 、 薬 剤 料 等 が 非 課 税 と な る 。

(ウ )  分 娩 の 介 助 分 娩 介 助 料 、

薬 剤 料 等 は 非 課 税 と な る 。 (エ )  

出 産 の 日 以 後 二 か 月 以 内 に 行 わ

れ る 母 体 の 回 復 検 診 回 復 検 診 に

つ い て は 、 そ の 回 数 を 問 わ ず 非

課 税 と さ れ る も の で あ る 。 (オ )  

新 生 児 に 係 る 検 診 及 び 入 院 入 院

生 活 を 営 む 上 で 必 要 と さ れ る も

の に つ い て は 、 非 課 税 と さ れ る 。

具 体 的 に は 、 新 生 児 入 院 費 用 と

し て 徴 収 す る 新 生 児 室 料 、 新 生

児 看 護 料 、 ミ ル ク 代 、 お む つ 代

等 が 非 課 税 と な る 。  

資 産 の 譲 渡

等 か ら 見 た

「 助 産 」 と

は 、 ① 妊 娠

し て い る か

否 か の 検

査 、 ② 妊 婦

健 診 、 入 院 、

③ 分 娩 介

助 、④ 産 後 2

ヶ 月 以 内 の

母 親 の 健

診 、 ⑤ 新 生

児 の 健 診 、

入 院  

妊 婦

産 婦

褥 婦

新 生

児  

医 療 法

の 一 部

を 改 正

す る 法

律 の 一

部 の 施

行 に つ

い て  

平 成 0 5 年 0 2

月 1 5 日  

健 政 発 第

9 8 号  

第 三  業 務 委 託 に 関 す る 事 項 3  

医 療 機 器 等 の 滅 菌 消 毒 の 業 務

(新 省 令 第 九 条 の 九 関 係 ) ( 1 )  

業 務 の 範 囲 等 に 関 す る 事 項 ア  

業 務 の 範 囲 「 医 療 機 器 」 と は 、

鉗 子 、 ピ ン セ ッ ト 、 注 射 筒 等 の

医 療 機 器 を い い 、「 医 学 的 処 置 若

し く は 手 術 の 用 に 供 す る 衣 類 そ

の 他 の 繊 維 製 品 」 と は 、 医 学 的

処 置 又 は 手 術 の 際 に 医 師 、 看 護

師 等 が 用 い る 手 術 衣 、 手 術 の 清

潔 を 確 保 す る た め に 用 い る 布 等

の 繊 維 製 品 を い う も の で あ る こ

と 。 イ  委 託 で き る 医 療 機 器 又

は 繊 維 製 品 の 範 囲 病 院 、 診 療 所

若 し く は 助 産 所 が 滅 菌 消 毒 業 務

を 委 託 す る こ と が で き る 医 療 機

「 医 療 機

器 」 と は 、

鉗 子 、 ピ ン

セ ッ ト 、 注

射 筒 等 の 医

療 機 器 を い

う 。  

医 療

機 器  
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器 又 は 繊 維 製 品 は 、 次 に 掲 げ る

も の 以 外 の も の と す る こ と 。  

良 質 な

医 療 を

提 供 す

る 体 制

の 確 立

を 図 る

た め の

医 療 法

等 の 一

部 を 改

正 す る

法 律 の

一 部 の

施 行 に

つ い て  

平 成 1 9 年 0 3

月 3 0 日  

医 政 発 第

3 3 0 0 1 0

号  

3  医 薬 品 の 安 全 管 理 体 制 に つ

い て  

病 院 等 の 管 理 者 は 、 法 第 6 条 の

1 2 及 び 平 成 2 8 年 改 正 省 令 に よ る

改 正 後 の 医 療 法 施 行 規 則 第 1 条

の 1 1 第 2 項 第 2 号 の 規 定 に 基 づ

き 、 医 薬 品 の 使 用 に 際 し て 次 に

掲 げ る 体 制 を 確 保 し 、 医 薬 品 に

係 る 安 全 管 理 の た め の 体 制 を 確

保 し な け れ ば な ら な い も の で あ

る こ と 。  

( 1 )  医 薬 品 の 安 全 使 用 の た め

の 責 任 者  

病 院 等 の 管 理 者 は 、 平 成 2 8 年 改

正 省 令 に よ る 改 正 後 の 医 療 法 施

行 規 則 第 1 条 の 1 1 第 2 項 第 2 号

に 規 定 す る 医 薬 品 安 全 管 理 責 任

者 (以 下 「 医 薬 品 安 全 管 理 責 任

者 」 と い う 。 )を 配 置 す る こ と 。

た だ し 、 病 院 に お い て は 管 理 者

と の 兼 務 は 不 可 と す る こ と 。  

医 薬 品 安 全 管 理 責 任 者 は 、 医 薬

品 に 関 す る 十 分 な 知 識 を 有 す る

常 勤 職 員 で あ り 、 医 師 、 歯 科 医

師 、 薬 剤 師 、 助 産 師 (助 産 所 の 場

合 に 限 る 。 )、 看 護 師 又 は 歯 科 衛

生 士 (主 と し て 歯 科 医 業 を 行 う

診 療 所 に 限 る 。 )の い ず れ か の 資

格 を 有 し て い る こ と 。  

助 産 所 の 助

産 師 は 、「 医

薬 品 安 全 管

理 責 任 者 」

に な る こ と

が で き る 。  

助 産

所 助

産 師  

平 成 2 0

年 度 医

療 提 供

体 制 施

設 整 備

交 付 金

の 交 付

に つ い

て  

平 成 2 0 年 1 0

月 1 6 日  

厚 生 労 働

省 発 医 政

第

1 0 1 6 0 0 7

号  

平 成 2 0 年 度 医 療 提 供 体 制 施 設 整

備 交 付 金 交 付 要 綱  

(通 則 )  

4  本 交 付 要 綱 に お い て 交 付 金

を 充 て る こ と が で き る 事 業 は 、

次 に 掲 げ る 事 業 (以 下 「 交 付 対 象

事 業 」 と い う 。 )と す る 。  

( 1 4 )  院 内 助 産 所 ・ 助 産 師 外 来

施 設 整 備 事 業  

平 成 2 0 年 3 月 3 1 日 医 政 発 第

0 3 3 1 0 2 8 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 長

通 知 「 院 内 助 産 所 ・ 助 産 師 外 来

開 設 促 進 事 業 等 の 実 施 に つ い

て 」 に 基 づ く 院 内 助 産 所 ・ 助 産

師 外 来 施 設 整 備 事 業  

院 内 助 産

所 ・ 助 産 師

外 来 は 交 付

金 対 象 事 業

で あ る 。  

院 内

助 産  

助 産

師 外

来  
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救 急 患

者 の 受

入 れ に

係 る 医

療 法 施

行 規 則

第 1 0 条

等 の 取

扱 い に

つ い て  

平 成 2 1 年 0 7

月 2 1 日  

医 政 指 発

第

7 2 1 0 0 1

号  

(参 考 )○ 医 療 法 施 行 規 則 (昭 和

2 3 年 厚 生 省 令 第 5 0 号 ) (抄 )第 １

０ 条  病 院 、 診 療 所 又 は 助 産 所

の 管 理 者 は 、 患 者 、 妊 婦 、 産 婦

又 は じ よ く 婦 を 入 院 さ せ 、 又 は

入 所 さ せ る に 当 た り 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 第 一 号 か ら

第 三 号 ま で に 掲 げ る 事 項 に つ い

て は 、 臨 時 応 急 の た め 入 院 さ せ 、

又 は 入 所 さ せ る と き は 、 こ の 限

り で な い 。 一  病 室 又 は 妊 婦 、

産 婦 若 し く は じ ょ く 婦 を 入 所 さ

せ る 室 (以 下「 入 所 室 」と い う 。 )

に は 定 員 を 超 え て 患 者 、 妊 婦 、

産 婦 又 は じ ょ く 婦 を 入 院 さ せ 、

又 は 入 所 さ せ な い こ と 。 二  病

室 又 は 入 所 室 で な い 場 所 に 患

者 、 妊 婦 、 産 婦 又 は じ ょ く 婦 を

入 院 さ せ 、 又 は 入 所 さ せ な い こ

と 。 三  (略 )四  同 室 に 入 院 さ

せ る こ と に よ り 病 毒 感 染 の 危 険

の あ る 患 者 を 他 の 種 の 患 者 と 同

室 に 入 院 さ せ な い こ と 。 五 ～ 六  

(略 )  

助 産 所 の 管

理 者 は 、 妊

婦 、 産 婦 又

は じ よ く 婦

を 入 院 さ せ

る こ と が で

き る 。 臨 時

応 急 の た め

の 入 院 も 可

能 。  

助 産

所 管

理 者

妊 婦

産 婦

褥 婦

臨 時

応 急

の た

め の

入 院  

周 産 期

医 療 の

確 保 に

つ い て  

平 成 2 2 年 0 1

月 2 6 日  

医 政 発 第

1 2 6 0 0 1

号  

第 ２  現 状 の 問 題 点  

１  周 産 期 救 急 医 療 を 担 う ス タ

ッ フ の 不 足  

(５ )  分 娩 を 取 り 扱 う 助 産 師 の

不 足  

地 域 に お い て は 、 合 併 症 の な い

妊 産 婦 及 び 新 生 児 の ケ ア を 担 う

助 産 師 が 不 足 し て い る 。 ま た 、

院 内 助 産 所 ・ 助 産 師 外 来 の 普 及

や ハ イ リ ス ク 妊 娠 ・ 出 産 の 増 加

と と も に 、 助 産 師 の 保 健 指 導 等

へ の 関 与 が こ れ ま で 以 上 に 必 要

と な っ て い る 。  

 

分 娩 を 取 り

扱 う 助 産 師

不 足  

 

助 産 師 の 業

務 は 、 分 娩

介 助 、 合 併

症 の な い 妊

産 婦 及 び 新

生 児 の ケ

ア 、 保 健 指

導 等  

助 産

師  

妊 婦  

産 婦  

新 生

児  

分 娩 を

取 り 扱

う 助 産

所 の 嘱

託 医 師

及 び 嘱

託 す る

病 院 又

は 診 療

所 の 確

保 支 援

に つ い

て  

平 成 2 2 年 0 4

月 1 9 日  

医 政 看 発

第

4 1 9 0 0 1

号  

分 娩 を 取 り 扱 う 助 産 所 の 開 設 者

に つ い て は 、平 成 1 9 年 4 月 か ら 、

分 娩 時 等 の 異 常 に 対 応 す る た

め 、 医 療 法 (昭 和 2 3 年 法 第 2 0 5

号 )第 1 9 条 に 基 づ き 、 嘱 託 医 師

及 び 嘱 託 医 療 機 関 (以 下 「 嘱 託 医

師 等 」 と い う 。 )を 確 保 す る こ と

と さ れ 、「 分 娩 を 取 り 扱 う 助 産 所

の 嘱 託 医 師 及 び 嘱 託 す る 病 院 又

は 診 療 所 の 確 保 に つ い て 」 (平 成

1 9 年 1 2 月 5 日 付 医 政 発 第

1 2 0 5 0 0 2 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 長

通 知 。以 下「 局 長 通 知 」と い う 。)

に よ り 、 助 産 所 に よ る 嘱 託 医 師

等 の 確 保 に 御 支 援 い た だ く よ う

依 頼 し た と こ ろ で す 。 し か し な

が ら 、 現 在 も 一 部 嘱 託 医 師 等 の

確 保 が 困 難 な 助 産 所 が あ る こ と

か ら 、 助 産 所 に 対 し 、 助 産 所 か

分 娩 を 取 り

扱 う 助 産 所

は 、 嘱 託 医

が 必 要 で あ

る 。  

分 娩

を 取

扱 助

産 所

嘱 託

医  
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ら 嘱 託 医 師 等 の 確 保 に 関 す る 相

談 を 受 け る 適 切 な 行 政 窓 口 を 周

知 す る と と も に 、 引 き 続 き 局 長

通 知 を 参 考 に 助 産 所 の 嘱 託 医 師

等 の 確 保 に 御 支 援 い た だ き ま す

よ う お 願 い い た し ま す 。 ま た 、

管 下 政 令 指 定 都 市 、 保 健 所 設 置

市 、 医 療 機 関 、 関 係 団 体 等 に 対

し 、 周 知 及 び 協 力 の 要 請 方 お 願

い い た し ま す 。  

助 産 所 、

嘱 託 医

師 等 並

び に 地

域 の 病

院 及 び

診 療 所

の 間 に

お け る

連 携 に

つ い て

(通 知 )  

平 成 2 5 年 0 8

月 3 0 日  

医 政 看 発

第

8 3 0 0 0 1

号  

(参 考 )「 良 質 な 医 療 を 提 供 す る

体 制 の 確 立 を 図 る た め の 医 療 法

等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部

の 施 行 に つ い て 」 平 成 1 9 年 3 月

3 0 日 付 け 医 政 発 第 0 3 3 0 0 1 0 号 各

都 道 府 県 知 事 あ て 厚 生 労 働 省 医

政 局 長 通 知 (抄 )第 3  病 院 等 の

管 理 に 関 す る 事 項 1・ 2  (略 ) 3  

助 産 所 に 関 す る 事 項 に つ い て

( 3 )  嘱 託 医 師 等 に 関 す る 事 項

に つ い て ①  分 娩 を 取 り 扱 う 助

産 所 の 開 設 者 は 、 分 娩 時 等 の 異

常 に 対 応 す る た め 、 法 第 1 9 条 の

規 定 に 基 づ き 、 病 院 又 は 診 療 所

に お い て 産 科 又 は 産 婦 人 科 を 担

当 す る 医 師 を 嘱 託 医 師 と し て 定

め て お か な け れ ば な ら な い も の

と し た こ と 。(新 省 令 第 1 5 条 の 2

第 1 項 関 係 )②  新 省 令 第 1 5 条

の 2 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず

助 産 所 の 開 設 者 が 、 診 療 科 名 中

に 産 科 又 は 産 婦 人 科 を 有 す る 病

院 又 は 診 療 所 に 対 し て 、 当 該 病

院 又 は 診 療 所 に お い て 産 科 又 は

産 婦 人 科 を 担 当 す る 医 師 の い ず

れ か が 同 条 第 1 項 の 対 応 を 行 う

こ と を 嘱 託 し た 場 合 に は 、 嘱 託

医 師 を 定 め た も の と み な す こ と

が で き る こ と と し た こ と 。 (新 省

令 第 1 5 条 の 2 第 2 項 関 係 )な お 、

こ の 場 合 に は 必 ず し も 嘱 託 医 師

の 個 人 名 を 特 定 さ せ る 必 要 は な

い 。 ③  助 産 所 の 開 設 者 は 、 嘱

託 医 師 に よ る 新 省 令 第 1 5 条 の 2

第 1 項 の 対 応 が 困 難 な 場 合 の た

め 、 診 療 科 名 中 に 産 科 又 は 産 婦

人 科 及 び 小 児 科 を 有 し 、 か つ 、

新 生 児 へ の 診 療 を 行 う こ と が で

き る 病 院 又 は 診 療 所 (患 者 を 入

院 さ せ る た め の 施 設 を 有 す る も

の に 限 る 。 )を 嘱 託 す る 病 院 又 は

診 療 所 と し て 定 め て お か な け れ

ば な ら な い も の と し た こ と 。 (新

省 令 第 1 5 条 の 2 第 3 項 関 係 )な

お 、 嘱 託 を 受 け た こ と の み を も

分 娩 を 取 り

扱 う 助 産 所

の 開 設 者

は 、 分 娩 時

等 の 異 常 に

対 応 す る た

め 、 法 第 1 9

条 の 規 定 に

基 づ き 、 病

院 又 は 診 療

所 に お い て

産 科 又 は 産

婦 人 科 を 担

当 す る 医 師

を 嘱 託 医 師

と し て 定 め

て お か な け

れ ば な ら な

い 。 嘱 託 医

師 に よ る 対

応 が 困 難 な

場 合 の た

め 、 診 療 科

名 中 に 産 科

又 は 産 婦 人

科 及 び 小 児

科 を 有 し 、

か つ 、 新 生

児 へ の 診 療

を 行 う こ と

が で き る 病

院 又 は 診 療

所 (患 者 を

入 院 さ せ る

た め の 施 設

を 有 す る も

の に 限 る 。 )

を 嘱 託 す る

病 院 又 は 診

療 所 と し て

定 め て お か

な け れ ば な

ら な い 。 実

際 の 分 娩 時

等 の 異 常 の

分 娩

時 の

異 常

嘱 託

医 分

娩 を

取 り

扱 う

助 産

所 の

開 設

者  



 

 

165 

 

っ て 、 嘱 託 医 師 等 が 新 た な 義 務

を 負 う こ と は な い こ と に ご 留 意

い た だ き た い 。 ま た 、 嘱 託 医 師

等 は 、 分 娩 時 等 の 異 常 へ の 対 応

に 万 全 を 期 す る た め に 定 め る も

の で あ る が 、 必 ず 経 由 し な け れ

ば な ら な い と い う 趣 旨 で は な

い 。 実 際 の 分 娩 時 等 の 異 常 の 際

に は 、 母 子 の 安 全 を 第 一 義 に 、

適 宜 適 切 な 病 院 又 は 診 療 所 に よ

る 対 応 を さ れ た い 。  

際 に は 、 必

ず 嘱 託 医 を

経 由 し な け

れ ば な ら な

い と い う こ

と で は な

く 、 母 子 の

安 全 を 第 一

義 に 、 適 宜

適 切 な 病 院

又 は 診 療 所

に よ る 対 応

を す る こ

と 。  
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資 料 Ⅰ - 4  助 産 師 (婦 )に 係 る「 医 薬 品 、医 療 機 器 等 の 品 質 、有 効 性 及 び 安 全

性 確 保 等 に 関 す る 法 律 」 関 連 の 通 知  

件 名  発 出 年

月 日  

種 別・番

号  

内 容  助 産 師 の 業 務  対

象  

薬 事 法

の 一 部

を 改 正

す る 法

律 等 の

施 行 等

に つ い

て  

平 成 2 1

年 0 5 月

0 8 日  

薬 食 発

第

5 0 8 0 0 3

号  

第 3  薬 事 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正

す る 省 令 (平 成 2 1 年 厚 生 労 働 省 令 第 1 0

号 )関 係  

Ⅰ  薬 事 法 施 行 規 則 (昭 和 3 6 年 厚 生 省

令 第 1 号 )関 係  

4  卸 売 販 売 業 に 関 す る 事 項  

( 1 )  新 法 第 2 5 条 第 3 号 に お い て 、 卸

売 販 売 業 の 許 可 に つ い て は 、 医 薬 品

を 、 薬 局 開 設 者 、 医 薬 品 の 製 造 販 売 業

者 、 製 造 業 者 若 し く は 販 売 業 者 又 は 病

院 、 診 療 所 若 し く は 飼 育 動 物 診 療 施 設

の 開 設 者 そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め

る 者 に 対 し 、 販 売 し 、 又 は 授 与 す る 業

務 に つ い て 行 う と さ れ た と こ ろ で あ

る が 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 者 は 、 次

に 掲 げ る も の と し た こ と 。 (新 施 行 規

則 第 1 3 8 条 関 係 )  

な お 、 児 童 福 祉 施 設 最 低 基 準 (昭 和 2 3

年 厚 生 省 令 第 6 3 号 )第 6 8 条 第 2 号 、

指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 人 員 、 設 備 及

び 運 営 に 関 す る 基 準 (平 成 1 1 年 厚 生 省

令 第 3 9 号 )第 3 条 第 1 項 第 6 号 イ 、 特

別 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に

関 す る 基 準 (平 成 1 1 年 厚 生 省 令 第 4 6

号 )第 1 1 条 第 4 項 第 6 号 イ 等 の 規 定 に

よ り 医 務 室 等 を 診 療 所 と す る 施 設 に

つ い て は 、 特 段 の 規 定 が 設 け ら れ て い

な く と も 卸 売 販 売 業 者 は 当 該 施 設 の

診 療 所 に 対 し て 医 薬 品 を 販 売 し 、 又 は

授 与 で き る こ と 。  

ま た 、介 護 保 険 法 (平 成 9 年 法 律 第 1 2 3

号 )第 1 0 6 条 の 規 定 に よ り 、 介 護 老 人

保 健 施 設 は 病 院 又 は 診 療 所 に 含 ま れ

る こ と か ら 、 同 様 に 卸 売 販 売 業 者 は 当

該 施 設 に 対 し て 医 薬 品 を 販 売 し 、 又 は

授 与 で き る こ と 。  

②  助 産 所 (医 療 法 (昭 和 2 3 年 法 律 第

2 0 5 号 )第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 助 産 所

を い う 。 )の 開 設 者 で あ っ て 助 産 所 で

滅 菌 消 毒 用 医 薬 品 そ の 他 の 医 薬 品 を

使 用 す る も の  

助 産 所 で 使 用 す る 医 薬 品 は 、 滅 菌 消 毒

用 医 薬 品 の ほ か 、 臨 時 応 急 の 手 当 と し

て 助 産 師 が 使 用 す る こ と が で き る 輸

液 等 が 該 当 す る も の で あ り 、 こ れ ら 以

外 に 用 い ら れ る も の は 販 売 し 、 又 は 授

与 し な い こ と 。  

助 産 所 の 開 設

者 で あ っ て 、助

産 所 で 使 用 す

る 滅 菌 消 毒 用

医 薬 品 、臨 時 応

急 の 手 当 て と

し て 助 産 師 が

使 用 す る こ と

が で き る 輸 液

等 に お い て は 、

薬 事 法 施 行 規

則 に 則 り 、医 薬

品 を 販 売 し 、又

は 授 与 す る 業

務 に つ い て 行

う こ と が で き

る 。  

助  

産  

所  

の  

開  

設  

者  
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薬 事 法

の 一 部

を 改 正

す る 法

律 等 の

施 行 等

に つ い

て 及 び

処 方 せ

ん 医 薬

品 等 の

取 扱 い

に つ い

て の 一

部 改 正

に つ い

て  

平 成 2 3

年 0 3 月

3 1 日  

薬 食 発

第

3 3 1 0 1 7

号  

(参 考 )  

○ 「 薬 事 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 等 の

施 行 等 に つ い て 」  

改 正 後  

1． 施 行 通 知 の 記 の 第 3 の Ⅰ の 4 の ( 1 )

の ① か ら ⑮ を 次 の よ う に 改 め る 。  

②  助 産 所 (医 療 法 (昭 和 2 3 年 法 律 第

2 0 5 号 )第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 助 産 所

を い う 。 )の 開 設 者 で あ っ て 助 産 所 で

滅 菌 消 毒 用 医 薬 品 そ の 他 の 医 薬 品 を

使 用 す る も の  

助 産 所 で 使 用 す る 医 薬 品 は 、 滅 菌 消 毒

用 医 薬 品 の ほ か 、 臨 時 応 急 の 手 当 と し

て 助 産 師 が 使 用 す る こ と が で き る 輸

液 等 が 該 当 す る も の で あ り 、 こ れ ら 以

外 に 用 い ら れ る も の は 販 売 し 、 又 は 授

与 し な い こ と 。  

助 産 所 の 開 設

者 で あ っ て 、助

産 所 で 使 用 す

る 滅 菌 消 毒 用

医 薬 品 、助 産 師

が 使 用 す る こ

と が で き る 輸

液 等 に お い て

は 、薬 事 法 施 行

規 則 に 則 り 、医

薬 品 を 販 売 し 、

又 は 授 与 す る

業 務 に つ い て

行 う こ と が で

き る 。  

助  

産  

所  

の  

開  

設  

者  

卸 売 販

売 業 に

お け る

医 薬 品

の 販 売

等 の 相

手 先 に

関 す る

考 え 方

に つ い

て  

平 成 2 3

年 0 3 月

3 1 日  

事 務 連

絡  

卸 売 販 売 業 者 が 医 薬 品 を 販 売 等 す る

場 合 に お い て 、 例 え ば 別 紙 の (事 例 1 )

か ら (事 例 3 8 )に 示 す 場 合 に つ い て は 、

施 行 規 則 第 1 3 8 条 及 び 施 行 通 知 第 3 の

Ⅰ の 4 の ( 1 )の 規 定 に 照 ら し 、 そ の 相

手 方 と し て 認 め ら れ る 事 例 で あ る こ

と 。 た だ し 、 具 体 的 に は 、 個 別 事 例 ご

と に 判 断 す べ き も の で あ る こ と 。  

ま た 、 卸 売 販 売 業 は 、 薬 局 開 設 者 、 病

院 等 の 医 薬 品 に 関 す る 専 門 家 が い る

と こ ろ に 販 売 す る 業 態 で あ る こ と に

鑑 み 、 卸 売 販 売 業 者 が 医 薬 品 を 事 業 者

等 に 販 売 等 す る 場 合 に は 、 一 般 に 、 当

該 事 業 者 等 の 業 務 上 必 要 な 医 薬 品 で

あ っ て 、 当 該 事 業 者 等 及 び 当 該 事 業 者

等 に 所 属 す る 当 該 医 薬 品 の 使 用 者 が

当 該 医 薬 品 を 取 り 扱 う た め に 必 要 十

分 な 知 識 経 験 を 有 す る 場 合 、 又 は 業 務

上 大 量 に 使 用 す る 必 要 が 認 め ら れ る

等 で 薬 局 か ら の 購 入 が 困 難 で あ る な

ど 、 卸 売 販 売 業 者 か ら の 販 売 等 に 相 応

の 正 当 性 が 認 め ら れ る 場 合 に 限 ら れ

る こ と 。  

(別 紙 )  

(事 例 5 )助 産 所 の 開 設 者 に 対 し 、 助 産

所 に お い て 助 産 師 に 認 め ら れ て い る

処 置 に 使 用 す る 医 薬 品 を 販 売 す る 場

合  

 

 

助 産 所 の 開 設

者 で あ っ て 、助

産 所 に お い て

助 産 師 に 認 め

ら れ て い る 処

置 に 使 用 す る

医 薬 品 を 販 売

す る 場 合 に お

い て は 、薬 事 法

施 行 規 則 に 則

り 、医 薬 品 を 販

売 し 、又 は 授 与

す る 業 務 に つ

い て 行 う こ と

が で き る 。  

助  

産  

所  

の  

開  

設  

者  
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薬 局 医

薬 品 の

取 扱 い

に つ い

て  

平 成 2 6

年 0 3 月

1 8 日  

薬 食 発

第

3 1 8 0 0 4

号  

改 正 法 に よ る 改 正 後 の 薬 事 法 (昭 和 3 5

年 法 律 第 1 4 5 号 。以 下「 新 法 」と い う 。)

第 3 6 条 の 3 第 2 項 に お い て は 、 薬 局

医 薬 品 に つ い て 、 薬 局 医 薬 品 を 使 用 し

よ う と す る 者 以 外 の 者 に 対 し て 、 正 当

な 理 由 な く 、 販 売 ・ 授 与 し て は な ら な

い 旨 の 規 定 が 新 設 さ れ 、 こ の 「 正 当 な

理 由 」 の 認 め ら れ る 場 合 に つ い て は 、

「 薬 事 法 及 び 薬 剤 師 法 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 等 の 施 行 等 に つ い て 」 (平 成

2 6 年 3 月 1 0 日 付 け 薬 食 発 0 3 1 0 第 1 号

厚 生 労 働 省 医 薬 食 品 局 長 通 知 )第 2 の 5

の ( 1 )に お い て 、 追 っ て そ の 内 容 を 通

知 す る こ と と し て い た と こ ろ で す 。  

今 般 、改 正 法 等 の 施 行 に 伴 い 、こ の「 正

当 な 理 由 」 が 認 め ら れ る 場 合 の 取 扱 い

を 含 め 、 薬 局 医 薬 品 の 取 扱 い に つ い て

下 記 の と お り 定 め 、 改 正 法 等 の 施 行 の

日 (平 成 2 6 年 6 月 1 2 日 )か ら 適 用 す る

こ と と し ま し た の で 、 御 了 知 の 上 、 貴

管 内 関 係 団 体 、 関 係 機 関 等 に 周 知 徹 底

を 図 る と と も に 、 そ の 実 施 に 遺 漏 な き

よ う 、 お 願 い い た し ま す 。  

な お 、「 処 方 せ ん 医 薬 品 等 の 取 扱 い に

つ い て 」 (平 成 1 7 年 3 月 3 0 日 付 け 薬

食 発 第 0 3 3 0 0 1 6 号 )は 、 同 日 を も っ て

廃 止 い た し ま す 。  

記  

第 1  処 方 箋 に 基 づ く 販 売  

1． 処 方 箋 医 薬 品 に つ い て  

( 2 )  正 当 な 理 由 に つ い て  

新 法 第 4 9 条 第 1 項 に 規 定 す る 正 当 な

理 由 と は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に よ る も の

で あ り 、 こ の 場 合 に お い て は 、 医 師 等

の 処 方 箋 な し に 販 売 を 行 っ て も 差 し

支 え な い 。  

④  助 産 師 が 行 う 臨 時 応 急 の 手 当 等

の た め に 、 助 産 所 の 開 設 者 に 対 し 、 臨

時 応 急 の 手 当 等 に 必 要 な 処 方 箋 医 薬

品 を 販 売 す る 場 合  

助 産 師 が 行 う

臨 時 応 急 の 手

当 等 の た め に 、

助 産 所 の 開 設

者 に 対 し 、臨 時

応 急 の 手 当 等

に 必 要 な 処 方

箋 医 薬 品 を 販

売 す る 場 合 は 、

医 師 等 の 処 方

箋 な し に 販 売

を 行 っ て も 差

し 支 え な い 正

当 な 理 由 と な

る 。  

助  

産  

所  

開  

設  

者  
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資 料 Ⅰ - 5  助 産 師 (婦 )に 係 る 「 児 童 福 祉 法 」 関 連 の 通 知  

件 名  発 出 年 月

日  

種 別 ・

番 号  

内 容  助 産 師 の 業 務  対 象  

児 童

福 祉

法 施

行 に

関 す

る 件  

1 9 4 8 (昭

和 2 3 )年 3

月 3 1 日  

発 児 第

2 0 号  

第 五  福 祉 の 措 置 及 び 保 障  

一  法 第 一 九 条 第 四 項 に よ り 、保 健 指

導 を 受 け る 費 用 を 負 担 す る こ と が で

き な い 者 が 、保 健 指 導 を 受 け よ う と す

る と き は 、都 道 府 県 知 事 の 発 行 す る 保

健 指 導 票 を 提 出 さ せ 、医 師 又 は 助 産 婦

は 、こ の 保 健 指 導 票 を 証 拠 と し て 、都

道 府 県 よ り 保 健 指 導 に 要 す る 費 用 の

支 払 を 求 め る も の で あ る こ と 。な お 保

健 指 導 票 は 、予 め 、児 童 委 員 に 交 付 し

て お く 等 の 適 宜 の 措 置 を 講 ず る こ と 。 

妊 産 婦 に 対 す

る 保 健 指 導  

妊 婦  

産 婦  

児 童

福 祉

法 の

一 部

を 改

正 す

る 法

律 〔 第

五 次

改 正 〕

の 施

行 に

つ い

て  

1 9 5 1 (昭

和 2 6 )年

1 1 月 8 日  

発 児 第

6 9 号  

第 四  身 体 に 障 害 の あ る 児 童 に 対 す

る 福 祉 の 措 置 に 関 す る 事 項  

二  保 健 所 長 の 行 う 療 育 に つ い て の

相 談 、 指 導 は 、 視 力 、 聴 力 、 言 語 機 能

又 は 四 肢 体 幹 の 機 能 に 持 続 的 な 障 害

の あ る 児 童 に 対 し て 行 わ れ る の で あ

つ て 、身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を う け た

児 童 と 必 ず し も そ の 範 囲 を 一 に す る

も の で な い こ と 。  

右 の 相 談 、指 導 は 、早 期 に 発 見 し 適 当

な 治 療 を 施 す こ と に よ つ て 機 能 の 回

復 を 計 る こ と に 重 点 を お く も の で あ

る か ら 、 児 童 福 祉 司 、 社 会 福 祉 主 事 、

身 体 障 害 者 福 祉 司 、児 童 委 員 、保 健 婦 、

助 産 婦 、学 校 の 職 員 等 の 協 力 を 得 て 早

期 発 見 と 早 期 治 療 の 指 導 に 努 め る こ

と 。  

 

視 力 、 聴 力 、

言 語 機 能 又 は

四 肢 体 幹 の 機

能 に お こ る 持

続 的 な 障 害 の

発 見 と 療 育 指

導  

新 生

児 ・ 乳

児 ・ 幼

児 ・ 児

童  

そ の

母  

先 天

性 股

関 節

脱 臼

及 び

脊 髄

性 小

児 麻

痺 の

特 別

対 策

に つ

い て  

1 9 5 7 (昭

和 3 2 )年

0 3 月 2 5 日  

児 発 第

1 5 6 号  

別 紙 (一 )先 天 性 股 関 節 脱 臼 特 別 対 策

実 施 要 領  

2  実 施 要 領  

(一 )  早 期 発 見 の 方 法  

新 生 児 期 乃 至 乳 児 前 期 に お い て 先 天

股 脱 (先 天 亜 脱 臼 及 び 臼 蓋 形 成 不 全 を

含 む 。 以 下 同 じ 。 )の 有 無 を 確 認 す る

こ と は 、必 ず し も 容 易 で は な い が 、こ

の 時 期 に 疑 わ し い 所 見 を 発 見 し 、 事

後 、継 続 し て 観 察 指 導 を 行 う こ と が 最

も 理 想 的 で あ る の で 、医 師 、助 産 婦 の

協 力 を 得 て 、左 の 各 号 に よ り 先 天 股 脱

の 早 期 発 見 に つ と め る こ と 。  

 

2  分 娩 を 介 助 し た 助 産 婦 は 、 出 生 児

に つ い て 四 肢 関 節 異 常 の 有 無 特 に 股

関 節 開 排 制 限 の 有 無 に 留 意 し 、沐 浴 期

間 を 通 じ て 綿 密 に 観 察 し 、開 排 制 限 の

あ る 場 合 は 、保 護 者 に 懇 切 な 説 明 指 導

を 行 い 、で き 得 る 限 り 生 後 二 、三 箇 月

頃 ま で に 療 育 指 導 ま た は 整 形 外 科 の

専 門 医 師 の 診 察 、指 導 を 受 け る よ う 勧

奨 す る こ と 。  

先 天 性 股 関 節

脱 臼 の 早 期 発

見  

 

 

 

 

 

 

 

先 天 性 股 関 節

脱 臼 発 見 時 の

早 期 受 診 の 進

め  

新 生

児  

そ の

母  
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児 童

福 祉

法 の

一 部

を 改

正 す

る 法

律 〔 第

一 六

次 改

正 〕 等

の 施

行 に

つ い

て  

1 9 5 8 (昭

和 3 3 )年 7

月 9 日  

発 児 第

8 4 号  

第 一  未 熟 児 の 養 育 に 関 す る 事 項  

(三 )  右 対 策 の 実 施 に 当 つ て は 、広 報

活 動 及 び 衛 生 教 育 等 を 通 じ て 一 般 に

周 知 せ し め る こ と は も ち ろ ん で あ る

が 、特 に 医 師 、助 産 婦 、保 健 婦 等 医 療

保 健 関 係 者 及 び 児 童 福 祉 関 係 者 に 対

し て は 、そ の 趣 旨 の 周 知 徹 底 に つ い て

格 別 に 配 意 さ れ 、積 極 的 な 協 力 が 得 ら

れ る よ う 配 慮 す る こ と 。  

第 二  母 子 衛 生 に 関 す る 権 限 の 移 譲

に 関 す る 事 項  

三  保 健 指 導 に 要 す る 費 用 を 負 担 す

る こ と の で き な い 者 に 対 し て 費 用 負

担 の 措 置 を と る こ と 。 (法 第 一 九 条 第

四 項 )  

(イ )  保 健 指 導 に 要 す る 費 用 を 負 担

す る こ と が で き な い 者 に 係 る 保 健 指

導 に 関 し て 医 師 、歯 科 医 師 又 は 助 産 婦

を 指 定 す る こ と 。 (児 童 福 祉 法 施 行 規

則 (以 下 「 規 則 」 と い う 。 )第 七 条 )  

(ロ )  保 健 指 導 票 を 発 行 す る こ と 。

(規 則 第 八 条 )  

(ハ )  法 の 規 定 に よ り 保 健 指 導 を し

た 医 師 、歯 科 医 師 、助 産 婦 又 は 保 健 婦

か ら 、 必 要 な 報 告 を 提 出 さ せ る こ と 。

(規 則 第 九 条 )  

(ニ )  保 健 指 導 票 の 様 式 そ の 他 法 第

一 九 条 第 四 項 に 規 定 す る 措 置 に 関 し

必 要 な 事 項 を 定 め る こ と 。 (規 則 第 一

○ 条 )  

 

新 生 児 と そ の

母 親 に 対 す る

保 健 指 導  

新 生

児  

そ の

母  

児 童

福 祉

法 の

一 部

を 改

正 す

る 法

律 〔 第

二 一

次 改

正 〕 等

の 施

行 に

つ い

て  

1 9 6 1 (昭

和 3 6 )年 6

月 3 0 日  

発 児 第

1 5 8 号  

第 一  改 正 の 要 点  

四  新 生 児 に 対 し て 、保 健 婦 、助 産 婦

等 に よ る 訪 問 指 導 の 制 度 を 設 け た こ

と 。  

新 生 児 に 対 す

る 訪 問 指 導  

じ ょ

く 婦  

新 生

児  

育 児

支 援

家 庭

訪 問

事 業

の 実

施 に

つ い

て  

2 0 0 4 (平

成 1 6 )年 3

月 3 1 日  

雇 児 発

第

3 3 1 0 3 2

号  

5． 養 育 支 援 を 行 う 者  

( 2 )  産 後 う つ 病 、 育 て に く い 子 ど も

等 複 雑 な 問 題 を 背 景 に 抱 え て い る 家

庭 に 対 す る 具 体 的 な 育 児 支 援 に 関 す

る 技 術 指 導 に つ い て は 、保 健 師 、助 産

師 、保 育 士 、児 童 指 導 員 等 が 実 施 す る 。 

産 後 う つ 病 、

育 て に く い 子

ど も 等 複 雑 な

問 題 を 背 景 に

抱 え て い る 家

庭 に 対 す る 具

体 的 な 育 児 支

援 に 関 す る 技

術 指 導  

じ ょ

く 婦  

新 生

児  
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妊

娠 ・ 出

産 ・ 育

児 期

に 養

育 支

援 を

特 に

必 要

と す

る 家

庭 に

係 る

保

健 ・ 医

療 ・ 福

祉 の

連 携

体 制

の 整

備 に

つ い

て  

2 0 1 1 (平

成 2 3 )年 7

月 2 7 日  

雇 児 総

発 第

7 2 7 0 0 4

号  

厚 生 労 働 省 の 社 会 保 障 審 議 会 児 童 部

会 児 童 虐 待 等 要 保 護 事 例 の 検 証 に 関

す る 専 門 委 員 会 に お い て 把 握 及 び 分

析 し た 児 童 虐 待 に よ る 死 亡 事 例 に つ

い て は 、生 後 間 も な い 子 ど も を は じ め

と し た 乳 児 期 の 子 ど も が 多 く を 占 め

て お り 、そ の 背 景 に は 、母 親 が 妊 娠 期

か ら 一 人 で 悩 み を 抱 え て い た り 、産 前

産 後 の 心 身 の 不 調 や 家 庭 環 境 の 問 題

が あ る も の と 考 え ら れ る 。  

こ の た め 、妊 娠 ・ 出 産 ・ 育 児 期 に お い

て 、養 育 支 援 を 特 に 必 要 と す る 家 庭 を

早 期 に 把 握 し 、速 や か に 支 援 を 開 始 す

る た め に 保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉 の 連 携 体 制

を 整 備 す る こ と が 重 要 で あ る 。 今 般 、

上 記 の よ う な 状 況 に 鑑 み 、そ の 留 意 事

項 な ど を ま と め た の で 、本 通 知 を 踏 ま

え つ つ 、妊 娠 期 か ら の 養 育 支 援 を 特 に

必 要 と す る 家 庭 の 把 握 と 継 続 的 な 支

援 の た め の 連 携 体 制 の 整 備 を お 願 い

す る と と も に 、 都 道 府 県 に お か れ て

は 、本 通 知 に つ い て 管 内 の 市 町 村 や 医

療 機 関 等 の 関 係 機 関 に 周 知 を 図 ら れ

た い 。  

 

記  

3  各 関 係 機 関 の 役 割  

1 )  市 町 村 の 役 割  

①  妊 娠 の 届 出 の 受 理 及 び 母 子 健 康

手 帳 の 交 付 時 は 、相 談 支 援 の き っ か け

と な る こ と か ら 、窓 口 で 保 健 師 や 助 産

師 等 が 別 表 に 示 す 項 目 を 参 考 に 対 応

す る こ と に よ り 、妊 婦 の 身 体 的 ・ 精 神

的 ・ 経 済 的 状 態 な ど の 把 握 に 努 め る 。 

市 町 村 で の 母

子 健 康 手 帳 の

交 付 時 に 妊 婦

の 身 体 的 ・ 精

神 的 ・ 経 済 的

状 態 な ど の 把

握 に 努 め る 。  

妊 婦  
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資 料 Ⅰ - 6  助 産 師 (婦 )に 係 る 「 母 子 保 健 法 」 関 連 の 通 知   

件 名  発 出 年

月 日  

種 別・番

号  

内 容  助 産 師 の 業 務  対 象  

母 子 衛

生 対 策

要 綱  

1 9 4 8 (昭

和 2 3 )

年 9 月

1 5 日  

号 外  第 二  実 施 要 領  

二  母 子 保 健 指 導 の 徹 底  

一  母 子 衛 生 組 織 網 の 強 化  

3  母 子 保 健 指 導 網 の 整 備 拡 充 (三 箇 年

計 画 )  

( 1 )  保 健 所 に お け る 母 子 衛 生 業 務 の 拡

充  

A  母 子 衛 生 専 任 職 員 の 配 置  

各 保 健 所 に 技 官 (産 婦 人 科 医 、小 児 科 医 )

二 名 (二 級 ) (現 在 は 二 名 )事 務 官 二 名 (三

級 ) (現 在 は 専 任 者 な し )保 健 婦 (小 児 衛

生 指 導 専 任 )五 名 (現 在 二 名 )助 産 婦 (妊

産 婦 衛 生 指 導 専 任 )二 名 (現 在 一 名 )を 配

置 す る 。  

二  母 子 保 健 指 導 の 徹 底  

2  妊 産 婦 乳 幼 児 に 対 す る 保 健 指 導 指 針

の 作 製  

妊 産 婦 乳 幼 児 に 対 す る 保 健 指 導 の 際 の

「 指 針 」を 作 製 し 左 の 要 領 に て そ の 保 健

指 導 を 行 う 。  

( 1 )  妊 婦  

妊 娠 初 期 及 び 末 期 の 二 回 医 師 に よ る 完

全 な る 健 康 診 断 を 行 う 。  

初 回 の 診 察 に よ つ て 注 意 を 要 す る と 認

め ら れ た も の に 対 し て は 以 後 毎 月 一 回

必 要 あ れ ば そ れ 以 上 医 師 の 診 察 を 受 け

さ せ る 。  

な お 妊 娠 期 間 中 助 産 婦 に よ る 毎 月 一 回

の 保 健 指 導 を 普 及 さ せ る 。  

( 2 )  産 婦  

助 産 婦 の 産 褥 期 の 保 健 指 導 の 外 分 娩 後

二 カ 月 以 内 に 医 師 に よ る 産 婦 の 健 康 診

断 並 び に 指 導 を 行 う 。  

 

妊 産 婦 衛 生 指

導 (専 任 )  

 

妊 婦 へ の 保 健

指 導  

 

褥 婦 へ の 保 健

指 導  

妊 婦  

褥 婦  

児 童 福

祉 法 第

二 〇 条

の 規 定

に よ る

妊 娠 届

出 書 及

び 妊 娠

届 出 報

告 書 に

関 す る

件  

1 9 5 0 (昭

和 2 5 )

年 7 月 6

日  

児 発 第

4 5 4 号  

妊 娠 証 明 書  

記 載 上 の 注 意  

二  附 近 に 医 師 及 び 助 産 婦 が い な い 等

や む を 得 な い 理 由 が あ つ て 、医 師 又 は 助

産 婦 の 証 明 書 を 添 え る こ と が で き な い

と き は そ の 理 由 を 簡 単 に 妊 娠 証 明 書 の

欄 外 に 記 入 し 、「 妊 娠 証 明 書 」 欄 は 空 白

の ま ま で よ い こ と 。  

妊 娠 の 証 明 と

妊 娠 証 明 書 の

発 行  

妊 婦  
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妊 産 婦

保 健 指

導 の 強

化 に つ

い て  

1 9 5 4 (昭

和 2 9 )

年 3 月

3 0 日  

発 第 1 6 1

号  

妊 産 婦 保 健 指 導 方 針  

２  妊 産 婦 保 健 指 導 機 構 の 確 立  

保 健 所 は 妊 婦 の 保 健 指 導 が 円 満 に 行 わ

れ る よ う に 次 の 手 段 を 取 る こ と 。  

(１ )  保 健 所 に お け る 保 健 指 導  

(イ )  医 師 、 助 産 婦 と の 連 絡 調 整  

保 健 所 は 、管 内 の 実 状 を 把 握 し 、医 師 会 、

助 産 婦 部 会 と の 連 絡 を 密 に し 、医 師 、助

産 婦 又 は 、保 健 所 に よ る 保 健 指 導 の 調 整

を 図 る こ と 。  

(ロ )  所 内 ク リ ニ ツ ク に よ る 保 健 指 導  

専 門 医 師 又 は 助 産 婦 に よ る 保 健 指 導 を

定 期 的 に 行 う こ と 。  

(ハ )  精 密 検 査  

保 健 所 は X 線 検 査 、血 液 検 査 等 他 の 精 密

検 査 を 引 受 け 、妊 産 婦 保 健 指 導 の 全 き を

期 す る こ と 。  

特 に 助 産 婦 と の 連 絡 を 密 に し 、精 密 検 査

を 保 健 所 で 引 受 け る よ う な 体 制 を と つ

て お く こ と 。  

(２ )  専 門 医 師 又 は 助 産 施 設 に よ る 保

健 指 導  

専 門 医 師 又 は 助 産 施 設 に よ る 保 健 指 導  

助 産 施 設 を 妊 産 婦 保 健 指 導 の セ ン タ ー

と し て 十 分 活 用 さ れ た い こ と 。  

(３ )  開 業 助 産 婦 に よ る 保 健 指 導  

我 が 国 の 出 産 の 大 部 分 は 、助 産 婦 の 介 助

に よ つ て い る 現 状 よ り て み て 開 業 助 産

婦 に よ る 個 別 保 健 指 導 は 殊 に 農 村 に 於

て は 最 も 効 果 を 挙 げ る 方 法 で あ る と 考

え ら れ る か ら 出 来 る だ け 妊 婦 を 開 業 助

産 婦 に 受 診 さ せ る よ う 指 導 す る と 共 に

助 産 婦 自 身 の 保 健 指 導 に 対 す る 関 心 を

高 め る こ と 。  

 

ロ  助 産 施 設 の 利 用 に つ い て  

異 常 分 娩 を 予 想 さ れ る も の 又 は 住 宅 の

狭 隘 そ の 他 環 境 不 良 等 の 事 情 で 自 宅 分

娩 さ せ る こ と が 不 適 当 と 思 わ れ る よ う

な 妊 婦 に 対 し て は 、出 来 得 る 限 り 入 院 分

娩 を 奨 励 す る こ と 、こ の 場 合 附 近 に 児 童

福 祉 法 に よ る 助 産 施 設 が あ る 場 合 に は 、

こ の 施 設 に 入 所 の 措 置 を と る よ う 指 導

さ れ た い こ と 。  

な お 、こ の 措 置 は 市 及 び 福 祉 事 務 所 を 設

置 し て い る 町 村 居 住 者 に つ い て は 、当 該

市 町 村 長 が そ の 他 の 町 村 居 住 者 に つ い

て は 知 事 (福 祉 事 務 長 )が 行 う こ と と な

つ て お り そ の 費 用 を 負 担 出 来 な い 場 合

は 、市 、府 、県 が 支 弁 す る こ と と な つ て

い る 。  

保 健 所 、 ク リ

ニ ッ ク 、 助 産

施 設 、 開 業 助

産 婦 に よ る 妊

婦 の 保 健 指 導  

 

助 産 施 設 の 利

用 促 進  

妊 婦  

産 婦  
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妊 娠 中

毒 症 の

対 策 に

つ い て  

1 9 6 0 (昭

和 3 5 )

年 4 月 7

日  

児 発 第

4 2 3 号  

１  妊 娠 の 早 期 発 見 と 早 期 届 出  

妊 娠 の 届 出 状 況 は 、逐 年 増 加 し つ つ あ る

が 、そ の 届 出 は 、少 く と も 妊 娠 前 期 に お

い て 励 行 さ れ る こ と が 必 要 で あ り 、 特

に 、妊 娠 中 毒 症 に は 、早 期 の 届 出 が 欠 く

べ か ら ざ る も の で あ る か ら 、医 師 、助 産

婦 等 の 協 力 を え て 、 妊 娠 を 早 期 に 発 見

し 、妊 婦 の 把 握 に つ と め 、事 後 の 指 導 に

支 障 の な い よ う 配 慮 す る こ と 。  

２  妊 婦 に 対 す る 保 健 指 導 の 徹 底  

妊 婦 に 対 し て は 、助 産 婦 に よ り 、定 期 に

健 康 診 査 を 受 け さ せ 、原 則 と し て 、妊 娠

七 か 月 頃 ま で は 毎 月 一 回 、八 、九 か 月 は

一 月 二 回 、 一 ○ か 月 以 降 は 毎 週 一 回 と

し 、健 康 診 査 に 際 し て は 必 ず 浮 腫 の 有 無

の 検 診 、尿 の 蛋 白 検 査 、血 圧 測 定 お よ び

体 重 測 定 を 行 い 、常 に 妊 娠 中 毒 症 の 予 防

な ら び に 早 期 発 見 に つ と め 、も し 中 毒 症

状 が 疑 わ れ る 場 合 に は 、さ ら に 診 査 を 頻

繁 に し 、特 に 安 静 、休 養 、食 餌 等 に 細 心

の 注 意 を 与 え 保 健 指 導 の 徹 底 を 期 す る

こ と 。  

な お 、妊 娠 中 は 必 ず 医 師 に よ る 健 康 診 査

を 行 わ せ 、助 産 婦 に よ る 妊 婦 保 健 指 導 の

場 合 も 、 必 ず 医 師 と 密 接 な 連 携 を 保 ち 、

指 導 の 万 全 を 期 す る こ と 。  

３  早 期 医 療 の 励 行  

頻 回 の 保 健 指 導 に も か か わ ら ず 、妊 娠 中

毒 症 状 が 存 続 す る 場 合 は 、早 期 に 専 門 の

医 師 に よ り 、適 切 な 医 療 を 受 け る よ う 勧

奨 し 、 中 毒 症 が 重 症 化 し て か ら は じ め

て 、医 療 を 受 け る こ と の な い よ う 、強 力

に 指 導 す る こ と 。  

４  無 介 助 分 娩 の 解 消  

医 師 、助 産 婦 の い ず れ に も 介 助 さ れ な い

分 娩 が 、地 域 的 に 相 当 数 あ り 、こ れ は 保

健 指 導 の 欠 除 と も 関 連 し 、分 娩 、産 褥 に

重 大 な 影 響 が あ る の で 、特 別 な 対 策 を 考

慮 し て 、 こ れ が 解 消 に つ と め る こ と 。  

５  産 婦 の 保 健 指 導  

妊 娠 中 毒 症 の 妊 婦 の 分 娩 後 は 、種 々 の 障

害 が 、 後 遺 症 と し て 残 る こ と が 多 い の

で 、分 娩 後 も 、血 圧 、尿 の 蛋 白 検 査 を 続

行 し 、症 状 が 完 全 に 消 失 し な い 間 は 、保

健 指 導 を 頻 繁 に 実 施 す る こ と 。  

な お 、 こ れ ら の 対 象 に つ い て は 、 特 に 、

受 胎 調 節 の 指 導 を 行 い 、引 続 く 妊 娠 の た

め 、再 び 中 毒 症 を 起 さ ぬ よ う つ と め る こ

と 。  

６  関 係 技 術 者 の 再 教 育  

助 産 婦 、保 健 婦 等 に 、妊 娠 中 毒 症 に 関 す

る 医 学 的 知 識 な ら び に 保 健 指 導 の 手 技

を 修 得 さ せ 、こ の 対 策 の 推 進 力 と な る よ

う 再 教 育 す る こ と 。  

７  妊 娠 中 毒 症 対 策 の 主 旨 の 徹 底  

妊 産 婦 死 亡 、そ の 原 因 、特 に 、妊 娠 中 毒

症 が そ の 出 産 児 に 及 ぼ す 影 響 な ら び に

妊 産 婦 死 亡 の 社 会 的 影 響 等 、妊 産 婦 指 導

妊 娠 の 診 断  

妊 娠 中 の 保 健

指 導  

分 娩 介 助  

産 褥 期 の 保 健

指 導  

 

医 師 、 保 健 師 、

児 童 福 祉 関 係

者 の 協 議 会 等

の 連 携  

妊 婦  

産 婦  

褥 婦  
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に お け る 妊 娠 中 毒 症 対 策 の 重 要 性 を 一

般 に 周 知 徹 底 さ せ 、そ の 認 識 を 高 め る と

と も に 、医 師 、助 産 婦 、保 健 婦 等 の こ れ

に 対 す る 関 心 と 理 解 を 深 め さ せ る よ う

つ と め る こ と 。  

８  母 子 健 康 セ ン タ ー 、助 産 所 等 の 活 用  

母 子 健 康 セ ン タ ー 、助 産 所 な ら び に 産 院

等 に お い て は 、施 設 内 分 娩 の 介 助 の み を

行 う こ と な く 、妊 娠 中 の 保 健 指 導 を 、こ

れ ら の 施 設 を 利 用 し て 、十 分 に 実 施 す る

よ う そ の 活 用 を は か る こ と 。  

ま た 、貧 困 者 に 対 し て も 、妊 娠 中 の 保 健

指 導 に つ い て 、 児 童 福 祉 施 設 の 助 産 施

設 、保 健 指 導 票 等 を 利 用 さ せ 、妊 娠 中 毒

症 の 防 止 に つ と め る こ と 。  

９  妊 産 婦 対 策 協 議 会 等 の 開 催  

都 道 府 県 等 に お い て 、関 係 医 師 、助 産 婦 、

保 健 婦 そ の 他 児 童 福 祉 関 係 者 に よ る 協

議 会 、連 絡 会 等 を 開 催 し 、妊 娠 中 毒 症 対

策 に つ い て 、相 互 の 連 絡 を は か る と と も

に 、そ の 医 学 的 、社 会 的 原 因 を 具 体 的 に

研 究 し 、こ の 対 策 に 万 全 を 期 す る よ う つ

と め る こ と 。  

母 子 保

健 施 策

の 実 施

に つ い

て  

1 9 6 6 (昭

和 4 1 )

年 5 月

1 8 日  

児 発 第

3 1 5 号  

第 二  母 子 保 健 の 向 上 に 関 す る 措 置 に

つ い て  

四  保 健 指 導  

(二 )  み ず か ら 実 施 す る 保 健 指 導  

都 道 府 県 知 事 が み ず か ら 行 な う 保 健 指

導 の 実 施 機 関 と し て は 保 健 所 の ほ か 、地

理 的 便 宜 等 を 考 慮 し て 開 業 の 医 師 、歯 科

医 師 及 び 助 産 婦 に あ ら か じ め 委 託 し た

も の も 含 ま れ る も の で あ る こ と 。こ の う

ち 、委 託 医 師 等 に お い て 保 健 指 導 を 受 け

る 者 は 、規 則 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 保 健

指 導 票 の 交 付 を 受 け た 者 に 限 る も の と

す る こ と 。  

一 一  妊 産 婦 の 訪 問 指 導 等  

(三 )  訪 問 指 導 の 従 事 者  

訪 問 指 導 の 従 事 者 は 、主 と し て 保 健 所 長

が 委 嘱 し た 助 産 婦 と す る こ と と し 、必 要

に 応 じ て 他 の 保 健 所 職 員 も こ れ に あ て

る も の と す る こ と 。  

妊 婦 保 健 指 導  

妊 産 婦 の 自 宅

訪 問 指 導  

妊 婦  

産 婦  
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母 子 健

康 セ ン

タ ー の

設 置 運

営 に つ

い て  

1 9 6 7 (昭

和 4 2 )

年  

1 1 月 2

日  

児 発 第

6 7 7 号  

母 子 健 康 セ ン タ ー の 設 置 に つ い て は 、～

中 略 ～ 従 つ て 、 そ の 運 営 に あ た つ て は 、

地 域 内 の 医 師 、助 産 婦 等 母 子 保 健 関 係 者

の 十 分 な 理 解 と 積 極 的 な 協 力 を 得 る よ

う 努 め る こ と が 望 ま れ る の で 、次 の 事 項

に 特 に 留 意 の う え 適 切 な 運 営 を 図 る よ

う 願 い た い 。             

        記  

 

三  運 営 に つ い て  

(一 )  保 健 指 導 部 門 及 び 助 産 部 門 に つ

い て  

ア  保 健 指 導 部 門 の 責 任 者 に は 医 師 を

あ て 、助 産 部 門 の 責 任 者 に は 助 産 婦 を 置

く も の と す る こ と 。  

な お 、嘱 託 の 医 師 は 二 名 以 上 あ て る こ と

が 望 ま し い こ と 。  

イ  保 健 指 導 部 門 は 、 医 師 、 歯 科 医 師 、

保 健 婦 、助 産 婦 、栄 養 士 等 に よ る 母 性 及

び 乳 幼 児 の 保 健 指 導 、栄 養 指 導 、家 族 計

画 指 導 等 母 子 保 健 に 関 す る 一 般 的 な 指

導 を 行 な う も の と す る こ と 。  

ウ  助 産 部 門 に お け る 正 常 分 べ ん の 介

助 は 、専 任 助 産 婦 の ほ か 、必 要 に 応 じ 地

域 内 開 業 助 産 婦 に も 行 な わ せ る 等 地 域

の 実 情 に あ わ せ た 運 営 を 行 な う も の と

す る こ と 。  

エ  医 師 及 び 助 産 婦 の 選 任 に あ た つ て

は 、地 区 医 師 会 、地 区 助 産 婦 会 を は じ め 、

そ れ ぞ れ の 関 係 団 体 と 十 分 連 絡 の う え

行 な う も の と す る こ と 。  

オ  母 性 及 び 乳 幼 児 の 保 健 指 導 並 び に

妊 娠 、分 べ ん 等 の 管 理 に あ た つ て は 、常

に 病 院 、診 療 所 と の 連 け い を 密 に し て お

く こ と が 必 要 で あ る が 、特 に 異 常 分 べ ん

の 際 の 緊 急 処 置 及 び そ の 後 の 収 容 等 に

つ い て は 、あ ら か じ め 十 分 な 連 絡 体 制 を

整 え て お く も の と す る こ と 。  

 

母 子 健 康 セ ン

タ ー 設 置 協 力  

 

母 性 及 び 乳 幼

児 の 保 健 指 導  

正 常 分 娩 の 介

助  

妊 婦  

産 婦  

褥 婦  

妊 娠 の

届 出 に

つ い て  

1 9 6 8 (昭

和 4 3 )

年 2 月 2

日  

児 発 第

4 7 号  

１  医 師 等 の 受 診 の 勧 奨  

妊 娠 の 確 認 、妊 娠 月 数 の 判 定 は 、医 師 又

は 助 産 婦 の 診 察 に よ ら な け れ ば 正 確 を

期 し 得 な い の で 、届 出 書 の 提 出 に あ た つ

て は 、あ ら か じ め 医 師 又 は 助 産 婦 の 診 察

を 受 け る よ う 広 報 、ポ ス タ ー 等 に よ り 適

宜 指 導 す る こ と 。  

な お 、妊 娠 の 届 出 を 円 滑 に す る た め 妊 娠

の 届 出 用 紙 を 市 区 町 村 よ り あ ら か じ め

医 師 又 は 助 産 婦 に 配 布 し て お く 等 妊 娠

届 出 書 を 提 出 し や す い よ う 配 意 す る こ

と 。  

２  妊 娠 月 数 の 記 載 に つ い て の 取 扱 い  

(１ )  届 出 書 の 受 付 に あ た つ て は 、記 載

さ れ た 妊 娠 月 数 が 医 師 又 は 助 産 婦 の 診

察 を 受 け た も の で あ る か ど う か を 確 か

め 、 診 察 を 受 け て い る も の に つ い て は 、

診 察 し た 医 師 等 の 氏 名 を 確 認 の う え 受

付 け る こ と 。  

妊 娠 の 診 断  

妊 娠 の 届 出 用

紙 記 載  

妊 婦  



 

 

177 

 

(２ )  医 師 又 は 助 産 婦 に よ る 妊 娠 月 数

の 判 定 を 受 け て い な い も の に つ い て は 、

す み や か に 診 察 を 受 け る よ う 指 導 す る

と と も に 、そ の 結 果 に つ い て は が き 等 適

宜 の 方 法 に よ り 把 握 に 努 め る よ う 配 意

す る こ と 。  

母 子 健

康 セ ン

タ ー の

設 置 に

つ い て  

1 9 7 4 (昭

和 4 9 )

年  

1 2 月 1 1

日  

発 児 第

2 1 2 号  

母 子 健 康 セ ン タ ー 設 置 要 綱  

一  目 的  

本 施 設 は 、母 子 保 健 に 関 す る 各 種 の 相 談

に 応 ず る と と も に 、母 性 及 び 乳 幼 児 の 保

健 指 導 を 行 い 、又 は こ れ ら に あ わ せ て 助

産 を 行 う こ と を 目 的 と す る 。  

 

三  種 類  

本 施 設 は 、母 子 保 健 に 関 す る 各 種 の 相 談

並 び に 母 性 及 び 乳 幼 児 の 保 健 指 導 を 行

う も の (以 下 「 保 健 指 導 部 門 の み の 母 子

健 康 セ ン タ ー 」 と い う 。 )と 、 こ れ ら の

事 業 と あ わ せ て 助 産 を 行 う も の (以 下

「 保 健 指 導 部 門 と 助 産 部 門 を あ わ せ 有

す る 母 子 健 康 セ ン タ ー 」 と い う 。 )の 二

種 類 と す る 。  

 

(二 )  保 健 指 導 部 門 と 助 産 部 門 を あ わ

せ 有 す る 母 子 健 康 セ ン タ ー  

本 施 設 は 、前 記 (一 )の 設 備 に あ わ せ 助 産

を 行 う た め に 必 要 な 設 備 を 有 し 、そ の 総

面 積 は お お む ね 二 六 四・五 平 方 メ ー ト ル

以 上 と す る 。  

 

六  運 営 方 針  

(一 )  管 理 の 責 任 体 制  

保 健 指 導 部 門 の み の 母 子 健 康 セ ン タ ー

に つ い て は 、 責 任 者 は 施 設 の 長 と す る

が 、保 健 指 導 部 門 と 助 産 部 門 を あ わ せ 有

す る 母 子 健 康 セ ン タ ー に つ い て は 、保 健

指 導 部 門 及 び 助 産 部 門 の そ れ ぞ れ に つ

い て 責 任 者 を 定 め 、施 設 の 長 が こ れ を 総

括 す る も の と す る 。  

な お 、助 産 部 門 は 、医 療 法 に よ る 助 産 所

と す る も の と す る 。  

母 性 及 び 乳 幼

児 の 保 健 指 導  

助 産 (分 娩 介

助 )  

妊 婦  

産 婦  

褥 婦  

新 生

児  
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地 域 母

子 保 健

事 業 の

実 施 に

つ い て  

1 9 9 5 (平

成 7 )年

4 月 3 日  

児 母 第

1 9 号  

５  産 後 ケ ア 事 業 に つ い て  

(１ )  対 象 者 に つ い て  

本 事 業 の 対 象 者 は 、出 産 後 (退 院 後 )の 産

婦 及 び 新 生 児 で あ っ て 、次 の 要 件 の い ず

れ か に 該 当 す る も の と す る 。  

①  産 褥 期 の 身 体 的 機 能 の 回 復 に つ い

て 不 安 を も ち 、 保 健 指 導 を 必 要 と す る

者 。  

②  初 産 婦 等 で あ っ て 、 育 児 不 安 が 高

く 、 保 健 指 導 を 必 要 と す る 者 。  

③  そ の 他 、産 後 の 経 過 に 応 じ た 休 養 や

栄 養 の 管 理 等 日 常 の 生 活 面 に つ い て 、保

健 指 導 を 必 要 と す る 者 。  

(２ )  事 業 の 実 施 施 設 等  

①  本 事 業 の 実 施 施 設 は 、 助 産 所 と す

る 。  

②  助 産 所 に 委 託 す る 際 に は 、利 用 可 能

な 人 員 等 に つ い て 、あ ら か じ め 十 分 に 協

議 し て お く こ と 。  

(３ )  事 業 の 利 用 期 間 に つ い て  

本 事 業 を 利 用 で き る 期 間 は 、原 則 と し て

七 日 ま で と す る が 、母 子 の 状 況 に よ り 引

き 続 き 本 事 業 の 利 用 が 必 要 と 認 め ら れ

る 場 合 に は 、七 日 を 超 え て 利 用 さ せ る こ

と が で き る も の と す る 。  

(４ )  保 健 指 導 の 内 容 に つ い て  

助 産 所 で 行 う 保 健 指 導 等 の 内 容 は 次 の

と お り と す る 。  

①  産 婦 の 母 体 管 理 及 び 生 活 面 の 指 導  

②  乳 房 管 理  

③  沐 浴 や 授 乳 等 育 児 指 導  

④  そ の 他 必 要 と す る 保 健 指 導  

産 後 の 母 お よ

び 新 生 児 に 対

す る 心 身 の 相

談 と 保 健 指 導  

褥 婦  

新 生

児  

生 涯 を

通 じ た

女 性 の

健 康 支

援 事 業

の 実 施

に つ い

て  

1 9 9 6 (平

成 8 )年

5 月 1 0

日  

児 発 第

4 8 3 号  

生 涯 を 通 じ た 女 性 の 健 康 支 援 事 業 実 施

要 綱  

第 一  目 的  

女 性 は 、妊 娠 、出 産 等 固 有 の 機 能 を 有 す

る だ け で な く 、女 性 特 有 の 身 体 的 特 徴 を

有 す る こ と に よ り 、さ ま ざ ま な 支 障 や 心

身 に わ た る 悩 み を 抱 え て い る 。 こ の た

め 、 生 活 に 密 着 し た 身 近 な 機 関 に お い

て 、女 性 が そ の 健 康 状 態 に 応 じ 的 確 に 自

己 管 理 を 行 う こ と が で き る よ う 健 康 教

育 を 実 施 し 、ま た 気 軽 に 相 談 す る こ と の

で き る 体 制 を 確 立 す る と と も に 不 妊 の

課 題 に 対 応 す る た め の 適 切 な 体 制 を 構

築 す る こ と に よ り 、生 涯 を 通 じ た 女 性 の

健 康 の 保 持 増 進 を 図 る こ と を 目 的 と す

る も の で あ る 。  

 

第 三  事 業 内 容 等  

都 道 府 県 等 は 、地 域 の 実 情 に 応 じ て 次 に

掲 げ る 事 業 の 一 部 又 は 全 部 を 実 施 す る

も の と す る 。  

1  健 康 教 育 事 業  

( 1 )  対 象 者  

思 春 期 か ら 更 年 期 に 至 る 女 性 を 対 象 と

す る 。  

( 2 )  事 業 内 容 等  

思 春 期 か ら 更

年 期 に 至 る 女

性 を 対 象 と し

た 保 健 指 導  

思 春

期 か

ら 更

年 期

に 至

る 女

性  
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健 康 教 育 事 業 は 、次 の 方 法 に よ り 行 う も

の と す る 。  

ア  講 習 会 等 の 方 法 に よ る 各 ラ イ フ ス

テ ー ジ に 応 じ た 健 康 教 室 と し て 、定 期 的

に 開 催 す る こ と と し 、必 要 に 応 じ て 講 演

会 を 開 催 す る も の と す る 。  

イ  思 春 期 か ら 更 年 期 に 至 る 女 性 に 対

し 、女 性 の 健 康 教 育 に 資 す る 小 冊 子 等 を

配 布 す る こ と に よ り 、そ の 知 識 の 普 及 啓

発 に 努 め る も の と す る 。  

( 3 )  実 施 担 当 者  

健 康 教 室 に お け る 実 施 担 当 者 は 、女 性 の

健 康 (精 神 保 健 を 含 む 。)に 関 す る 専 門 的

知 識 を 有 す る 保 健 婦 (士 )、助 産 婦 等 と す

る 。  

( 4 )  実 施 日 時 、 場 所  

健 康 教 室 は 、保 健 所 、そ の 他 受 講 者 が 利

用 し や す い 日 時 及 び 場 所 を 選 定 し て 行

う も の と す る 。  

2  女 性 健 康 支 援 セ ン タ ー 事 業  

( 1 )  対 象 者  

本 事 業 は 、次 に 掲 げ る 思 春 期 か ら 更 年 期

に 至 る 女 性 を 対 象 と す る 。  

ア  思 春 期 の 女 子 で 健 康 相 談 を 希 望 す

る 者  

イ  妊 娠 、避 妊 に つ い て 的 確 な 判 断 を 行

う こ と が で き る よ う 、相 談 を 希 望 し 、ま

た は こ れ を 必 要 と す る 者  

ウ  不 妊 に 関 す る 一 般 的 な 相 談 を 希 望

す る 者  

エ  メ ン タ ル ケ ア の 必 要 な 者  

オ  婦 人 科 疾 患 、更 年 期 障 害 を 有 す る 者  

カ  そ の 他 、性 感 染 症 を 含 め 女 性 の 心 身

の 健 康 に 関 す る 一 般 的 な 相 談 を 希 望 す

る 者  

( 2 )  実 施 担 当 者  

本 事 業 は 、医 師 、保 健 婦 (士 )、助 産 婦 等

に よ り 実 施 す る 。  

( 3 )  実 施 場 所  

本 事 業 は 、保 健 医 療 施 設 等 相 談 者 の 利 用

し や す い 施 設 に お い て 実 施 す る も の と

す る 。  

( 4 )  事 業 内 容  

ア  身 体 的 、精 神 的 な 悩 み を 有 す る 女 性

に 対 す る 相 談 指 導  

イ  相 談 指 導 を 行 う 相 談 員 の 研 修 養 成  

ウ  そ の 他 相 談 の 実 施 に 必 要 な 事 項  

( 5 )  そ の 他  

相 談 に 当 た っ て は 、 医 学 面 の み な ら ず 、

心 理 社 会 面 な ど 総 合 的 な 面 に 配 慮 し た

対 応 を 図 る も の と す る 。  
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母 性 、

乳 幼 児

に 対 す

る 健 康

診 査 及

び 保 健

指 導 の

実 施 に

つ い て  

1 9 9 6 (平

成 8 )年

1 1 月 2 0

日  

児 発 第

9 3 4 号  

Ⅰ  母 性 の 健 康 診 査 及 び 保 健 指 導 要 領  

第 一  総 則  

5  母 性 の 各 期 に お い て 、 受 け る べ き 健

康 診 査 及 び 保 健 指 導 等 の 回 数 は 、原 則 と

し て 次 に 示 す と お り す る こ と が 望 ま し

い こ と 。同 回 数 は 、市 町 村 が 行 う 事 業 の

対 象 と な る 場 合 、及 び 妊 産 婦 等 が 任 意 に

医 療 施 設 等 で 受 診 す る 場 合 を あ わ せ た

も の と す る こ と 。  

な お 、保 健 指 導 及 び 健 康 診 査 は 、原 則 と

し て 医 師 、助 産 婦 、保 健 婦 等 の 専 門 職 種

の 者 に よ り 行 う も の と す る 。  

第 四  妊 娠 時 の 母 性 保 健  

3  保 健 指 導  

( 3 )  医 師 、 助 産 婦 等 に 連 絡 を 要 す る 、

流 ・早 産 、妊 娠 中 毒 症 等 の 妊 娠 経 過 中 の

異 常 徴 候 を 妊 婦 自 身 の 注 意 に よ り 発 見

し う る よ う 指 導 す る こ と 。  

( 1 1 )  分 娩 に 対 す る 身 体 的 、精 神 的 準 備

を 備 え さ せ 、ま た 、分 娩 場 所 の 選 定 、分

娩 時 に お け る 家 族 の 役 割 、分 娩 を 担 当 す

る 医 師 又 は 助 産 婦 と の 連 絡 方 法 や 分 娩

施 設 へ の 交 通 手 段 、既 に 幼 児 が い る 場 合

の 保 育 そ の 他 の 注 意 事 項 等 に つ い て 指

導 す る こ と  

 

妊 婦 の 保 健 指

導  

母 性  

妊 婦  

第 五  分 娩 時 の 母 性 保 健  

1  方 針  

( 1 )  分 娩 場 所 の 選 定 に お い て 、 母 児 の

安 全 を 優 先 し て 配 慮 し 、心 身 と も に 安 定

し た 状 態 の も と で 、分 娩 が 行 わ れ る よ う

に 努 め る こ と 。  

( 2 )  医 療 機 関 が 常 に 緊 急 事 態 に 即 応 し

う る よ う 態 勢 を 整 え 、異 常 発 生 時 に 適 切

な 治 療 が 迅 速 に 行 わ れ る よ う 配 慮 し 、妊

婦 及 び 家 族 に も そ の 旨 を 周 知 さ せ て お

く こ と 。  

( 3 )  医 師 は 分 娩 経 過 の 正 常 か 否 か を 監

視 し 、異 常 が 発 生 し た 場 合 の 診 断 、処 置

に あ た る こ と 。助 産 婦 は 分 娩 経 過 を 監 視

し 正 常 な 場 合 の 分 娩 介 助 等 を 行 い 、必 要

な 指 導 及 び 手 配 を 担 当 す る と と も に 、異

常 の 疑 い の あ る 場 合 は 速 や か に 医 師 に

連 絡 し て 、 そ の 業 務 を 助 け る こ と 。  

( 4 )  産 婦 の 健 康 状 態 お よ び 心 理 状 態 に

応 じ た 適 切 な 配 慮 の も と に 産 婦 を 看 護

し 、分 娩 を 介 助 す る こ と 。妊 婦 が 一 時 実

家 に 帰 省 し て 分 娩 を 行 う 場 合 、そ の 他 妊

娠 健 康 診 査 を 受 け た 医 療 機 関 以 外 で 分

娩 を 行 う 場 合 は 、分 娩 を 行 う 医 療 機 関 で

は 、以 前 の 情 報 入 手 に 努 め 、そ の 不 安 を

除 去 す る よ う に す る こ と 。  

3  保 健 指 導  

( 1 )  妊 娠 中 か ら 分 娩 の 経 過 と 進 行 状 況

に 応 じ た 動 作 の 準 備 指 導 を す る こ と 。  

( 2 )  分 娩 に 対 す る 不 安 、 焦 慮 及 び 興 奮

等 を 緩 和 、 除 去 す る よ う 指 導 す る こ と 。 

( 3 )  分 娩 の 方 法 に つ い て 、 医 師 、 助 産

正 常 分 娩 の 介

助  

産 婦  
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婦 と 産 婦 及 び 家 族 と の 間 に 十 分 な 説 明

と 納 得 が 得 ら れ る よ う 配 意 す る こ と 。  

( 4 )  医 師 、 助 産 婦 等 に 連 絡 す べ き 分 娩

進 行 に 応 じ た 自 覚 徴 候 に つ い て 指 導 す

る こ と 。  

( 5 )  分 娩 経 過 中 の 行 動 (食 事 、睡 眠 、排

尿 便 、 陣 痛 、 腹 圧 、 呼 吸 法 等 )に つ い て

指 導 す る こ と 。  

( 6 )  家 族 に 対 し て 協 力 的 な 役 割 を 努 め

る よ う 指 導 す る こ と 。  

第 六  産 褥 期 の 母 性 保 健  

1  方 針  

( 1 )  母 体 の 身 体 的 諸 機 能 の 回 復 及 び 母

乳 哺 育 を 勧 め 、出 生 し た 児 の 円 滑 な 外 界

へ の 順 応 を 図 り 、母 と 子 の 結 び つ き の 確

立 に 努 め る こ と 。  

( 2 )  妊 娠 な い し 分 娩 の 間 に 発 生 し た

母・児 の 障 害 の 発 見 及 び そ の 処 置 並 び に

そ れ 以 後 の 疾 病 併 発 の 防 止 に 努 め 、 ま

た 、先 天 性 代 謝 異 常 等 の ス ク リ ー ニ ン グ

を 勧 め る こ と 。  

( 3 )  新 生 児 に 関 す る 知 識 を 与 え て 、 母

性 意 識 を 確 立 さ せ 児 の 状 態 観 察 及 び 環

境 調 整 の 着 眼 点 を 指 導 し 、基 本 的 な 育 児

に 自 信 を 持 た せ る こ と 。  

( 4 )  産 褥 期 の 感 染 、 特 に 性 器 及 び 乳 房

の 感 染 防 止 に 努 め る こ と 。  

( 5 )  入 院 分 娩 の 母 ・ 児 を 早 期 に 退 院 さ

せ る 場 合 は 、褥 婦 及 び 家 族 に 対 し て 必 要

な 事 項 を 指 示 し 、妊 産 婦 、新 生 児 及 び 未

熟 児 の 訪 問 指 導 に つ い て 助 言 す る ほ か 、

そ の 後 の 経 過 を 観 察 す る 医 師 、助 産 婦 又

は 保 健 婦 に 所 要 の 連 絡 を と る こ と 。  

( 6 )  産 後 の 母 ・ 児 の 保 健 及 び 福 祉 に 関

し 、産 科 、小 児 科 、 精 神 科 、 公 衆 衛 生 及

び 福 祉 関 係 者 相 互 の 連 絡 を 強 化 し て お

く こ と 。 特 に 、 心 の 問 題 (抑 う つ 状 態 を

は じ め と す る 産 後 の 精 神 的 障 害 や 育 児

不 安 等 )に 関 す る 育 児 援 助 が 重 要 で あ る

こ と 。  

産 褥 期 の 入 院

中 の 指 導  

褥 婦  

Ⅱ  乳 幼 児 の 健 康 診 査 及 び 保 健 指 導 要

領  

第 二  新 生 児 保 健  

( 2 )  分 娩 立 会 い の 医 師 、 助 産 婦 は 児 の

生 活 力 、 分 娩 損 傷 、 適 応 障 害 に 注 意 し 、

異 常 を 認 め た 時 は 、直 ち に 新 生 児 を 担 当

す る 医 師 に 連 絡 す る 等 適 切 な 対 応 を 行

う 。こ の た め 、各 地 域 の 新 生 児 を 含 め た

周 産 期 医 療 体 制 の 確 立 に 努 め る こ と 。  

ま た 、児 の 将 来 の 健 康 に 影 響 を 及 ぼ す 母

の 既 往 歴 、分 娩 経 過 及 び 疾 病 又 は 異 常 の

詳 細 を そ の 後 の 保 健 指 導 に あ た る 医 師 、

助 産 婦 、保 健 婦 (士 )に 連 絡 す る こ と 。特

に 育 児 不 安 や 産 後 の 精 神 障 害 等 を 認 め

分 娩 直 後 の 新

生 児 の 観 察 と

対 外 生 活 へ の

適 応 の 援 助  

新 生

児  
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た 場 合 、母 親 へ の 精 神 的 支 援 を 行 い 、そ

の 状 態 を 見 極 め て 専 門 家 へ の 受 診 を す

す め る 等 適 切 な 指 導 を 行 う こ と 。  

子 ど も

の 心 の

健 康 づ

く り 対

策 事 業

に つ い

て  

1 9 9 7 (平

成 9 )年

9 月 2 9

日  

児 発 第

6 1 0 号  

子 ど も の 心 の 健 康 づ く り 対 策 事 業 実 施

要 綱  

第 三  事 業 内 容 等  

2  出 産 母 子 支 援 事 業  

( 1 )  事 業 内 容  

ア  出 産 前 後 に お い て 身 体 面・精 神 面 に

問 題 の あ る 妊 産 婦 、育 児 不 安 を 抱 え て い

る 家 庭 及 び そ の 他 相 談 を 希 望 す る 者 に

対 し て 、電 話 又 は 面 接 に よ る 相 談 及 び 指

導 を 行 う も の と す る 。  

イ  身 体 的 理 由 又 は 生 活 環 境 等 の 理 由

に よ り 当 該 事 業 を 行 う 場 所 に 来 所 す る

こ と が で き な い 妊 産 婦 等 に 対 し て 、助 産

婦 が 訪 問 し て 相 談 等 を 行 う も の と す る 。 

ウ  相 談 等 に 応 じ る 助 産 婦 の 技 術 の 向

上 を 図 る た め の 研 修 を 行 う 。  

( 2 )  実 施 担 当 者  

助 産 婦 と す る 。  

( 3 )  実 施 場 所  

助 産 所 等 で 行 う も の と す る 。   

 

出 産 前 後 に お

い て 身 体 面 ・

精 神 面 に 問 題

の あ る 妊 産

婦 、 育 児 不 安

を 抱 え て い る

家 庭 及 び そ の

他 相 談 を 希 望

す る 者 に 対 し

て 、 助 産 所 で

相 談 及 び 保 健

指 導 を す る 。

来 所 で き な い

場 合 は 家 庭 訪

問 す る  

妊 婦  

褥 婦  

出 産

後 の

育 児

中 の

家 族  

乳 幼 児

に 対 す

る 健 康

診 査 の

実 施 に

つ い て  

1 9 9 8 (平

成 1 0 )

年 4 月 8

日  

児 発 第

2 8 5 号  

乳 幼 児 健 康 診 査 実 施 要 綱  

第 1  総 則 的 事 項  

4  実 施 体 制 の 確 立  

( 3 )  健 康 診 査 の 実 施 方 法  

健 康 診 査 は 、市 町 村 保 健 セ ン タ ー 、母 子

健 康 セ ン タ ー 等 に お い て 行 う 集 団 健 康

診 査 、又 は 医 療 機 関 等 に 委 託 し て 行 う 個

別 健 康 診 査 に よ り 実 施 す る 。集 団 健 康 診

査 と し て 行 う 場 合 に は 、複 数 の 市 町 村 が

広 域 の 協 力 体 制 を 組 む 方 式 、医 師 、歯 科

医 師 、助 産 師 、保 健 師 等 が チ ー ム を 組 ん

で 行 う 巡 回 方 式 、他 の 月 年 齢 の 健 康 診 査

と の 合 同 方 式 と し て も 差 し 支 え な い 。  

5  健 康 診 査 の 実 施  

( 1 )  健 康 診 査 の 担 当 者 の 編 成  

健 康 診 査 は 、十 分 な 経 験 を 有 し 、保 健 医

療 に 習 熟 し た 医 師 、 歯 科 医 師 、 助 産 師 、

保 健 師 、看 護 師 、管 理 栄 養 士 、歯 科 衛 生

士 及 び 心 理 相 談 を 担 当 す る 者 等 に よ り

実 施 す る こ と と す る 。  

乳 幼 児 の 健 康

診 査  

乳 幼

児  
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母 子 健

康 手 帳

の 改 定

に つ い

て  

1 9 9 8 (平

成 1 0 )

年 1 2 月

2 5 日  

児 母 第

8 8 号  

◇ 母 子 健 康 手 帳 の 改 定 に つ い て  

4  働 く 女 性 の 出 産 ・ 育 児 を 支 援 す る 制

度 に 関 し て の 情 報 提 供  

( 2 )  改 定 内 容  

「 働 く 女 性 の た め の 出 産・育 児 に 関 す る

制 度 」 を 以 下 の よ う に 改 定 す る 。  

◎ 産 前 ・ 産 後 の 健 康 管 理  

・  妊 産 婦 (妊 娠 中 及 び 出 産 後 一 年 を 経

過 し な い も の )は 、 事 業 主 に 申 し 出 る こ

と に よ り 、次 の 保 健 指 導 又 は 健 康 診 査 を

受 け る た め に 必 要 な 時 間 を 確 保 す る こ

と が で き ま す 。  

○ 妊 娠 二 三 週 ま で は 四 週 に 一 回  

○ 妊 娠 二 四 週 か ら 妊 娠 三 五 週 ま で は 二

週 に 一 回  

○ 妊 娠 三 六 週 以 後 出 産 ま で は 一 週 に 一

回  

た だ し 、医 師 や 助 産 婦 の 指 示 で こ れ を 上

回 る こ と も あ り ま す 。  

 

妊 婦 健 康 診 査  妊 婦  

母 子 健

康 手 帳

の 様 式

の 改 正

に つ い

て  

2 0 0 2 (平

成 1 4 )

年 1 月

1 5 日  

雇 児 母

発 第

1 1 5 0 0 1

号  

す こ や か な 妊 娠 と 出 産 の た め に  

◎ 役 に 立 つ 保 健 指 導  

 妊 娠 中 を 健 康 に 過 ご し 、お 産 を 無 事 に

す ま す た め に は 、日 常 生 活 ・ 栄 養 ・ 環 境

そ の 他 い ろ い ろ な 点 を 医 師  ・ 歯 科 医

師  ・ 助 産 婦 ・ 保 健 婦 ・ 栄 養 士 な ど に 指

導 し て も ら い ま し ょ う 。 ま た 、 母 親 学

級 ・ 両 親 学 級 に 出 席 す る こ と も 大 切 で

す 。  

 

妊 婦 健 康 診 査  妊 婦  

母 子 健

康 手 帳

の 任 意

記 載 事

項 様 式

の 改 正

に つ い

て  

2 0 0 8 (平

成 2 0 )

年 2 月 8

日  

雇 児 母

発 第

2 0 8 0 0 2

号  

母 子 健 康 手 帳 通 知 様 式 (任 意 記 載 様 式 )

新 旧 対 照  

◎ 専 門 家 の 保 健 指 導 を 受 け ま し ょ う  

 

 健 康 で 無 事 な お 産 を 迎 え る た め に は 、

日 常 生 活 ・ 栄 養 ・ 環 境 そ の 他 い ろ い ろ な

こ と に 気 を 配 る 必 要 が あ り ま す 。医 師 ・

歯 科 医 師・助 産 師・保 健 師・歯 科 衛 生 士 ・

栄 養 士 な ど の 指 導 を 積 極 的 に 受 け  、 妊

娠 や 出 産 に 関 し て 悩 み や 不 安 が あ る 時

は 遠 慮 せ ず に 相 談 し  ま し ょ う 。 母 親 学

級・両 親 学 級 も 役 に 立 つ 情 報 を 提 供 し て

い ま す 。  

 

妊 婦 健 康 診 査  妊 婦  

妊 婦 健

康 診 査

の 公 費

負 担 の

状 況 に

か か る

調 査 結

果 に つ

い て  

2 0 0 8 (平

成 2 0 )

年 5 月

3 0 日  

雇 児 母

発 第

5 3 0 0 0 1

号  

妊 婦 健 康 診 査 の 公 費 負 担 の 状 況 に つ い

て (平 成 2 0 年 4 月 現 在 )  

3． 助 産 所 に お け る 公 費 負 担 の 有 無 に つ

い て  

［ 公 費 負 担 あ り ］  4 4 8 市 町 村 ( 2 4 . 7％ )  

［ 公 費 負 担 な し ］  1 , 3 6 3 市 町 村

( 7 5 . 3％ )  

妊 婦 健 康 診 査  妊 婦  

妊 婦 健

康 診 査

の 公 費

負 担 の

状 況 に

2 0 1 0 (平

成 2 2 )

年 6 月 8

日  

雇 児 母

発 第

6 0 8 0 0 1

号  

(別 添 )  

妊 婦 健 康 診 査 の 公 費 負 担 の 状 況 に つ い

て (平 成 2 2 年 4 月 1 日 現 在 )  

2． 妊 婦 の 居 住 地 以 外 の 病 院 、 診 療 所 、

助 産 所 で 妊 婦 健 診 を 受 診 し た 場 合 の 公

妊 婦 健 康 診 査  妊 婦  
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か か る

調 査 結

果 に つ

い て  

費 負 担 に つ い て   

妊 婦 健

康 診 査

の 公 費

負 担 の

状 況 に

か か る

調 査 結

果 に つ

い て  

 

2 0 1 4 (平

成 2 6 )

年 4 月

2 3 日  

雇 児 母

発 第

4 2 3 0 0 1

号  

(別 添 )  

○ 妊 婦 健 康 診 査 の 公 費 負 担 の 状 況 に つ

い て (平 成 2 5 年 4 月 1 日 現 在 )  

2． 妊 婦 の 居 住 地 以 外 の 病 院 、 診 療 所 、

助 産 所 で 妊 婦 健 診 を 受 診 し た 場 合 の 公

費 負 担 に つ い て  

妊 婦 健 康 診 査  妊 婦  

妊 婦 健

康 診 査

の 公 費

負 担 の

状 況 に

か か る

調 査 結

果 に つ

い て  

 

2 0 1 5 (平

成 2 7 )

年 6 月

3 0 日  

雇 児 母

発 第

6 3 0 0 0 1

号  

(別 添 )  

○ 妊 婦 健 康 診 査 の 公 費 負 担 の 状 況 に つ

い て (平 成 2 6 年 4 月 1 日 現 在 )  

3． 妊 婦 の 居 住 地 以 外 の 病 院 、 診 療 所 、

助 産 所 で 妊 婦 健 診 を 受 診 し た 場 合 の 公

費 負 担 に つ い て  

妊 婦 健 康 診 査  妊 婦  

「 乳 幼

児 に 対

す る 健

康 診 査

の 実 施

に つ い

て 」 の

一 部 改

正 に つ

い て  

2 0 1 5 (平

成 2 7 )

年 9 月

1 1 日  

雇 児 発

第

9 1 1 0 0 1

号  

【 別 紙 】 新 旧 対 照 表  

新  

健 康 診 査 は 、市 町 村 保 健 セ ン タ ー 、母 子

健 康 セ ン タ ー 等 に お い て 行 う 集 団 健 康

診 査 、又 は 医 療 機 関 等 に 委 託 し て 行 う 個

別 健 康 診 査 に よ り 実 施 す る 。集 団 健 康 診

査 と し て 行 う 場 合 に は 、複 数 の 市 町 村 が

広 域 の 協 力 体 制 を 組 む 方 式 、医 師 、歯 科

医 師 、 助 産 師 、保 健 師  等 が チ ー ム を 組

ん で 行 う 巡 回 方 式 、他 の 月 年 齢 の 健 康 診

査 と の 合 同 方 式 と し て も 差 し 支 え な い 。 

 

健 康 診 査 は 、十 分 な 経 験 を 有 し 、保 健 医

療 に 習 熟 し た 医 師 、歯 科 医 師 、 助 産 師 、

保 健 師 、看 護 師 、管 理 栄 養 士 、歯 科 衛 生

士 及 び  心 理 相 談 を 担 当 す る 者 等 に よ り

実 施 す る こ と と す る 。  

 

乳 幼 児 の 健 康

診 査  

乳 幼

児  

母 子 健

康 手 帳

の 任 意

記 載 事

項 様 式

の 改 正

に つ い

て  

2 0 1 5 (平

成 2 7 )

年 1 2 月

2 1 日  

雇 児 母

発 第

1 2 2 1 0 0 1

号  

◎ 出 産 後 の 心 身 の 健 康  

出 産 後 の お 母 さ ん は 、わ け も な く イ ラ イ

ラ し た り 、気 持 ち が 落 ち 込 ん だ り す る こ

と が あ り ま す 。産 後 の ホ ル モ ン な ど 体 の

内 部 の 変 化 や 、慣 れ な い 育 児 の 疲 れ な ど

が 原 因 と さ れ て い ま す 。「産 後 う つ 」は 、

産 後 の お 母 さ ん の 1 0～ 1 5％ に 起 こ る と

さ れ て い ま す 。出 産 後 は 、お 母 さ ん は 赤

ち ゃ ん の 世 話 に 追 わ れ 、自 分 の 心 や 体 の

異 常 に つ い て は 後 回 し に し が ち で す 。ま

た 、お 父 さ ん や 周 囲 の 方 も 赤 ち ゃ ん が 最

優 先 で 、お 母 さ ん の 変 化 を 見 過 ご し が ち

で す 。産 後 う つ か も し れ な い 、と 思 っ た

と き は 、迷 わ ず 医 師 、助 産 師 、保 健 師 に

相 談 し ま し ょ う 。  

産 後 の 母 に 対

す る 心 身 の 相

談 と 保 健 指 導  

褥 婦  
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資 料 Ⅰ - 7  助 産 師 (婦 )に 係 る 「 母 体 保 護 法 」 関 連 の 通 知  

件 名  発 出 年

月 日  

種 別 ・

番 号  

内 容  助 産 師 の 業 務  対 象  

優 生 保 護

法 の 一 部

を 改 正 す

る 法 律 等

の 施 行 に

つ い て  

昭 和 2 7

年 0 7 月

0 2 日  

衛 発 第

6 0 0 号  

第 二  受 胎 調 節 に 関 す る 事 項  

一  受 胎 調 節 実 地 指 導 者 の 指 定  

1  規 則 第 九 条 に よ り 添 付 す べ き 認 定

講 習 を 終 了 し た こ と を 証 す る 書 面 は 、

規 則 第 十 九 条 の 書 面 に 限 ら れ る も の

で は な く 、こ れ に 代 わ る べ き 認 定 講 習

実 施 者 の 発 行 す る 書 面 で あ つ て も さ

し つ か え な い こ と 。  

2  規 則 第 九 条 の 申 請 が あ つ た 場 合 に

お い て 、当 該 申 請 者 が 指 定 の 要 件 を 備

え て い る と 認 め ら れ る と き は 、必 ず 指

定 を す べ き も の で あ り 、指 定 す る か 否

か に つ い て 裁 量 す る 余 地 は な い も の

で あ る こ と 。  

3  規 則 第 十 条 第 二 項 の 標 識 の 交 付

は 、と く に こ れ を 希 望 す る 者 に つ い て

の み 行 う の で あ る こ と 。 な お 、 こ の 場

合 の 交 付 申 請 の 手 続 は 都 道 府 県 規 則

で 定 め ら れ た い こ と 。  

4  規 則 第 十 一 条 の 指 定 を 受 け た 者 の

名 簿 は 、 別 記 様 式 に よ ら れ た い こ と 。  

5  規 則 第 十 三 条 第 三 項 に よ り 名 簿 記

載 事 項 の 写 の 送 付 を 受 け た 都 道 府 県

知 事 は 、こ れ に よ り そ の 者 の 名 簿 を 作

成 さ れ た い こ と 。  

6  指 定 の 取 消 は 、 規 則 第 十 五 条 に よ

り 申 請 又 は 届 出 が あ つ た 場 合 に だ け 、

こ れ を 行 う こ と が で き る も の で あ つ

て 、職 権 で こ れ を 行 う こ と は 許 さ れ な

い こ と 。 但 し 、 指 定 を 受 け た 者 が 保 健

婦 、助 産 婦 看 護 婦 法 の 規 定 に よ り 保 健

婦 、助 産 婦 又 は 看 護 婦 の 免 許 を 取 消 さ

れ た と き は 、当 然 そ の 効 力 を 失 う も の

で あ る こ と 。  

受 胎 調 節 実 地

指 導 者 は 、認 定

講 習 を 受 け 、都

道 府 県 に 申 請

手 続 き を す る

こ と 。 保 健 婦 、

助 産 婦 、看 護 婦

が 申 請 で き 、免

許 を 取 り 消 さ

れ た 場 合 に は

受 胎 調 節 実 地

指 導 者 の 指 定

も 取 り 消 さ れ

る 。  

助 産

婦  

 

受 胎

調 節

実 地

指 導

員  



 

 

186 

 

優 生 保 護

法 一 部 改

正 に 伴 う

疑 義 に つ

い て  

昭 和 2 7

年 1 2 月

2 2 日  

衛 庶 第

1 8 0 号  

こ の こ と に つ い て 左 の 事 項 に 関 し 疑

義 が あ り ま す の で 至 急 何 分 の 御 指 示

願 い た い 。 記 1  受 胎 調 節 相 談 所 等 の

名 称 使 用 に つ い て 薬 局 、助 産 婦 等 に お

い て 受 胎 調 節 相 談 所 (室 )又 は 妊 娠 調

節 相 談 所 等 の 名 称 を 使 用 す る こ と は 、

法 第 二 十 三 条 (名 称 の 独 占 )と の 関 連

如 何 。 2  薬 品 に よ る 実 地 指 導 行 為 に

つ い て 法 第 十 五 条 の 実 地 指 導 に つ い

て 、受 胎 調 節 実 地 指 導 員 が 避 妊 用 薬 品

を そ .う .入 す る 行 為 は 、業 と し て 行 つ

て よ い か 、 如 何 。 又 、 前 記 以 外 の 者 が

行 う こ と は 如 何 。〔 別 紙 乙 号 〕 (昭 和 二

七 年 一 二 月 二 二 日  衛 庶 第 一 八 〇

号 ) (北 海 道 衛 生 部 長 あ て 厚 生 省 公 衆

衛 生 局 庶 務 課 長 回 答 )九 月 十 二 日 二 七

保 指 第 一 、一 九 四 号 で 照 会 が あ つ た 標

記 に つ い て 、 左 記 の 通 り 回 答 す る 。 記

1  優 生 保 護 法 第 二 十 三 条 の 「 優 生 保

護 相 談 所 … … … に 類 似 す る 文 字 を 用

い 」 と は 、 昭 和 二 十 七 年 七 月 二 十 三 日

厚 生 省 発 衛 第 一 三 二 号 厚 生 事 務 次 官

通 知「 優 生 保 護 法 の 一 部 を 改 正 す る 法

律 等 の 施 行 に つ い て 」記 第 五 の 二 の 通

り 、そ の 名 称 中 に 優 生 結 婚 相 談 所 又 は

優 生 保 護 相 談 所 等 優 生 保 護 相 談 所 に

ま ぎ ら わ し い 文 字 を 用 い る こ と を い

う も の で あ つ て 、受 胎 調 節 相 談 所 又 は

妊 娠 調 節 相 談 所 と い う 文 字 を 用 い る

こ と は 、こ れ に 当 ら な い も の と 解 さ れ

る 。 2  避 妊 薬 を 使 用 す る 受 胎 調 節 の

実 地 指 導 は 、受 胎 調 節 実 地 指 導 員 は も

ち ろ ん 、そ の 他 の 者 が こ れ を 行 つ て も

法 の 違 反 と は な ら な い 。 但 し 、 子 宮 膣

内 に 避 妊 薬 を そ .う .入 す る 等 の 行 為

は 、医 療 行 為 に 属 す る と こ ろ で あ る か

ら 、医 師 以 外 の 者 が 行 う こ と は 許 さ れ

な い 。  

 

受 胎 調 節 実 地

指 導 員 の 助 産

婦 が 、受 胎 調 節

相 談 所 (室 )又

は 妊 娠 調 節 相

談 所 等 の 名 称

を 使 用 す る こ

と は 、差 し 支 え

な い 。避 妊 薬 を

使 用 す る 受 胎

調 節 の 実 地 指

導 は 、受 胎 調 節

実 地 指 導 員 は

も ち ろ ん 、そ の

他 の 者 が こ れ

を 行 つ て も 法

の 違 反 と は な

ら な い 。 但 し 、

子 宮 膣 内 に 避

妊 薬 を そ .う .

入 す る 等 の 行

為 は 、医 療 行 為

に 属 す る と こ

ろ で あ る か ら 、

医 師 以 外 の 者

が 行 う こ と は

許 さ れ な い 。  

助 産

婦  

 

受 胎

調 節

実 地

指 導

員  

優 生 保 護

法 第 二 十

三 条 に 関

す る 疑 義

に つ い て  

昭 和 2 8

年 0 8 月

1 8 日  

衛 発 第

6 3 2 - 2

号  

優 生 保 護 法 第 二 十 三 条 に よ る 名 称 の

独 占 に 関 し て 左 記 の 通 り 疑 義 を 生 じ

た の で 、 回 答 願 い た い 。 記 三  受 胎 調

節 実 施 指 導 員 と し て 指 定 さ れ た 助 産

婦 、 保 健 婦 、 看 護 婦 が 広 告 の 目 的 を も

つ て 、 又 は そ の 目 的 な く 「 看 板 」「 ち

ら し 」 等 に 受 胎 調 節 実 施 指 導 員 (氏  

名 )を 入 れ た と き 、 及 び 医 師 、 薬 剤 師 、

助 産 婦 、 保 健 婦 、 看 護 婦 が 「 受 胎 調 節

相 談 」「 受 胎 調 節 指 導 員 」 又 は こ れ に

類 似 す る 文 字 を 用 い て 広 告 す る こ と

は 違 法 な り や 昭 和 二 十 七 年 十 二 月 八

日 二 七 保 健 第 一 、六 一 三 号 で 貴 県 衛 生

部 長 か ら 照 会 の 標 記 に つ い て 、左 記 の

通 り 回 答 す る 。 記 3  助 産 婦 が 受 胎 調

節 の 指 導 業 務 に 関 し て 広 告 す る こ と

は 、医 療 法 第 七 十 一 条 の 規 定 に 抵 触 す

る 。 但 し 、 受 胎 調 節 実 地 指 導 員 た る 助

産 婦 に つ い て は 、近 く 同 条 第 四 項 の 規

受 胎 調 節 実 施

指 導 員 と し て

指 定 さ れ た 助

産 婦 は 、看 板 等

に 広 告 し て は

な ら な い 。た だ

し 、近 く 同 条 第

四 項 の 規 定 に

よ り「 受 胎 調 節

実 地 指 導 員 た

る こ と 」を 広 告

す る こ と が で

き る よ う 所 要

の 措 置 を と る

予 定 で あ る 。  

助 産

婦  

 

受 胎

調 節

実 地

指 導

員  

 

管 理  
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定 に よ り「 受 胎 調 節 実 地 指 導 員 た る こ

と 」を 広 告 す る こ と が で き る よ う 所 要

の 措 置 を と る 予 定 で あ る 。  

受 胎 調 節

実 地 指 導

員 の 業 務

広 告 に つ

い て  

昭 和 3 2

年 0 4 月

0 4 日  

医 総 第

1 0 号  

衛 企 第

2 8 号  

助 産 婦 で あ る 受 胎 調 節 実 地 指 導 員 に

つ い て は 医 療 法 第 七 一 条 の 規 定 に よ

り 広 告 の 制 限 を 受 け る が 、昭 和 二 五 年

三 月 二 七 日 厚 生 省 告 示 第 七 二 号 に よ

り 「 受 胎 調 節 実 地 指 導 員 」 と い う 文 字

の み を 広 告 し 得 る こ と と な っ て い る 。  

と こ ろ で 、優 生 保 護 法 施 行 令 第 二 条 第

二 項 に よ り 交 付 さ れ る 標 識 の 掲 示 の

み が 右 告 示 に よ っ て 制 限 を 解 除 さ れ

て い る 「 受 胎 調 節 実 地 指 導 員 」 と い う

文 字 の 広 告 で あ る と 解 さ れ る 向 も あ

る が 、標 識 は 希 望 者 の み に 交 付 さ れ る

も の で あ っ て 、受 胎 調 節 実 地 指 導 員 の

広 告 は 、同 標 識 以 外 の 方 法 に よ っ て 行

う こ と も で き る も の と 解 さ れ る 。  

な お 、標 識 以 外 の 方 法 に よ っ て 行 う 広

告 の 大 き さ に つ い て は 、省 令 に 定 め る

標 識 の 大 き さ と は 別 に 、常 識 的 に 見 て

誇 大 に わ た ら な い 程 度 の も の で あ れ

ば 差 し 支 え な い 。  

受 胎 調 節 実 地

指 導 員 で あ る

助 産 婦 は 、昭 和

二 五 年 三 月 二

七 日 厚 生 省 告

示 第 七 二 号 に

よ り「 受 胎 調 節

実 地 指 導 員 」と

い う 文 字 の み

を 広 告 し て 良

い こ と に な っ

た 。  

助 産

婦  

 

受 胎

調 節

実 地

指 導

員  

 

管 理  

「 受 胎 調

節 普 及 実

施 要 領 」並

び に「 同 細

目 」に つ い

て  

平 成 0 8

年 0 9 月

2 5 日  

児 発 第

8 2 7 号  

優 生 保 護 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 が

平 成 八 年 法 律 第 一 〇 五 号 を も っ て 公

布 さ れ た こ と に 伴 い 、 従 来 の 「 受 胎 調

節 普 及 実 施 要 領 」 並 び に 「 同 細 目 」 を

見 直 し 、 別 添 の と お り と し た の で 、 こ

れ に 基 づ い て 各 地 の 実 情 に 即 応 し た

実 施 計 画 を 策 定 し 、速 や か に 実 施 に 移

さ れ る よ う お 取 り 計 ら い 願 い た い 。な

お 、 本 通 知 の 実 施 に 伴 い 、 厚 生 省 公 衆

衛 生 局 長 通 知 昭 和 二 七 年 六 月 二 七 日

衛 発 第 五 八 五 号 「「 受 胎 調 節 普 及 実 施

要 領 」 並 び に 「 同 細 目 」 に つ い て 」 は

廃 止 す る 。 (別 添 )受 胎 調 節 普 及 実 施 要

領 第 二  要 領 二  実 施 の 方 法 は 、個 別

指 導 (ケ ー ス ・ ワ ー ク )及 び 集 団 教 育

(ク ル ー プ ・ ワ ー ク )に 重 点 を お き 、 併

せ て そ の 広 報 活 動 を 行 う も の と す る 。

ア  個 別 指 導 個 別 指 導 は 、厚 生 大 臣 が

指 定 す る 避 妊 用 の 器 具 を 直 接 女 子 の

身 体 に 対 し て 使 用 す る 実 地 指 導 の 方

法 と そ の 他 受 胎 調 節 に 関 す る 一 般 的

な 知 識 、関 係 施 設 の 利 用 及 び 薬 品 の 使

い 方 等 に つ い て 口 頭 で 説 明 す る 方 法

と に よ る も の と す る 。 ( 1 )  医 師 及 び

都 道 府 県 知 事 の 指 定 を 受 け た 助 産 婦 、

保 健 婦 (士 )又 は 看 護 婦 (士 )は 実 地 指

導 の 方 法 及 び そ の 他 の 方 法 と を 併 せ

て 行 う も の と す る 。 ( 2 )  前 号 の 指 定

を 受 け な い 助 産 婦 、保 健 婦 (士 )又 は 看

護 婦 (士 )並 び に 医 療 社 会 事 業 担 当 者

そ の 他 の ケ ー ス ・ ワ ー カ ー は 、 そ の 職

受 胎 調 節 実 地

指 導 員 の 指 定

を 受 け た 助 産

婦 は 、実 地 指 導

を 行 う 。指 定 を

受 け て い な い

助 産 婦 は 、職 務

範 囲 内 で 受 胎

調 節 の 必 要 性

及 び 保 健 所 又

は 実 地 指 導 者

の 所 在 等 を 口

頭 で 説 明 す る  

女 子  
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務 の 範 囲 内 で 受 胎 調 節 の 必 要 性 及 び

保 健 所 又 は 実 地 指 導 者 の 所 在 等 を 口

頭 で 説 明 す る も の と す る 。  
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資 料 Ⅱ  

助 産 師 を 取 り 巻 く 就 業 環 境 等 の 経 時 的 な 変 化  

 助 産 師 の 活 動 状 況 は 、そ の 時 々 の 出 産 数 や 出 産 場 所 な ど に 依 存 す る も

の だ と 考 え ら れ る 。そ こ で 、本 研 究 で は 、過 去 の 資 料 に 基 づ き 、出 生 数 、

出 産 場 所 、助 産 師 の 人 数 、助 産 師 の 就 労 場 所 な ど を 経 時 的 に 分 析 す る こ

と と し た 。  

 

資 料 Ⅱ -1 出 生 数 と 助 産 師 数 の 変 遷  

内 務 省 衛 生 局 が 発 行 す る「 衛 生 局 年 報 」お よ び 厚 生 省 、厚 生 労 働 省

が 発 行 す る「 衛 生 行 政 報 告 例 」に よ り 、 1878 (明 治 11)年 (統 計 デ ー タ

と し て 始 め て 公 表 さ れ た 年 )か ら 2014(平 成 26)年 ま で の 助 産 師 (産 婆 、

助 産 婦 )の 数 お よ び 出 生 数 を 資 料 Ⅱ - 1 図 1 お よ び 資 料 Ⅱ -1 表 1 に 示 す 。 

資 料 Ⅱ -1 図 1 か ら も 明 ら か な よ う に 、 助 産 師 (産 婆 ・ 助 産 婦 )と 出

生 数 と は 、 減 少 率 、 増 加 率 は 異 な る が 、 ほ ぼ 同 様 の 傾 向 が 認 め ら れ 、

出 生 数 が 増 加 す る 場 合 は 、助 産 師 の 人 数 も 増 加 し 、出 産 数 が 減 少 す る

場 合 は 、 助 産 師 の 人 数 も 減 少 す る 傾 向 が 見 ら れ る 。 1878(明 治 11)年

の 産 婆 数 は 、 12,009 人 で 、 そ の 後 年 々 急 激 に 増 加 し 、 1951(昭 和 26)

年 の 77,560 人 ま で 増 加 し た 。 そ の 後 、 助 産 婦 数 お よ び 出 産 数 と も に

減 少 傾 向 に 転 じ た 。  

た だ し 、1961(昭 和 36)年 か ら 48 年 の 間 は 、逆 の 様 相 を 呈 し て い る 。

こ の 時 期 は 、次 の Ⅰ -2「 出 産 場 所 の 変 化 」で 詳 し く 述 べ る が 、出 産 場

所 が 自 宅 か ら 病 院 等 の 施 設 に 移 行 し た 時 期 と 重 な っ て い る 。  

1878(明 治 11)年 か ら 2014(平 成 26)年 の 間 で 、助 産 師 の 人 数 に 急 激

な 減 少 が 2 回 み と め ら れ た 。 一 度 目 は 、 1899 (明 治 32)年 で あ る 。

1898(明 治 31)年 に 35,945 人 で あ っ た の が 、1899(明 治 32)年 に は 8,367

人 と な っ た 。こ れ は 、こ の 年 に 、産 婆 規 則 お よ び 産 婆 試 験 規 則 が 制 定

さ れ た こ と が 影 響 し て い る と 考 え ら れ る 。 医 制 の 制 定 (明 治 ７ 年 )後 、

東 京 、 大 阪 、 京 都 以 外 は 各 道 県 に 任 さ れ て い た 産 婆 の 教 育 や 業 務 は 、

「 産 婆 規 則 」に よ っ て 全 国 的 に 統 一 さ れ た 。産 婆 免 許 が 公 的 に 制 定 さ

れ 、業 務 の 従 事 に は 管 轄 地 方 庁 へ 免 許 登 録 が 必 要 に な り 、ま た 業 務 を
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行 わ な い と き は 免 許 を 返 却 す る こ と (業 務 免 許 )を 規 定 し た 。資 格 取 得

は 、 産 婆 規 則 制 定 に 続 き 同 年 ９ 月 ６ 日 「 産 婆 試 験 規 則 」 が 定 め ら れ 、

産 婆 の 登 録 に つ い て は 同 日「 産 婆 登 録 規 則 」が 定 め ら れ た 。規 則 施 行

か ら 5 年 間 は 、産 婆 の 乏 し い 地 域 に 限 っ て は 、こ れ ま で 産 婆 を 行 っ て

き た 者 は 無 免 許 の ま ま 産 婆 業 務 を 行 う こ と が 許 さ れ た が 、こ の 規 制 に

よ り 一 時 的 に 登 録 で き る 産 婆 の 数 が 減 少 し た と 考 え ら れ る 。  

二 度 目 は 、 1942(昭 和 17)年 か ら 1945(昭 和 20)年 で あ る 。第 二 次 世

界 大 戦 中 で あ っ た こ の 時 期 は 、「 助 産 婦 は 十 字 令 書 と い う 御 用 令 に よ

り 、空 襲 警 報 が な る と『 救 護 所 に 直 行 し 救 護 を 担 当 す る 』と い う 極 め

て 過 酷 な 役 割 を 、 強 制 的 に 与 え ら れ 」 (日 本 助 産 師 会 HP)た り 、 疎 開

な ど で 産 婆 登 録 の 異 動 な ど が あ り 正 確 な 産 婆 の 人 数 の 把 握 も 難 し か

っ た こ と が 推 察 さ れ 、急 激 な 減 少 と し て 記 録 さ れ て い る 。同 じ よ う に 、

出 生 数 の 統 計 記 録 も 残 さ れ て い な い 。  

  2 回 の 急 激 な 産 婆 の 減 少 以 外 で は 、 出 生 数 が 増 加 す る 状 況 下 で  

 は 、 産 婆 ･助 産 婦 数 が 増 加 し 、 出 産 数 が 減 少 す る 場 合 は 、 産 婆 ･助 産  

 婦 数 も 減 少 し て お り 、 助 産 師 (産 婆 ・ 助 産 婦 )の 数 と 出 生 数 と は 、 ほ  

 ぼ 同 様 の 推 移 を 経 る こ と が 認 め ら れ た (資 料 Ⅱ -1 図 1)。し か し 、1961  

 ～ 1973(昭 和 36～ 48 )年 の 間 は 、 逆 の 様 相 を 呈 し て い る 。 こ れ は 、 い  

 わ ゆ る 団 塊 の 世 代 が 出 産 年 齢 と な り 、第 2 次 ベ ビ ー ブ ー ム を 迎 え て 出  

 生 数 が 増 え た の に 反 し て 、 出 産 場 所 が 自 宅 か ら 病 院 等 の 施 設 に 移 行  

 し た こ と で 、 開 業 助 産 師 は 病 院 ・ 診 療 所 に 就 業 場 所 の 変 換 を 余 儀 な  

 く さ れ た 結 果 助 産 師 数 の 減 少 に 繋 が っ た こ と と 戦 後 に 助 産 婦 の 養 成  

 校 (数 )が 減 っ た こ と が 理 由 に 考 え ら れ る 。 第 二 次 世 界 大 戦 前 ま で  

 は 、産 婆 (助 産 師 )の 養  成 学 校 は 、全 国 に 61 校 あ っ た の が 、 GHQ の 指  

 導 の 下 で 看 護 の 改 革 が 行 わ れ 、 終 戦 後 に は 8 校 と な っ た (宮 﨑 文 子  

 2009)っ た こ と も 影 響 し 、1939(昭 和 14)年 に 統 計 記 録 を 取 り 始 め て 最  

 高 の 産 婆 数 で あ る 62,307 人 を 記 録 し て 以 来 減 少 し 、 そ れ は 平 成 ま で  

 続 い て 、 1992(平 成 4)年 に 22,690 人 ま で 減 少 し た 。  

  終 戦 後 の 出 産 数 を 見 る と 、 1947～ 1949(昭 和 22～ 24)年 は 復 員 な ど  

 の 影 響 に よ り 出 生 数 が 一 時 増 加 し た (こ の ３ 年 間 に 出 生 し た 人 々 が 団  
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塊 の 世 代 と 呼 ば れ 、 2025(平 成 37)年 に は 全 て 後 期 高 齢 者 と な り 「 2025

年 問 題 」 と し て 、 医 療 ・ 介 護 の 大 き な 課 題 と な っ て い る )。 し か し 、 社

会 状 況 は 混 乱 し 、 衛 生 状 態 は 悪 化 し て い た 。 こ の こ ろ 厚 生 省 は 、「 産 児

制 限 」 を 打 ち 出 し 、 1952(昭 和 27)年 に は 「 受 胎 調 節 普 及 実 施 要 領 」 を

発 表 し た た め 、1950(昭 和 25)年 か ら 7 年 間 は 急 激 に 出 生 数 が 減 少 し た 。

そ れ に 合 わ せ る よ う に 、助 産 婦 も 1951(昭 和 26)年 の 77,560 人 を ピ ー ク

に 1952(昭 和 27)年 に は 54,514 人 ま で 減 少 、 そ の 後 、 1966 (昭 和 41)年

の 43710 人 ま で は 緩 や か に 減 少 し 、 1967(昭 和 42)年 31944 人 と 急 速 に

減 少 、 1968(昭 和 43)年 29,440 人 か ら 1992(平 成 4)年 22,690 人 ま で は

緩 や か に 減 少 、 そ の 後 2002(平 成 14)年 24,340 人 か ら は 増 加 し 始 め 、

2014(平 成 26)年 33,956 人 と な っ て い る 。  

 

資 料 Ⅱ -2 出 産 場 所 の 変 化  

1947(昭 和 22)年 か ら 2014(平 成 26)年 ま で の 出 産 場 所 の 経 年 変 化 を 資

料 Ⅱ -2 図 1 に 示 す 。  

1947(昭 和 22)年 時 点 で は 、 殆 ど の 出 産 が こ れ ま で と 同 様 に 自 宅 分

娩・そ の 他 で 行 わ れ て い た が 、徐 々 に 自 宅 分 娩 が 減 少 し 、1960(昭 和 35)

年 に は 、 約 50％ に ま で 減 少 し た 。 1960(昭 和 35)年 の 日 本 は 、 高 度 経 済

成 長 期 で あ り 、産 業 構 造 の 第 一 産 業 か ら 第 二 次 産 業 へ の 移 行 が 進 み 、国

民 の 栄 養 事 情 や 衛 生 状 態 が 改 善 さ れ て き た 。自 宅 や 助 産 所 の 分 娩 に 比 べ 、

病 院・診 療 所 で の 医 療 の 元 で の 出 産 が よ り 安 全 で 生 活 の 質 を 向 上 さ せ る

妊 産 婦 の ニ ー ズ に 見 合 っ た こ と で 、一 気 に 病 院・診 療 所 分 娩 に 移 行 し て

行 っ た 。  

 

資 料 Ⅱ -3 助 産 師 の 就 業 場 所 の 変 化  

 1961(昭 和 36)年 か ら 2014(平 成 26)年 に お け る 助 産 師 の 総 数 と 就 業 場

所 の 変 化 を 資 料 Ⅱ -3 図 1 に 示 す 。  

最 近 10 年 間 の 推 移 を み る と 、助 産 師 総 数 は 2005(平 成 17 )年 の 27,047

人 か ら 2014(平 成 26)年 に は 37,572 人 と な り 、年 次 ご と に 増 加 傾 向 に あ

る 。 増 加 数 は 、 10,525 人 、 増 加 率 は 、 28％ で あ る 。  

 就 業 場 所 を 、「 病 院 」、「 診 療 所 」、「 助 産 所 」、直 接 分 娩 を 取 り 扱 わ な い

「 そ れ 以 外 」の ３ グ ル ー プ に 分 類 す る と 、「 病 院 」は 、最 も 多 く を 占 め 、
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2005(平 成 17)年 に は 全 体 の 66.1％ で あ る 。 助 産 師 の 人 数 は 増 え て い る

が 、総 数 に 対 す る 割 合 は 、漸 次 減 少 し 、2014(平 成 26 )年 は 全 体 の 61.9％

と な っ た が 、 依 然 と し て 最 大 人 数 を 占 め て い る 。 病 院 勤 務 が 減 っ た 分 、

診 療 所 勤 務 助 産 師 が 増 加 し て い る 。「 診 療 所 」は 2005(平 成 17)年 5,603

人 だ っ た も の が 、2014(平 成 26)年 に は 9,728 人 と な り 、20.7％ か ら 5.2

ポ イ ン ト 増 え て 25.9％ に な っ た 。こ れ ら に 反 し て 、「 助 産 所 」は 緩 や か

に 増 え て は い る も の の 、2005(平 成 17)年 1,586 人 か ら 平 成 26 年 の 1,804

人 と 2～ 3％ の 割 合 で 推 移 し て い る 。「 保 健 所・市 町 村 」お よ び「 そ の 他 」

も 殆 ど 変 化 は な い 。  

 現 在 、産 科 医 療 分 野 で は 産 科 医 師 の 減 少 が 問 題 と な っ て い る 。労 働 環

境 が 過 酷 で あ る こ と や 分 娩 時 の 医 療 事 故 に お い て 過 失 の 有 無 の 証 明 が

困 難 な 場 合 が 多 い た め 医 事 紛 争 が 多 い こ と な ど に よ り 、分 娩 の 扱 い を 取

り や め る 医 療 施 設 が 多 く 、 産 科 医 療 の 提 供 が 十 分 で な い 地 域 が 生 じ た 。

ま た 、産 科 医 に な る こ と を 希 望 す る 若 手 医 師 が 減 少 し て い る こ と な ど の

問 題 点 が 指 摘 さ れ 、産 科 医 不 足 の 改 善 や 産 科 医 療 提 供 体 制 の 確 保 が 我 が

国 の 医 療 に お け る 優 先 度 の 高 い 重 要 な 課 題 と な っ た (産 科 医 療 保 障 制 度

n.d.)。 2014(平 成 26)年 の 人 口 動 態 調 査 に よ る と 、 出 生 の 場 所 は 99.1％

が 病 院 お よ び 診 療 所 で あ る 。殆 ど が 病 院・診 療 所 で の 分 娩 で あ り 、産 科

医 師 不 足 の 対 策 と し て 日 本 産 科 婦 人 科 学 会 お よ び 医 会 は「 分 娩 施 設 の 集

約 化 」を 掲 げ た 。し か し 、集 約 化 に よ り 近 隣 の 医 療 機 関 が 廃 止 さ れ た 結

果 、妊 産 婦 が 受 診 す る 施 設 も 限 ら れ る こ と に な る 。ま た 、救 急 時 等 に は

遠 方 へ の 妊 婦 の 搬 送 が 予 想 さ れ る 。助 産 師 に と っ て も 、就 業 場 所 の 異 動

を 余 儀 な く さ れ る 。  

 厚 生 労 働 省 は 、産 科 医 不 足 の 対 応 と し て 、2009 (平 成 21)年 に 助 産 師 外

来・院 内 助 産 所 を 推 進 し 、助 産 師 の 有 効 活 用 を 提 言 し た 。こ れ は 医 療 法

第 二 条 に お け る 助 産 所 に は 該 当 せ ず 、あ く ま で も「 病 院 」等 で 開 設 す る

も の で あ る 。  

 ま た 、 2012(平 成 24)年 に 日 本 看 護 協 会 は 、「 病 院 」 勤 務 と 「 診 療 所 」

勤 務 の 助 産 師 の 偏 在 化 の 対 応 と し て 、「 同 じ 都 道 府 県 内 に お い て も 、 医

療 施 設 間 で の 助 産 師 の 偏 在 が あ り 、 安 全 ・ 安 心 な 出 産  環 境 を 整 備 す る

た め に は 、 助 産 師 の 就 業 先 の 偏 在 を 是 正 す る こ と が 喫 緊 の 課 題 で あ る 」

と し て 、 助 産 師 出 向 支 援 導 入 事 業 に 取 り 掛 か っ て い る 。  
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 い ず れ に し て も 、 現 在 、 8割 強 の 助 産 師 は 「 医 療 」 の 中 に 就 業 し 、 医

師 と 同 じ 就 業 場 所 に お い て 業 務 を 遂 行 し て い る 。  

 

資 料 Ⅱ -4 助 産 師 の 周 産 期 死 亡 率 と 就 業 場 所  

 周 産 期 死 亡 率 と 助 産 師 の 就 業 場 所 に つ い て 、 資 料 Ⅱ -4図 1に 示 す 。  

 周 産 期 死 亡 率 は 1965 (昭 和 40)年 ご ろ か ら 1995(平 成 ７ )年 ま で 急 激 に

減 少 し 続 け 、 そ の 後 は 徐 々 に 減 少 し て い る 。  

 日 本 の 周 産 期 医 療 体 制 は 、 1996(平 成 8)年 度 か ら 実 施 さ れ た 「 周 産 期

医 療 整 備 対 策 事 業 」に よ っ て 周 産 期 医 療 シ ス テ ム の 整 備 が 進 め ら れ 、分

娩 に 伴 っ て 大 量 出 血 を 生 じ た 妊 婦 の 救 命 、未 熟 児 の 救 命 等 に 大 き く 寄 与

し 、妊 産 婦 死 亡 率 や 新 生 児 死 亡 率 の 改 善 が 図 ら れ た 。周 産 期 死 亡 は 母 子

保 健 の 水 準 を 示 す 指 標 の 一 つ で あ り 、NICU等 周 産 期 救 急 体 制 の 整 備 、医

療 機 関 の 連 携 、救 急 時 の 迅 速 な 搬 送 体 制 の 確 立 な ど の 評 価 指 標 に も な る 。

社 会 全 体 が 出 産 を 医 療 に 中 に 取 り 込 み 、出 産 、新 生 児 医 療 の 充 実 を 図 っ

た 結 果 と 言 え る 。  

 助 産 師 の 就 業 場 所 が「 助 産 所 」よ り も「 病 院 」が 増 え 、そ の 数 が 逆 転

し た の は 、1975～ 1980(昭 和 50～ 55)年 の 間 で あ る 。そ の 後 、病 院 就 労 助

産 師 は 一 気 に 増 加 し 、 1995(平 成 ７ )年 の 病 院 就 業 助 産 師 は 、 全 体 の

69.3％ に ま で な っ た (診 療 所 就 業 助 産 師 は 14.6％ 、 助 産 所 就 業 助 産 師 は

9.7％ )。  

 周 産 期 死 亡 率 の 減 少 と 病 院 就 業 助 産 師 の 増 加 し た 時 期 と が 一 致 し て

い る が 、1965(昭 和 40)年 に 母 子 保 健 法 が 成 立 し た こ と に よ り 、妊 婦 健 康

診 査 が 促 進 さ れ た こ と も 同 時 期 で あ り 、母 子 保 健 に 係 る 環 境 整 備 が 充 実

し て き た こ と や 資 料 2で 述 べ た よ う に 国 民 の 栄 養 事 情 や 衛 生 状 態 が 改 善 、

出 産 が 医 療 の 中 で 行 わ れ 抗 生 物 質 の 導 入 な ど 医 療 の 飛 躍 的 な 進 歩 な ど

が 周 産 期 死 亡 率 の 減 少 に 係 っ て い る と 言 え る 。  

 

資 料 Ⅱ -5 助 産 師 教 育 の 高 度 化  

 我 が 国 の 助 産 師 教 育 は 看 護 師 の 基 礎 教 育 (3 年 ま た は 4 年 )を 土 台 と し

て 、 そ の 上 の 積 み 上 げ 教 育 が 行 わ れ て い る 。  
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 助 産 師 の 教 育 に 関 し て は 、保 助 看 法 第 二 十 条 、保 健 師 助 産 師 看 護 師 学

校 養 成 所 指 定 規 則 (以 下 、指 定 規 則 )、看 護 師 等 養 成 所 の 運 営 に 関 す る 指

導 要 領 及 び 看 護 師 養 成 所 の 運 営 に 関 す る 手 引 き 等 に 規 定 さ れ て い る 。  

 1948(昭 和 23)年 の 保 助 看 法 制 定 当 時 は 、 そ の 第 二 十 條 に 国 家 試 験 の

受 験 資 格 が 規 定 さ れ て お り 、現 在 と ほ ぼ 同 じ く 、看 護 師 免 許 取 得 後 更 に

1 年 の 修 学 が 必 要 で あ っ た 。  

 そ の 後 、 カ リ キ ュ ラ ム 改 正 が 、 1951(昭 和 26)年 に 指 定 規 則 制 定 、  

1967(昭 和 42)年 に 第 1 次 改 正 、1989(平 成 元 )年 に 第 2 次 改 正 、 1996(平

成 8)年 に 第 3 次 改 正 、 2008(平 成 20)年 に 第 4 次 改 正 と し て 行 わ れ て き

た (日 本 看 護 協 会 n.d.)。  

 1949(昭 和 24)年 に 交 付 さ れ た 指 定 規 則 で は 修 業 年 限 は 1 年 以 上 で あ

っ た が 、 1951(昭 和 26)年 に 保 助 看 法 改 正 に 伴 い 指 定 規 則 も 大 幅 に 改 正

さ れ 、 以 降 助 産 師 の 修 業 年 限 は 、 6 ヶ 月 以 上 と さ れ た 。 1997(平 成 9)年

に は 、 看 護 師 と 保 健 師 あ る い は 助 産 師 の 統 合 カ リ キ ュ ラ ム (教 育 )(厚 生

労 働 省 2007)が 行 わ れ る よ う に な っ た 。職 能 団 体 で あ る 日 本 看 護 協 会 か

ら「 看 護 師 教 育 は 医 療 の 進 展 と 高 度 専 門 化 に 対 応 す る に は 4 年 が 必 要 で

あ る 。保 健 師 助 産 師 教 育 は そ の 上 に 位 置 す る 」の 要 望 等 を 受 け 、2010(平

成 22)年 4 月 1 日 施 行 の「 保 健 師 助 産 師 看 護 師 法 」及 び「 看 護 師 等 の 人

材 確 保 の 促 進 に 関 す る 法 律 」の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に お い て 、助 産 師 国

家 試 験 の 受 験 資 格 は 、「 文 部 科 学 大 臣 の 指 定 し た 学 校 に お け る 修 業 年 限

を 六 月 以 上 か ら 一 年 以 上 に 延 長 す る こ と 。(第 二 十 条 関 係 )」と な っ た (厚

生 労 働 省 n.d.)。  

 ま た 、保 助 看 法 制 定 当 初 の 看 護 婦 等 の 教 育 は 、厚 生 省 所 管 の 養 成 所 で

あ っ た が 、「 教 育 は 本 来 の 学 校 教 育 法 第 一 条 校 で あ る べ き と い う 考 え の

実 現 を め ざ し 、厚 生 労 働 省 所 管 の 養 成 所 か ら 文 部 科 学 省 所 管 の 短 期 大 学

(昭 和 25 年 [1950])、 看 護 大 学 (昭 和 27 年 [1952])へ と 移 行 が 進 ん だ 。

更 に 大 学 教 育 は 専 門 性 を 高 め る 大 学 院 と し て 修 士 課 程 (昭 和 54 年

(1974))、 博 士 課 程 (昭 和 63 年 (1988))へ と 設 置 を 進 め る こ と に な っ た

(厚 生 労 働 省 医 政 局 看 護 課 2009)。」と い う よ う に 、徐 々 に 職 業 教 育 か ら 、

2009(平 成 21)年 の 「 大 学 に お け る 看 護 系 人 材 養 成 の 在 り 方 に 関 す る 検

討 会 」 で 看 護 師 教 育 が は じ め て 高 等 教 育 に 位 置 づ け ら れ た 。  
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 文 部 科 学 省 は 、2005(平 成 17)年「 我 が 国 の 高 等 教 育 の 将 来 像 (答 申 )」

に お い て 、そ の 第 3 章  新 時 代 に お け る 高 等 教 育 機 関 の 在 り 方 で 、「 修 士

課 程 は 、 1． 研 究 者 等 養 成 (の 第 1 段 階 )、 2． 高 度 専 門 職 業 人 養 成 、 3．

我 が 国 の 知 識 基 盤 社 会 を 支 え る 「 21 世 紀 型 市 民 」 の 高 度 な 学 習 需 要 へ

の 対 応 の 三 つ の 機 能 を 担 う 。」 と 述 べ て い る 。  

 助 産 師 の 大 学 院 修 士 課 程 に お い て は 文 部 科 学 省 の 提 示 し た 機 能 の う

ち 、「 2.高 度 専 門 職 業 人 養 成 」 を 担 う 人 材 を 育 成 す る 課 程 と す る 考 え 方

が 浸 透 し 、1992(平 成 4)年 の「 看 護 師 等 の 人 材 確 保 の 促 進 に 関 す る 法 律 」

の 制 定 に 伴 い 、看 護 系 大 学 が 急 増 し た こ と を 受 け て 看 護 系 の 大 学 院 修 士

課 程・博 士 課 程 も 、平 成 8 年 よ り 急 激 に 増 加 し て い る (厚 生 労 働 省 n .d.)。  

 助 産 師 に 関 し て は 、 2004(平 成 16)年 に 1 大 学 院 に お い て 助 産 師 教 育

が 始 め ら れ る よ う に な っ た の を 皮 切 り に 、2010(平 成 22)年 に は 11 大 学

院 、2016(平 成 28)年 に は 34 大 学 院 (厚 生 労 働 省 n.d.)（ 全 国 助 産 師 教 育

協 議 会 2016） と 徐 々 に 増 え 、 助 産 師 の 大 学 院 教 育 化 が 進 め ら れ つ つ あ

る 。  

 か つ て 、 明 治 の 「 産 婆 規 則 」 の 時 代 の 医 師 向 け 産 科 学 の 本 に は 、「 今

日 の 産 婆 が 分 娩 に 関 す る 学 識 及 び 熟 練 の 程 度 は 完 全 な る 域 に 達 せ し 者

と 見 做 し 難 し (水 原  漸 , 1899 )」「 嗟 ス 現 時 多 数 ノ 産 婆 ハ 其 学 識 ニ 於 テ 、

又 其 技 術 ニ 於 テ 未 ダ 吾 人 ノ 満 足 ス ベ キ 點 ニ 達 セ ザ ル ヲ 。故 ニ 若 シ 萬 全 ヲ

希 望 セ バ 、 分 娩 ニ 先 チ 豫 メ 熟 練 セ ル 醫 士 ヲ 招 待 シ 置 ク ヲ 可 ト ス ル 。 (佐

藤 勤 也 , 1901)」 と 言 う よ う に 、 産 婆 が 知 識 も 技 術 も 無 い 者 が 多 い と 記

さ れ て い た 。  

 現 在 、助 産 師 教 育 の 高 度 化 が 進 む 中 で 、助 産 師 が 専 門 性 の 高 い 、よ り

自 律 的 な 医 療 人 と し て 活 躍 で き る 環 境 を 今 後 も 整 え て い く こ と が 必 要

で あ る と 考 え る 。  
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資料Ⅱ-1 表 1 1878(明治 11)年から 2014(平成 26)年までの出生数と就業助産師数 

 

西暦年 和暦年 出生数 助産師数 西暦年 和暦年 出生数 助産師数 西暦年 和暦年 出生数 助産師数

1878 明治11 874883 12009 1926 昭和元 2104405 44776 1974 49 2029989 26867

1879 12 876719 12199 1927 2 2060737 45663 1975 50 1901440 26742

1880 13 883584 17784 1928 3 2135852 46299 1976 51 1832617 26804

1881 14 941343 18734 1929 4 2077026 48399 1977 52 1755100 26618

1882 15 922715 19035 1930 5 2085101 50312 1978 53 1708643 26793

1883 16 1004989 20805 1931 6 2102784 52537 1979 54 1642580 26267

1884 17 975252 20061 1932 7 2182742 54655 1980 55 1576889 25867

1885 18 1024574 27175 1933 8 2121253 56590 1981 56 1529455 25538

1886 19 1050617 28957 1934 9 2043783 58270 1982 57 1515392 25416

1887 20 1058137 29863 1935 10 2190704 59560 1984 59 1489780 24649

1888 21 1172729 30862 1936 11 2101969 60967 1986 61 1382946 24056

1889 22 1209910 32111 1937 12 2180734 61732 1988 63 1314006 23320

1890 23 1145374 32498 1938 13 1928321 62209 1990 平成2 1221585 22918

1891 24 1086775 33317 1939 14 1901573 62307 1992 4 1208989 22690

1892 25 1207034 32928 1940 15 2115867 61368 1994 6 1238328 23048

1893 26 1178428 33412 1941 16 2277283 62742 1996 8 1206555 23615

1894 27 1208983 33839 1942 17 2233660 52991 1998 10 1203147 24202

1895 28 1246427 34235 1943 18 2253535 34665 2000 12 1190547 24511

1896 29 1282178 34396 1944 19 不明 14883 2002 14 1153855 24340

1897 30 1334125 35375 1945 20 不明 17915 2004 16 1110721 25257

1898 31 1369638 35945 1946 21 不明 61652 2006 18 1092674 25775

1899 32 1386981 8367 1947 22 2678792 67238 2008 20 1091156 27789

1900 33 1420534 25118 1948 23 2681624 70354 2010 22 1071304 29672

1901 34 1501591 25503 1949 24 2696638 74034 2012 24 1037231 31835

1902 35 1510835 25709 1950 25 2337507 74832 2014 26 1003539 33956

1903 36 1489816 25959 1951 26 2137689 77560

1904 37 1440371 26220 1952 27 2005162 54514

1905 38 1452770 25998 1953 28 1868040 56419

1906 39 1394295 26387 1954 29 1769580 55513

1907 40 1614472 26677 1955 30 1730692 55356

1908 41 1662815 26957 1956 31 1665278 53743

1909 42 1693850 27220 1957 32 1566713 51709

1910 43 1712857 27674 1958 33 1653469 52319

1911 44 1747803 28362 1959 34 1626088 52402

1912 大正元 1737674 29376 1960 35 1606041 52337

1913 2 1757441 30034 1961 36 1589372 51181

1914 3 1808402 31048 1962 37 1618616 45955

1915 4 1799326 31854 1963 38 1659521 46174

1916 5 1804822 32840 1964 39 1716761 43516

1917 6 1812413 34295 1965 40 1823697 43276

1918 7 1791992 34348 1966 41 1360974 43710

1919 8 1778685 35235 1967 42 1935647 31944

1920 9 2025564 36055 1968 43 1871839 29440

1921 10 1990876 36657 1969 44 1889815 28963

1922 11 1969314 37714 1970 45 1934239 28087

1923 12 2043297 39515 1971 46 2000973 27811

1924 13 1998520 41707 1972 47 2038682 27933

1925 14 2086091 42877 1973 48 2091983 26854

内務省衛生局衛生局年報(明治 11

年～昭和 11年), 厚生省衛生局衛生

局年報(昭和 12,15 年),厚生省報告

例衛生行政業務報告(昭和 16～45

年), 厚生労働省,衛生行政報告例

平成 26 年保健･衛生行政報告 (衛生

行政報告例)結果(就業医療関係者)

の概況にて作成  
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(人 (人 )  

資 料 Ⅱ - 1 図 1 1 87 8(明 治 1 1)年 か ら 2 01 4(平 成 2 6)年 ま で

の 出 生 数 と 就 業 助 産 師 数 の 推 移  

 

内務省衛生局衛生局年報(明治 11 年～昭和 11 年), 厚生省衛生局衛生局年報 (昭

和 12,15 年),厚生省報告例衛生行政業務報告(昭和 16～45 年), 厚生労働省,衛生

行政報告例平成 26 年保健･衛生行政報告 (衛生行政報告例)結果(就業医療関係者)

の概況にて作成  
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資 料 Ⅱ - 2 図 1 194 7(昭 和 22)年 か ら 2 01 4(平 成 26)年 ま で の 出 産 場 所 の

経 年 変 化  

昭

和

22

25 30 35 40 45 50 55 60

平

成

２

7 12 17 22 23 24 25 26

病 院 0 2.9 11 24 37 43 47 52 56 56 55 54 51 52 52 53 53 53

診療所 0 1.1 4.5 18 34 42 44 44 42 43 44 45 47 47 47 46 46 46

助産所 0 0.5 2.4 8.5 13 11 7.2 3.8 2 1 0.9 1 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7

自宅･その他 98 95 82 50 16 3.9 1.2 0.5 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

0

20

40

60

80

100（％）

厚 生 労 働 省 平 成 2 6 年 人 口 動 態 動 態 調 査 に て 作 成  
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資 料 Ⅱ - 3 図 1 1 96 1(昭 和 3 6)年 か ら 2 01 4(平 成 2 6)年 に お け る 助 産 師 の

総 数 と 就 業 場 所 の 変 化  

(人 )  

平 成 2 6 年 衛 生 行 政 報 告 例 (就 業 医 療 関 係 者 )の 概 況 に て 作 成  
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資 料 Ⅱ - 4 図 1 周 産 期 死 亡 率 と 助 産 師 の 就 業 場 所 の 変 遷  

I C D - 1 0 で は 周 産 期 の 定 義 を 、 妊 娠 満 2 2 週 か ら 出 生 後 満 7 日 未 満 と し

て お り 、 厚 生 労 働 省 の 統 計 で は 1 9 9 5（ 平 成 7） 年 か ら こ の I C D - 1 0 の

定 義 を 採 用 し た 。 1 9 9 4（ 平 成 6）年 以 前 の 周 産 期 死 亡 率 の 定 義 は 、（ 妊

娠 満 2 8 週 以 後 の 死 産 ） +（ 早 期 新 生 児 死 亡 ） で あ る 。  

平 成 2 7 年 ( 2 0 1 5 )人 口 動 態 (確 定 数 )の 概 況 ,平 成 2 6 年 衛 生 行 政 報 告 例

(就 業 医 療 関 係 者 )の 概 況 に て 作 成  
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衛 生 行 政 業 務 報 告 ： 厚 生 省 報 告 例 (昭 和 16-20)  

 

衛 生 行 政 業 務 報 告 ： 厚 生 省 報 告 例 (昭 和 21-45)  
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内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (明 治 32). 産 婆 数  

 

内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (明 治 33). 産 婆 数  

 

内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (明 治 34,35). 産 婆 数  

 

内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (明 治 36-38). 産 婆 数  

 

内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (明 治 39). 産 婆 数  

 

内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (明 治 40,41). 産 婆 数  

 

内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (明 治 42). 産 婆 数  

 

内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (明 治 43). 産 婆 数  

 

内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (明 治 44). 産 婆 数  

 

内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (明 治 45･大 正 元 年 ). 産 婆 数  

 

内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (大 正 2). 産 婆 数  

 

内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (大 正 3). 産 婆 数  

 

内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (大 正 4). 産 婆 数  

 

内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (大 正 5). 産 婆 数  

 

内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (大 正 6). 産 婆 数  

 

内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (大 正 7). 産 婆 数  

 



 

 

203 

 

内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (大 正 8). 産 婆 数  
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内 務 省 衛 生 局 ,衛 生 局 年 報 (昭 和 11). 産 婆 数  

 

資 料 1-3  

日 本 医 療 機 能 評 価 機 構 , 産 科 医 療 保 障 制 度 に つ い て ,平 成 28 年 10 月 1

日 検 索 ,  

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/outli ne/message.html  

 

資 料 1-5  

厚 生 労 働 省 , 看 護 基 礎 教 育 の 充 実 に 関 す る 検 討 会 報 告 書 , 平 成 28 年  

  11 月 1 日 検 索 ,  

  http://www.mhlw.go.jp/shi ngi/2007/04/dl/s0420 -13.pdf  

 

厚 生 労 働 省 ,看 護 師 等 の 人 材 確 保 の 促 進 に 関 す る 法 律 」 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 , 平 成 28 年 11 月 1 日 検 索 , 

http://www.mext.go.jp/b_me nu/hakusho/nc/attach/1282564.htm  

 

厚 生 労 働 省 ,看 護 教 育 の 概 要 ,平 成 28 年 11 月 1 日 検 索 , 

http://www.mhlw.go.jp/shin gi/2009/05/dl/s0514-5b.pdf  

 

厚 生 労 働 省 ,資 料 2 助 産 師 教 育 に つ い て , 平 成 28 年 11 月 1 日 検 索 , 

http://www.mhlw.go.jp/shin gi/2006/06/dl/s0629-7b.pdf  

 

文 部 科 学 省 (2005), 我 が 国 の 高 等 教 育 の 将 来 像 (答 申 ),平 成 28 年 11 月

1 日 検 索 , 

http://www.mext.go.jp/b_me nu/shingi/chukyo/chukyo0/toushi n/

attach/1335595.htm  

 

日 本 看 護 協 会 (n.d.). 厚 生 労 働 省 等 の 看 護 行 政 の 足 跡  助 産 師 学 校 養

成 所 カ リ キ ュ ラ ム の 推 移 , 平 成 28 年 11 月 1 日 検 索 , 

https://www.nurse.or.jp/home/publicatio n /pdf/2009/hojyoka n-

60-5.pdf  

佐 藤 勤 也 編 (1901). 実 用 産 科 学 前 編 .半 田 屋 醫 籍 書 店 ,東 京  

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/outline/message.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1282564.htm
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/06/dl/s0629-7b.pdf
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全 国 助 産 師 教 育 協 議 会 (2016), 会 議 資 料 助 産 師 学 校 (大 学 院 )  
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【回答方法】 

本年 10月 1日現在の状況をご記入ください。回答欄 には、あてはまる数値や「✔」等をご記

入ください（ ✔ ）。 

 ご自身について 

問 1 年齢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 歳  

問 2 助産師経験年数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 年  

問 3 施設長としての開業年数・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 年 

 貴施設・設備について 

問 1 貴助産所は有床ですか？・・・・・・・・・ 有床 無床 

問 2 従事する助産師（常勤、パートを含む）の人数は？・・・・・・ 人 

問 3 契約をしている嘱託医師の診療科目は？その他の場合には、具体的にお書きください。 

産科 産婦人科 小児科 

問 4 嘱託医師とは、どのように連絡を取っていますか？ 

定期的に 不定期に 

頻度はどの程度ですか？

毎日 毎週 毎月 2～3 か月毎 

4～6 か月毎 7～9 か月毎   10 か月～1 年毎 

その他 

その他 

資 料 Ⅲ ： 第 3 章 調 査 (2)の 調 査 票
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問 5 嘱託医師とはどのような場合に連絡しておられますか。 

あてはまる状況に「✔」を付け、回答欄に具体例をお書きください。（複数回答可） 

✔ 状況 回答欄（具体例） 

助産師の手には

負えないと判断

した時 

異常とまでは 

いかないが、 

判断に迷った時 

分娩を希望する

妊婦が初めて 

来所した時 

妊婦健診につい

て情報交換した

い時 

分娩目的で産婦

が入院した時 

分娩が終了した

時（分娩後どの 

時点か） 

褥婦が退院した

時 

その他 
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次の問 6,7は、2014年 1月 1日から 12 月 31日までの期間についてご回答ください。 

問 6 1 年間の分娩件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 件 

問 7 1）1 年間の母体搬送件数・・・・・・・・・・・・・・・・・ 件 

2）1 年間の新生児搬送件数・・・・・・・・・・・・・・・・ 件 

3）1）および 2）で答えた全症例について、ご面倒ですが助産録などを参考に 

下記の表にご記入をお願いします。 

件

数 

搬送時の 

診断・症状 

搬送対象 

妊婦 

産婦 

褥婦 

新生児 

搬送先 

A.嘱託医 

B. 総合周産期母子 

  医療センター 

C. 地域周産期母子 

  医療センター 

D. 周産期連携病院 

搬送先への

情報提供書

の提出 

（有，無） 

搬送先から

の結果の 

情報提供 

（有，無） 

(例) 妊娠 36週・前期破水 妊婦 A 有 有 

1 
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問 8 貴助産所に設置されている医療機器を「✔」でご回答ください。「その他」は具体的

に内容をお書きください。 

✔ 項 目 ✔ 項 目 

分娩監視装置 保育器 

超音波ドップラー 血液ガス測定器 

超音波診断装置(経腹用) パルスオキシメーター 

超音波診断装置(経膣用) 蘇生バッグ・マスク（成人用） 

超音波診断装置(乳房用) 蘇生バッグ・マスク（新生児用） 

吸引器（分娩用） 輸液ポンプ 

吸引器（吸痰用） 自動血圧計 

経皮ビリルビン濃度測定器／黄疸計 AED(自動体外式除細動器) 

ビリルビン測定器（末梢血） 簡易血糖測定器 

新生児黄疸光線治療器 ヘモグロビン A1c 測定器 

その他 
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 日常の業務について 

問 1 表に挙げた項目について、日常的に「実施している」あるいは「今後実施したい」の

に該当する場合「✔」をつけてください。「今後実施したい」に「✔」した場合は、「実施す

るためには何が必要だと思いますか？」の欄をご記入ください。 

「その他」は具体的に内容をお書きください。 

教育 法の整備
その他

(具体的にお書きください）

Ⅰ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

経膣超音波検査による子宮内妊娠の確認

随時血糖検査

その他

項目

妊婦に対する関わり

実施
して
いる

今後
実施
したい

実施するためには何が必要だと思いますか？

経膣超音波検査による胎盤の位置の確認

妊婦中期・後期の超音波検査での羊水量の評価

妊婦中期・後期の超音波検査による臍帯の評価

妊娠反応検査（尿中hCG判定検査）

経膣超音波検査による妊娠週数・分娩予定日の推定

経膣超音波検査による正常経過の確認

経膣超音波検査による胎児数の確認

経膣超音波検査による子宮および付属器異常の確認

経膣超音波検査による子宮頸管長の確認

妊婦中期・後期の超音波検査による胎児の形態異常

超音波検査による乳腺の状態確認

妊婦中期・後期の超音波検査による胎児発育評価

妊婦中期・後期の超音波検査による胎位・胎向の評価
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教育 法の整備
その他

(具体的にお書きください）

項目
実施
して
いる

今後
実施
したい

実施するためには何が必要だと思いますか？

Ⅱ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.その他

経管裂傷、膣壁裂傷時の縫合

異常出血予測時の静脈血管確保

前期・早期破水時の抗生物質の投与（経口、静脈内）

分娩後子宮収縮剤の投与（点滴）

分娩後子宮収縮剤の投与（内服）

弛緩出血、膣壁血腫発症時の止血剤投与

母体ｼｮｯｸ時の蘇生法（心肺蘇生，維持点滴補液など）

GBS陽性産婦への抗生物質の投与（静脈内）

胎児心拍低下時の酸素投与

胎盤用手剥離

膣鏡診による羊水流失の確認

会陰部の局所麻酔

会陰1度裂傷の縫合

会陰2度裂傷の縫合

内診による分娩開始の診断(ビショップスコア)

産婦に対する関わり

BTB試験紙などの膣分泌物ｐHによる破水の確認

内診による分娩進行の確認

微弱陣痛時の陣痛促進剤の投与（内服）

微弱陣痛時の陣痛促進剤の投与（点滴）

分娩監視装置による胎児の健康評価

会陰3～4度裂傷の縫合

会陰切開
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教育 法の整備
その他

(具体的にお書きください）

項目
実施
して
いる

今後
実施
したい

実施するためには何が必要だと思いますか？

Ⅲ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

褥婦に関する関わり

超音波検査による産後乳腺炎の確認

血液検査による産後貧血の評価

産後疼痛（後陣痛、会陰部痛など）時の鎮痛剤投与

乳房マッサージ

乳房以外の指圧やマッサージ

産褥期の異常出血時の静脈血管確保および輸液

経膣超音波検査による子宮内遺残の確認

双合診による産後の子宮、卵巣の確認

膣鏡診による子宮口、膣、会陰部の確認

超音波検査による母乳分泌の評価

その他

産褥1か月健診（母親）

マタニティブルーズ、産後うつ病のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
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教育 法の整備
その他

(具体的にお書きください）

項目
実施
して
いる

今後
実施
したい

実施するためには何が必要だと思いますか？

Ⅳ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.その他

ビタミンK製剤（ケイツーシロップR ）の与薬

新生児マススクリーニングの採血(ヒールカット法）

乳児1か月健診

新生児黄疸総ビリルビン計測の採血(ヒールカット法）

新生児に対する関わり

おむつかぶれの軟膏処方

新生児仮死時の酸素投与

巨大児、低出生体重児、GBS陽性などの血糖測定

嘔吐した時の胃内吸引

点眼薬投与

間接型高ビリルビン血症時の光線療法

新生児聴覚スクリーニング

新生児仮死時の新生児蘇生法
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助産所の将来について 

問 1 開業した理由を教えてください。 

問 2 開業助産師としての将来の展望、夢を教えてください。 

問 3 問 2でお答えいただいた展望、夢を叶えるために、不足しているものや必要だと思う 

 ことはありますか。あれば具体的に教えてください。 

※問 1～3のご質問にご記入しきれない場合は、次頁の余白をご利用ください。 
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 余白 

記入欄のスペースが少なく書ききれないことがある方は、以下の余白にご記入ください。 

以上でアンケートは終了です。ご多用のところ、ありがとうございました。 



資 料 Ⅳ ： A 大 学 院 助 産 師 免 許 取 得 プ ロ グ ラ ム ・ 助 産 師 プ ロ グ ラ ム の

シ ラ バ ス (一 部 )… ①  

※ 赤 字 は 、 個 人 名 等 の た め 研 究 者 に て 同 義 に 変 更

教 員 A ,  B , C  

開 業 助 産 師  
看 護 師 臨 床 検 査 技 師

教 員 A  

教 員 B  C  

217 



資 料 Ⅳ ： A 大 学 院 助 産 師 プ ロ グ ラ ム の シ ラ バ ス (一 部 )… ②

※ 赤 字 は 、 個 人 名 等 の た め 研 究 者 に て 同 義 に 変 更

教 員 A ， 産 婦 人 科 医 師  

外 科 医 師 ，臨 床 検 査 技 師
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